
435

伊
勢
神
宮
の
創
祀

　
日
本
民
俗
学
の
古
代
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［
論
文
要
旨
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　本
論
文
は
柳
田
國
男
を
中
心
と
し
て
折
口
信
夫
の
参
加
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
日
本
民
俗
学
を
継
承
す
る
立

場
か
ら
提
出
す
る
伊
勢
神
宮
の
創
祀
を
め
ぐ
る
試
論
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
以
下
の

諸
点
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
創
祀
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
は
、
推
古
朝
に
お
け
る
日
神
祭
祀
、
斉
明
朝
に
お

け
る
出
雲
の
祭
祀
世
界
の
吸
収
、
持
統
朝
の
社
殿
造
営
と
行
幸
、
と
い
う
三
つ
の
画
期
が
あ
っ
た
。
確
実
な
伊

勢
神
宮
の
造
営
は
天
武
二
年（
六
七
三
）四
月
の
大
来
皇
女
の
泊
瀬
の
斎
宮
へ
の
籠
も
り
か
ら
翌
三
年（
六
七
四
）

一
〇
月
の
伊
勢
へ
の
出
発
の
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
持
統
六
年
（
六
九
二
）
の
伊
勢
行
幸
に
際
し
て
社
殿
の

造
営
が
完
了
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
律
令
制
的
な
税
制
度
の
も
と
で
の
伊
勢
神
宮
の
造
営
で

あ
り
、
新
益
京
（
藤
原
京
）
と
い
う
新
た
な
都
城
の
造
営
と
対
を
な
す
国
家
的
事
業
で
あ
っ
た
。
政
治
権
力
の

基
盤
と
し
て
の
律
令
制
と
都
城
制
、
に
対
応
す
る
宗
教
権
威
の
基
盤
と
し
て
の
神
祇
制
と
官
寺
制
、
と
い
う
律

令
国
家
の
体
系
の
も
と
で
、
そ
の
神
祇
制
の
中
核
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
伊
勢
神
宮
の
造
営
と
祭
祀
が
そ
こ
に

完
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
照
大
神
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
高
天
原
広
野
姫
天
皇
を
そ
の
謚
号
と

す
る
持
統
天
皇
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
の
意
味
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
事
実
関
係
の
追
跡

か
ら
だ
け
で
は
重
要
な
点
が
見
え
て
こ
な
い
。『
記
紀
』
に
な
ぜ
出
雲
神
話
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も

含
め
て
、
出
雲
大
社
の
祭
祀
と
対
を
な
す
も
の
と
と
ら
え
る
と
き
、
は
じ
め
て
大
和
王
権
の
祭
祀
世
界
が
見
え

て
く
る
。〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
と
い
う
概
念
設
定
が
有
効
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
点
が
指
摘

で
き
る
。
天
武
と
持
統
の
大
和
王
権
を
守
る
装
置
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
、
伊
勢
と
出
雲
と
い
う
東
西

の
海
に
面
し
た
両
端
の
象
徴
的
霊
威
的
存
在
で
あ
っ
た
。
王
権
神
話
で
政
治
は
皇
孫
に
、
神
事
は
大
己
貴
神
に

と
の
分
業
を
語
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
同
時
に
、
朝
日
（
日
昇
）―
夕
陽
（
日
没
）、
東
方
（
対
外
的
安
全
領

域
た
る
太
平
洋
の
海
辺
）―
西
方
（
対
外
緊
張
の
日
本
海
の
海
辺
）、
太
陽
―
龍
蛇
、
陽
―
陰
、
陸
（
新
嘗
祭
）

―
海
（
神
在
祭
）、
現
世
（
顕
世
）―
他
界
（
幽
世
）、
と
い
う
対
照
性
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
関
係
性
で
あ
っ
た
。
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
た
天
武
・
持
統
の
大
和
の
超
越
神
聖

王
権
と
は
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
の
存
在
を
必
要
不
可
欠
と
し
た
王
権
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
出
雲
の
祭

祀
王
に
と
っ
て
龍
蛇
祭
祀
と
は
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
外
来
魂
の
吸
収
儀
礼
で
あ
り
、
一
方
、
大
和
の
祭
祀
王
が

新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
に
先
立
っ
て
執
行
す
る
鎮
魂
の
祭
儀
も
外
来
魂
の
吸
収
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
外
来
魂

の
吸
収
と
い
う
呪
術
的
霊
威
力
の
更
新
の
儀
礼
と
信
仰
を
大
和
の
王
権
が
獲
得
し
そ
れ
を
内
部
化
で
き
た
の

は
、出
雲
の
祭
祀
王
権
と
の
接
触
に
よ
っ
て
で
あ
り
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、の
設
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

天
皇
の
鎮
魂
の
祭
儀
と
は
、
外
来
魂
を
集
め
る
む
す
び
（
結
び
）
と
む
す
ひ
（
産
霊
）、
そ
の
外
来
魂
を
天
皇

の
身
体
に
定
着
さ
せ
る
た
ま
ふ
り
（
鎮
魂
）、
そ
う
し
て
内
在
魂
と
な
っ
た
天
皇
の
霊
魂
を
増
殖
し
活
性
化
さ

せ
る
た
ま
し
ず
め
（
鎮
魂
）、
そ
し
て
そ
の
天
皇
の
創
造
力
豊
か
な
増
殖
す
る
内
在
魂
を
臣
民
へ
と
分
与
す
る

み
た
ま
の
ふ
ゆ
（
皇
霊
之
威
・
恩
頼
）
ま
で
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
天
皇
と
い
う
存
在
と
機
能
の
基
本
が
そ
の

霊
魂
力
（
生
命
力
）
の
不
断
の
更
新
と
そ
の
分
与
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
こ
の
王
権
論
を
普
遍
化
す
る

視
点
か
ら
い
え
ば
、
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ーK

arl Polanyi

の
い
う
と
こ
ろ
の
、
中
心
性centricity

と
再
分

配redistribution

の
構
造
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

は
じ
め
に

❶
論
点
整
理

❷「
神
話
と
歴
史
」の
構
成

❸
歴
史
の
中
の
伊
勢
神
宮

❹
伊
勢
神
宮
と
出
雲
大
社

結
論
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は
じ
め
に

　こ
の
民
俗
学
の
小
さ
な
試
論
は
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
い
う
大
き
な
問
題
に
対
し

て
、
柳
田
國
男
を
中
心
と
し
て
折
口
信
夫
の
参
加
の
中
で
創
生
さ
れ
た
学
究
の
視
点

か
ら
、
一
定
の
仮
説
を
提
出
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
柳
田
も
折
口
も
そ
の
民
俗
学

の
中
心
的
な
課
題
と
し
て
日
本
の
神
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
追
い
続
け
た
。
そ
し

て
、
そ
の
成
果
は
祖
霊
論
や
ま
れ
び
と
論
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
も
そ
の

文
脈
に
そ
い
な
が
ら
か
つ
て
拙
著
『
ケ
ガ
レ
か
ら
カ
ミ
へ
』〔
木
耳
社
一
九
八
七
〕
に

お
い
て
ケ
ガ
レ
の
逆
転
か
ら
カ
ミ
が
生
ま
れ
る
と
い
う
拙
論
を
提
示
し
た
。し
か
し
、

そ
の
分
析
視
点
は
神
々
の
誕
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
理
論
的
な
問
題
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
、
具
体
的
な
神
社
の
創
祀
に
つ
い
て
の
事
例
研
究
で
は
な
か
っ
た
。
伊
勢

神
宮
の
創
祀
と
い
う
問
題
は
、
日
本
の
歴
史
と
文
化
を
考
え
る
上
で
も
っ
と
も
重
要

な
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ

る
。
し
か
し
、
具
象
と
抽
象
の
両
界
に
わ
た
る
現
象
を
解
析
す
る
必
要
が
あ
る
こ
の

伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
い
う
よ
う
な
深
遠
な
テ
ー
マ
の
場
合
に
は
、
柳
田
や
折
口
の
よ

う
な
歴
史
視
界
を
も
つ
日
本
民
俗
学
の
参
加
に
よ
る
研
究
の
推
進
も
必
要
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
そ
の
日
本
発
の
民
俗
学
の
視
点
か
ら
、『
古
事
記
』
や
『
日

本
書
紀
』
ま
た
『
隋
書
』
な
ど
の
文
献
史
料
と
こ
れ
ま
で
に
発
掘
さ
れ
て
い
る
考
古

学
的
な
遺
物
資
料
な
ど
の
諸
資
料
が
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
多
様
な
伝
承
情
報
を
広

く
比
較
論
的
に
整
理
し
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
学
説
を
提
示
し
て
み

る
も
の
で
あ
る
。

❶
論
点
整
理

先
学
の
諸
説

　
　
　伊

勢
神
宮
の
創
祀
と
い
う
の
は
実
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
神

社
関
係
者
や
古
代
史
関
係
者
の
間
で
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
き
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
分
野
の
研
究
者
か
ら
の
論
文
は
逆
に
非
常
に
少
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
研
究
者
の
立
場
や
視
点
を
反
映
し
て
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
論
点
が

示
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
整
理
す
れ
ば
、
大
き
く
二
つ
の
立
場

に
分
類
さ
れ
る
。

　第
一
の
論
点
は
、
天
照
大
神
が
伊
勢
に
祭
ら
れ
る
の
が
い
つ
の
時
代
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
大
別
し
て
古
い
と
み
る
説
と
新
し
い
と
み
る
説
と
の
両
者
が

あ
る
。
古
い
と
み
る
説
は
、
た
と
え
ば
田
中
卓
氏（

（
（

に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
『
日
本
書

紀
』
の
崇
神
・
垂
仁
紀
の
記
事
を
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
歴
史
年

代
を
比
定
し
て
そ
れ
を
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
初
頭
と
み
る
。
新
し
い
と
み
る
説

は
、
た
と
え
ば
津
田
左
右
吉

（
（
（

氏
は
推
古
朝
の
こ
ろ
と
推
定
し
、
直
木
孝
次
郎
氏

（
（
（

は

先
行
す
る
伊
勢
の
地
方
神
は
あ
っ
た
も
の
の
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
た
天
武
朝
に
お
い

て
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
第
二
の
論
点
は
、
な
ぜ
伊
勢
の
地
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
も
大
別
し
て
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
一
つ
は
大
和
王
権
に
と
っ
て
伊
勢
は
東

国
進
出
の
拠
点
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
み
る
説
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
伊
勢
は
大
和
か

ら
東
の
方
角
、
太
陽
の
昇
る
方
角
に
あ
た
る
か
ら
だ
と
い
う
説
で
あ
る
。
田
中
卓
氏

は
前
者
で
大
和
朝
廷
の
東
国
進
出
と
関
係
が
あ
る
と
み
る
見
解
に
立
ち
、
桜
井
勝
之

進
氏

（
（
（

は
後
者
で
そ
れ
と
は
関
係
な
い
と
す
る
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
丸
山

二
郎
氏

（
（
（

や
直
木
孝
次
郎
氏
は
こ
の
両
者
を
併
せ
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
第
三
の
論

点
は
、
伊
勢
の
地
に
先
行
の
神
社
と
祭
祀
が
あ
っ
た
と
み
る
説
と
そ
れ
は
な
か
っ
た

と
み
る
説
と
で
あ
る
。
あ
っ
た
と
み
る
の
が
瀧
川
政
次
郎
氏

（
（
（

、
直
木
孝
次
郎
氏
、
田

中
卓
氏
、
田
村
円
澄
氏

（
（
（

な
ど
で
あ
り
、
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
桜
井
勝
之
進
氏
で
あ

る
。　つ

ま
り
、
神
社
史
や
古
代
史
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
伊
勢

神
宮
の
創
祀
と
い
う
問
題
は
論
者
に
よ
っ
て
見
解
の
相
違
が
大
き
く
実
は
ま
だ
十
分

な
検
証
が
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

（
（
（

。
筆
者

の
専
門
は
日
本
民
俗
学
で
あ
る
が
、
柳
田
國
男
や
折
口
信
夫
の
学
究
姿
勢
に
学
び
な

が
ら
、
こ
の
大
き
な
問
題
に
少
し
だ
け
で
も
取
り
組
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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『
古
事
記
』と『
日
本
書
紀
』

　
　

ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
伊
勢
神
宮
の
創

祀
と
い
う
問
題
に
関
す
る
文
献
史
料
と
し
て
は
、『
古
事
記
』（
和
銅
五
年
（
七
一
二
）

に
太
安
万
侶
に
よ
り
撰
上
）
と
『
日
本
書
紀
』（
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
舎
人
親
王
を

総
裁
と
す
る
編
纂
者
集
団
に
よ
り
撰
上
）
し
か
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は

重
要
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
、
た
と
え
ば
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
三
月
に

度
会
宮
禰
宜
五
月
麻
呂
、
内
人
神
主
山
代
・
同
御
受
・
同
牛
主
ら
よ
り
神
祇
官
を
経

て
太
政
官
に
奏
上
さ
れ
た
解
文
で
あ
る
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』、
ま
た
、
同
年
八
月

に
宮
司
大
中
臣
真
継
、
禰
宜
荒
木
田
公
成
、
大
内
人
宇
治
土
公
磯
部
小
紲
ら
に
よ
っ

て
神
祇
官
に
進
上
さ
れ
た
解
文
『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』
は
、
現
存
す
る
伊
勢
神
宮
最

古
の
文
献
で
は
あ
っ
て
も
、
す
で
に
天
武
・
持
統
朝
の
神
宮
祭
祀
の
整
備
の
時
点
か

ら
み
れ
ば
は
る
か
に
長
い
時
間
、
つ
ま
り
一
〇
〇
年
以
上
の
時
代
が
過
ぎ
、
ま
た
奈

良
朝
の
複
雑
な
政
治
抗
争
を
経
た
あ
と
の
平
安
朝
に
お
け
る
記
録
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
天
武
皇
統
か
ら
天
智
皇
統
へ
の
転
換
や
、
皇
親
勢
力
か
ら
外
戚
官
僚
勢
力
へ
の
転

換
、
な
ど
の
大
き
な
政
治
的
転
換
を
経
た
あ
と
の
時
点
に
お
け
る
記
録
で
あ
る
。
そ

こ
に
神
宮
創
祀
に
関
す
る
情
報
が
記
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
多
く
の
利
害
関
係
に

よ
る
潤
色
や
創
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
伝
承
情
報
と

し
て
も
、
西
暦
八
〇
四
年
の
時
点
で
語
ら
れ
記
さ
れ
て
い
る
歴
史
情
報
に
、
そ
れ
よ

り
も
一
〇
〇
年
、
二
〇
〇
年
以
上
も
前
の
確
実
な
史
実
の
情
報
が
混
在
し
て
い
る
可

能
性
は
む
し
ろ
少
な
い
。
そ
れ
は
、
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
の
斎
部
広
成
の
撰
述
と

さ
れ
る
『
古
語
拾
遺
』
の
記
事
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
記

事
に
記
紀
の
内
容
と
は
異
な
る
伝
承
が
み
ら
れ
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に

一
〇
〇
年
近
く
も
後
の
記
録
で
あ
り
、
か
つ
前
述
の
よ
う
に
政
治
状
況
も
大
き
く
変

化
し
た
時
点
で
の
記
録
情
報
に
過
ぎ
な
い
。『
弘
仁
私
記
』
な
ど
が
引
く
史
料
情
報

も
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
釈
日
本
紀
』
関
係
の
記
事
な
ど
こ
の
問
題
に
つ
い
て

の
論
拠
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
を
語
る
情
報
資
料
と
し
て
は
、
八
世
紀
初
頭
の
律
令

国
家
体
制
の
成
立
期
に
編
纂
撰
上
さ
れ
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
し
か
な
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
文
献
は
こ
こ
で
は
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
む
や

み
に
後
世
の
関
連
文
献
の
情
報
に
は
惑
わ
さ
れ
な
い
、
と
い
う
情
報
解
読
の
上
で
の

基
本
的
な
視
点
の
重
要
性
を
ま
ず
は
提
案
し
て
お
き
た
い
。

　で
は
、
そ
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
は
ど
の
よ
う
な
文
献
で
あ
る
の
か
。

ま
ず
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
、
家
永
三
郎
氏
が
『
日
本
書
紀
』（
岩
波
版
の
日
本

古
典
文
学
大
系
本
）
の
解
説
で
述
べ
て
い
る

（
（
（

よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
は
、
そ
の
成
立

直
後
か
ら
購
書
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
も
常
に
古
典
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
、

古
写
本
に
も
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
数
も
『
古
事
記
』
の
そ
れ

に
比
べ
て
は
る
か
に
多
い

（
（（
（

の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
は
久
し
く
後
人
の
注
目
を
引

か
ず
、
一
八
世
紀
に
入
っ
て
本
居
宣
長
が
そ
の
価
値
を
力
説
す
る
ま
で
古
典
と
し
て

重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
古
事
記
』
は
現

存
の
古
写
本
も
一
四
世
紀
の
真
福
寺
本
以
前
に
は
、
現
に
知
ら
れ
て
い
る
註
釈
の
試

み
も
一
三
世
紀
の
卜
部
兼
文
の
「
古
事
記
裏
書
」
よ
り
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は

見
出
せ
な
い
状
態
で
あ
る

（
（（
（

。

　
　

　も
ち
ろ
ん
『
古
事
記
』
の
古
典
的
価
値
の
高
さ
は
そ
の
言
語
を
は
じ
め
内
容
の
上

で
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
と
比
べ
る
と
、
そ
の
伝
来
に
つ

い
て
は
不
明
の
部
分
が
多
い
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
慮
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、『
古
事
記
』
の
筆
録
者
で
あ
る
太
安
万
侶
が
、
一
方
で
は
『
日
本
書

紀
』
の
編
修
に
参
加
し
た
と
諸
書
は
伝
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
太
安
万
侶
が
参
加
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
の
は
、
弘
仁
四
年

（
八
一
三
）
の
多お

お
の
ひ
と
な
が

人
長
の
撰
に
な
る
『
日
本
書
紀
』
の
講
書
の
講
義
録
『
弘
仁
私
記
』

の
序
に
お
い
て
が
初
見
で
あ
る
点
、
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
が
ま
っ
た
く
『
古
事
記
』

を
無
視
し
て
い
る
点
、
同
様
に
『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
事
業
に
つ
い

て
そ
の
序
な
ど
で
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
点
、
そ
し
て
、
多
人
長
自
身
が
太
安

万
侶
と
同
じ
多
（
太
）
氏
と
し
て
同
族
的
な
系
譜
意
識
と
顕
彰
意
識
が
う
か
が
え
る

と
い
う
点
、
な
ど
か
ら
の
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
実
か
ら
は
む
し
ろ
、
多
人
長

撰
の
『
弘
仁
私
記
』
序
に
お
い
て
、
太
安
万
侶
が
史
書
の
編
纂
に
当
た
っ
た
と
い
う
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『
古
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日
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ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
伊
勢
神
宮
の
創

祀
と
い
う
問
題
に
関
す
る
文
献
史
料
と
し
て
は
、『
古
事
記
』（
和
銅
五
年
（
七
一
二
）

に
太
安
万
侶
に
よ
り
撰
上
）
と
『
日
本
書
紀
』（
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
舎
人
親
王
を

総
裁
と
す
る
編
纂
者
集
団
に
よ
り
撰
上
）
し
か
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は

重
要
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
、
た
と
え
ば
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
三
月
に

度
会
宮
禰
宜
五
月
麻
呂
、
内
人
神
主
山
代
・
同
御
受
・
同
牛
主
ら
よ
り
神
祇
官
を
経

て
太
政
官
に
奏
上
さ
れ
た
解
文
で
あ
る
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』、
ま
た
、
同
年
八
月

に
宮
司
大
中
臣
真
継
、
禰
宜
荒
木
田
公
成
、
大
内
人
宇
治
土
公
磯
部
小
紲
ら
に
よ
っ

て
神
祇
官
に
進
上
さ
れ
た
解
文
『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』
は
、
現
存
す
る
伊
勢
神
宮
最

古
の
文
献
で
は
あ
っ
て
も
、
す
で
に
天
武
・
持
統
朝
の
神
宮
祭
祀
の
整
備
の
時
点
か

ら
み
れ
ば
は
る
か
に
長
い
時
間
、
つ
ま
り
一
〇
〇
年
以
上
の
時
代
が
過
ぎ
、
ま
た
奈

良
朝
の
複
雑
な
政
治
抗
争
を
経
た
あ
と
の
平
安
朝
に
お
け
る
記
録
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
天
武
皇
統
か
ら
天
智
皇
統
へ
の
転
換
や
、
皇
親
勢
力
か
ら
外
戚
官
僚
勢
力
へ
の
転

換
、
な
ど
の
大
き
な
政
治
的
転
換
を
経
た
あ
と
の
時
点
に
お
け
る
記
録
で
あ
る
。
そ

こ
に
神
宮
創
祀
に
関
す
る
情
報
が
記
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
多
く
の
利
害
関
係
に

よ
る
潤
色
や
創
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
伝
承
情
報
と

し
て
も
、
西
暦
八
〇
四
年
の
時
点
で
語
ら
れ
記
さ
れ
て
い
る
歴
史
情
報
に
、
そ
れ
よ

り
も
一
〇
〇
年
、
二
〇
〇
年
以
上
も
前
の
確
実
な
史
実
の
情
報
が
混
在
し
て
い
る
可

能
性
は
む
し
ろ
少
な
い
。
そ
れ
は
、
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
の
斎
部
広
成
の
撰
述
と

さ
れ
る
『
古
語
拾
遺
』
の
記
事
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
記

事
に
記
紀
の
内
容
と
は
異
な
る
伝
承
が
み
ら
れ
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に

一
〇
〇
年
近
く
も
後
の
記
録
で
あ
り
、
か
つ
前
述
の
よ
う
に
政
治
状
況
も
大
き
く
変

化
し
た
時
点
で
の
記
録
情
報
に
過
ぎ
な
い
。『
弘
仁
私
記
』
な
ど
が
引
く
史
料
情
報

も
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
釈
日
本
紀
』
関
係
の
記
事
な
ど
こ
の
問
題
に
つ
い
て

の
論
拠
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
を
語
る
情
報
資
料
と
し
て
は
、
八
世
紀
初
頭
の
律
令

国
家
体
制
の
成
立
期
に
編
纂
撰
上
さ
れ
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
し
か
な
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
文
献
は
こ
こ
で
は
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
む
や

み
に
後
世
の
関
連
文
献
の
情
報
に
は
惑
わ
さ
れ
な
い
、
と
い
う
情
報
解
読
の
上
で
の

基
本
的
な
視
点
の
重
要
性
を
ま
ず
は
提
案
し
て
お
き
た
い
。

　で
は
、
そ
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
は
ど
の
よ
う
な
文
献
で
あ
る
の
か
。

ま
ず
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
、
家
永
三
郎
氏
が
『
日
本
書
紀
』（
岩
波
版
の
日
本

古
典
文
学
大
系
本
）
の
解
説
で
述
べ
て
い
る

（
（
（

よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
は
、
そ
の
成
立

直
後
か
ら
購
書
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
も
常
に
古
典
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
て
、

古
写
本
に
も
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
数
も
『
古
事
記
』
の
そ
れ

に
比
べ
て
は
る
か
に
多
い

（
（（
（

の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
は
久
し
く
後
人
の
注
目
を
引

か
ず
、
一
八
世
紀
に
入
っ
て
本
居
宣
長
が
そ
の
価
値
を
力
説
す
る
ま
で
古
典
と
し
て

重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
古
事
記
』
は
現

存
の
古
写
本
も
一
四
世
紀
の
真
福
寺
本
以
前
に
は
、
現
に
知
ら
れ
て
い
る
註
釈
の
試

み
も
一
三
世
紀
の
卜
部
兼
文
の
「
古
事
記
裏
書
」
よ
り
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は

見
出
せ
な
い
状
態
で
あ
る

（
（（
（

。

　
　

　も
ち
ろ
ん
『
古
事
記
』
の
古
典
的
価
値
の
高
さ
は
そ
の
言
語
を
は
じ
め
内
容
の
上

で
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
と
比
べ
る
と
、
そ
の
伝
来
に
つ

い
て
は
不
明
の
部
分
が
多
い
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
慮
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、『
古
事
記
』
の
筆
録
者
で
あ
る
太
安
万
侶
が
、
一
方
で
は
『
日
本
書

紀
』
の
編
修
に
参
加
し
た
と
諸
書
は
伝
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
太
安
万
侶
が
参
加
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
の
は
、
弘
仁
四
年

（
八
一
三
）
の
多お

お
の
ひ
と
な
が

人
長
の
撰
に
な
る
『
日
本
書
紀
』
の
講
書
の
講
義
録
『
弘
仁
私
記
』

の
序
に
お
い
て
が
初
見
で
あ
る
点
、
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
が
ま
っ
た
く
『
古
事
記
』

を
無
視
し
て
い
る
点
、
同
様
に
『
古
事
記
』
も
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
事
業
に
つ
い

て
そ
の
序
な
ど
で
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
点
、
そ
し
て
、
多
人
長
自
身
が
太
安

万
侶
と
同
じ
多
（
太
）
氏
と
し
て
同
族
的
な
系
譜
意
識
と
顕
彰
意
識
が
う
か
が
え
る

と
い
う
点
、
な
ど
か
ら
の
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
実
か
ら
は
む
し
ろ
、
多
人
長

撰
の
『
弘
仁
私
記
』
序
に
お
い
て
、
太
安
万
侶
が
史
書
の
編
纂
に
当
た
っ
た
と
い
う
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伝
承
が
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
存
在
し
た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
貴
重
な
情
報
と

い
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伝
世
の
来
歴
に
不
明
な
点
の
多
い
『
古
事
記
』
に

と
っ
て
そ
れ
が
貴
重
な
情
報
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
て
お
く
べ

き
で
あ
る
。

　一
方
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
天
武
天
皇
一
〇
年
（
六
八
一
）
に

始
ま
り
元
正
天
皇
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
完
了
し
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
一
〇
年
（
六
八
一
）
三
月
丙
戌
条
に
「
天
皇
御
于
大
極
殿
、

以
詔
川
嶋
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
広
瀬
王
・
竹
田
王
・
桑
田
王
・
三
野
王
・
大
錦
下
上

毛
野
君
三
千
・
小
錦
中
忌
部
連
首
・
小
錦
下
阿
曇
連
稲
敷
・
難
波
連
大
形
・
大
山
上

中
臣
連
大
嶋
・
大
山
下
平
群
臣
子
首
、
令
記
定
帝
紀
及
上
古
諸
事
。
大
嶋
・
子
首
親

執
筆
以
録
焉
」
と
あ
る
記
事
と
、『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
五
月
条
に
「
先
是
、
一

品
舎
人
親
王
奉
勅
、
修
日
本
紀
。
至
是
功
成
奏
上
。
紀
卅
巻
系
図
一
巻
」
と
あ
る
記

事
と
を
根
拠
に
、
そ
の
間
、
約
四
〇
年
間
の
長
期
に
及
ん
だ
編
纂
事
業
で
あ
り
、
多

く
の
人
物
が
そ
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
通

説
自
体
に
も
疑
問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
記
事
を
そ
の
ま
ま

読
む
な
ら
ば
、
天
武
天
皇
一
〇
年
の
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」
の
記
録
は
ま
も
な
く
中

臣
連
大
嶋
と
平
群
臣
子
首
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
史
書

と
は
何
か
。
そ
し
て
、
元
正
天
皇
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
「
紀
卅
巻
系
図
一
巻
」

の
奏
上
は
、
そ
の
前
の
『
続
日
本
紀
』
の
元
明
天
皇
の
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
二
月

戊
戌
の
「
詔
従
六
位
上
紀
朝
臣
清
人
、
正
八
位
下
三
宅
臣
藤
麻
呂
、
撰
国
史
」
と
い

う
記
事
と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
専
門
外
の
分
野
で
あ
る
た
め
こ
こ
で
深
入

り
は
避
け
る
が
、
通
説
に
も
こ
の
よ
う
に
疑
問
点
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て

お
き
た
い

（
（（
（

。

『
日
本
書
紀
』の
区
分
論

　
　

膨
大
な
分
量
の
『
日
本
書
紀
』
の
成
立
に
関
し
て
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
そ
の
全
三
〇
巻
の
編
纂
上
の
区
分
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
参
考
と
し
た
い
の
は
表
（
に
み
る
区
分
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
遠
山
美
都
男
氏
が
整

理
し
た
図
で
あ
る
が

（
（（
（

、
と
く
に
重
視
し
た
い
の
は
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
森
博
達
氏

に
よ
る
α
群
と
β
群
と
い
う
（
分
類
で
あ
る
。
α
群
が
先
行
し
そ
れ
に
続
い
て
β
群

の
編
纂
が
行
な
わ
れ
た
と
す
る
編
纂
順
序
の
想
定
で
あ
る

（
（（
（

。
α
群
は
、
中
国
語
の
原

音
に
よ
っ
て
仮
名
が
表
記
さ
れ
て
お
り
、
文
章
も
正
格
の
漢
文
で
書
か
れ
て
お
り
、

原
資
料
を
尊
重
し
な
が
ら
あ
く
ま
で
も
中
国
語
で
撰
述
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
特
徴

だ
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
β
群
は
、
歌
謡
と
訓
注
の
仮
名
が
倭
音
で
表
記
さ
れ

て
お
り
、
中
国
語
の
原
音
で
読
む
と
日
本
語
の
音
韻
が
ま
っ
た
く
区
別
不
能
で
、
文

章
も
倭
習
に
満
ち
て
お
り
、
漢
語
や
漢
文
の
誤
用
や
奇
用
ば
か
り
で
正
規
の
漢
文
と

は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
森
氏
は
α
群
の
執
筆
者
は
渡
来
人
（
中

国
人
）
で
、
β
群
は
倭
人
（
日
本
人
）
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の

森
氏
の
α
群
と
β
群
と
い
う
（
分
類
の
有
効
性
は
、
表
（
に
も
み
る
よ
う
に
、
そ
れ

が
従
来
の
多
く
の
研
究
者
の
区
分
論
と
も
よ
く
符
合
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
の
立
論
の
上
で
も
十
分
に
依
拠
で
き
る
学
説
で
あ
る
と
考
え
る
。

画
期
と
し
て
の
雄
略
朝

　
　
　『

古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
、
世
界
の

始
ま
り
か
ら
説
か
れ
る
た
め
に
、
歴
史
の
叙
述
と
し
て
読
ま
れ
や
す
い
。
し
か
し
、

神
代
の
物
語
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
や
ア
マ
テ
ラ
ス
や
ス
サ
ノ
オ
の
物
語
は

あ
く
ま
で
も
神
話
で
あ
り
、
歴
史
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
い
、
と
説
い
た
の
は
津

田
左
右
吉
で
あ
る

（
（（
（

。
記
紀
の
記
述
の
内
で
も
神
話
の
部
分
は
、
歴
史
的
な
時
代
や
時

間
の
範
疇
か
ら
は
除
外
し
て
そ
の
構
成
を
読
み
取
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る

（
（（
（

。
確

か
に
天
上
の
高
天
原
の
神
話
や
天
孫
降
臨
の
神
話
、
ま
た
地
上
の
物
語
に
し
て
も
、

ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
と
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
と
の
異

類
交
婚
の
話
な
ど
物
理
的
に
も
そ
の
ま
ま
史
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い
物
語
で
あ
る
。

で
は
記
紀
の
記
述
の
内
、
ど
こ
か
ら
が
歴
史
の
叙
述
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
天
皇
の
実
在
性
の
問
題
と
も
関
連
し
て
大
別
す
る
と

現
在
で
は
（
つ
の
説
が
あ
る
。

（
（
）『
日
本
書
紀
』
自
身
が
提
示
す
る
神
武
紀
以
降
が
そ
の
ま
ま
歴
史
時
代
で
あ

る
と
す
る
見
解

（
（（
（

。

（
（
）
崇
神
の
実
在
性
を
認
め
る
学
説

（
（（
（

。
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表1　日本書紀の区分論

岡
田
正
之

和
田
英
松

鴻
巣
隼
雄

藤
井
信
男

永
田
吉
太
郎

太
田
善
麿

菊
沢
季
生

西
宮
一
民

小
島
憲
之

巻 1　神代上
　 2　神代下
　 3　神武
　 4　綏靖～開化
　 5　崇神
　 6　垂仁
　 7　景行･成務
　 8　仲哀
　 9　神功
　10　応神
　11　仁徳
　12　履中･反正
　13　允恭･安康
　14　雄略
　15　清寧～仁賢
　16　武烈
　17　継体
　18　安閑･宣化
　19　欽明
　20　敏達
　21　用明･崇峻
　22　推古
　23　舒明
　24　皇極
　25　孝徳
　26　斉明
　27　天智
　28　天武上
　29　天武下
　30　持統

β

　群

α

　群

β
群

α

　群

β
群
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（
（
）
応
神
も
し
く
は
仁
徳
以
降
の
実
在
性
を
認
め
る
学
説

（
（（
（

。

（
（
）
天
皇
の
実
在
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
雄
略
朝
を
も
っ
て
歴
史
の
出
発
点

と
み
る
学
説

（
（（
（

。

　こ
の
（
つ
の
見
解
の
う
ち
、（
（
）
の
崇
神
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
古
代
史
研
究

者
の
間
で
も
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、（
（
）
の
仁
徳
の
実
在
性
に
つ

い
て
は
ほ
ぼ
認
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
日
本
史
教
科
書
に
も
そ
の
記
載
が

み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
歴
史
の
画
期
を
雄
略
朝
に
お
く
と

い
う
（
（
）
の
学
説
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
（
（
）
の
学
説
の
論
拠
が
も
っ
と
も
明
確

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
と
は
、
①
和
風
諡
号
の
オ
オ
ハ
ツ
セ
ノ
ワ
カ
タ
ケ
（
紀

＝
大
泊
瀬
幼
武
、
記
＝
大
長
谷
若
建
命
）
の
独
自
性
、
②
そ
の
名
前
が
『
宋
書
倭
国

伝
』
の
武
と
通
じ
、
四
七
八
年
に
「
上
表
文
」
を
提
出
し
て
そ
の
事
績
を
述
べ
て
い

る
こ
と
、
③
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘 

（
〓
加
多
支
鹵
大
王
）
と
、
熊
本
県

江
田
船
山
出
土
古
墳
太
刀
銘（
〓
□
□
□
鹵
大
王
） 

の
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
通
じ
て
お
り
、

具
体
的
な
大
王
と
し
て
の
実
在
性
が
認
め
ら
れ
る
。
④『
万
葉
集
』や『
日
本
霊
異
記
』

や
『
新
撰
姓
氏
録
』
な
ど
古
代
の
文
献
で
は
雄
略
と
そ
の
時
代
が
特
別
な
位
置
を
占

め
て
お
り
、
し
か
も
『
日
本
書
紀
』
の
暦
日
も
雄
略
紀
か
ら
元
嘉
暦

（
（（
（

を
使
用
し
て
い

る
、
⑤
前
述
の
よ
う
に
日
本
書
紀
の
区
分
論
か
ら
み
て
α
群
に
属
し
て
も
っ
と
も
最

初
に
編
纂
が
着
手
さ
れ
た
の
が
雄
略
朝
の
事
績
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う

（
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
雄
略
紀
以
降
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
は
一
定
の
歴
史

性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
史
実
の
伝
承
と
創
作

の
伝
承
と
が
混
在
し
て
い
る
も
の
と
み
る
必
要
が
あ
る
。

　た
だ
し
、
壬
申
の
乱
で
勝
利
し
た
歴
代
二
八
代
目
と
さ
れ
る
天
武
天
皇
の
時
代
か

ら
す
れ
ば
、
一
四
代
目
の
天
皇
と
さ
れ
る
西
暦
四
七
八
年
の
中
国
南
朝
の
宋
へ
の
遣

使
と
上
表
文
と
で
知
ら
れ
る
雄
略
の
時
代
と
は
、
約
二
〇
〇
年
前
の
時
代
で
あ
る
。

そ
の
約
二
〇
〇
年
間
の
歴
史
叙
述
に
は
、『
古
事
記
』
序
文
の
い
う
「
削
偽
定
実
」、

つ
ま
り
創
作
や
脱
落
等
々
が
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
と
く
に
そ
れ
以
前
の
神
武
か

ら
安
康
ま
で
の
β
群
の
記
事
に
対
し
て
は
さ
ら
に
注
意
深
く
読
み
取
る
必
要
が
あ

る
。

❷「
神
話
と
歴
史
」の
構
成

神
話
か
ら
歴
史
へ
の
直
線
的
構
成

　
　
　『

古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
は
、
前

者
が
和
文
、
後
者
が
漢
文
、
前
者
が
公
的
な
国
史
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
後
者
は

公
的
な
国
史
で
あ
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
、
記
事
内
容
に
多
く
の
相
違
点
が
あ
り
、

そ
の
相
違
自
体
が
貴
重
な
歴
史
情
報
を
発
信
し
て
い
な
が
ら
も
、
基
本
的
な
神
話
と

歴
史
の
叙
述
の
順
序
、
及
び
歴
代
の
天
皇
の
順
序
、
と
い
う
点
で
は
両
者
が
一
致
し

て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
古
代
史
研
究
者
の
諸
説
が
一
致
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
編
纂
目
的
が
、
律
令
法
体
系
に
も
と
づ
く
新
し
い
国

家
体
制
と
そ
れ
に
君
臨
す
る
天
皇
と
い
う
王
権
の
正
当
性
と
正
統
性
を
、
神
話
と
歴

史
の
中
に
説
く
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
諸
説
の
一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　で
は
、
天
皇
と
い
う
王
権
の
由
来
、
国
土
の
由
来
、
は
両
書
で
は
ど
の
よ
う
に
説

か
れ
て
い
る
か
。
そ
の
構
成
の
特
徴
は
と
い
え
ば
、
実
は
き
わ
め
て
単
純
な
い
わ
ゆ

る
直
線
的
な
構
成
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
上
界
に
お
け
る
神
の
子

と
し
て
の
天
皇
の
祖
先
た
る
男
子
の
誕
生
、
そ
の
天
孫
の
地
上
へ
の
降
臨
、
初
代
天

皇
の
大
和
へ
の
東
征
と
即
位
、
大
和
の
王
権
の
安
定
化
、
国
土
の
平
定
、
半
島
の
経

略
へ
、
と
い
う
発
展
物
語
で
あ
る
。
一
方
、
神
代
の
神
話
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
天

地
開
闢
か
ら
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
八
岐
大
蛇
退
治
ま
で
が
前
半
、
国
譲
り
か
ら
天

孫
降
臨
、
そ
し
て
神
武
誕
生
ま
で
が
後
半
、
と
そ
れ
が
上
巻
と
下
巻
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
神
代
の
伝
承
情
報
は
多
様
で
あ
り
、
編
者
が
選
定
し
た
本
文
と
は
別
に
一
書
の

類
も
少
な
い
場
合
は
（
、
多
い
場
合
は
（（
で
、
多
く
は
（
か
ら
（
の
一
書
の
伝
承
を

併
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
的
な
物
語
の
展
開
は
同
じ
で
あ
る
。
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王
は
神
の
子
―
神
の
誓
約
に
よ
る
御
子
と
人
間
の
男
女
の
間
の
御
子
―

　
　
　記

紀
の
記
す

神
代
と
い
う
の
は
上
代
つ
ま
り
古
代
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
観
念
で
あ
る
、
神
代

と
は
歴
史
上
の
或
る
時
代
を
さ
す
の
で
は
な
い
、
神
代
は
観
念
上
の
存
在
で
あ
り
事

実
上
の
古
代
の
或
る
時
代
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
た
の
は
津
田
左
右
吉
で
あ
る

（
（（
（

。
天

上
の
高
天
原
や
天
孫
降
臨
の
話
な
ど
物
理
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
物
語
が
記
さ
れ
て

い
る
の
も
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
観
念
上
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
紀

は
こ
の
「
神
話
と
歴
史
」
を
一
連
の
も
の
と
し
て
つ
な
ぐ
か
た
ち
の
叙
述
態
度
を

と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
代
の
物
語
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
も
っ
と
も
重
要

な
内
容
と
は
、
天
照
大
神
と
い
う
神
が
子
を
生
み
そ
の
神
の
子
が
天
皇
の
祖
先
と
な

る
と
い
う
話
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
照
大
神
が
生
む
最
初
の
神
の
子
の
誕
生
は
世
俗

的
な
男
女
の
性
交
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
天
照
大
神
と
素
戔
鳴
尊
と
の
誓
約
に
よ

り
、
剣
と
玉
と
を
物も

の
ざ
ね実

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
天
真
名
井
に
濯
い
で
吹
く
息
吹
の
狭

霧
の
中
に
（
柱
（
一
書
（
で
は
（
柱
）
の
男
神
、
（
柱
の
女
神
が
生
ま
れ
る
。
そ
の

第
（
男
子
が
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
で
あ
る
。
次
い
で
そ
の
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
、

高
皇
産
霊
尊
の
女
子
タ
ク
ハ
タ
チ
ヂ
ヒ
メ
と
の
間
に
男
子
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
生
ま

れ
る
。
こ
の
ニ
ニ
ギ
が
天
照
大
神
の
孫
つ
ま
り
天
孫
と
称
さ
れ
る
男
子
で
あ
り
、
彼

は
男
女
の
両
親
の
間
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。

天
上
か
ら
地
上
へ
―
国
譲
り
と
天
孫
降
臨
―

　
　
　次
は
、
そ
の
ニ
ニ
ギ
の
天
孫
降
臨
の

物
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
高
天
原
と
葦
原
中
国
の
別
、
国
造
り
と
国
譲
り
（
出
雲
）、

天
孫
降
臨
（
筑
紫
・
日
向
）、
の
神
話
、
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
そ
の
後
の
展
開
を
み
る
と
、
そ
れ
は
地
上
で
の
神
話
で

あ
る
。
ま
ず
、
天
上
か
ら
降
臨
し
た
天
孫
ニ
ニ
ギ
と
地
上
の
山
の
神
の
大
山
祇
神
の

女
子
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
の
間
に
男
子
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
が
生
ま
れ
る
。
次
い
で

そ
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
海
神
の
女
子
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
の
間
に
男
子
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア

ヘ
ズ
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
と
叔
母
で
あ
り
や
は
り
海
神
の
女
子

タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
と
の
間
に
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
が
生
ま
れ
る

（
（（
（

。

時
間
と
空
間
の
設
定
―
神
武
東
征
と
即
位
―

　
　
　
そ
の
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
は

よ
き
地
を
も
と
め
て
日
向
か
ら
大
和
へ
と
東
征
し
、
磐
余
宮
で
即
位
し
て
初
代
の
神

武
天
皇
と
な
る
。
こ
れ
は
地
上
に
お
け
る
大
和
と
い
う
地
理
的
な
特
定
地
点
の
由
来

を
説
明
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
重
要
の
主
題
は
、神
話
か
ら
歴
史
へ
の
転
換
、

　
　
　
　
　
　本

文
（
記
事
内
容
）

異
伝
と
そ
の
数

巻
（

　神
代

　上

　第
（
段

　
　天

地
開
闢

一
書
（

　第
（
段

　
　イ

ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ

一
書
（

　第
（
段

　
　神

世
七
代
と
い
う
呼
称

一
書
（

　第
（
段

　
　イ

ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
島
生
み

一
書
（0

　第
（
段

　
　三

貴
神
誕
生

一
書
（（

　第
（
段

　
　天

照
と
ス
サ
ノ
オ
の
誓
約
に
よ
る
三
女
神
と
五（
六
）男
神

一
書
（

　第
（
段

　
　天

岩
戸

一
書
（

　第
（
段

　
　八

岐
大
蛇

一
書
（

巻
（

　神
代

　下

　第
（
段

　
　国

譲
り
と
天
孫
降
臨

一
書
（

　第
（0
段

　
　海

幸
彦
と
山
幸
彦

一
書
（

　第
（（
段

　
　カ

ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
の
誕
生

一
書
（

天
照
大
神
と
素
戔
鳴
尊
（
本
文
・
一
書
（
）、
も
し
く
は
日
神
と
素
戔
鳴
尊
（
一
書
（
・
一
書
（
）

と
の
間
で
子
が
生
ま
れ
る

本
文
で
は
、
天
照
が
ス
サ
ノ
オ
の
十
握
剱
を
取
っ
て
三
人
の
女
子
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
天
照
の
御
統

を
乞
い
取
っ
て
五
人
の
男
子
を
、
第
（
子
オ
シ
ホ
ミ
ミ

一
書
（
で
は
、
日
神
が
自
分
の
十
握
剱
を
取
っ
て
三
女
神
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
自
分
の
御
統
を
以
て

五

　男
神
を
、
第
（
オ
シ
ホ
ミ
ミ

一
書
（
で
は
、
天
照
が
ス
サ
ノ
オ
に
吾
が
剱
を
奉
る
か
ら
汝
の
曲
玉
を
く
れ
と
い
い
、
そ
の
曲
玉

を
使
っ
て
三
女
神
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
剱
を
使
っ
て
五
男
神
を
、
第
（
オ
シ
ホ
ミ
ミ

一
書
（
で
は
、
日
神
が
自
分
の
十
握
剱
を
取
っ
て
三
女
神
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
自
分
の
御
統
を
以
て

六

　男
神
を
、
こ
れ
ら
の
内
で
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を

表
2

　
『
日
本
書
紀
』神
代
の
構
成

表
3

　
天
上
で
の
神
話
・
神
代
第
6
段
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王
は
神
の
子
―
神
の
誓
約
に
よ
る
御
子
と
人
間
の
男
女
の
間
の
御
子
―

　
　
　記

紀
の
記
す

神
代
と
い
う
の
は
上
代
つ
ま
り
古
代
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
観
念
で
あ
る
、
神
代

と
は
歴
史
上
の
或
る
時
代
を
さ
す
の
で
は
な
い
、
神
代
は
観
念
上
の
存
在
で
あ
り
事

実
上
の
古
代
の
或
る
時
代
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
た
の
は
津
田
左
右
吉
で
あ
る

（
（（
（

。
天

上
の
高
天
原
や
天
孫
降
臨
の
話
な
ど
物
理
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
物
語
が
記
さ
れ
て

い
る
の
も
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
観
念
上
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
紀

は
こ
の
「
神
話
と
歴
史
」
を
一
連
の
も
の
と
し
て
つ
な
ぐ
か
た
ち
の
叙
述
態
度
を

と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
代
の
物
語
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
も
っ
と
も
重
要

な
内
容
と
は
、
天
照
大
神
と
い
う
神
が
子
を
生
み
そ
の
神
の
子
が
天
皇
の
祖
先
と
な

る
と
い
う
話
で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
照
大
神
が
生
む
最
初
の
神
の
子
の
誕
生
は
世
俗

的
な
男
女
の
性
交
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
天
照
大
神
と
素
戔
鳴
尊
と
の
誓
約
に
よ

り
、
剣
と
玉
と
を
物も

の
ざ
ね実

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
天
真
名
井
に
濯
い
で
吹
く
息
吹
の
狭

霧
の
中
に
（
柱
（
一
書
（
で
は
（
柱
）
の
男
神
、
（
柱
の
女
神
が
生
ま
れ
る
。
そ
の

第
（
男
子
が
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
で
あ
る
。
次
い
で
そ
の
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
、

高
皇
産
霊
尊
の
女
子
タ
ク
ハ
タ
チ
ヂ
ヒ
メ
と
の
間
に
男
子
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
生
ま

れ
る
。
こ
の
ニ
ニ
ギ
が
天
照
大
神
の
孫
つ
ま
り
天
孫
と
称
さ
れ
る
男
子
で
あ
り
、
彼

は
男
女
の
両
親
の
間
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。

天
上
か
ら
地
上
へ
―
国
譲
り
と
天
孫
降
臨
―

　
　
　次
は
、
そ
の
ニ
ニ
ギ
の
天
孫
降
臨
の

物
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
高
天
原
と
葦
原
中
国
の
別
、
国
造
り
と
国
譲
り
（
出
雲
）、

天
孫
降
臨
（
筑
紫
・
日
向
）、
の
神
話
、
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
そ
の
後
の
展
開
を
み
る
と
、
そ
れ
は
地
上
で
の
神
話
で

あ
る
。
ま
ず
、
天
上
か
ら
降
臨
し
た
天
孫
ニ
ニ
ギ
と
地
上
の
山
の
神
の
大
山
祇
神
の

女
子
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
の
間
に
男
子
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
が
生
ま
れ
る
。
次
い
で

そ
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
海
神
の
女
子
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
の
間
に
男
子
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア

ヘ
ズ
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
と
叔
母
で
あ
り
や
は
り
海
神
の
女
子

タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
と
の
間
に
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
が
生
ま
れ
る

（
（（
（

。

時
間
と
空
間
の
設
定
―
神
武
東
征
と
即
位
―

　
　
　
そ
の
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
は

よ
き
地
を
も
と
め
て
日
向
か
ら
大
和
へ
と
東
征
し
、
磐
余
宮
で
即
位
し
て
初
代
の
神

武
天
皇
と
な
る
。
こ
れ
は
地
上
に
お
け
る
大
和
と
い
う
地
理
的
な
特
定
地
点
の
由
来

を
説
明
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
重
要
の
主
題
は
、神
話
か
ら
歴
史
へ
の
転
換
、

　
　
　
　
　
　本

文
（
記
事
内
容
）

異
伝
と
そ
の
数

巻
（

　神
代

　上

　第
（
段

　
　天

地
開
闢

一
書
（

　第
（
段

　
　イ

ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ

一
書
（

　第
（
段

　
　神

世
七
代
と
い
う
呼
称

一
書
（

　第
（
段

　
　イ

ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
島
生
み

一
書
（0

　第
（
段

　
　三

貴
神
誕
生

一
書
（（

　第
（
段

　
　天

照
と
ス
サ
ノ
オ
の
誓
約
に
よ
る
三
女
神
と
五（
六
）男
神

一
書
（

　第
（
段

　
　天

岩
戸

一
書
（

　第
（
段

　
　八

岐
大
蛇

一
書
（

巻
（

　神
代

　下

　第
（
段

　
　国

譲
り
と
天
孫
降
臨

一
書
（

　第
（0
段

　
　海

幸
彦
と
山
幸
彦

一
書
（

　第
（（
段

　
　カ

ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
の
誕
生

一
書
（

天
照
大
神
と
素
戔
鳴
尊
（
本
文
・
一
書
（
）、
も
し
く
は
日
神
と
素
戔
鳴
尊
（
一
書
（
・
一
書
（
）

と
の
間
で
子
が
生
ま
れ
る

本
文
で
は
、
天
照
が
ス
サ
ノ
オ
の
十
握
剱
を
取
っ
て
三
人
の
女
子
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
天
照
の
御
統

を
乞
い
取
っ
て
五
人
の
男
子
を
、
第
（
子
オ
シ
ホ
ミ
ミ

一
書
（
で
は
、
日
神
が
自
分
の
十
握
剱
を
取
っ
て
三
女
神
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
自
分
の
御
統
を
以
て

五

　男
神
を
、
第
（
オ
シ
ホ
ミ
ミ

一
書
（
で
は
、
天
照
が
ス
サ
ノ
オ
に
吾
が
剱
を
奉
る
か
ら
汝
の
曲
玉
を
く
れ
と
い
い
、
そ
の
曲
玉

を
使
っ
て
三
女
神
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
剱
を
使
っ
て
五
男
神
を
、
第
（
オ
シ
ホ
ミ
ミ

一
書
（
で
は
、
日
神
が
自
分
の
十
握
剱
を
取
っ
て
三
女
神
を
、
ス
サ
ノ
オ
が
自
分
の
御
統
を
以
て

六

　男
神
を
、
こ
れ
ら
の
内
で
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を

表
2

　
『
日
本
書
紀
』神
代
の
構
成

表
3

　
天
上
で
の
神
話
・
神
代
第
6
段
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つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
の
神
武
天
皇
と
い
う
存
在
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

も
う
一
つ
が
現
実
的
な
空
間
的
地
理
と
時
間
的
年
代
の
設
定
で
あ
る
。
時
間
に
つ
い

て
は
天
孫
降
臨
か
ら
一
七
九
万
二
七
四
〇
年
余
が
経
過
し
た
と
い
い
、
東
征
の
開
始

の
年
を
「
是
年
、
太
歳
甲
寅
」
と
し
出
発
の
日
を
「
冬
十
月
丁
巳
朔
辛
酉
（
五
日
）」

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
橿
原
宮
に
即
位
し
た
神
武
天
皇
元
年
が
、
辛
酉
年
の
正
月

庚
辰
の
朔
（
西
暦
へ
の
換
算
で
は
紀
元
前
六
六
〇
年
）
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
空

間
に
つ
い
て
は
、
出
発
地
を
九
州
の
日
向
と
し
て
瀬
戸
内
海
を
通
過
し
浪
速
、
河
内

か
ら
紀
州
へ
と
旋
回
し
て
熊
野
か
ら
大
和
の
東
部
山
中
の
菟
田
に
出
て
そ
こ
か
ら
西

方
に
向
か
っ
て
大
和
盆
地
へ
入
る
、
と
い
う
地
理
的
関
係
を
設
定
し
て
い
る
。

　こ
こ
で
重
要
な
の
は
大
和
盆
地
と
い
う
現
実
的
な
王
権
発
祥
の
土
地
で
あ
り
、
出

発
地
の
日
向
に
つ
い
て
は
神
話
的
な
構
成
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

先
の
一
七
九
万
二
七
四
〇
年
余
と
い
う
時
間
が
歴
史
時
間
と
し
て
虚
構
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
同
時
に
こ
の
日
向
と
い
う
空
間
と
地
理
も
神
話
的
な
構
成
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
第
（
段
の
天
孫
降
臨
の
一
書
〔
（
〕
で
、
天
孫

降
臨
の
地
が
「
筑
紫
の
日
向
の
」
高
千
穂
の
ク
ジ
フ
ル
峯
で
あ
る
と
い
い
、『
古
事

記
』
で
も
同
様
で
、
さ
ら
に
「
此
地
は
韓
国
に
向
ひ
、
笠
沙
の
御
前
を
真
木
通
り
て
、

朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
日
照
る
国
な
り
、
故
、
此
地
は
甚
吉
き
地
。」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
筑
紫
の
日
向
の
」
小
戸
の
橘
の
檍
原

に
至
り
ま
し
て
、
と
い
う
言
い
方
は
、
三
貴
神
の
誕
生
を
記
す
『
日
本
書
紀
』
第
（

段
の
一
書
〔
（
〕
で
も
、『
古
事
記
』
で
も
同
じ
く
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、こ
の
「
筑

紫
の
日
向
の
」
と
い
う
表
現
こ
そ
が
重
要
な
伝
承
で
あ
る
。
そ
の
筑
紫
は
地
名
で
あ

り
日
向
は
そ
の
筑
紫
に
お
け
る
太
陽
信
仰
に
関
連
す
る
呼
称
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
現
実
上
の
日
向
国
と
い
う
地
理
的
認
識
を
与
え
た
の
は
、
国
郡
制
な
ど
が
整
備
さ

れ
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
記
紀
編
纂
の
最
終
段
階
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
つ

ま
り
、
一
七
九
万
二
七
四
〇
年
余
と
い
う
時
間
と
日
向
と
い
う
空
間
と
は
現
実
の
時

間
と
空
間
で
は
な
く
ま
だ
神
話
の
中
で
の
伝
承
情
報
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　ま
た
、
神
武
の
正
妃
で
綏
靖
の
母
と
さ
れ
る
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
は
、
事
代
主
神
が

八
尋
熊
鰐
に
姿
を
変
え
て
三
嶋
溝
橛
耳
神
の
女
子
玉
櫛
姫
の
も
と
に
通
っ
て
生
ま
れ

た
子
で
あ
り

（
（（
（

、
そ
こ
に
は
ま
だ
神
話
の
要
素
が
強
く
残
っ
て
お
り
歴
史
物
語
と
は
い

え
な
い
。
そ
れ
は
津
田
左
右
吉
の
指
摘
の
よ
う
に
、
物
語
の
構
成
と
し
て
神
代
と
人

代
と
を
連
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
間
の
境
界
は
「
ぼ
か
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、

神
代
の
終
わ
り
の
部
分
に
人
代
的
要
素
を
加
え
る
と
と
も
に
、
人
代
の
始
め
の
部
分

に
神
代
的
着
色
を
施
し
て
交
互
に
幾
分
か
の
融
合
を
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る

（
（（
（

。

大
和
の
王
権
と
神
祇
祭
祀
―
崇
神
と
垂
仁
―

　
　
　神

話
的
な
要
素
を
残
し
な
が
ら
も

初
代
天
皇
と
し
て
具
体
的
な
大
和
の
磐
余
宮
に
即
位
し
た
神
武
は
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
現
実
的
な
大
和
の
宮
都
に

お
け
る
王
権
の
物
語
が
始
め
ら
れ
る
の
が
、
も
う
ひ
と
り
の
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ

ラ
ミ
コ
ト
崇
神
の
段
階
で
あ
り
そ
れ
に
続
く
垂
仁
と
景
行
で
あ
る
。
物
語
の
構
成
か

ら
し
て
、
最
初
に
大
和
に
入
っ
て
即
位
す
る
天
皇
と
そ
の
大
和
の
宮
都
を
拠
点
と
し

て
統
治
を
始
め
る
天
皇
と
、
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
は
必
然
的
に
二
人
が

必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
崇
神
と
垂
仁
の
物
語
で
最
重
要
の
主
題
は
、
大
和

に
お
け
る
王
権
の
行
使
と
神
祇
祭
祀
の
整
備
で
あ
る
。
崇
神
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
の

は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
皇
祖
神
の
天
照
大
神
を
皇
女
豊
鋤
入
姫
命
に
託
け
て
倭
の

笠
縫
邑
で
奉
祭
す
る
、
し
か
し
、
こ
れ
は
完
結
せ
ず
垂
仁
の
事
績
の
中
に
引
き
継
が

れ
る
。
大
和
の
国
魂
で
あ
る
倭
大
国
魂
神
を
皇
女
渟
名
城
入
姫
に
託
け
て
奉
祭
す

る
、
し
か
し
、
こ
れ
も
不
可
能
で
こ
の
あ
と
市
磯
長
尾
市
に
託
さ
れ
る
。
②
王
権
の

守
り
神
で
あ
る
大
物
主
神
の
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
へ
の
神
憑
り
と
大
田
田
根
子
に
よ
る

奉
祭
、
市
磯
長
尾
市
に
よ
る
倭
大
国
魂
神
の
奉
祭
。
こ
の
①
と
②
は
王
権
に
と
っ
て

必
須
の
神
祇
祭
祀
の
整
備
の
物
語
で
あ
る
。
③
墨
坂
神
と
大
坂
神
の
奉
祭
、
こ
れ
は

大
和
盆
地
の
東
西
の
守
り
を
地
理
的
に
固
め
る
意
味
を
も
つ
。
④
武
埴
安
彦
の
謀
反

と
鎮
圧
、
こ
れ
は
今
後
も
く
り
か
え
さ
れ
る
皇
位
継
承
争
い
と
そ
の
処
理
の
最
初
の

例
で
あ
る
。
な
お
、
戦
い
の
場
と
し
て
こ
こ
に
那
羅
山
が
出
て
き
て
お
り
、
こ
の
奈

良
盆
地
北
方
の
乃
楽
山
と
東
方
の
墨
坂
と
は
繰
り
返
し
登
場
す
る
が
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。
⑤
四
道
将
軍
の
発
遣
、
こ
れ
は
王
権
の
領
域
拡
大
へ
の
序
章
で
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あ
り
後
の
景
行
と
日
本
武
尊
の
物
語
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
⑥
大
物
主
神
と
倭
迹
迹

日
百
襲
姫
の
神
婚
と
御
諸
山
と
箸
墓
に
ま
つ
わ
る
伝
説
。
こ
れ
は
神
代
や
神
武
の
物

語
で
も
語
ら
れ
て
き
た
三
輪
山
伝
説
の
一
変
形
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
な
神
話
と
歴

史
の
境
界
領
域
に
お
け
る
神
話
的
要
素
の
残
存
例
で
あ
る
。

　次
に
垂
仁
紀
で
あ
る
が
、
①
新
羅
の
王
子
の
天
日
槍
の
来
朝
、
②
狭
穂
彦
王
の
謀

反
、
③
野
見
宿
禰
の
伝
承
、
④
皇
子
誉
津
別
王
の
伝
承
、
⑤
天
照
大
神
を
倭
姫
命
に

託
け
て
の
伊
勢
へ
の
奉
祭
、
⑥
出
雲
の
神
宝
検
校
、
⑦
殉
死
の
禁
止
と
埴
輪
の
伝
承
、

⑧
石
上
神
宮
の
神
宝
の
伝
承
、
⑨
天
日
槍
の
神
宝
の
伝
承
、
⑩
田
道
間
守
と
常
世
国

の
伝
承
、
が
次
々
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
崇
神
か
ら
の
神
祇
祭
祀

の
整
備
と
い
う
主
題
が
継
続
し
て
い
る
。

東
西
へ
の
領
土
拡
大
―
景
行
と
日
本
武
尊
―

　
　
　次

の
景
行
と
日
本
武
尊
の
物
語
は

全
国
へ
の
領
土
拡
大
が
主
題
で
あ
る
。
景
行
の
九
州
巡
幸
が
語
ら
れ
、
続
い
て
日
本

武
尊
の
熊
襲
討
伐
と
東
国
遠
征
の
物
語
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
東
国
遠
征
に
関

連
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
が
伊
勢
神
宮
と
倭
姫
命
で
あ
り
、
草
薙
剣
と
熱
田
社
で
あ

る
。
そ
し
て
、
伊
勢
神
宮
に
献
上
さ
れ
た
東
国
の
蝦
夷
た
ち
の
御
諸
山
へ
の
移
住
と

そ
の
後
の
播
磨
ほ
か
五
国
へ
の
移
住
と
彼
ら
が
佐
伯
部
の
祖
と
な
っ
た
話
が
語
ら
れ

て
い
る
。

半
島
経
略
へ
―
仲
哀
と
神
功
―

　
　
　仲

哀
と
神
功
皇
后
の
物
語
は
、
景
行
に
続
く
九

州
征
圧
か
ら
展
開
し
て
半
島
へ
向
け
て
の
経
略
の
物
語
で
あ
る
。
角
鹿
（
敦
賀
）
の

笥
飯
宮
（
気
比
神
宮
）
か
ら
穴
門
豊
浦
宮
へ
と
移
り
、
海
を
渡
っ
て
新
羅
に
軍
勢
を

進
め
て
三
韓
の
征
圧
と
服
従
と
朝
貢
へ
と
至
る
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
託
に
よ
る
遠

征
で
あ
り
、
神
祇
の
教
え
と
皇
祖
の
霊

み
た
ま
の
ふ
ゆを

蒙
り
な
が
ら
、
荒
魂
と
和
魂
の
加
護
に

よ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
内
的
に
は
忍
熊
王
の
反
逆
、
角
鹿

（
敦
賀
）
の
笥
飯
大
神
（
気
比
神
宮
）
の
奉
祭
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
祭
り

に
お
け
る
武
内
宿
禰
、
半
島
交
渉
に
お
け
る
葛
城
襲
津
彦
の
よ
う
な
皇
后
の
近
く
に

仕
え
る
重
臣
の
存
在
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

直
線
的
な
発
展
物
語
の
完
了

　
　
　こ

こ
で
、
神
代
か
ら
続
い
た
一
連
の
大
和
王
権

の
神
話
的
な
歴
史
物
語
は
完
了
す
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
功

皇
后
の
物
語
を
編
修
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
た
ち
の
知
識
の
中
に
あ
っ
た
の
が
、

『
魏
志
倭
人
伝
』
の
記
事
で
あ
り
、
女
王
卑
弥
呼
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』

は
神
功
皇
后
の
物
語
の
中
で
、
注
記
の
か
た
ち
で
「
魏
志
に
云
く
」
と
の
記
事
を
掲

載
し
て
お
り
、
神
功
皇
后
を
卑
弥
呼
に
擬
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

な
お
、
神
功
皇
后
の
子
で
あ
る
応
神
天
皇
は
実
在
性
が
推
定
さ
れ
て
い
る
天
皇
で
あ

る
が
、
物
語
の
構
成
か
ら
み
れ
ば
む
し
ろ
神
功
皇
后
の
物
語
の
あ
と
を
う
け
て
神
話

的
な
内
容
を
引
き
受
け
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
武
内
宿
禰
や
葛
城
襲
津

彦
の
よ
う
な
天
皇
の
近
臣
の
活
躍
の
物
語
と
、
弓
月
君
や
阿
直
伎
や
王
仁
や
阿
知
使

臣
な
ど
高
い
技
能
を
も
つ
渡
来
人
の
来
朝
の
伝
承
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
在
性
か

ら
い
え
ば
、応
神
は
神
話
的
な
神
功
皇
后
の
分
身
的
な
存
在
で
あ
り
、『
宋
書
倭
国
伝
』

が
倭
王
の
讃
と
記
す
オ
オ
サ
ザ
キ
は
仁
徳
で
あ
り
、
そ
の
実
在
の
可
能
性
が
高
い
。

❸
歴
史
の
中
の
伊
勢
神
宮

　
　

崇
神
紀
・
垂
仁
紀
の
情
報

　

  

伊
勢
神
宮
の
創
祀
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
は

『
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
と
『
古
事
記
』
の
そ
れ
と
が
あ
る
。
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
の

そ
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
。

　崇
神
六
年
の
記
事
が
最
初
で
あ
る
。
天
照
大
神
と
倭
大
國
魂
の
二
柱
の
神
を
天
皇

の
大
殿
の
内
に
並
べ
祭
っ
て
い
た
が
、
神
の
勢
い
を
畏
れ
て
共
に
住
む
こ
と
安
か
ら

ず
と
い
う
こ
と
で
、
天
照
大
神
を
皇
女
の
豊
鋤
入
姫
命
に
託
け
て
倭
の
笠
縫
邑
に
祭

る
こ
と
と
し
て
磯
堅
城
の
神
籬
を
立
て
た
。
日
本
大
国
魂
神
は
皇
女
渟
名
城
入
姫
に

託
け
て
祭
ら
せ
た
が
、
渟
名
城
入
姫
の
髪
が
落
ち
身
体
が
痩
せ
衰
え
て
祭
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
次
い
で
、
垂
仁
二
五
年
三
月
一
〇
日
の
記
事
で
あ
る
。
天
照
大
神

を
豊
耜
入
姫
命
か
ら
離
し
て
倭
姫
命
に
託
け
た
。
倭
姫
命
は
大
神
を
鎮
め
坐
さ
せ
む

処
を
求
め
て
、
菟う

だ
の
さ
さ
は
た

田
筱
幡
に
詣い

た
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
還
っ
て
近
江
国
に
入
り
、
そ

こ
か
ら
東
の
方
向
の
美
濃
国
を
め
ぐ
り
、そ
し
て
伊
勢
国
へ
と
到
っ
た
。
そ
の
と
き
、
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天
照
大
神
が
倭
姫
命
に
悔お

し
え
て
い
わ
れ
る
に
は
、「
是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、
常
世

の
浪
の
重し

き
な
み浪

帰よ

す
る
国
な
り
。
傍か

た
く
に国

の
可う

ま怜
し
国
な
り
。
是
の
国
に
居
ら
む
と
欲お

も

ふ
」
と
。
そ
こ
で
、
大
神
の
悔お

し
え
に
し
た
が
い
、
そ
の
祠
を
伊
勢
国
に
立
て
、
斎
宮

を
五
十
鈴
の
川
上
に
興
て
た
。
こ
れ
を
磯
宮
と
い
う
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
天
照
大

神
が
始
め
て
天
よ
り
降
ら
れ
た
処
で
あ
る
。

　こ
れ
が
伊
勢
神
宮
に
天
照
大
神
を
祭
る
原
点
と
し
て
の
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
日
本
書
紀
』
は
も
う
一
つ
の
異
伝
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

垂
仁
天
皇
は
倭
姫
命
を
天
照
大
神
の
御
杖
と
し
て
貢
奉
っ
た
。
そ
こ
で
倭
姫
命
は
天

照
大
神
を
磯
城
の
厳
橿
の
本
に
鎮
め
坐
せ
て
祠
っ
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
神
の
悔お

し
え

の
ま
ま
に
丁
未
の
年
の
冬
十
月
の
甲
子
に
、
伊
勢
国
の
渡
遇
宮
に
遷
し
ま
つ
っ
た
。

　こ
れ
が
伊
勢
神
宮
創
祀
の
垂
仁
紀
の
異
伝
で
あ
る
が
、
こ
の
異
伝
で
は
続
い
て
次

の
よ
う
な
記
事
を
伝
え
て
い
る
。
倭
大
神
が
穂
積
臣
の
遠
祖
水
口
宿
禰
に
著
っ
て
悔

え
て
い
わ
れ
る
に
は
、「
太
初
の
時
に
約
束
さ
れ
た
の
は
、
天
照
大
神
は
悉
く
天
原

を
治
さ
む
、
皇
御
祖
尊
は
専
ら
葦
原
中
国
の
八
十
魂
神
を
治
さ
む
、
我
は
親
ら
大
地

官
（
大
和
の
土
着
の
神
霊
）
を
治
さ
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、

先
の
崇
神
天
皇
は
神
祇
を
祭
ら
れ
は
し
た
も
の
の
こ
の
源
根
を
探
ら
ず
に
枝
葉
に
と

ど
ま
っ
た
た
め
に
そ
の
寿
命
は
短
か
っ
た
。
そ
こ
で
い
ま
あ
な
た
が
先
皇
の
不
及
を

悔
い
て
祭
れ
ば
寿
命
は
長
く
天
下
も
太
平
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
こ
で
結
局
、
倭
大
神

を
渟
名
城
稚
姫
に
託
し
て
祭
っ
た
が
、
そ
の
身
体
が
痩
せ
弱
り
祭
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
結
局
、
大
倭
直
の
祖
長
尾
市
宿
禰
に
祭
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
異
伝
は
倭
大
国
魂
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
情
報
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
し
て
、
神
祇
祭
祀
の
整
備
の
上
で
は
崇
神
紀
の
物
語
と
垂
仁
紀
の
物
語

と
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
神
話
的
物
語
で
あ
り
、
た
と
え
ば
そ
れ
ら
の
中
に
は
こ
の

渟
名
城
入
姫
（
渟
名
城
稚
姫
）
の
衰
弱
化
の
話
題
と
天
武
天
皇
の
皇
女
で
斎
宮
と
し

て
立
て
ら
れ
な
が
ら
も
直
前
に
急
死
し
た
十
市
皇
女
の
話
題
に
一
定
の
共
通
性
が
認

め
ら
れ
る
な
ど
、
後
世
の
事
件
を
反
映
し
て
構
想
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
神
話
も
含

ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
記
事
内
容
が
そ
の
ま
ま
歴
史
時
代
的
な
史
実
の
情
報
と
は

認
め
が
た
い
。
成
務
紀
か
ら
安
康
紀
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
る
斎
宮
の
記
事
の
欠
落

も
こ
の
想
定
を
支
持
す
る
。

斎
宮
奉
祀

　
　
　伊

勢
神
宮
の
天
照
大
神
の
祭
祀
の
特
徴
の
一
つ
は
、
皇
女
が
そ
の

御
杖
代
、
斎
宮
と
し
て
奉
祭
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
始
め
は
崇
神
皇
女
の
豊

鋤
入
姫
命
と
垂
仁
皇
女
の
倭
姫
命
の
記
事
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
そ
の
後
、

ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
み
る
。

　

　

　そ
れ
ら
の
記
事
を
整
理
し
た
表
（
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。

（
（
）
雄
略
紀
、
継
体
紀
、
欽
明
紀
の
記
事
は
い
ず
れ
も
皇
女
の
誕
生
の
記
事
に
注

景
行
二
〇
年 

二
月
四
日

五
百
野
皇
女
を
遣
し
て
天
照
大
神
を
祭
ら
し
む
。

雄
略
一
年
四
五
七

稚
足
姫
皇
女
、
更
の
名
は
栲
幡
姫
皇
女
と
を
生
め
り
。
是
の
皇
女
伊

勢
大
神
の
祠
に
侍
り
。
三
年

　栲
幡
姫
皇
女

　姦
淫
妊
娠

　五
十
鈴

河
の
河
上

　神
鏡
埋
め
て
経
死

　虹
が
蛇
の
よ
う
に
四
、五
丈
ば
か
り

　虹
の
立
つ
と
こ
ろ
を
掘
っ
て
皇
女
の
屍
を
得
た
。
腹
の
中
に
水
あ

り
水
の
中
に
玉
あ
り

継
体
一
年
五
〇
七

荳
角
皇
女
を
生
め
り
。
是
伊
勢
大
神
の
祠
に
侍
り
。

欽
明
二
年
五
四
一 

三
月

磐
隈
皇
女（
更
の
名
は
夢
皇
女
）、
初
め
伊
勢
大
神
に
侍
へ
祀
る
。
後

に
皇
子
茨
城
に 

 

さ
れ
た
り
け
る
に
よ
り
て
解
け
ぬ

敏
達
七
年
五
七
八 

三
月

　五
日

菟
道
皇
女
を
以
て
伊
勢
の
祠
に
侍
ら
し
む
。
即
ち
池
辺
皇
子
に 

 

さ

れ
ぬ
。
事
顕
れ
て
解
け
ぬ

用
明
即
位
前
紀
五
八
五

酢
香
手
姫
皇
女
を
以
て
伊
勢
神
宮
に
拝
し
て
日
神
の
祀
に
奉
ら
し
む
。

是
の
皇
女
、此
の
天
皇
の
時
よ
り
、炊
屋
姫
天
皇
の
世
に
逮
ぶ
ま
で
に
、

日
神
の
祀
に
奉
る
。
自
ら
葛
城
に
退
き
て
薨
せ
ま
し
ぬ
。

炊
屋
姫
天
皇
の
紀
に
見
ゆ
。
或
本
に
云
は
く
、
三
十
七
年
の

間
、
日
神
の
祀
に
奉
る
。
自
ら
退
き
て
薨
せ
ま
し
ぬ
と
い
ふ
。

　

 

な
お
、『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
に
「
須
加
氐
古
女
王

　此
王
拝
祭
伊

勢
神
前
、
至
干
三
天
皇
也
」
と
あ
る
が
、
推
古
紀
に
は
斎
宮
の
記
事

な
し

天
武
二
年
六
七
三 

四
月

　一
四
日

大
来
皇
女（
大
伯
皇
女
）を
天
照
太
神
宮
に
遣
侍
さ
む
と
し
て
、
泊
瀬

の
斎
宮
に
居
ら
し
む
。
是
は
ま
ず
身
を
潔
め
て
、
稍
に
神
に
近
づ
く

所
な
り
。

天
武
三
年
六
七
四
一
〇
月

　九
日

大
来
皇
女
、
泊
瀬
の
斎
宮
よ
り
伊
勢
神
宮
へ
向
で
た
ま
ふ
。（
朱
鳥
一

年
一
一
月
帰
京
、
大
宝
一
年
一
二
月
没
）

表
4

　
斎
宮
奉
祭
関
係
記
事
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記
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
実
体
性
は
認
め
が
た
い
。（
（
）
雄
略
紀
の

記
す
稚
足
姫
皇
女
は
そ
の
名
前
が
雄
略
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
の
女
性
形
で
虚
構
的
で
あ

る
。
別
段
の
栲
幡
姫
皇
女
の
姦
淫
と
妊
娠
の
流
言
、
五
十
鈴
河
の
河
上
に
神
鏡
を
埋

め
て
皇
女
は
経
死
し
、
虹
の
立
つ
と
こ
ろ
に
皇
女
の
屍
が
発
見
さ
れ
そ
の
腹
の
中
か

ら
石
が
見
つ
か
っ
た
、
流
言
者
は
石
上
神
宮
へ
と
逃
亡
し
た
、
と
い
う
一
連
の
記
事

は
、
一
つ
の
伝
説
的
物
語
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。（
（
）
欽
明
紀
と
敏
達
紀
の
皇
子

に
よ
る
皇
女 

 

淫
の
記
事
は
雄
略
紀
の
そ
れ
を
な
ぞ
っ
た
話
題
挿
入
で
あ
り
実
体
性

は
認
め
ら
れ
な
い
。（
（
）
用
明
紀
の
記
事
で
は
、
そ
の
本
文
で
酢
香
手
姫
皇
女
を

以
て
伊
勢
神
宮
に
拝
し
て
日
神
の
祀
に
奉
ら
し
め
た
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
注
記
の

部
分
で
炊
屋
姫
天
皇
の
世
に
及
ぶ
ま
で
奉
り
、
そ
れ
は
「
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」

と
記
し
、
ま
た
或
本
に
は
三
七
年
間
奉
っ
た
と
そ
の
年
数
ま
で
記
し
て
い
る
。
そ

の
三
七
年
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
は
、
用
明
即
位
（
五
八
六
年
）
か
ら
推
古
三
一

年
（
六
二
三
年
）
ま
で
と
数
え
る
と
中
途
半
端
な
も
の
と
な
り
、
む
し
ろ
推
古
の
在

位
期
間
を
そ
の
即
位
五
九
二
年
か
ら
舒
明
即
位
の
六
二
九
年
ま
で
の
三
七
年
間
と
数

え
た
数
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
参
考
資
料
と
し
て
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝

説
』
の
記
事
に

（
（（
（

、「
須
加
氐
古
女
王

　此
王
拝
祭
伊
勢
神
前
、
至
干
三
天
皇
也
」
と

あ
り
長
く
三
代
の
天
皇
に
及
ん
だ
と
あ
る
。
そ
の
三
代
と
は
用
明
、
崇
峻
、
推
古
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
用
明
皇
女
の
酢
香
手
姫
に
よ
る
伊
勢
の
斎
宮
奉
仕
を

歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
と
す
る
記
事
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
よ
く
注
意
し

て
み
る
と
逆
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
は
疑
問
点
も
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

追
記
さ
れ
た
用
明
紀
と
削
除
さ
れ
た
推
古
紀

　
　
　こ

こ
で
、
問
題
を
整
理
し
て
み

る
。
第
一
に
、
前
述
の
『
日
本
書
紀
』
の
区
分
論
か
ら
い
え
ば
、
先
行
の
α
群
の
用

明
紀
に
あ
る
注
記
に
、
後
続
の
β
群
に
属
す
る
推
古
紀
つ
ま
り
「
炊
屋
姫
天
皇
紀
に

見
ゆ
」
と
の
記
事
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
。
こ
の
用
明
紀
の
注
記
は
β
群
の
推
古
紀

の
編
修
よ
り
そ
の
あ
と
に
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
注
記
は

も
と
の
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
β
群
の
推
古
紀
の
編
修
段
階

の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、そ
れ
は
な
ぜ
か
。
天
武
・

持
統
朝
以
降
の
編
修
の
最
終
段
階
で
、
用
明
紀
に
そ
の
注
記
の
記
事
が
必
要
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
日
神
奉
祭
が
用
明
朝
か

ら
推
古
朝
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
説
明
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
伊
勢
神

宮
に
拝
し
て
日
神
の
祭
祀
に
奉
じ
る
皇
女
の
存
在
の
継
続
性
の
主
張
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
逆
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
は
、
逆
に
用
明
紀
か
ら
天
武
紀
ま
で
の

約
一
世
紀
に
及
ぶ
斎
宮
奉
祭
の
記
事
の
欠
落
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
期
間
の
長

さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
酢
香
手
姫
の
斎
宮
奉
仕
の
伝
承
に
は
そ
の
実
体
性
は
薄
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　そ
し
て
、
さ
ら
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
こ
の
「
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」

と
い
う
記
事
が
実
は
そ
れ
ら
の
注
記
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
本
文
に
も
み
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
厩
戸
皇
子
が
推
古
朝
に
東
宮
と
し
て
天み

か
ど
わ
ざ

皇
事
を
し
た
ま

ふ
た
と
い
う
記
事
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
記
事
も
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記

事
で
あ
り
、
β
群
の
編
修
の
そ
の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
本
文
に
あ
る
酢
香
手
姫
皇
女
の
斎
宮
の
記
事
も
あ
と

か
ら
追
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
用
明
紀
に
お
け

る
①
厩
戸
皇
子
の
推
古
朝
に
お
け
る
東
宮
と
天
皇
事
の
記
事
、
②
酢
香
手
姫
皇
女
の

伊
勢
斎
宮
の
記
事
、
こ
の
①
②
の
二
つ
は
、
α
群
に
属
す
る
も
と
の
用
明
紀
に
は
な

か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
後
続
し
た
β
群
の
推
古
紀
の
編
修
よ
り
も
そ
れ
以
後
に
追
記

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　第
二
に
、
そ
の
用
明
紀
の
注
記
の
部
分
、
つ
ま
り
β
群
の
編
修
の
あ
と
か
ら
記
入

さ
れ
た
そ
の
注
記
に
、
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
日
神
奉
祭
が
用
明
朝
か
ら

推
古
朝
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
が
「
炊
屋
姫
天
皇
の
紀
に
見
ゆ
」
と
記
し
て
い
る
以
上
、

そ
の
記
事
は
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
β
群
の
推
古
紀
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
天
武
・

持
統
朝
以
降
の
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
段
階
で
編
者
た
ち
が
見
た
も
う
ひ
と
つ
の
推

古
紀
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
β
群
の
推
古
紀
以
外
に
、
皇
女

に
よ
る
日
神
奉
祭
を
記
す
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
現
在
見
ら
れ
る
β
群
の
推
古
紀
で
は
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
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記
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
実
体
性
は
認
め
が
た
い
。（
（
）
雄
略
紀
の

記
す
稚
足
姫
皇
女
は
そ
の
名
前
が
雄
略
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
の
女
性
形
で
虚
構
的
で
あ

る
。
別
段
の
栲
幡
姫
皇
女
の
姦
淫
と
妊
娠
の
流
言
、
五
十
鈴
河
の
河
上
に
神
鏡
を
埋

め
て
皇
女
は
経
死
し
、
虹
の
立
つ
と
こ
ろ
に
皇
女
の
屍
が
発
見
さ
れ
そ
の
腹
の
中
か

ら
石
が
見
つ
か
っ
た
、
流
言
者
は
石
上
神
宮
へ
と
逃
亡
し
た
、
と
い
う
一
連
の
記
事

は
、
一
つ
の
伝
説
的
物
語
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。（
（
）
欽
明
紀
と
敏
達
紀
の
皇
子

に
よ
る
皇
女 

 

淫
の
記
事
は
雄
略
紀
の
そ
れ
を
な
ぞ
っ
た
話
題
挿
入
で
あ
り
実
体
性

は
認
め
ら
れ
な
い
。（
（
）
用
明
紀
の
記
事
で
は
、
そ
の
本
文
で
酢
香
手
姫
皇
女
を

以
て
伊
勢
神
宮
に
拝
し
て
日
神
の
祀
に
奉
ら
し
め
た
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
注
記
の

部
分
で
炊
屋
姫
天
皇
の
世
に
及
ぶ
ま
で
奉
り
、
そ
れ
は
「
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」

と
記
し
、
ま
た
或
本
に
は
三
七
年
間
奉
っ
た
と
そ
の
年
数
ま
で
記
し
て
い
る
。
そ

の
三
七
年
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
は
、
用
明
即
位
（
五
八
六
年
）
か
ら
推
古
三
一

年
（
六
二
三
年
）
ま
で
と
数
え
る
と
中
途
半
端
な
も
の
と
な
り
、
む
し
ろ
推
古
の
在

位
期
間
を
そ
の
即
位
五
九
二
年
か
ら
舒
明
即
位
の
六
二
九
年
ま
で
の
三
七
年
間
と
数

え
た
数
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
参
考
資
料
と
し
て
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝

説
』
の
記
事
に

（
（（
（

、「
須
加
氐
古
女
王

　此
王
拝
祭
伊
勢
神
前
、
至
干
三
天
皇
也
」
と

あ
り
長
く
三
代
の
天
皇
に
及
ん
だ
と
あ
る
。
そ
の
三
代
と
は
用
明
、
崇
峻
、
推
古
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
用
明
皇
女
の
酢
香
手
姫
に
よ
る
伊
勢
の
斎
宮
奉
仕
を

歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
と
す
る
記
事
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
よ
く
注
意
し

て
み
る
と
逆
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
は
疑
問
点
も
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

追
記
さ
れ
た
用
明
紀
と
削
除
さ
れ
た
推
古
紀

　
　
　こ

こ
で
、
問
題
を
整
理
し
て
み

る
。
第
一
に
、
前
述
の
『
日
本
書
紀
』
の
区
分
論
か
ら
い
え
ば
、
先
行
の
α
群
の
用

明
紀
に
あ
る
注
記
に
、
後
続
の
β
群
に
属
す
る
推
古
紀
つ
ま
り
「
炊
屋
姫
天
皇
紀
に

見
ゆ
」
と
の
記
事
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
。
こ
の
用
明
紀
の
注
記
は
β
群
の
推
古
紀

の
編
修
よ
り
そ
の
あ
と
に
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
注
記
は

も
と
の
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
β
群
の
推
古
紀
の
編
修
段
階

の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、そ
れ
は
な
ぜ
か
。
天
武
・

持
統
朝
以
降
の
編
修
の
最
終
段
階
で
、
用
明
紀
に
そ
の
注
記
の
記
事
が
必
要
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
日
神
奉
祭
が
用
明
朝
か

ら
推
古
朝
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
説
明
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
伊
勢
神

宮
に
拝
し
て
日
神
の
祭
祀
に
奉
じ
る
皇
女
の
存
在
の
継
続
性
の
主
張
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
逆
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
は
、
逆
に
用
明
紀
か
ら
天
武
紀
ま
で
の

約
一
世
紀
に
及
ぶ
斎
宮
奉
祭
の
記
事
の
欠
落
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
期
間
の
長

さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
酢
香
手
姫
の
斎
宮
奉
仕
の
伝
承
に
は
そ
の
実
体
性
は
薄
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　そ
し
て
、
さ
ら
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
こ
の
「
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」

と
い
う
記
事
が
実
は
そ
れ
ら
の
注
記
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
本
文
に
も
み
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
厩
戸
皇
子
が
推
古
朝
に
東
宮
と
し
て
天み

か
ど
わ
ざ

皇
事
を
し
た
ま

ふ
た
と
い
う
記
事
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
記
事
も
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記

事
で
あ
り
、
β
群
の
編
修
の
そ
の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
本
文
に
あ
る
酢
香
手
姫
皇
女
の
斎
宮
の
記
事
も
あ
と

か
ら
追
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
用
明
紀
に
お
け

る
①
厩
戸
皇
子
の
推
古
朝
に
お
け
る
東
宮
と
天
皇
事
の
記
事
、
②
酢
香
手
姫
皇
女
の

伊
勢
斎
宮
の
記
事
、
こ
の
①
②
の
二
つ
は
、
α
群
に
属
す
る
も
と
の
用
明
紀
に
は
な

か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
後
続
し
た
β
群
の
推
古
紀
の
編
修
よ
り
も
そ
れ
以
後
に
追
記

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　第
二
に
、
そ
の
用
明
紀
の
注
記
の
部
分
、
つ
ま
り
β
群
の
編
修
の
あ
と
か
ら
記
入

さ
れ
た
そ
の
注
記
に
、
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
日
神
奉
祭
が
用
明
朝
か
ら

推
古
朝
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
が
「
炊
屋
姫
天
皇
の
紀
に
見
ゆ
」
と
記
し
て
い
る
以
上
、

そ
の
記
事
は
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
β
群
の
推
古
紀
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
天
武
・

持
統
朝
以
降
の
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
段
階
で
編
者
た
ち
が
見
た
も
う
ひ
と
つ
の
推

古
紀
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
β
群
の
推
古
紀
以
外
に
、
皇
女

に
よ
る
日
神
奉
祭
を
記
す
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
現
在
見
ら
れ
る
β
群
の
推
古
紀
で
は
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
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記
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
実
体
性
は
認
め
が
た
い
。（
（
）
雄
略
紀
の

記
す
稚
足
姫
皇
女
は
そ
の
名
前
が
雄
略
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
の
女
性
形
で
虚
構
的
で
あ

る
。
別
段
の
栲
幡
姫
皇
女
の
姦
淫
と
妊
娠
の
流
言
、
五
十
鈴
河
の
河
上
に
神
鏡
を
埋

め
て
皇
女
は
経
死
し
、
虹
の
立
つ
と
こ
ろ
に
皇
女
の
屍
が
発
見
さ
れ
そ
の
腹
の
中
か

ら
石
が
見
つ
か
っ
た
、
流
言
者
は
石
上
神
宮
へ
と
逃
亡
し
た
、
と
い
う
一
連
の
記
事

は
、
一
つ
の
伝
説
的
物
語
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。（
（
）
欽
明
紀
と
敏
達
紀
の
皇
子

に
よ
る
皇
女
姧
淫
の
記
事
は
雄
略
紀
の
そ
れ
を
な
ぞ
っ
た
話
題
挿
入
で
あ
り
実
体
性

は
認
め
ら
れ
な
い
。（
（
）
用
明
紀
の
記
事
で
は
、
そ
の
本
文
で
酢
香
手
姫
皇
女
を

以
て
伊
勢
神
宮
に
拝
し
て
日
神
の
祀
に
奉
ら
し
め
た
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
注
記
の

部
分
で
炊
屋
姫
天
皇
の
世
に
及
ぶ
ま
で
奉
り
、
そ
れ
は
「
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」

と
記
し
、
ま
た
或
本
に
は
三
七
年
間
奉
っ
た
と
そ
の
年
数
ま
で
記
し
て
い
る
。
そ

の
三
七
年
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
は
、
用
明
即
位
（
五
八
六
年
）
か
ら
推
古
三
一

年
（
六
二
三
年
）
ま
で
と
数
え
る
と
中
途
半
端
な
も
の
と
な
り
、
む
し
ろ
推
古
の
在

位
期
間
を
そ
の
即
位
五
九
二
年
か
ら
舒
明
即
位
の
六
二
九
年
ま
で
の
三
七
年
間
と
数

え
た
数
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
参
考
資
料
と
し
て
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝

説
』
の
記
事
に

（
（（
（

、「
須
加
氐
古
女
王

　此
王
拝
祭
伊
勢
神
前
、
至
干
三
天
皇
也
」
と

あ
り
長
く
三
代
の
天
皇
に
及
ん
だ
と
あ
る
。
そ
の
三
代
と
は
用
明
、
崇
峻
、
推
古
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
用
明
皇
女
の
酢
香
手
姫
に
よ
る
伊
勢
の
斎
宮
奉
仕
を

歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
と
す
る
記
事
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
よ
く
注
意
し

て
み
る
と
逆
に
こ
れ
ら
の
伝
承
に
は
疑
問
点
も
多
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

追
記
さ
れ
た
用
明
紀
と
削
除
さ
れ
た
推
古
紀

　
　
　こ

こ
で
、
問
題
を
整
理
し
て
み

る
。
第
一
に
、
前
述
の
『
日
本
書
紀
』
の
区
分
論
か
ら
い
え
ば
、
先
行
の
α
群
の
用

明
紀
に
あ
る
注
記
に
、
後
続
の
β
群
に
属
す
る
推
古
紀
つ
ま
り
「
炊
屋
姫
天
皇
紀
に

見
ゆ
」
と
の
記
事
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
。
こ
の
用
明
紀
の
注
記
は
β
群
の
推
古
紀

の
編
修
よ
り
そ
の
あ
と
に
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
注
記
は

も
と
の
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
β
群
の
推
古
紀
の
編
修
段
階

の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、そ
れ
は
な
ぜ
か
。
天
武
・

持
統
朝
以
降
の
編
修
の
最
終
段
階
で
、
用
明
紀
に
そ
の
注
記
の
記
事
が
必
要
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
日
神
奉
祭
が
用
明
朝
か

ら
推
古
朝
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
説
明
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
伊
勢
神

宮
に
拝
し
て
日
神
の
祭
祀
に
奉
じ
る
皇
女
の
存
在
の
継
続
性
の
主
張
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
逆
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
は
、
逆
に
用
明
紀
か
ら
天
武
紀
ま
で
の

約
一
世
紀
に
及
ぶ
斎
宮
奉
祭
の
記
事
の
欠
落
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
の
期
間
の
長

さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
酢
香
手
姫
の
斎
宮
奉
仕
の
伝
承
に
は
そ
の
実
体
性
は
薄
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　そ
し
て
、
さ
ら
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
こ
の
「
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」

と
い
う
記
事
が
実
は
そ
れ
ら
の
注
記
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
本
文
に
も
み
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
厩
戸
皇
子
が
推
古
朝
に
東
宮
と
し
て
天み

か
ど
わ
ざ

皇
事
を
し
た
ま

ふ
た
と
い
う
記
事
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
記
事
も
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記

事
で
あ
り
、
β
群
の
編
修
の
そ
の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
本
文
に
あ
る
酢
香
手
姫
皇
女
の
斎
宮
の
記
事
も
あ
と

か
ら
追
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
用
明
紀
に
お
け

る
①
厩
戸
皇
子
の
推
古
朝
に
お
け
る
東
宮
と
天
皇
事
の
記
事
、
②
酢
香
手
姫
皇
女
の

伊
勢
斎
宮
の
記
事
、
こ
の
①
②
の
二
つ
は
、
α
群
に
属
す
る
も
と
の
用
明
紀
に
は
な

か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
後
続
し
た
β
群
の
推
古
紀
の
編
修
よ
り
も
そ
れ
以
後
に
追
記

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　第
二
に
、
そ
の
用
明
紀
の
注
記
の
部
分
、
つ
ま
り
β
群
の
編
修
の
あ
と
か
ら
記
入

さ
れ
た
そ
の
注
記
に
、
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
日
神
奉
祭
が
用
明
朝
か
ら

推
古
朝
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
が
「
炊
屋
姫
天
皇
の
紀
に
見
ゆ
」
と
記
し
て
い
る
以
上
、

そ
の
記
事
は
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
β
群
の
推
古
紀
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
天
武
・

持
統
朝
以
降
の
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
段
階
で
編
者
た
ち
が
見
た
も
う
ひ
と
つ
の
推

古
紀
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
β
群
の
推
古
紀
以
外
に
、
皇
女

に
よ
る
日
神
奉
祭
を
記
す
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
現
在
見
ら
れ
る
β
群
の
推
古
紀
で
は
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る

446

国立歴史民俗博物館研究報告
第 148集　2008年 12月

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
た
ち
が
、
皇
女

に
よ
る
日
神
奉
祭
に
関
連
す
る
記
事
を
推
古
紀
よ
り
も
古
い
時
代
へ
、
つ
ま
り
現
在

み
ら
れ
る
崇
神
紀
・
垂
仁
紀
へ
と
移
行
さ
せ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

推
古
紀
の
記
事
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
『
隋
書
倭
国
伝
』
と
の
齟
齬
も
少
な
く
な
く
、

隋
の
文
化
に
直
接
触
れ
た
こ
と
に
よ
り
大
き
な
変
革
期
と
な
っ
た
推
古
朝
に
関
す
る

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
前
述
の
用
明
紀
の
追
記
の
問
題
も
含
め
て
、
ま
た
あ
と
で

推
古
朝
の
問
題
を
考
え
る
と
こ
ろ
で
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

卑
弥
呼
と
倭
の
五
王

　
　
　こ

こ
で
、
あ
ら
た
め
て
日
本
古
代
史
の
通
説
的
理
解

を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。『
魏
志
倭
人
伝
』（『
三
国
志

　魏
書

　東
夷
伝

倭
人
条
』
西
晋
の
陳
寿
（
二
三
三
―
二
九
七
）
撰
）
に
記
録
の
み
え
る
邪
馬
台
国
の
女

王
、
卑
弥
呼
に
つ
い
て
は
、「
鬼
道
を
事
と
し
よ
く
衆
を
惑
わ
す
」
と
あ
り
、
そ
れ

が
宗
教
的
な
王
権
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ヒ
ミ
コ
と
い
う
名
前
に
「
日
の
巫

女
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。『
日
本

書
紀
』
の
編
者
は
こ
の
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
記
事
を
知
っ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に

卑
弥
呼
を
神
功
皇
后
に
比
定
し
て
い
る
。
史
実
と
し
て
は
卑
弥
呼
と
神
功
皇
后
を
同

一
人
物
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
逆
に
わ
か
る
の
は
、
書
紀
編
纂
時

に
は
、
三
世
紀
半
ば
の
天
皇
家
の
祖
先
に
あ
た
る
べ
き
王
権
に
関
す
る
情
報
は
存
在

し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
四
世
紀
の
日
本
の
王
権
に
つ
い

て
は
中
国
側
史
料
が
な
く
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

　次
い
で
五
世
紀
に
な
る
と
『
宋
書
倭
国
伝
』（
梁
の
沈
約
（
―
五
一
三
）
撰
四
八
七

年
成
立
）
に
い
わ
ゆ
る
倭
の
五
王
の
記
事
が
み
え
る
。
讃
（
仁
徳
・
履
中
）・
珍
（
反

正
）・
済
（
允
恭
）・
興
（
安
康
）・
武
（
雄
略
）
の
五
人
の
王
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

武
は
雄
略
天
皇
に
比
定
さ
れ
る
実
在
の
天
皇
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
日

本
書
紀
』
の
編
者
た
ち
は
『
宋
書
倭
国
伝
』
の
記
事
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ

の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
武
の
「
上
表
文
」
は
そ
の
王
権
の

特
徴
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、「
昔
よ
り
祖
禰
躬
ら
甲
冑
を
擐
き
、
山
川
を
跋

渉
し
、
寧
処
に
遑
あ
ら
ず
。
東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、
西
は
衆
夷
を
服

す
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海
北
を
平
ぐ
る
こ
と
九
十
五
国
。」
云
々
と
い
う
そ

の
内
容
は
征
服
戦
争
の
話
題
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
宗
教
的
な
権
威
や
政
治
的
な

機
構
に
関
す
る
記
事
は
そ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、「
臣
が
亡
孝
済
、
実
に

寇
讐
の
天
路
を
壅
塞
す
る
を
忿
り
、（
中
略
）
今
に
至
り
て
甲
を
練
り
兵
を
治
め
父

兄
の
志
を
申
べ
ん
と
す
」
の
記
事
や
、
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
の
「
乎
獲
居
臣
、
上
祖

の
名
は
意
冨
比
垝
、
其
の
児
」
云
々
な
ど
、
す
で
に
天
皇
の
場
合
も
地
方
豪
族
の
場

合
も
と
も
に
そ
の
権
威
と
職
能
の
由
来
を
先
祖
以
来
の
継
承
に
お
く
系
譜
意
識
が
共

有
さ
れ
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
に
み

ら
れ
る
「
杖
刀
人
」
や
江
田
船
山
古
墳
出
土
太
刀
銘
に
み
ら
れ
る
「
典
曹
人
」
の
記

事
か
ら
は
す
で
に
武
官
的
な
職
掌
や
文
官
的
な
職
掌
も
制
度
化
さ
れ
て
き
て
い
た
こ

と
も
わ
か
る
。

蘇
我
氏
と
仏
教

　
　
　古

代
の
大
和
王
権
の
大
王
に
と
っ
て
一
つ
の
大
き
な
宗
教
的

衝
撃
が
与
え
ら
れ
た
の
は
欽
明
朝
の
仏
教
伝
来
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。『
日
本

書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
欽
明
天
皇
は
崇
仏
と
廃
仏
の
い
ず
れ
に
も
決
め
ず
大

臣
と
大
連
ら
に
下
問
し
て
い
る
。
蘇
我
稲
目
は
崇
仏
を
主
張
し
、
物
部
尾
輿
と
中
臣

鎌
子
は
、「
わ
が
国
家
の
天
下
に
王
と
し
て
ま
し
ま
す
は
、
恒
に
天
地
社
稷
の

百
八
十
神
を
以
て
、
春
夏
秋
冬
、
祭
拝
り
た
ま
ふ
こ
と
を
事
と
す
」
云
々
と
し
て
、

強
硬
な
排
仏
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
結
局
、
蘇
我
稲
目
に
授
け
て
試
み
に
礼
拝
さ

せ
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、
仏
教
は
ひ
と
り
蘇
我
氏
が
稲
目
か
ら
馬
子
へ

と
篤
く
崇
拝
し
、
と
く
に
馬
子
は
飛
鳥
寺
（
法
興
寺
）
を
建
立
し
た
り
（
崇
峻
一
年

五
八
八
造
営
開
始
、
推
古
四
年
五
九
六
主
要
部
完
成
）、
そ
れ
以
前
に
も
大
野
丘
の
北
に

塔
を
建
て
舎
利
を
納
め
て
大
会
の
設
斎
を
行
な
い
（
敏
達
一
四
年
五
八
五
）、「
仏
法

の
初
、
こ
れ
よ
り
作
れ
り
」（
敏
達
紀
一
四
年
）
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
系
図
に
も
示
す
と
お
り
、
欽
明
朝
以
降
、
推
古
朝
に
い
た
る
皇
位
継
承
に
お

い
て
枢
要
な
外
戚
の
地
位
を
占
め
、
蘇
我
稲
目
と
馬
子
の
父
子
が
大
臣
と
し
て
勢
力

を
も
ち
、
仏
教
信
仰
と
も
関
連
し
て
対
新
羅
政
策
な
ど
半
島
諸
国
と
の
外
交
を
掌
握
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す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
蘇
我
氏
が
リ
ー
ド
し
た
こ
の
時
期
に
、
伊
勢
神
宮

の
祭
祀
が
創
始
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
先
の
仏
教
伝
来
に
関
す
る
記
事
の
中
で

『
日
本
書
紀
』
は
「
天
地
社
稷
の
百
八
十
神
を
以
て
、
春
夏
秋
冬
、
祭
拝
り
た
ま
ふ
」

と
は
い
い
な
が
ら
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
が
存
在
し
な
か
っ
た
可

能
性
が
高
い
こ
と
を
示
す
。

蘇
我
氏
と
神
祇
祭
祀

　
　
　た

だ
し
、
欽
明
紀
に
は
や
や
気
に
な
る
記
事
も
あ
る
。

欽
明
一
六
年
（
五
五
五
年
）
二
月
、
百
済
の
聖
明
王
が
新
羅
と
の
戦
闘
で
戦
死
し
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
王
子
恵
と
の
問
答
の
中
で
、
蘇
我
卿
な
る
人
物
が
王
子
恵
に
対
し

て
、
雄
略
朝
に
百
済
が
高
句
麗
に
攻
め
ら
れ
て
危
機
に
陥
っ
た
こ
と
、
天
よ
り
降
臨

し
た
建
国
の
神
の
祭
祀
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
、
神
の
宮
を
修
理
し

て
神
霊
を
祭
れ
ば
国
は
栄
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
て
い
る
記
事
で
あ

る
。
建
国
の
神
が
天
よ
り
降
臨
し
た
と
い
い
、
神
宮
を
修
理
し
て
そ
の
神
霊
を
祭
祀

す
れ
ば
国
は
安
ま
る
な
ど
と
い
う
発
言
で
あ
り
、
記
紀
神
話
に
通
じ
る
内
容
を
含
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
蘇
我
卿
と
い
う
卿
が
後
世
の
三
位
以
上
及
び
参
議
の
敬
称

で
あ
り
、
そ
の
記
事
の
中
に
出
て
い
る
神
祇
伯
も
令
制
下
の
官
職
で
あ
り
、
当
時
の

も
の
で
は
な
い
た
め
に
こ
の
記
事
の
位
置
づ
け
は
困
難
で
あ
る
。

推
古
朝
と
日
出
ず
る
国

　
　
　で

は
、
前
述
の
用
明
紀
が
注
記
で
特
記
す
る
推
古
朝

に
つ
い
て
情
報
を
整
理
し
て
み
る
。
ま
ず
、
推
古
紀
の
記
事
に
は
伊
勢
神
宮
に
関
す

る
記
事
も
斎
宮
に
関
す
る
記
事
も
一
切
み
え
な
い
。
多
く
は
皇
太
子
厩
戸
皇
子
と
大

臣
蘇
我
馬
子
の
話
題
で
あ
り
、
仏
法
興
隆
の
記
事
、
そ
し
て
半
島
諸
国
や
大
陸
関
係

の
記
事
が
中
心
で
あ
る
。
で
は
、
推
古
朝
と
は
ど
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ

で
『
隋
書
倭
国
伝
』（
唐
の
魏
徴
（
―
六
四
三
）
撰
）
と
『
日
本
書
紀
』
の
記
す
情

報
を
整
理
し
て
み
る
。

『
隋
書
』

開
皇
二
〇
年
（
六
〇
〇
）
倭
王
あ
り
、
姓
は
阿
毎
、
字
は
多
利
思
比
孤
、
阿
輩
雞
彌
と
号
す
。
使

い
を
遣
わ
し
て
闕
に
詣
る
。
上
、
所
司
を
し
て
其
の
風
俗
を
訪
わ
し
む
。
使
者
言
う
。「
倭
王
は

天
を
以
っ
て
兄
と
為
し
、
日
を
以
っ
て
弟
と
な
す
。
天
未
だ
明
け
ざ
る
時
、
出
で
て
政
を
聴
き
跏

趺
し
て
坐
し
、
日
出
ず
れ
ば
便
ち
理
務
を
停
め
、
云
う
我
が
弟
に
委
ね
む
と
」
と
。
高
祖
（
文

帝
）
曰
く
、「
此
れ
大
い
に
義
理
無
し
」
と
。
是
に
於
い
て
訓
え
て
之
を
改
め
し
む
。
…
…
内
官

に
十
二
等
有
り
、
…
…
、
軍
尼
に
一
百
二
十
人
有
り
、
…
、

其
の
服
飾
、
…
…
、
頭
に
も
亦
冠
無
く
、
但
但
、
髪
を
両
耳
の
上
に
垂
る
る
の
み
、
隋
に
至
り
、

其
の
王
始
め
て
冠
を
制
す
。
錦
綵
を
以
っ
て
之
を
為
り
、金
銀
を
以
っ
て
花
を
鏤
め
飾
り
と
為
す
。

気
候
温
暖
に
し
て
、
草
木
は
冬
も
青
く
、
…
…
、
食
す
る
に
手
を
用
っ
て
之
を
餔
う
。
…
…
。

大
業
三
年
（
六
〇
七
）、
其
の
王
多
利
思
比
孤
、
使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
。
使
者
曰
く
、「
聞
く
、

海
西
の
菩
薩
天
子
、
重
ね
て
仏
法
を
興
す
と
。
故
に
遣
わ
し
て
朝
拝
せ
し
め
、
兼
ね
て
沙
門
数
十

人
、
来
っ
て
仏
法
を
学
ぶ
」
と
。
其
の
国
書
に
曰
く
、「
日
出
ず
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る

処
の
天
子
に
致
す
、
恙
無
き
や
、
云
々
」
と
。
帝
、
之
を
覧
て
悦
ば
ず
、
鴻
臚
卿
に
謂
ひ
て
曰
く
、

「
蛮
夷
の
書
、
無
礼
な
る
も
の
あ
り
、
復
た
以
っ
て
聞
す
る
勿
れ
」
と
。

明
年
、
上
、
文
林
郎
斐
清
を
遣
わ
し
て
倭
国
に
使
せ
し
む
。
百
済
を
度
り
、
…
…
。

倭
王
…
其
の
王
、
清
と
〔
相
見
え
、
大
い
に
悦
ん
で
曰
く
、「
我
れ
聞
く
、
海
西
に
大
隋
禮
義
の

国
有
り
と
。
故
に
遣
わ
し
て
朝
貢
せ
し
む
。
我
れ
は
夷
人
、
海
隅
に
僻
在
し
て
、
禮
義
を
聞
か
ず
。

是
を
以
っ
て
境
内
に
稽
留
し
、
即
ち
相
見
え
ず
。
今
故
ら
に
道
を
清
め
館
を
飾
り
、
以
っ
て
大
使

を
待
つ
。
冀
く
は
大
国
維
新
の
化
を
聞
か
ん
こ
と
を
」
と
。
清
、
答
え
て
曰
く
、「
皇
帝
、
徳
は

二
儀
に
並
び
、
澤
は
四
海
に
流
る
。
王
、
化
を
慕
う
の
故
を
以
っ
て
、
行
人
を
遣
わ
し
て
来
ら
し

め
、
此
に
宣
諭
す
」
と
。

『
日
本
書
紀
』

　

推
古
天
皇
一
五
年
（
六
〇
七
）
秋
七
月
戊
申
朔
庚
戌
（
三
日
）、大
礼
小
野
臣
妹
子
を
大
唐
に
遣
す
。

鞍
作
福
利
を
以
て
通
事
と
す
。
…
…
。

十
六
年
夏
四
月
に
、
小
野
臣
妹
子
、
大
唐
よ
り
至
る
。
唐
国
、
妹
子
臣
を
号
け
て
蘇
因
高
と
曰
ふ
。

大
唐
の
使
人
斐
世
清
・
下
客
・
筑
紫
に
至
る
。
難
波
吉
士
雄
成
を
遣
わ
し
て
大
唐
の
客
斐
世
清
等

を
召
す
。
唐
客
の
為
に
、
更
新
し
き
館
を
難
波
の
高
麗
館
の
上
に
造
る
。
六
月
（
一
五
日
）
…
客

等
難
波
津
に
泊
れ
り
。
…
…
。
爰
に
妹
子
臣
、
奏
し
て
曰
さ
く
、「
臣
、
参
還
る
時
に
、
唐
の
帝
、

書
を
以
て
臣
に
授
く
。
然
る
に
百
済
国
を
経
過
る
日
に
、
百
済
人
、
探
り
て
掠
み
取
る
。
是
を
以

て
上
る
こ
と
を
得
ず
」
と
ま
う
す
。
是
に
、
群
臣
、
議
り
て
曰
は
く
、「
夫
れ
使
た
る
人
は
死
る

と
雖
も
、
旨
を
失
は
ず
。
是
の
使
、
何
に
ぞ
怠
り
て
、
大
国
の
書
を
失
ふ
や
」
と
い
ふ
。
則
ち
流

刑
に
坐
す
。
時
に
天
皇
、
勅
し
て
曰
は
く
、「
妹
子
、
書
を
失
ふ
罪
有
り
と
雖
も
、
輙
く
罪
す
べ

か
ら
ず
。
其
の
大
国
の
客
等
聞
か
む
こ
と
、
亦
不
良
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
赦
し
て
坐
し
た
ま

は
ず
。

秋
八
月
（
三
日
）
…
、
唐
の
客
、
京
に
入
る
。
…
。
壬
子
（
一
二
日
）
に
唐
の
客
を
朝
庭
に
召
し

て
、
使
の
旨
を
奏
さ
し
む
。
時
に
阿
倍
鳥
臣
・
物
部
依
網
連
抱
、
二
人
を
、
客
の
導
者
と
す
。
是

に
、
大
唐
の
国
の
信
物
を
庭
中
に
置
く
。
時
に
使
主
斐
世
清
、
親
ら
書
を
も
ち
て
、
両
度
再
拝
み

て
、
使
の
旨
を
言
上
し
て
立
つ
。
其
の
書
に
曰
く
「
皇
帝
、
倭
皇
を
問
ふ
。
使
人
長
吏
大
礼
蘇
因

高
等
、
至
で
て
懐
を
具
に
す
。
朕
、
寶
命
を
欽
び
承
け
て
、
区
宇
に
臨
み
仰
ぐ
。
徳
化
を
弘
め
て
、

含
霊
に
…
…
…
故
、
鴻
臚
寺
の
掌
客
斐
世
清
等
を
遣
し
て
…
…
。
是
の
時
に
、
皇
子
、
諸
王
、
諸

臣
、
悉
に
金
の
髻
花
を
以
て
頭
に
着
せ
り
。
…
…
。

九
月
辛
巳
（
一
一
日
）
唐
客
斐
世
清
、
罷
り
帰
り
ぬ
。
則
ち
複
小
野
臣
妹
子
を
以
て
大
使
と
す
。

表
5

　
遣
隋
使
関
係
記
事
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吉
士
雄
成
を
も
て
小
使
と
す
。
福
利
を
通
事
と
す
。
唐
客
に
副
へ
て
遣
す
。
爰
に
天
皇
、
唐
の
帝

を
聘
ふ
。
其
の
辞
に
曰
は
く
「
東
の
天
皇
、
敬
み
て
西
の
皇
帝
に
白
す
。
使
人
鴻
臚
寺
の
掌
客

斐
世
清
等
至
り
て
、
久
し
き
憶
、
方
に
解
け
ぬ
。
…
…
」。
是
の
時
に
、
唐
の
国
に
遣
わ
す
学
生

…
…
漢
人
高
向
玄
理
、
新
漢
人
日
文
・
南
淵
漢
人
請
安
、
…
等
并
せ
て
八
人
。

　　ま
ず
、『
隋
書
』
で
注
目
さ
れ
る
の
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。

　（
（
）
開
皇
二
〇
年
（
六
〇
〇
年
）
の
遣
使
は
、『
隋
書
』
に
は
み
え
る
が
、『
書
紀
』

に
は
み
え
な
い
。（
（
）
倭
王
の
姓
は
阿
毎
（
ア
メ
）、
字
は
多
利
思
比
孤
（
タ
リ
シ

ヒ
コ
）、
号
は
阿
輩
雞
彌
（
ア
ヘ
ギ
ミ
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
姓
の
ア
メ
は
天
の
ア
メ
、

字
の
タ
リ
シ
ヒ
コ
は
足
日
の
タ
ラ
シ
ヒ
コ
、
号
の
ア
ヘ
ギ
ミ
は
大
王
の
オ
オ
キ
ミ
と

考
え
ら
れ
る
。（
（
）
倭
王
は
天
を
兄
と
し
て
、
日
を
弟
と
す
る
。
天
が
ま
だ
明
け

な
い
う
ち
に
政
を
聴
き
、
天
が
明
け
て
日
が
出
る
と
理
務
を
停
む
、
と
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
隋
の
文
帝
は
大
い
に
義
理
無
し
と
し
て
訓
え
て
之
を
改
め
し
め
た
、
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
隋
の
影
響
に
よ
り
政
務
を
夜
か
ら
昼
へ
と
改
変
さ
せ
、
こ
れ
を
契
機

と
し
て
以
後
の
推
古
朝
で
は
官
僚
制
整
備
へ
む
け
て
開
明
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
従
来
は
天
は
夜
も
昼
も
と
も
に
包
括
す
る
概
念
で
あ
り
日
は
昼
間
の
み
太

陽
の
照
ら
す
時
間
と
さ
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
天
（
夜
と
昼
）
を
兄
（
主
）
と
し
て
日

（
昼
）
を
弟
（
従
）
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
神
代
紀
の
神
話
の
天
照
大

御
神
が
高
天
の
原
を
治
め
、
月
読
命
が
夜
の
食
国
を
治
め
る
と
い
う
分
担
の
考
え
方

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
記
紀
の
三
貴
神
の
誕
生
と
領
有
分
担
の
神
話
の
成
立
は

推
古
朝
よ
り
も
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。（
（
）
倭
人
は
頭
に
も
冠
が
無
く
た
だ

髪
を
両
耳
の
上
に
垂
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
隋
に
至
り
そ
の
倭
王
が
始
め
て
冠
を

制
し
た
云
々
な
ど
の
記
事
に
よ
り
、
冠
や
服
飾
の
制
度
が
そ
の
後
に
整
え
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。（
（
）
食
す
る
に
手
を
用
っ
て
之
を
餔く

ら
う
、
と
い
う
記
事
か
ら
す
れ

ば
ま
だ
箸
の
使
用
が
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ス
サ
ノ
オ
の
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
神
話

の
中
の
箸
の
モ
チ
ー
フ
は
こ
の
推
古
朝
よ
り
も
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。（
（
）
大
業
三
年
（
六
〇
七
年
）
の
遣
使
で
は
、
海
西
の
菩
薩
天
子
が
重
ね

て
仏
法
を
興
す
と
い
う
こ
と
で
こ
こ
に
朝
貢
し
て
沙
門
の
留
学
に
よ
る
仏
法
の
学
習

を
さ
せ
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。

　（
（
）
国
書
に
「
日
出
ず
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
、
恙

無
き
や
、
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
蛮
夷
の
書
、
無
礼
な
る
も
の
あ
り
、

復
た
以
っ
て
聞
す
る
勿
れ
」
と
い
わ
れ
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
。

　『
日
本
書
紀
』
が
記
さ
な
い
こ
の
国
書
の
文
言
か
ら
わ
か
る
の
は
、
①
隋
の
皇
帝

こ
そ
が
天
子
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
当
時
の
状
況
の
中
で
、
辺

境
の
小
国
に
す
ぎ
な
い
倭
国
の
王
が
自
ら
天
子
と
名
乗
る
こ
と
が
い
か
に
無
礼
で
あ

る
か
に
倭
国
側
が
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
対
等
外
交
を

め
ざ
し
た
表
現
だ
と
い
う
説
は
あ
た
ら
な
い
。
②
国
土
の
位
置
と
太
陽
と
の
関
係
に

注
目
し
て
お
り
、
自
ら
の
国
を
日
昇
の
国
、
太
陽
の
昇
る
国
で
あ
る
と
の
意
識
が
存

在
し
た
こ
と
。
そ
れ
は
東
西
方
向
へ
の
強
い
意
識
で
あ
り
中
国
王
朝
の
よ
う
な
南
北

軸
を
中
心
と
し
た
四
神
相
応
の
世
界
観
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
③
国
書
の
文

面
で
日
没
が
忌
避
さ
れ
る
言
葉
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
む
し
ろ
、
後
述

す
る
出
雲
の
杵
築
大
社
を
『
日
本
書
紀
』
の
一
書
が
「
天
日
隅
宮
」
つ
ま
り
日
没
が

美
し
い
宮
と
呼
ん
だ
当
時
の
王
権
が
抱
い
て
い
た
心
象
が
そ
こ
に
は
推
定
さ
れ
る
。

　つ
ま
り
、
書
状
の
中
で
日
没
が
避
け
る
べ
き
表
現
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
自
体

か
ら
し
て
、
ま
さ
に
礼
儀
を
知
ら
な
い
無
礼
な
る
「
蛮
夷
の
書
」
で
あ
り
、
失
礼
で

無
教
養
な
文
章
が
記
さ
れ
た
国
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
東
野
治
之
氏
は
「
日
出
ず
る
処
の
天
子
」
と
い
う
表
現
は
仏
典
の
『
大
智
度
論
』

巻
（0
の
「
日
出
ず
る
処
は
是
れ
東
方
、
日
没
す
る
処
は
是
れ
西
方
、
日
行
く
処
は
是

れ
南
方
、
日
行
か
ざ
る
処
は
是
れ
北
方
な
り
」
に
よ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る（

（（
（

が
、
厩
戸
皇
子
が
そ
の
時
点
で
『
大
智
度
論
』
を
読
ん
で
い
た
か
否
か
が
問
題
で
あ

る
し
、
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
こ
の
文
面
が
非
礼
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　（
（
）
明
年
（
六
〇
八
年
）、
隋
の
煬
帝
は
文
林
郎
斐
清
を
倭
国
に
遣
わ
し
、
倭
王

は
こ
れ
を
歓
迎
し
て
「
我
れ
聞
く
、
海
西
に
大
隋
禮
儀
の
国
あ
り
と
。
故
に
遣
わ
し

て
朝
貢
せ
し
む
。
我
れ
は
夷
人
、
海
隅
に
僻
在
し
て
、
禮
義
を
聞
か
ず
、（
中
略
）

冀
く
は
大
国
維
新
の
化
を
聞
か
ん
こ
と
を
」
と
、
礼
儀
を
知
ら
な
い
夷
人
で
あ
っ
た
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吉
士
雄
成
を
も
て
小
使
と
す
。
福
利
を
通
事
と
す
。
唐
客
に
副
へ
て
遣
す
。
爰
に
天
皇
、
唐
の
帝

を
聘
ふ
。
其
の
辞
に
曰
は
く
「
東
の
天
皇
、
敬
み
て
西
の
皇
帝
に
白
す
。
使
人
鴻
臚
寺
の
掌
客

斐
世
清
等
至
り
て
、
久
し
き
憶
、
方
に
解
け
ぬ
。
…
…
」。
是
の
時
に
、
唐
の
国
に
遣
わ
す
学
生

…
…
漢
人
高
向
玄
理
、
新
漢
人
日
文
・
南
淵
漢
人
請
安
、
…
等
并
せ
て
八
人
。

　　ま
ず
、『
隋
書
』
で
注
目
さ
れ
る
の
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。

　（
（
）
開
皇
二
〇
年
（
六
〇
〇
年
）
の
遣
使
は
、『
隋
書
』
に
は
み
え
る
が
、『
書
紀
』

に
は
み
え
な
い
。（
（
）
倭
王
の
姓
は
阿
毎
（
ア
メ
）、
字
は
多
利
思
比
孤
（
タ
リ
シ

ヒ
コ
）、
号
は
阿
輩
雞
彌
（
ア
ヘ
ギ
ミ
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
姓
の
ア
メ
は
天
の
ア
メ
、

字
の
タ
リ
シ
ヒ
コ
は
足
日
の
タ
ラ
シ
ヒ
コ
、
号
の
ア
ヘ
ギ
ミ
は
大
王
の
オ
オ
キ
ミ
と

考
え
ら
れ
る
。（
（
）
倭
王
は
天
を
兄
と
し
て
、
日
を
弟
と
す
る
。
天
が
ま
だ
明
け

な
い
う
ち
に
政
を
聴
き
、
天
が
明
け
て
日
が
出
る
と
理
務
を
停
む
、
と
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
隋
の
文
帝
は
大
い
に
義
理
無
し
と
し
て
訓
え
て
之
を
改
め
し
め
た
、
と
あ

る
。
つ
ま
り
、
隋
の
影
響
に
よ
り
政
務
を
夜
か
ら
昼
へ
と
改
変
さ
せ
、
こ
れ
を
契
機

と
し
て
以
後
の
推
古
朝
で
は
官
僚
制
整
備
へ
む
け
て
開
明
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
従
来
は
天
は
夜
も
昼
も
と
も
に
包
括
す
る
概
念
で
あ
り
日
は
昼
間
の
み
太

陽
の
照
ら
す
時
間
と
さ
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
天
（
夜
と
昼
）
を
兄
（
主
）
と
し
て
日

（
昼
）
を
弟
（
従
）
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
神
代
紀
の
神
話
の
天
照
大

御
神
が
高
天
の
原
を
治
め
、
月
読
命
が
夜
の
食
国
を
治
め
る
と
い
う
分
担
の
考
え
方

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
記
紀
の
三
貴
神
の
誕
生
と
領
有
分
担
の
神
話
の
成
立
は

推
古
朝
よ
り
も
後
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。（
（
）
倭
人
は
頭
に
も
冠
が
無
く
た
だ

髪
を
両
耳
の
上
に
垂
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
隋
に
至
り
そ
の
倭
王
が
始
め
て
冠
を

制
し
た
云
々
な
ど
の
記
事
に
よ
り
、
冠
や
服
飾
の
制
度
が
そ
の
後
に
整
え
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。（
（
）
食
す
る
に
手
を
用
っ
て
之
を
餔く

ら
う
、
と
い
う
記
事
か
ら
す
れ

ば
ま
だ
箸
の
使
用
が
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ス
サ
ノ
オ
の
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
神
話

の
中
の
箸
の
モ
チ
ー
フ
は
こ
の
推
古
朝
よ
り
も
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。（
（
）
大
業
三
年
（
六
〇
七
年
）
の
遣
使
で
は
、
海
西
の
菩
薩
天
子
が
重
ね

て
仏
法
を
興
す
と
い
う
こ
と
で
こ
こ
に
朝
貢
し
て
沙
門
の
留
学
に
よ
る
仏
法
の
学
習

を
さ
せ
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。

　（
（
）
国
書
に
「
日
出
ず
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
、
恙

無
き
や
、
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
蛮
夷
の
書
、
無
礼
な
る
も
の
あ
り
、

復
た
以
っ
て
聞
す
る
勿
れ
」
と
い
わ
れ
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
。

　『
日
本
書
紀
』
が
記
さ
な
い
こ
の
国
書
の
文
言
か
ら
わ
か
る
の
は
、
①
隋
の
皇
帝

こ
そ
が
天
子
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
当
時
の
状
況
の
中
で
、
辺

境
の
小
国
に
す
ぎ
な
い
倭
国
の
王
が
自
ら
天
子
と
名
乗
る
こ
と
が
い
か
に
無
礼
で
あ

る
か
に
倭
国
側
が
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
対
等
外
交
を

め
ざ
し
た
表
現
だ
と
い
う
説
は
あ
た
ら
な
い
。
②
国
土
の
位
置
と
太
陽
と
の
関
係
に

注
目
し
て
お
り
、
自
ら
の
国
を
日
昇
の
国
、
太
陽
の
昇
る
国
で
あ
る
と
の
意
識
が
存

在
し
た
こ
と
。
そ
れ
は
東
西
方
向
へ
の
強
い
意
識
で
あ
り
中
国
王
朝
の
よ
う
な
南
北

軸
を
中
心
と
し
た
四
神
相
応
の
世
界
観
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
③
国
書
の
文

面
で
日
没
が
忌
避
さ
れ
る
言
葉
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
む
し
ろ
、
後
述

す
る
出
雲
の
杵
築
大
社
を
『
日
本
書
紀
』
の
一
書
が
「
天
日
隅
宮
」
つ
ま
り
日
没
が

美
し
い
宮
と
呼
ん
だ
当
時
の
王
権
が
抱
い
て
い
た
心
象
が
そ
こ
に
は
推
定
さ
れ
る
。

　つ
ま
り
、
書
状
の
中
で
日
没
が
避
け
る
べ
き
表
現
だ
と
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
自
体

か
ら
し
て
、
ま
さ
に
礼
儀
を
知
ら
な
い
無
礼
な
る
「
蛮
夷
の
書
」
で
あ
り
、
失
礼
で

無
教
養
な
文
章
が
記
さ
れ
た
国
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
東
野
治
之
氏
は
「
日
出
ず
る
処
の
天
子
」
と
い
う
表
現
は
仏
典
の
『
大
智
度
論
』

巻
（0
の
「
日
出
ず
る
処
は
是
れ
東
方
、
日
没
す
る
処
は
是
れ
西
方
、
日
行
く
処
は
是

れ
南
方
、
日
行
か
ざ
る
処
は
是
れ
北
方
な
り
」
に
よ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る（

（（
（

が
、
厩
戸
皇
子
が
そ
の
時
点
で
『
大
智
度
論
』
を
読
ん
で
い
た
か
否
か
が
問
題
で
あ

る
し
、
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
こ
の
文
面
が
非
礼
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　（
（
）
明
年
（
六
〇
八
年
）、
隋
の
煬
帝
は
文
林
郎
斐
清
を
倭
国
に
遣
わ
し
、
倭
王

は
こ
れ
を
歓
迎
し
て
「
我
れ
聞
く
、
海
西
に
大
隋
禮
儀
の
国
あ
り
と
。
故
に
遣
わ
し

て
朝
貢
せ
し
む
。
我
れ
は
夷
人
、
海
隅
に
僻
在
し
て
、
禮
義
を
聞
か
ず
、（
中
略
）

冀
く
は
大
国
維
新
の
化
を
聞
か
ん
こ
と
を
」
と
、
礼
儀
を
知
ら
な
い
夷
人
で
あ
っ
た

450

国立歴史民俗博物館研究報告
第 148集　2008年 12月

と
卑
屈
な
ま
で
の
態
度
で
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
で
無
礼
な
る
蛮
夷
の
書
に
関
す
る
事

件
は
一
件
落
着
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　以
上
が
『
隋
書
』
の
記
事
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、『
日
本
書
紀
』

で
は
ど
う
か
。『
日
本
書
紀
』
の
記
事
か
ら
指
摘
で
き
る
点
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。

　（
（
）『
隋
書
』
に
み
え
る
開
皇
二
〇
年
（
六
〇
〇
年
）
の
倭
か
ら
の
遣
使
は
、『
日

本
書
紀
』の
推
古
八
年（
六
〇
〇
年
）に
は
み
え
な
い
。（
（
）推
古
一
五
年（
六
〇
七

年
）
の
遣
使
で
は
「
隋
」
を
「
大
唐
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
α
群
の

推
古
紀
の
編
纂
段
階
で
は
中
国
王
朝
が
唐
に
な
っ
て
い
た
の
で
そ
の
よ
う
に
記
し
た

の
だ
と
い
う
の
が
通
常
の
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
た
ち
が

『
魏
志
倭
人
伝
』
は
読
ん
で
い
る
の
に
『
隋
書
倭
国
伝
』
は
読
ん
で
い
な
い
ら
し
い

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
隋
と
い
う
国
に
関
す
る
情
報
を
十
分
に
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に『
隋
書
』の
完
成
は
唐
の
貞
観
一
〇
年（
六
三
六

年
）
の
こ
と
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
た
ち
が
読
む
こ
と
が
で
き
た
可
能
性

は
あ
る
。
し
か
し
、
読
ん
で
い
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
参
考
に
し
て

い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
者
の
記
事
の
間
の
多
く
の
矛
盾
点
や
問
題

点
に
つ
い
て
の
整
合
性
が
は
か
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。（
（
）

『
隋
書
』
に
み
え
る
仏
法
の
学
習
の
た
め
に
沙
門
の
留
学
を
と
い
う
重
要
な
点
が
書

か
れ
て
い
な
い
。
沙
門
の
動
向
の
記
事
も
な
い
。
次
回
の
推
古
一
六
年（
六
〇
八
年
）

の
遣
使
で
派
遣
し
て
い
る
の
は
学
生
で
あ
り
沙
門
で
は
な
い
。（
（
）
推
古
一
六
年

（
六
〇
八
年
）
に
小
野
妹
子
が
帰
国
し
た
が
、
彼
は
使
者
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な

隋
の
煬
帝
の
国
書
を
紛
失
し
て
い
る
。
帰
国
途
中
に
百
済
で
盗
ま
れ
た
と
い
う
。
群

臣
た
ち
の
議
で
は
妹
子
を
流
刑
と
し
た
が
、
天
皇
が
妹
子
の
罪
を
赦
し
た
。
こ
れ
は

や
は
り
異
常
で
あ
る
。
隋
の
煬
帝
の
国
書
の
文
言
が
群
臣
た
ち
、
と
く
に
蘇
我
馬
子

に
近
い
者
た
ち
の
前
で
公
開
さ
れ
て
は
困
る
内
容
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
野
蛮

で
無
礼
な
国
書
で
あ
る
と
の
指
摘
で
困
る
の
は
推
古
天
皇
と
と
く
に
こ
の
外
交
政
策

の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
厩
戸
皇
子
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
推

古
一
六
年
（
六
〇
八
年
）
の
隋
使
送
迎
の
儀
礼
に
蘇
我
馬
子
を
は
じ
め
蘇
我
氏
側
の

者
た
ち
は
出
席
し
て
い
な
い
ら
し
い
の
に
対
し
て
、
推
古
一
八
年
（
六
一
〇
年
）
の

新
羅
と
任
那
の
使
い
が
来
た
と
き
は
蘇
我
馬
子
・
蝦
夷
が
中
心
で
厩
戸
皇
子
は
そ
の

場
に
は
い
な
い
。
つ
ま
り
半
島
と
の
外
交
は
も
っ
ぱ
ら
蘇
我
氏
が
掌
握
し
て
お
り
、

隋
と
の
国
交
は
厩
戸
皇
子
が
新
し
く
推
進
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。（
（
）
国
書
は
紛
失
し
た
が
、
使
主
斐
世
清
が
親
ら
の
書
で
遣
使
の

旨
を
言
上
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
書
に
は
通
常
の
文
言
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、

倭
の
国
書
の
非
礼
を
指
摘
す
る
文
言
は
な
い
。（
（
）『
隋
書
』
が
記
す
倭
国
へ
の
遣

使
は
「
文
林
郎
斐
清
」
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
鴻
臚
寺
掌
客
斐
世
清
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
使
者
の
名
前
と
肩
書
き
の
相
違
は
無
視
で
き
な
い
。『
日
本

書
紀
』
の
い
う
斐
世
清
に
対
し
て
『
隋
書
』
で
斐
清
と
「
世
」
を
欠
く
の
は
唐
太
宗

の
李
世
民
の
諱
を
避
け
た
と
す
る
の
が
通
説

（
（（
（

で
あ
る
が
、
で
は
『
日
本
書
紀
』
も
外

交
的
な
国
際
間
の
礼
儀
と
し
て
同
様
に
そ
れ
を
避
け
る
べ
き
な
の
に
な
ぜ
避
け
て
い

な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
肩
書
き
の
文
林
郎
と
鴻
臚
寺
掌
客
と
で
は
ま
っ
た

く
異
な
る
職
名
で
あ
る
。
文
林
郎
は
通
典
で
あ
り
、
鴻
臚
寺
掌
客
は
外
国
使
臣
の
接

待
役
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
林
郎
斐
清
と
鴻
臚
寺
掌
客
斐
世
清
と
は
、
別
人
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
あ
の
無
礼
な
蛮
夷
の
書
と
い
う
指
摘
を
公
式
の
儀
礼
の
場
で
指
摘
さ

れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
工
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
国
書
紛
失
と
遣

使
の
替
え
玉
と
い
う
小
野
妹
子
に
よ
る
厩
戸
皇
子
の
こ
と
を
慮
っ
て
の
政
治
工
作
が

や
は
り
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
厩
戸
皇
子
を
聖
徳
太
子
と
し
て

偶
像
化
す
る
歴
史
観
か
ら
す
れ
ば
、
し
ょ
せ
ん
空
想
的
な
奇
説
で
あ
る
と
し
て
排
除

さ
れ
る
べ
き
俗
説
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
冷
静
に
こ
の
よ
う
に
関
連
記
録
を
読

み
解
く
限
り
、
一
方
的
に
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
む
し
ろ
考
慮
す
べ
き
問
題
で

あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
厩
戸
皇
子
を
聖
徳
太
子
と
し
て
聖
人
視

す
る
史
観
か
ら
の
脱
却
が
必
要
で
あ
ろ
う
。（
（
）
推
古
一
六
年
（
六
〇
八
年
）
に

再
度
の
小
野
妹
子
の
派
遣
に
あ
た
っ
て
は
「
東
の
天
皇
、
敬
み
て
西
の
皇
帝
に
白

す
。
使
人
鴻
臚
寺
の
掌
客
斐
世
清
等
至
り
て
、
久
し
き
憶
、
方
に
解
け
ぬ
」
云
々
、

と
儀
礼
的
で
無
難
な
言
辞
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
古
一
六
年
・
大
業
四
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年
（
六
〇
八
年
）
の
遣
隋
使
の
記
事
は
『
隋
書
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の

時
点
で
は
「
天
皇
」
号
も
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。（
（
）

こ
の
遣
使
以
後
、
冠
の
礼
装
と
金
銀
の
装
飾
が
始
め
ら
れ
た
と
い
う
記
述
は
『
隋

書
』
の
記
述
と
符
合
す
る
。

　以
上
の
検
討
に
よ
り
、
こ
こ
で
記
紀
神
話
と
伊
勢
神
宮
創
祀
に
関
し
て
指
摘
で
き

る
の
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。
①
記
紀
の
三
貴
神
の
誕
生
と
領
有
分
担
の
神
話
の
成

立
は
推
古
朝
よ
り
も
後
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
②
『
古
事
記
』
の
記
す
須

佐
之
男
命
の
八
俣
遠
呂
智
退
治
神
話
の
中
の
箸
の
モ
チ
ー
フ
は
推
古
朝
よ
り
後
の
時

代
の
も
の
で
あ
る
。
③
当
時
の
推
古
朝
の
王
権
に
は
自
ら
の
国
を
日
昇
の
国
、
太
陽

の
昇
る
国
で
あ
る
と
の
意
識
が
存
在
し
た
。
④
隋
と
の
交
流
に
よ
り
前
代
ま
で
の
政

治
や
服
飾
の
慣
習
が
改
め
ら
れ
開
明
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
⑤
仏
教
文

化
と
半
島
外
交
を
掌
握
し
て
い
た
蘇
我
馬
子
と
、
隋
と
の
国
交
に
よ
り
仏
教
文
化
や

諸
制
度
や
文
物
な
ど
の
導
入
を
直
接
は
か
ろ
う
と
し
た
厩
戸
皇
子
と
の
間
に
微
妙
な

対
立
関
係
を
は
ら
み
な
が
ら
、
大
王
家
の
権
威
の
確
立
へ
の
努
力
が
は
か
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
厩
戸
皇
子
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
古
代
史
研
究
者
が

指
摘
し
て
い
る

（
（（
（

よ
う
に
外
交
権
（
遣
隋
使
）
と
先
進
文
化
（
官
僚
制
の
諸
制
度
と
諸

儀
礼
）
と
宗
教
権
威
（
仏
教
）
と
い
う
王
権
に
と
っ
て
重
要
な
三
者
を
蘇
我
大
臣
家

か
ら
大
王
家
へ
と
移
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

推
古
朝
の
神
祇
祭
祀

　
　
　こ

の
遣
隋
使
関
係
の
他
に
、『
日
本
書
紀
』
の
推
古
朝

の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
推
古
一
五
年
（
六
〇
七
年
）
三
月
九
日
戊
子
の
神
祇
祭

祀
の
詔
で
あ
る
。「
朕
聞
く
。
曩む

か
し者

、我
が
皇
祖
の
天
皇
達
、世
を
宰
め
た
ま
ふ
こ
と
、

天
に
跼せ

が
ま

り
地
に
蹐

ぬ
し
あ
し
に
ふみ

て
、
敦
く
神
祇
を
禮
び
た
ま
ふ
。
周
く
山
川
を
祠
り
、
幽
に

乾
坤
を
通
す
。
是
を
以
て
、
陰
陽
開
け
和
ひ
て
、
造
化
共
に
調
る
。
今
朕
が
世
に
当

り
て
、
神
祇
を
祭
ひ
祀
る
こ
と
、
豈
怠
る
こ
と
有
ら
む
や
。
故
、
群
臣
、
共
に
為
に

心
を
竭
し
て
、
神
祇
を
拝
る
べ
し
。」
と
い
い
、
十
五
日
甲
午
に
は
、
皇
太
子
と
大

臣
と
百
寮
を
率
い
て
神
祇
を
祭
り
拝
し
た
と
い
う
。

　蘇
我
馬
子
に
よ
る
法
興
寺
の
建
立
や
厩
戸
皇
子
に
よ
る
四
天
王
寺
の
建
立
な
ど
仏

教
の
興
隆
で
知
ら
れ
る
推
古
朝
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
神
祇
祭

祀
の
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
仏
教
の
導
入

と
同
じ
政
策
の
一
環
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
王
と
大
王
家
の
宗
教
権
威
の

確
立
へ
向
け
て
の
政
治
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意

さ
れ
る
の
は
天
神
地
祇
の
祭
祀
は
重
視
さ
れ
て
い
た
も
の
の
肝
心
の
伊
勢
神
宮
や
天

照
大
神
に
関
す
る
記
事
が
一
切
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う

な
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
に
皇
女
に
よ
る
日
神
祭
祀
の
記
事
が
存
在
し
た
と
す
る

な
ら
ば
、
こ
の
神
祇
祭
祀
の
記
事
は
そ
れ
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。

推
古
朝
と
歴
史
書

　
　
　推

古
朝
が
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
書
の
編
纂

の
上
か
ら
も
い
え
る
。
推
古
二
八
年
（
六
二
〇
年
）
一
二
月
、
厩
戸
皇
子
と
蘇
我
大

臣
馬
子
に
よ
り
「
天
皇
記
」「
国
記
」「
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
並
公
民
等
之
本
記
」

が
撰
録
さ
れ
る
。
こ
れ
は
蘇
我
氏
の
権
勢
を
反
映
し
た
歴
史
書
で
、
現
在
読
む
こ
と

が
で
き
る
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
が
、
そ
れ
が
所
蔵
さ
れ
管
理
さ
れ
て
い
た
の
は
他
な
ら
ぬ
蘇
我
大
臣
家
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
皇
極
四
年
の
い
わ
ゆ
る
乙
巳
の
変
、
蘇
我
入
鹿
の

暗
殺
事
件
に
際
し
て
の
記
事
で
あ
る
。
息
子
の
入
鹿
の
死
を
聞
い
た
蘇
我
大
臣
稲
目

は
自
邸
で
「
天
皇
記
」「
国
記
」
と
と
も
に
珍
宝
を
焼
い
た
と
『
日
本
書
紀
』
は
記
す
。

そ
し
て
そ
の
焼
か
れ
る
「
国
記
」
を
急
ぎ
船
史
恵
尺
が
取
り
出
し
て
焼
失
か
ら
す
く

い
中
大
兄
皇
子
に
奉
っ
た
と
い
う
。

　ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
推
古
朝
が
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、『
古

事
記
』
の
記
事
が
こ
の
推
古
朝
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。『
古
事
記
』

の
成
立
に
関
し
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。
①
天

武
天
皇
が
詔
し
て
言
わ
れ
る
に
は
、
諸
家
の
持
ち
伝
え
て
い
る
「
帝
紀
」
と
「
本
辞
」

は
正
実
に
違
い
多
く
虚
偽
を
加
え
て
い
る
。
②
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
帝
紀
」
を
撰

録
し
「
旧
辞
」
を
討
覈
つ
ま
り
よ
く
調
べ
て
明
ら
か
に
し
て
偽
り
を
削
り
実
を
定
め

る
。
③
二
八
歳
の
舎
人
の
稗
田
阿
礼
に
勅
語
し
て
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
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年
（
六
〇
八
年
）
の
遣
隋
使
の
記
事
は
『
隋
書
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の

時
点
で
は
「
天
皇
」
号
も
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。（
（
）

こ
の
遣
使
以
後
、
冠
の
礼
装
と
金
銀
の
装
飾
が
始
め
ら
れ
た
と
い
う
記
述
は
『
隋

書
』
の
記
述
と
符
合
す
る
。

　以
上
の
検
討
に
よ
り
、
こ
こ
で
記
紀
神
話
と
伊
勢
神
宮
創
祀
に
関
し
て
指
摘
で
き

る
の
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。
①
記
紀
の
三
貴
神
の
誕
生
と
領
有
分
担
の
神
話
の
成

立
は
推
古
朝
よ
り
も
後
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
②
『
古
事
記
』
の
記
す
須

佐
之
男
命
の
八
俣
遠
呂
智
退
治
神
話
の
中
の
箸
の
モ
チ
ー
フ
は
推
古
朝
よ
り
後
の
時

代
の
も
の
で
あ
る
。
③
当
時
の
推
古
朝
の
王
権
に
は
自
ら
の
国
を
日
昇
の
国
、
太
陽

の
昇
る
国
で
あ
る
と
の
意
識
が
存
在
し
た
。
④
隋
と
の
交
流
に
よ
り
前
代
ま
で
の
政

治
や
服
飾
の
慣
習
が
改
め
ら
れ
開
明
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
⑤
仏
教
文

化
と
半
島
外
交
を
掌
握
し
て
い
た
蘇
我
馬
子
と
、
隋
と
の
国
交
に
よ
り
仏
教
文
化
や

諸
制
度
や
文
物
な
ど
の
導
入
を
直
接
は
か
ろ
う
と
し
た
厩
戸
皇
子
と
の
間
に
微
妙
な

対
立
関
係
を
は
ら
み
な
が
ら
、
大
王
家
の
権
威
の
確
立
へ
の
努
力
が
は
か
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
厩
戸
皇
子
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
古
代
史
研
究
者
が

指
摘
し
て
い
る

（
（（
（

よ
う
に
外
交
権
（
遣
隋
使
）
と
先
進
文
化
（
官
僚
制
の
諸
制
度
と
諸

儀
礼
）
と
宗
教
権
威
（
仏
教
）
と
い
う
王
権
に
と
っ
て
重
要
な
三
者
を
蘇
我
大
臣
家

か
ら
大
王
家
へ
と
移
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

推
古
朝
の
神
祇
祭
祀

　
　
　こ

の
遣
隋
使
関
係
の
他
に
、『
日
本
書
紀
』
の
推
古
朝

の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
推
古
一
五
年
（
六
〇
七
年
）
三
月
九
日
戊
子
の
神
祇
祭

祀
の
詔
で
あ
る
。「
朕
聞
く
。
曩む

か
し者

、我
が
皇
祖
の
天
皇
達
、世
を
宰
め
た
ま
ふ
こ
と
、

天
に
跼せ

が
ま

り
地
に
蹐

ぬ
し
あ
し
に
ふみ

て
、
敦
く
神
祇
を
禮
び
た
ま
ふ
。
周
く
山
川
を
祠
り
、
幽
に

乾
坤
を
通
す
。
是
を
以
て
、
陰
陽
開
け
和
ひ
て
、
造
化
共
に
調
る
。
今
朕
が
世
に
当

り
て
、
神
祇
を
祭
ひ
祀
る
こ
と
、
豈
怠
る
こ
と
有
ら
む
や
。
故
、
群
臣
、
共
に
為
に

心
を
竭
し
て
、
神
祇
を
拝
る
べ
し
。」
と
い
い
、
十
五
日
甲
午
に
は
、
皇
太
子
と
大

臣
と
百
寮
を
率
い
て
神
祇
を
祭
り
拝
し
た
と
い
う
。

　蘇
我
馬
子
に
よ
る
法
興
寺
の
建
立
や
厩
戸
皇
子
に
よ
る
四
天
王
寺
の
建
立
な
ど
仏

教
の
興
隆
で
知
ら
れ
る
推
古
朝
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
神
祇
祭

祀
の
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
仏
教
の
導
入

と
同
じ
政
策
の
一
環
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
王
と
大
王
家
の
宗
教
権
威
の

確
立
へ
向
け
て
の
政
治
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意

さ
れ
る
の
は
天
神
地
祇
の
祭
祀
は
重
視
さ
れ
て
い
た
も
の
の
肝
心
の
伊
勢
神
宮
や
天

照
大
神
に
関
す
る
記
事
が
一
切
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う

な
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
に
皇
女
に
よ
る
日
神
祭
祀
の
記
事
が
存
在
し
た
と
す
る

な
ら
ば
、
こ
の
神
祇
祭
祀
の
記
事
は
そ
れ
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。

推
古
朝
と
歴
史
書

　
　
　推

古
朝
が
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
書
の
編
纂

の
上
か
ら
も
い
え
る
。
推
古
二
八
年
（
六
二
〇
年
）
一
二
月
、
厩
戸
皇
子
と
蘇
我
大

臣
馬
子
に
よ
り
「
天
皇
記
」「
国
記
」「
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
並
公
民
等
之
本
記
」

が
撰
録
さ
れ
る
。
こ
れ
は
蘇
我
氏
の
権
勢
を
反
映
し
た
歴
史
書
で
、
現
在
読
む
こ
と

が
で
き
る
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
が
、
そ
れ
が
所
蔵
さ
れ
管
理
さ
れ
て
い
た
の
は
他
な
ら
ぬ
蘇
我
大
臣
家
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
皇
極
四
年
の
い
わ
ゆ
る
乙
巳
の
変
、
蘇
我
入
鹿
の

暗
殺
事
件
に
際
し
て
の
記
事
で
あ
る
。
息
子
の
入
鹿
の
死
を
聞
い
た
蘇
我
大
臣
稲
目

は
自
邸
で
「
天
皇
記
」「
国
記
」
と
と
も
に
珍
宝
を
焼
い
た
と
『
日
本
書
紀
』
は
記
す
。

そ
し
て
そ
の
焼
か
れ
る
「
国
記
」
を
急
ぎ
船
史
恵
尺
が
取
り
出
し
て
焼
失
か
ら
す
く

い
中
大
兄
皇
子
に
奉
っ
た
と
い
う
。

　ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
推
古
朝
が
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、『
古

事
記
』
の
記
事
が
こ
の
推
古
朝
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。『
古
事
記
』

の
成
立
に
関
し
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。
①
天

武
天
皇
が
詔
し
て
言
わ
れ
る
に
は
、
諸
家
の
持
ち
伝
え
て
い
る
「
帝
紀
」
と
「
本
辞
」

は
正
実
に
違
い
多
く
虚
偽
を
加
え
て
い
る
。
②
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
帝
紀
」
を
撰

録
し
「
旧
辞
」
を
討
覈
つ
ま
り
よ
く
調
べ
て
明
ら
か
に
し
て
偽
り
を
削
り
実
を
定
め

る
。
③
二
八
歳
の
舎
人
の
稗
田
阿
礼
に
勅
語
し
て
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
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を
誦
習
さ
せ
た
。
④
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
が
、
元
明
天
皇
は
「
旧
辞
」

と
「
先
紀
」
の
中
の
誤
り
を
正
そ
う
と
思
い
、
和
銅
四
年
（
七
一
一
年
）
九
月
一
八

日
に
太
安
万
侶
に
詔
し
て
稗
田
阿
礼
の
誦
む
と
こ
ろ
の
天
武
天
皇
の
勅
語
の
「
旧

辞
」
を
撰
録
し
て
献
上
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
⑤
太
安
万
侶
は
さ
っ
そ
く
そ
の
作
業

に
取
り
組
み
、
和
銅
五
年
（
七
一
二
年
）
一
月
二
八
日
に
『
古
事
記
』
三
巻
を
撰
録

し
献
上
し
た
。

　つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
①
天
武
朝
に
は
す
で
に
「
帝
紀
」
と

「
本
辞
」
の
た
ぐ
い
は
諸
家
が
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
伝
え
て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
。
前
述
の
蘇
我
大
臣
家
の
「
天
皇
記
」
や
「
国
記
」
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

②
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
の
は
天
武
天
皇
が
勅
語
と
し
て
語
る
「
帝
皇
日
継
」
と

「
先
代
旧
辞
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
③
太
安
万
侶
が
『
古
事
記
』
と
し
て
撰
録

し
た
の
は
そ
の
天
武
天
皇
の
勅
語
が
語
り
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
「
旧
辞
」
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
。
④
太
安
万
侶
は
和
銅
四
年
（
七
一
一
年
）
九
月
一
八
日
か
ら
和
銅

五
年
（
七
一
二
年
）
一
月
二
八
日
ま
で
の
わ
ず
か
四
ヶ
月
と
一
〇
日
程
度
の
短
期
間

に
撰
録
を
終
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

　以
上
で
あ
る
。
そ
し
て
、
成
立
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
年
）
で
あ
る
が
、
内
容
は

そ
れ
よ
り
も
約
三
〇
年
前
の
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
）
三
月
丙
戌
条
の
天
武
天
皇
が

大
極
殿
に
出
御
し
て
川
嶋
皇
子
以
下
の
皇
子
や
王
や
諸
臣
に
詔
し
て
「
帝
紀
」「
上

古
諸
事
」
を
記
し
定
め
さ
せ
た
と
い
う
記
事
の
そ
れ
と
同
じ
こ
ろ
に
伝
承
さ
れ
て
い

た
も
の
で
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
天
武
天
皇
勅
語
の
「
旧
辞
」
の
内
容
と
考
え
ら
れ

る
。『
古
事
記
』
の
記
事
は
推
古
朝
（
五
九
三
―
六
二
八
）
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
記
事
に
は
後
の
天
武
朝
を
中
心
と
す
る
さ
ら
に
は
元
明
、
元
正
朝
に
お
け
る
最

終
的
な
「
削
偽
定
実
」
つ
ま
り
加
筆
や
修
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
で
あ

る
。
こ
こ
で
『
古
事
記
』
の
語
る
伊
勢
神
宮
の
創
祀
に
関
す
る
記
事
で
注
目
さ
れ
る

点
を
あ
げ
て
み
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　（
（
）『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
紀
が
詳
し
く
記
す
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
御
鎮
座
の

記
事
は
『
古
事
記
』
に
は
な
い
。
崇
神
天
皇
の
妹
豊
鉏
比
売
命
も
そ
の
注
記
で
伊
勢

の
大
神
の
宮
を
拝
き
祭
り
た
ま
ひ
き
、
と
あ
り
、
垂
仁
天
皇
の
倭
比
売
命
も
そ
の
注

記
で
伊
勢
の
大
神
の
宮
を
拝
き
祭
り
た
ま
ひ
き
、
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

天
武
天
皇
の
勅
語
で
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
「
旧
辞
」
の
中
に
は
崇
神
朝
と
垂
仁
朝

に
お
け
る
伊
勢
へ
の
鎮
座
伝
承
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に

推
古
朝
の
時
点
で
は
そ
の
鎮
座
伝
承
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
崇
神
紀
と
垂
仁
紀
が
記
す
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
鎮
座
の
伝
承
が
成
立
し

た
の
は
『
古
事
記
』
お
よ
び
そ
の
原
史
料
と
な
っ
た
「
帝
紀
」・「
旧
辞
」
そ
の
他
の

資
料
群
の
成
立
以
後
、
推
古
朝
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　（
（
）『
日
本
書
紀
』
で
は
、天
照
大
神
が
最
初
に
「
日
神
」
ま
た｢

大
日
孁
貴
（
大

日
孁
尊
）｣

と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
で
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
天
照

大
神
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
た
だ
一
ヵ
所
だ
け
「
日
神
」
と
記
さ
れ
て
い
る

の
は
、
神
武
東
征
神
話
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
る
「
吾
は
日
神
の
御
子
と
し
て

日
に
向
か
ひ
て
戦
う
こ
と
良
か
ら
ず
」
と
し
て｢

背
を
日
に
負
ひ
て
撃
た
む｣

と
い

う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
話
構
成
の
上
か
ら
も
必
要
不
可
欠
で
必
然
の
表
現
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
、天
照
大
神
と
い
う
名
前
を
主
と
す
る『
古

事
記
』
が
、
こ
の
「
神
武
東
征
神
話
と
日
神
モ
チ
ー
フ
」
に
い
わ
ば
譲
歩
し
て
い
る

と
い
う
点
は
注
目
さ
れ
る
。
神
武
東
征
の
物
語
の
構
想
は
そ
の
推
古
朝
以
降
の
所
産

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　（
（
）
前
述
の
よ
う
に
、
天
照
大
神
と
月
読
命
と
素
戔
鳴
尊
と
い
う
三
貴
神
の
誕

生
と
そ
の
領
有
分
担
の
神
話
の
成
立
は
、
遣
隋
使
を
派
遣
し
て
開
明
化
を
進
め
た
推

古
朝
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
日
出
づ
る
処
の
天
子
」

「
ア
メ
ノ
タ
リ
シ
ヒ
コ
」
と
名
乗
っ
た
推
古
の
王
権
で
は
大
王
（
天
皇
）
を
日
神
の

子
孫
と
す
る
観
念
が
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
隋
の
官
僚
制
度
や
服
飾
音
曲
等
の
諸
儀
礼
に
お
い
て
開
明
化
を
進
め
た
推
古
の

王
朝
が
着
手
し
た
の
が
国
史
の
編
纂
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
前
述
の
「
天
皇
記
」「
国

記
」「
臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
並
公
民
等
之
本
記
」
の
撰
録
で
あ
る
。
国
史
の
編

纂
に
お
い
て
は
王
権
神
話
の
構
想
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
推
古
朝
に
お
け
る
王
権
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神
話
の
構
想
の
中
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
先
行
し
た
の
が
自

然
信
仰
的
な
「
日
神
」
の
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
新
た
に
構
想
さ
れ
て
い
っ

た
の
が
神
話
的
な
「
天
照
大
神
」
の
神
観
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
（
）『
日
本
書
紀
』
の
表
記
で
は
、
神
代
か
ら
神
功
摂
政
紀
ま
で
を
除
け
ば
、
そ

れ
以
降
の
歴
史
的
時
代
の
記
述
で
は
「
天
照
大
神
」
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
初

め
て
登
場
す
る
の
が
壬
申
の
乱
の
最
中
の
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
の
「
天
照
大
神
」

望
拝
の
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
天
武
二
年
四
月
の
大
来
皇
女
を
「
天
照
太
神

宮
」
に
派
遣
し
た
記
事
で
あ
り
、
こ
の
（
例
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
天
照
大
神
」

と
い
う
神
観
念
は
『
古
事
記
』
を
産
み
出
し
た
天
武
天
皇
と
そ
の
周
辺
の
観
念
世
界

か
ら
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後

述
す
る
よ
う
に
そ
の
天
武
朝
か
ら
持
統
朝
の
時
期
に
伊
勢
に
そ
の
「
天
照
大
神
」
の

神
宮
が
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
以
前
の
、
推
古
朝
以
降
の
何
れ
か
の

天
皇
の
時
代
に
「
日
神
」
を
祭
祀
す
る
神
社
が
伊
勢
に
設
営
さ
れ
た
か
否
か
は
い
ま

こ
こ
で
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
お
く
の
が
安
全
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
時
系
列
的
に

整
理
す
る
な
ら
ば
、「
日
神
」
が
先
で
「
天
照
大
神
」
が
次
で
、「
伊
勢
神
宮
」
が
最

後
と
い
う
順
番
で
あ
る
。

推
古
紀
三
〇
年
記
事
欠
落
か
ら
の
暗
示

　
　
　こ

こ
で
、
先
に
、
追
記
さ
れ
た
用
明

紀
と
削
除
さ
れ
た
推
古
紀
、
と
い
う
項
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
残
し
て
お
い
た
問
題
点

に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
先
の
検
討
で
確
認
さ
れ
た
論
点
を

整
理
し
て
お
く
と
以
下
の
①
～
⑤
で
あ
る
。
①
先
に
成
立
し
た
α
群
の
用
明
紀
の
注

記
に
記
さ
れ
て
い
る
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
「
日
神
」
奉
祭
の
記
事
に
、

後
に
成
立
す
る
β
群
の
推
古
紀
に
そ
の
事
は
記
し
て
あ
る
と
い
う
が
、
つ
ま
り
「
炊

屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
後
関
係
の
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な
い
。

②
そ
の
用
明
紀
の
注
記
は
も
と
の
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
β

群
の
推
古
紀
が
編
修
さ
れ
た
そ
の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

③
現
在
の
β
群
の
推
古
紀
に
は
そ
の
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
「
日
神
」
奉

祭
の
記
事
は
み
え
な
い
が
、
α
群
の
用
明
紀
が
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
用

明
紀
が
み
た
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は

日
神
奉
祭
に
関
す
る
何
ら
か
の
記
事
が
あ
っ
た
。
④
現
在
見
ら
れ
る
β
群
の
推
古
紀

で
は
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
た
ち
が
、

皇
女
に
よ
る
日
神
奉
祭
に
関
連
す
る
記
事
を
推
古
紀
よ
り
も
古
い
時
代
へ
、
つ
ま
り

崇
神
紀
・
垂
仁
紀
へ
と
移
行
さ
せ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
⑤
し
か
し
、
そ
の
崇

神
紀
・
垂
仁
紀
の
記
事
（
現
在
の
崇
神
紀
と
垂
仁
紀
の
記
事
）
に
、
崇
神
六
年
の
天

照
大
神
を
皇
女
の
豊
鋤
入
姫
命
に
託
け
て
倭
の
笠
縫
邑
に
祭
り
、
日
本
大
国
魂
神
は

皇
女
渟
名
城
入
姫
に
託
け
て
祭
ら
せ
よ
う
と
し
た
記
事
、
及
び
、
垂
仁
二
五
年
に
天

照
大
神
を
豊
耜
入
姫
命
か
ら
離
し
て
倭
姫
命
に
託
け
、
大
神
を
祭
る
処
を
求
め
て

菟う
だ
の
さ
さ
は
た

田
筱
幡
か
ら
、
近
江
、
美
濃
を
め
ぐ
っ
て
伊
勢
国
へ
と
到
り
そ
こ
で
祭
っ
た
と
い

う
記
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
推
古
紀
か
ら
移
行
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、「
天
照
大
神
」
の
呼
称
と
大
和
か
ら
近
江
、
美
濃

を
経
由
す
る
行
路
と
い
う
点
で
壬
申
の
乱
を
経
験
し
た
の
ち
の
天
武
・
持
統
朝
以
降

の
『
日
本
書
紀
』
編
纂
過
程
に
お
け
る
潤
色
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
用
明

紀
で
は
こ
の
「
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」
と
い
う
記
事
が
、
実
は
そ
れ
ら
の

注
記
の
部
分
だ
け
で
な
く
本
文
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
厩
戸
皇
子
が
推
古
朝
に
東

宮
と
し
て
天み

か
ど
わ
ざ

皇
事
を
し
た
ま
ふ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
も
α
群
と
β
群
の
前

後
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
は
ず
の
記
事
で
あ
り
、
β
群

の
推
古
紀
編
修
の
そ
の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
文
に
あ
る
酢
香
手
姫
皇
女
の
伊
勢
神
宮
で
の
日
神
奉
祭
の
記
事
も
同

様
に
あ
と
か
ら
追
記
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　し
た
が
っ
て
、「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
に
あ
っ
た
の
は
酢
香
手
姫
皇
女
の
伊

勢
神
宮
で
の
日
神
奉
祭
で
は
な
く
、
も
っ
と
素
朴
な
段
階
の
推
古
朝
の
王
権
に
よ

る
「
日
神
」
祭
祀
の
神
話
伝
承
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
こ
に
記

載
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
は
推
古
紀
の
推
古
三
〇
年

（
六
二
二
）
の
記
事
の
欠
落
に
あ
る
。

　こ
の
推
古
三
〇
年
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
の
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神
話
の
構
想
の
中
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
先
行
し
た
の
が
自

然
信
仰
的
な
「
日
神
」
の
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
新
た
に
構
想
さ
れ
て
い
っ

た
の
が
神
話
的
な
「
天
照
大
神
」
の
神
観
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
（
）『
日
本
書
紀
』
の
表
記
で
は
、
神
代
か
ら
神
功
摂
政
紀
ま
で
を
除
け
ば
、
そ

れ
以
降
の
歴
史
的
時
代
の
記
述
で
は
「
天
照
大
神
」
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
初

め
て
登
場
す
る
の
が
壬
申
の
乱
の
最
中
の
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
の
「
天
照
大
神
」

望
拝
の
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
天
武
二
年
四
月
の
大
来
皇
女
を
「
天
照
太
神

宮
」
に
派
遣
し
た
記
事
で
あ
り
、
こ
の
（
例
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
天
照
大
神
」

と
い
う
神
観
念
は
『
古
事
記
』
を
産
み
出
し
た
天
武
天
皇
と
そ
の
周
辺
の
観
念
世
界

か
ら
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後

述
す
る
よ
う
に
そ
の
天
武
朝
か
ら
持
統
朝
の
時
期
に
伊
勢
に
そ
の
「
天
照
大
神
」
の

神
宮
が
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
以
前
の
、
推
古
朝
以
降
の
何
れ
か
の

天
皇
の
時
代
に
「
日
神
」
を
祭
祀
す
る
神
社
が
伊
勢
に
設
営
さ
れ
た
か
否
か
は
い
ま

こ
こ
で
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
お
く
の
が
安
全
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
時
系
列
的
に

整
理
す
る
な
ら
ば
、「
日
神
」
が
先
で
「
天
照
大
神
」
が
次
で
、「
伊
勢
神
宮
」
が
最

後
と
い
う
順
番
で
あ
る
。

推
古
紀
三
〇
年
記
事
欠
落
か
ら
の
暗
示

　
　
　こ

こ
で
、
先
に
、
追
記
さ
れ
た
用
明

紀
と
削
除
さ
れ
た
推
古
紀
、
と
い
う
項
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
残
し
て
お
い
た
問
題
点

に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
先
の
検
討
で
確
認
さ
れ
た
論
点
を

整
理
し
て
お
く
と
以
下
の
①
～
⑤
で
あ
る
。
①
先
に
成
立
し
た
α
群
の
用
明
紀
の
注

記
に
記
さ
れ
て
い
る
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
「
日
神
」
奉
祭
の
記
事
に
、

後
に
成
立
す
る
β
群
の
推
古
紀
に
そ
の
事
は
記
し
て
あ
る
と
い
う
が
、
つ
ま
り
「
炊

屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
後
関
係
の
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な
い
。

②
そ
の
用
明
紀
の
注
記
は
も
と
の
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
記
事
で
あ
り
、
β

群
の
推
古
紀
が
編
修
さ
れ
た
そ
の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

③
現
在
の
β
群
の
推
古
紀
に
は
そ
の
酢
香
手
姫
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
「
日
神
」
奉

祭
の
記
事
は
み
え
な
い
が
、
α
群
の
用
明
紀
が
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
用

明
紀
が
み
た
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は

日
神
奉
祭
に
関
す
る
何
ら
か
の
記
事
が
あ
っ
た
。
④
現
在
見
ら
れ
る
β
群
の
推
古
紀

で
は
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
た
ち
が
、

皇
女
に
よ
る
日
神
奉
祭
に
関
連
す
る
記
事
を
推
古
紀
よ
り
も
古
い
時
代
へ
、
つ
ま
り

崇
神
紀
・
垂
仁
紀
へ
と
移
行
さ
せ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
⑤
し
か
し
、
そ
の
崇

神
紀
・
垂
仁
紀
の
記
事
（
現
在
の
崇
神
紀
と
垂
仁
紀
の
記
事
）
に
、
崇
神
六
年
の
天

照
大
神
を
皇
女
の
豊
鋤
入
姫
命
に
託
け
て
倭
の
笠
縫
邑
に
祭
り
、
日
本
大
国
魂
神
は

皇
女
渟
名
城
入
姫
に
託
け
て
祭
ら
せ
よ
う
と
し
た
記
事
、
及
び
、
垂
仁
二
五
年
に
天

照
大
神
を
豊
耜
入
姫
命
か
ら
離
し
て
倭
姫
命
に
託
け
、
大
神
を
祭
る
処
を
求
め
て

菟う
だ
の
さ
さ
は
た

田
筱
幡
か
ら
、
近
江
、
美
濃
を
め
ぐ
っ
て
伊
勢
国
へ
と
到
り
そ
こ
で
祭
っ
た
と
い

う
記
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
推
古
紀
か
ら
移
行
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、「
天
照
大
神
」
の
呼
称
と
大
和
か
ら
近
江
、
美
濃

を
経
由
す
る
行
路
と
い
う
点
で
壬
申
の
乱
を
経
験
し
た
の
ち
の
天
武
・
持
統
朝
以
降

の
『
日
本
書
紀
』
編
纂
過
程
に
お
け
る
潤
色
が
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。
⑤
用
明

紀
で
は
こ
の
「
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
紀
に
見
ゆ
」
と
い
う
記
事
が
、
実
は
そ
れ
ら
の

注
記
の
部
分
だ
け
で
な
く
本
文
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
厩
戸
皇
子
が
推
古
朝
に
東

宮
と
し
て
天み

か
ど
わ
ざ

皇
事
を
し
た
ま
ふ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
も
α
群
と
β
群
の
前

後
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
α
群
の
用
明
紀
に
は
な
か
っ
た
は
ず
の
記
事
で
あ
り
、
β
群

の
推
古
紀
編
修
の
そ
の
さ
ら
に
後
の
段
階
で
追
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
文
に
あ
る
酢
香
手
姫
皇
女
の
伊
勢
神
宮
で
の
日
神
奉
祭
の
記
事
も
同

様
に
あ
と
か
ら
追
記
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　し
た
が
っ
て
、「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
に
あ
っ
た
の
は
酢
香
手
姫
皇
女
の
伊

勢
神
宮
で
の
日
神
奉
祭
で
は
な
く
、
も
っ
と
素
朴
な
段
階
の
推
古
朝
の
王
権
に
よ

る
「
日
神
」
祭
祀
の
神
話
伝
承
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
こ
に
記

載
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
は
推
古
紀
の
推
古
三
〇
年

（
六
二
二
）
の
記
事
の
欠
落
に
あ
る
。

　こ
の
推
古
三
〇
年
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
の
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は
、
厩
戸
皇
子
の
没
年
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
推
古
紀
で
は

二
九
年
（
辛
巳
）
二
月
癸
巳
（
五
日
）
に
没
し
た
と
記
す
。
し
か
し
、
他
の
記
録
で

は
天
寿
国
繍
帳
銘
（
推
古
三
〇
年
二
月
二
二
日
没
）
を
は
じ
め
、
法
隆
寺
金
堂
釈
迦

如
来
像
銘
（
明
年
（
推
古
三
〇
年
）
二
月
二
二
日
没
）、
聖
徳
太
子
伝
私
記
法
起
寺

塔
婆
露
盤
銘
（
壬
午
（
推
古
三
〇
年
）
二
月
二
二
日
没
）
な
ど
、
す
べ
て
推
古
三
〇

年
を
没
年
と
し
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
の
い
う
推
古
二
九
年
没
の
記
事
は
誤
り
で

あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

　そ
こ
で
、
こ
こ
に
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
る
。
ま
ず
、
推
古
紀
に
よ
れ
ば
、

推
古
二
八
年
（
庚
辰
）
の
記
事
の
最
後
の
部
分
に
是
歳
の
条
と
し
て
「
天
皇
記
」「
国

記
」「
臣
連
供
造
国
造
百
八
十
部
并
公
民
等
本
記
」
が
記
録
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
。

翌
二
九
年
（
辛
巳
）
二
月
条
で
厩
戸
皇
子
が
没
し
た
と
記
す
。
そ
し
て
、
是
歳
の
条

で
新
羅
の
上
表
が
こ
の
時
か
ら
始
ま
る
と
記
す
。
次
の
推
古
三
〇
年
（
壬
午
）
は
一

年
分
が
欠
落
し
て
ま
っ
た
く
記
事
が
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
①
推
古

三
〇
年
（
壬
午
・
六
二
二
年
）
の
記
事
が
な
い
の
は
編
修
者
た
ち
に
よ
る
意
図
的
な

欠
落
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
写
本
伝
世
の
間
で
の
事
故
的
欠
落
に
よ
る
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
推
古
紀
と
は
平
安
時
代
の
最
古
の
写
本
と
さ
れ
る
岩
崎
本
に
よ
る
も

の
で
あ
る

（
（（
（

と
い
う
こ
と
か
ら
勘
案
す
れ
ば
、
前
者
つ
ま
り
書
紀
編
修
者
た
ち
の
意
図

的
欠
落
と
考
え
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
る
。
②
書
紀
編
修
者
た
ち
に
と
っ
て
は
推
古

三
〇
年
の
記
事
を
削
除
す
る
の
が
も
っ
と
も
好
都
合
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
推
古
三
〇

年
に
記
載
し
な
け
れ
ば
矛
盾
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
項
が
対
外
的
な
史
料
や
国

内
的
な
諸
氏
族
の
伝
世
史
料
の
中
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
推
古
二
九
年
は
新
羅
の
上
表
の
始
ま
り
の
年
で
あ
り
そ
れ
を
動
か
す
と

新
羅
の
国
史
の
記
事
と
矛
盾
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
③
し
か

し
、
こ
の
推
古
三
〇
年
に
記
載
す
べ
き
事
件
と
し
て
あ
っ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
厩
戸
皇

子
の
死
亡
記
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
厩
戸
皇
子
の
死
亡
記
事
を

前
年
の
推
古
二
九
年
に
移
行
さ
せ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
厩
戸
皇
子
に
つ
い
て

は
、
そ
の
篤
い
仏
教
信
仰
や
儒
教
的
徳
目
を
体
現
す
る
崇
高
な
聖
人
と
し
て
偶
像
視

す
る
記
事
で
満
ち
て
い
な
が
ら
も
、
推
古
三
〇
年
に
あ
る
べ
き
そ
の
死
亡
記
事
を

二
九
年
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
編
修
者
た
ち
に

と
っ
て
厩
戸
皇
子
の
聖
人
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
こ
そ
が
最
優
先
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
厩
戸
皇
子
自
体
の
生
没
年
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
実
像
に
つ
い
て
の
知
識
は
十

分
で
は
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
細
部
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
こ
だ
わ
り
は
十
分

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
④
推
古
二
八
年
の
「
天
皇
記
」
や
「
国
記
」
な
ど

の
国
史
の
編
纂
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
遣
隋
使
に
よ
る
文
化
的
衝
撃
を
受
け
て
開
始

さ
れ
た
事
業
の
成
果
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
大
和
王
権
の
由

来
と
正
統
性
と
神
聖
性
と
を
語
る
王
権
神
話
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
「
日
出
ず
る
処
の
天
子
」
と
名
乗
っ
た
倭
王
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
こ

に
「
日
神
」
祭
祀
の
神
話
伝
承
が
存
在
し
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
で
あ
る
。
⑤
そ

の
「
天
皇
記
」「
国
記
」
な
ど
の
完
成
を
現
状
で
は
二
八
年
是
歳
条
で
記
し
て
い
る

が
、
是
歳
条
と
い
う
の
は
他
に
二
九
年
、
三
〇
年
な
ど
ど
こ
に
で
も
挿
入
で
き
る
記

載
方
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
状
で
は
二
八
年
に
国
史
の
完
成
、
二
九
年
に
厩
戸
皇

子
の
没
、
と
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
完
成
を
厩
戸
皇
子
の
存

命
期
間
と
し
た
い
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑥
以
上
の
こ
と
か

ら
勘
案
す
れ
ば
、
日
神
祭
祀
の
神
話
的
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
た
の
は
「
天
皇
記
」

「
国
記
」
な
ど
の
完
成
記
事
と
と
も
に
そ
れ
に
続
く
記
述
の
中
で
あ
っ
た
可
能
性
が

大
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
年
間
の
記
事
が
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
推
古
三
〇

年
（
六
二
二
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。「
天
皇
記
」「
国
記
」
な
ど
の
是
歳

の
条
も
も
と
は
三
〇
年
条
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
同
年
条
に
日
神
祭
祀
の
神
話

伝
承
も
記
載
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
な
の
で
あ
る
。
⑦
そ
の
三
〇
年
条
を
欠
落
さ

せ
た
た
め
に
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
が
現
在
二
九
年
条
に
み
え
る
厩
戸
皇
子
の

死
亡
記
事
で
あ
り
、
二
八
年
の
是
歳
の
条
に
み
え
る
「
天
皇
記
」「
国
記
」
な
ど
の

撰
録
記
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
は
上
記
③
に
述
べ
た
と
お
り
、
厩
戸

皇
子
を
め
ぐ
る
伝
承
情
報
に
対
す
る
書
紀
編
修
者
た
ち
の
政
治
的
情
報
判
断
も
し
く

は
学
術
的
情
報
誤
認
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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　つ
ま
り
、「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
の
三
〇
年
条
に
王
権
神
話
の
一
部
を
構
成
す

る
「
日
神
」
祭
祀
の
神
話
伝
承
が
存
在
し
た
可
能
性
が
大
な
の
で
あ
る
。

皇
極
朝
と
蘇
我
氏
の
祖
先
祭
祀

　
　
　『

日
本
書
紀
』
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
八
月

条
に
は
皇
極
天
皇
に
よ
る
有
名
な
雨
乞
い
祈
祷
の
記
事
が
み
え
る
。
同
年
七
月
に
蘇

我
大
臣
蝦
夷
と
衆
僧
に
よ
る
大
寺
の
南
庭
で
の
仏
教
式
祈
祷
に
よ
る
雨
乞
い
が
失
敗

に
終
わ
っ
た
あ
と
の
記
述
で
あ
り
、
一
定
の
脚
色
が
推
定
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
が
、

皇
極
天
皇
は
南
淵
の
河
上
に
幸
し
跪
い
て
四
方
を
拝
し
天
を
仰
い
で
祈
念
し
た
、
す

る
と
ま
も
な
く
雷
が
鳴
り
大
雨
が
ふ
り
だ
し
五
日
間
の
雨
で
天
下
を
潤
し
た
、
と
い

う
。
こ
の
皇
極
天
皇
は
神
仙
思
想
や
道
教
に
傾
倒
し
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
女
帝
で

あ
る

（
（（
（

。
続
い
て
皇
極
元
年
一
二
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
蘇
我
蝦
夷
は
葛
城
の
高
宮
に

祖
廟
を
立
て
て
八
佾
の
舞
を
行
な
い
、
葛
城
の
今
来
に
大
陵
・
小
陵
と
呼
ぶ
雙
墓
を

造
営
し
た
と
い
う
。
こ
の
祖
廟
を
祭
る
の
は
中
国
風
の
祖
先
祭
祀
で
八
佾
の
舞
は
天

子
の
特
権
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
雙
墓
を
造
営
し
た
と
い
う
記
事
と
と
も
に

蘇
我
氏
の
専
横
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
一
定
の
脚
色
が
推
定
さ

れ
る
が
、
祖
廟
祭
祀
の
よ
う
な
中
国
的
風
習
を
蘇
我
氏
が
先
端
的
に
取
り
入
れ
て
い

た
こ
と
を
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
物
語
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
王
家
の
祖
先
祭
祀
に
つ

い
て
の
記
事
は
こ
れ
ま
で
の
神
話
的
な
も
の
を
除
い
て
は
明
確
で
な
く
、
こ
の
段
階

で
は
ま
だ
必
ず
し
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　皇
位
継
承
が
大
王
家
の
親
族
関
係
の
中
で
行
な
わ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
が
、
外
戚
関
係
の
展
開
な
ど
も
含
め
て
武
力
に
よ
る
親
族
間
の
皇
位
継
承
抗
争

が
絶
え
ず
、
当
時
は
ま
だ
大
王
家
自
体
に
お
け
る
正
統
と
傍
系
を
峻
別
す
る
一
定
の

規
範
的
な
系
譜
関
係
理
念
が
ま
だ
十
分
に
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
天
皇
が
「
皇
祖
の
御
魂
を
祭
る
」
と
い
う
記
事
が
み
え
る
の
は

天
武
紀
一
〇
年
（
六
八
一
）
五
月
己
卯
（
一
一
日
）
条
で
あ
る
。

　皇
極
紀
に
は
続
い
て
、
神
祇
祭
祀
関
係
の
記
事
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が

み
え
る
。
①
皇
極
三
年
（
六
四
四
）
一
月
中
臣
鎌
子
連
を
神
祇
伯
に
任
じ
た
。
神
祇

伯
の
初
出
は
継
体
紀
一
年
二
月
条
で
あ
る
が
人
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん

神
祇
伯
は
後
の
令
制
に
お
け
る
神
祇
官
の
長
官
で
あ
り
そ
の
官
職
名
が
継
体
朝
に
存

在
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
②
皇
極
三
年
七
月
条
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
常

世
神
の
話
が
み
え
る
。
東
国
の
富
士
川
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
大
生
部
多
と
い
う
人

物
が
蚕
に
似
た
蟲
を
常
世
の
神
だ
と
い
っ
て
人
び
と
に
こ
れ
を
祭
る
こ
と
を
勧
め
、

誰
で
も
財
物
を
捨
て
て
こ
れ
を
祭
れ
ば
富
と
長
寿
を
え
ら
れ
る
と
説
い
て
都
鄙
の
人

び
と
を
惑
わ
し
た
。
そ
こ
で
山
城
国
葛
野
の
秦
造
河
勝
が
彼
を
懲
ら
し
め
、
時
の
人

は
「
太
秦
は
神
と
も
神
と
聞
こ
え
来
る
常
世
の
神
を
打
ち
懲
ま
す
も
」
と
歌
っ
た
と

い
う
。
皇
極
四
年
（
六
四
五
年
）
一
月
に
は
伊
勢
大
神
の
記
事
が
み
え
る
。
丘
の
峰

に
ま
た
河
辺
に
そ
し
て
宮
寺
の
間
に
は
る
か
に
見
え
る
不
思
議
な
も
の
が
い
た
。
猴

の
鳴
く
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
た
、
し
か
し
、
近
づ
い
て
み
て
も
そ
の
姿
は
見
え
な
い
、

「
時
人
曰
、
此
是
伊
勢
大
神
之
使
也
」
と
い
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧

本
に
曰
く
と
し
て
、
こ
の
年
に
難
波
京
に
遷
都
す
る
た
め
飛
鳥
の
板
蓋
宮
が
荒
れ
寂

れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
兆
し
で
あ
っ
た
と
い
う
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。

半
島
情
勢
の
緊
迫
化
と
斉
明
朝

　
　
　皇

極
四
年
（
六
四
五
年
）
六
月
の
乙
巳
の
変
、

大
化
の
ク
ー
デ
タ
の
の
ち
の
蘇
我
大
臣
家
に
か
わ
る
権
力
の
所
在
の
不
安
定
性
の
中

に
あ
っ
て
、
孝
徳
天
皇
は
八
月
仏
教
興
隆
の
詔
を
発
す
。
そ
れ
は
蘇
我
大
臣
家
に
か

わ
る
仏
教
に
関
す
る
主
導
権
の
掌
握
の
宣
言
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

（
（（
（

。
し
か
し
、
対

新
羅
を
中
心
と
す
る
半
島
外
交
の
主
役
で
あ
っ
た
蘇
我
大
臣
家
を
失
っ
た
孝
徳
朝
か

ら
斉
明
朝
へ
か
け
て
の
半
島
政
策
は
困
難
化
へ
と
向
か
う
。
高
句
麗
へ
の
攻
撃
を
く

り
か
え
す
唐
と
、
百
済
を
攻
撃
す
る
新
羅
、
そ
の
唐
と
新
羅
の
接
近
と
い
う
情
勢
の

中
で
つ
い
に
六
六
〇
年
唐
と
新
羅
の
両
軍
に
よ
っ
て
百
済
は
滅
亡
し
て
し
ま
う
。
そ

の
間
の
外
交
交
渉
の
不
備
な
ま
ま
で
、
斉
明
と
中
大
兄
の
政
権
は
百
済
救
援
の
半
島

出
兵
を
敢
行
し
あ
え
な
く
白
村
江
で
の
惨
敗
を
ま
ね
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
の
対

外
防
衛
と
内
政
整
備
に
追
わ
れ
た
の
が
天
智
朝
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
孝
徳
・
斉
明
・

天
智
の
六
四
五
年
か
ら
六
七
一
年
の
時
期
に
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
い
う
よ
う
な
画

期
的
な
事
業
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

　た
だ
し
、
斉
明
朝
に
は
神
社
祭
祀
の
歴
史
の
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
記
事
が
あ
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　つ
ま
り
、「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
の
三
〇
年
条
に
王
権
神
話
の
一
部
を
構
成
す

る
「
日
神
」
祭
祀
の
神
話
伝
承
が
存
在
し
た
可
能
性
が
大
な
の
で
あ
る
。

皇
極
朝
と
蘇
我
氏
の
祖
先
祭
祀

　
　
　『

日
本
書
紀
』
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
八
月

条
に
は
皇
極
天
皇
に
よ
る
有
名
な
雨
乞
い
祈
祷
の
記
事
が
み
え
る
。
同
年
七
月
に
蘇

我
大
臣
蝦
夷
と
衆
僧
に
よ
る
大
寺
の
南
庭
で
の
仏
教
式
祈
祷
に
よ
る
雨
乞
い
が
失
敗

に
終
わ
っ
た
あ
と
の
記
述
で
あ
り
、
一
定
の
脚
色
が
推
定
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
が
、

皇
極
天
皇
は
南
淵
の
河
上
に
幸
し
跪
い
て
四
方
を
拝
し
天
を
仰
い
で
祈
念
し
た
、
す

る
と
ま
も
な
く
雷
が
鳴
り
大
雨
が
ふ
り
だ
し
五
日
間
の
雨
で
天
下
を
潤
し
た
、
と
い

う
。
こ
の
皇
極
天
皇
は
神
仙
思
想
や
道
教
に
傾
倒
し
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
女
帝
で

あ
る

（
（（
（

。
続
い
て
皇
極
元
年
一
二
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
蘇
我
蝦
夷
は
葛
城
の
高
宮
に

祖
廟
を
立
て
て
八
佾
の
舞
を
行
な
い
、
葛
城
の
今
来
に
大
陵
・
小
陵
と
呼
ぶ
雙
墓
を

造
営
し
た
と
い
う
。
こ
の
祖
廟
を
祭
る
の
は
中
国
風
の
祖
先
祭
祀
で
八
佾
の
舞
は
天

子
の
特
権
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
雙
墓
を
造
営
し
た
と
い
う
記
事
と
と
も
に

蘇
我
氏
の
専
横
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
一
定
の
脚
色
が
推
定
さ

れ
る
が
、
祖
廟
祭
祀
の
よ
う
な
中
国
的
風
習
を
蘇
我
氏
が
先
端
的
に
取
り
入
れ
て
い

た
こ
と
を
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
物
語
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
王
家
の
祖
先
祭
祀
に
つ

い
て
の
記
事
は
こ
れ
ま
で
の
神
話
的
な
も
の
を
除
い
て
は
明
確
で
な
く
、
こ
の
段
階

で
は
ま
だ
必
ず
し
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　皇
位
継
承
が
大
王
家
の
親
族
関
係
の
中
で
行
な
わ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
が
、
外
戚
関
係
の
展
開
な
ど
も
含
め
て
武
力
に
よ
る
親
族
間
の
皇
位
継
承
抗
争

が
絶
え
ず
、
当
時
は
ま
だ
大
王
家
自
体
に
お
け
る
正
統
と
傍
系
を
峻
別
す
る
一
定
の

規
範
的
な
系
譜
関
係
理
念
が
ま
だ
十
分
に
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
天
皇
が
「
皇
祖
の
御
魂
を
祭
る
」
と
い
う
記
事
が
み
え
る
の
は

天
武
紀
一
〇
年
（
六
八
一
）
五
月
己
卯
（
一
一
日
）
条
で
あ
る
。

　皇
極
紀
に
は
続
い
て
、
神
祇
祭
祀
関
係
の
記
事
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が

み
え
る
。
①
皇
極
三
年
（
六
四
四
）
一
月
中
臣
鎌
子
連
を
神
祇
伯
に
任
じ
た
。
神
祇

伯
の
初
出
は
継
体
紀
一
年
二
月
条
で
あ
る
が
人
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん

神
祇
伯
は
後
の
令
制
に
お
け
る
神
祇
官
の
長
官
で
あ
り
そ
の
官
職
名
が
継
体
朝
に
存

在
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
②
皇
極
三
年
七
月
条
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
常

世
神
の
話
が
み
え
る
。
東
国
の
富
士
川
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
大
生
部
多
と
い
う
人

物
が
蚕
に
似
た
蟲
を
常
世
の
神
だ
と
い
っ
て
人
び
と
に
こ
れ
を
祭
る
こ
と
を
勧
め
、

誰
で
も
財
物
を
捨
て
て
こ
れ
を
祭
れ
ば
富
と
長
寿
を
え
ら
れ
る
と
説
い
て
都
鄙
の
人

び
と
を
惑
わ
し
た
。
そ
こ
で
山
城
国
葛
野
の
秦
造
河
勝
が
彼
を
懲
ら
し
め
、
時
の
人

は
「
太
秦
は
神
と
も
神
と
聞
こ
え
来
る
常
世
の
神
を
打
ち
懲
ま
す
も
」
と
歌
っ
た
と

い
う
。
皇
極
四
年
（
六
四
五
年
）
一
月
に
は
伊
勢
大
神
の
記
事
が
み
え
る
。
丘
の
峰

に
ま
た
河
辺
に
そ
し
て
宮
寺
の
間
に
は
る
か
に
見
え
る
不
思
議
な
も
の
が
い
た
。
猴

の
鳴
く
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
た
、
し
か
し
、
近
づ
い
て
み
て
も
そ
の
姿
は
見
え
な
い
、

「
時
人
曰
、
此
是
伊
勢
大
神
之
使
也
」
と
い
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧

本
に
曰
く
と
し
て
、
こ
の
年
に
難
波
京
に
遷
都
す
る
た
め
飛
鳥
の
板
蓋
宮
が
荒
れ
寂

れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
兆
し
で
あ
っ
た
と
い
う
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。

半
島
情
勢
の
緊
迫
化
と
斉
明
朝

　
　
　皇

極
四
年
（
六
四
五
年
）
六
月
の
乙
巳
の
変
、

大
化
の
ク
ー
デ
タ
の
の
ち
の
蘇
我
大
臣
家
に
か
わ
る
権
力
の
所
在
の
不
安
定
性
の
中

に
あ
っ
て
、
孝
徳
天
皇
は
八
月
仏
教
興
隆
の
詔
を
発
す
。
そ
れ
は
蘇
我
大
臣
家
に
か

わ
る
仏
教
に
関
す
る
主
導
権
の
掌
握
の
宣
言
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

（
（（
（

。
し
か
し
、
対

新
羅
を
中
心
と
す
る
半
島
外
交
の
主
役
で
あ
っ
た
蘇
我
大
臣
家
を
失
っ
た
孝
徳
朝
か

ら
斉
明
朝
へ
か
け
て
の
半
島
政
策
は
困
難
化
へ
と
向
か
う
。
高
句
麗
へ
の
攻
撃
を
く

り
か
え
す
唐
と
、
百
済
を
攻
撃
す
る
新
羅
、
そ
の
唐
と
新
羅
の
接
近
と
い
う
情
勢
の

中
で
つ
い
に
六
六
〇
年
唐
と
新
羅
の
両
軍
に
よ
っ
て
百
済
は
滅
亡
し
て
し
ま
う
。
そ

の
間
の
外
交
交
渉
の
不
備
な
ま
ま
で
、
斉
明
と
中
大
兄
の
政
権
は
百
済
救
援
の
半
島

出
兵
を
敢
行
し
あ
え
な
く
白
村
江
で
の
惨
敗
を
ま
ね
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
の
対

外
防
衛
と
内
政
整
備
に
追
わ
れ
た
の
が
天
智
朝
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
孝
徳
・
斉
明
・

天
智
の
六
四
五
年
か
ら
六
七
一
年
の
時
期
に
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
い
う
よ
う
な
画

期
的
な
事
業
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

　た
だ
し
、
斉
明
朝
に
は
神
社
祭
祀
の
歴
史
の
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
記
事
が
あ
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る
。
そ
れ
は
斉
明
五
年
（
六
五
九
年
）
の
「
命
出
雲
国
造
闕
名
修
厳
神
之
宮
」
と
い

う
記
事
で
あ
る
。
出
雲
国
造
に
命
じ
て
厳
か
な
る
神
の
宮
を
修
造
さ
せ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
神
話
的
な
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
記
事
を
除
け
ば
、
神
社
の
修
造
記

事
の
初
見
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
百
済
滅
亡
の
六
〇
〇
年
の
前
年
の
こ
と
で
あ

り
、
唐
が
新
羅
の
王
を
開
府
儀
同
三
司
楽
浪
郡
王
に
任
じ
て
連
携
を
深
め
て
い
く
白

雉
五
年
（
六
五
四
年
）
か
ら
五
年
後
の
こ
と
で
斉
明
即
位
六
五
五
年
の
四
年
後
で
あ

る
。
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
の
中
で
の
出
雲
へ
の
神
社
修
造
の
命
で
あ
る
点
が
注
目
さ

れ
る
。

天
武
朝
以
前

　
　
　い

よ
い
よ
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
確
実
に
成
立
さ
せ
た
と
考
え
ら

れ
る
天
武
朝
の
事
績
の
確
認
の
段
階
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
歴
史
の
中

の
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
に
関
し
て
検
討
し
て
き
た
点
を
い
ま
あ
ら
た
め

て
確
認
し
て
お
く
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
（
）
欽
明
朝
の
段
階
で
は
ま
だ
天

照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
は
存
在
し
な
か
っ
た
。（
（
）
推
古
朝
の
遣
隋
使
派
遣

以
降
の
開
明
化
政
策
と
国
史
編
纂
の
過
程
で
、
王
権
神
話
の
構
想
の
中
核
と
し
て
の

「
日
神
」
祭
祀
の
神
話
が
構
想
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。（
（
）
天
照
大
神
を
は

じ
め
と
す
る
三
貴
神
の
誕
生
と
そ
の
領
有
分
担
の
神
話
の
成
立
は
さ
ら
に
そ
の
推
古

朝
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
自
然
信
仰
的
な
「
日
神
」
の
観
念
が
神
話
的
な
「
天
照
大

神
」
の
神
観
念
に
先
行
し
て
い
た
。（
（
）『
古
事
記
』
の
記
す
須
佐
之
男
命
の
八
俣

遠
呂
智
退
治
の
神
話
の
中
の
箸
の
モ
チ
ー
フ
は
推
古
朝
の
遣
隋
使
派
遣
以
降
の
も
の

で
あ
る
。（
（
）
崇
神
紀
と
垂
仁
紀
が
記
す
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
鎮
座
の
伝
承
が
成

立
し
た
の
は
『
古
事
記
』
の
成
立
以
後
、つ
ま
り
推
古
朝
よ
り
も
そ
れ
以
降
で
あ
る
。

の
ち
に
『
古
事
記
』
と
し
て
撰
進
さ
れ
る
天
武
天
皇
の
勅
語
を
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し

た
「
帝
記
」「
旧
辞
」
の
中
に
は
崇
神
朝
と
垂
仁
朝
に
お
け
る
天
照
大
神
の
伊
勢
へ

の
鎮
座
伝
承
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

壬
申
の
乱
と
そ
の
神
話
的
投
影

　
　
　前

述
の
よ
う
に
神
武
東
征
の
物
語
は
神
話
と

歴
史
の
中
間
領
域
に
位
置
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神
武
東
征
の
物
語
は
、
以
下
の
①

か
ら
⑤
の
部
分
か
ら
な
る
。
①
日
向
国
を
出
発
し
て
筑
紫
国
、
安
芸
国
、
吉
備
国
を

経
て
難
波
に
至
る
、
②
難
波
、
河
内
か
ら
大
和
に
入
ろ
う
と
し
て
長
髄
彦
と
の
孔
舎

衛
の
戦
い
に
失
敗
し
、
西
か
ら
東
へ
と
い
う
太
陽
に
向
か
う
戦
い
の
方
角
を
変
え
て

南
方
の
紀
州
へ
と
転
戦
す
る
。
③
紀
州
の
熊
野
か
ら
内
陸
の
険
峻
な
道
を
進
み
大
和

東
部
の
山
地
へ
と
至
る
。
④
そ
の
大
和
東
部
の
高
原
地
帯
で
攻
略
戦
を
展
開
す
る
。

⑤
大
和
盆
地
を
平
定
し
て
畝
傍
山
の
東
南
の
橿
原
の
地
に
帝
宅
を
定
め
て
辛
酉
の
年

の
正
月
に
初
代
の
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。

　こ
の
う
ち
、
物
語
と
し
て
の
具
体
性
が
豊
富
に
見
出
せ
る
の
が
④
の
部
分
で
あ

る
。
津
田
左
右
吉
氏
の
指
摘
以
来
、
こ
の
神
武
東
征
の
物
語
が
何
ら
か
の
史
実
に
も

と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
天
孫
降
臨
に
つ
づ
く
一
つ
の
神
話
に
す
ぎ
ず
、
④
の
部
分

の
具
体
性
に
し
て
も
神
異
の
話
や
地
名
説
話
や
歌
物
語
な
ど
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
と

す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
さ
れ
る
の
は
④
の
部
分
の
記
事
に
は
、

単
な
る
机
上
で
構
想
さ
れ
た
空
論
と
い
う
よ
り
も
そ
の
素
材
と
な
っ
た
も
の
と
し
て

壬
申
の
乱
に
お
け
る
事
件
の
反
映
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
④
の

部
分
の
物
語
を
構
成
す
る
小
さ
な
部
分
に
少
な
く
と
も
次
の
（
点
は
壬
申
の
乱
に
お

け
る
事
件
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

　（
（
）
重
要
地
点
と
し
て
の
墨
坂
。
現
在
の
榛
原
町
の
西
部
の
坂
で
大
和
盆
地
と

大
和
高
原
そ
し
て
伊
勢
と
を
結
ぶ
要
路
上
に
位
置
す
る
要
点
で
あ
る
。
壬
申
の
乱
で

は
、
天
武
元
年
（
六
七
二
年
）
七
月
四
日
に
将
軍
の
大
伴
吹
負
が
近
江
軍
の
大
野
果

安
と
の
乃
楽
山
の
戦
い
に
敗
れ
て
墨
坂
ま
で
敗
走
し
た
が
、
そ
こ
で
置
始
連
菟
の
軍

と
出
会
い
そ
の
後
の
反
撃
に
成
功
す
る
。
ま
た
置
始
連
菟
の
軍
は
三
輪
君
高
市
麻
呂

の
軍
と
と
も
に
箸
墓
の
戦
い
で
近
江
軍
を
敗
走
さ
せ
大
和
の
戦
線
を
勝
利
に
導
く
。

一
方
、
神
武
東
征
の
物
語
で
は
、
神
武
の
軍
は
長
髄
彦
の
軍
と
の
孔
舎
衛
の
戦
い
で

兄
の
五
瀬
命
の
肱
脛
に
流
矢
が
あ
た
る
な
ど
し
て
破
れ
、
紀
州
熊
野
方
面
へ
と
転
戦

し
山
中
の
険
峻
な
行
路
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
頭
八
咫
烏
の
道
案
内
で
莵
田
縣
に
至

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
後
、
大
和
盆
地
へ
と
進
軍
す
る
に
際
し
て
、
女
坂
に
女

軍
を
男
坂
に
男
軍
を
お
き
、
墨
坂
の

炭
を
置
い
て
決
戦
に
そ
な
え
た
と
い
う
。
な

お
、
こ
の
墨
坂
は
崇
神
紀
に
お
い
て
も
大
和
の
防
御
の
た
め
の
枢
要
な
地
点
と
さ
れ
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て
お
り
、
崇
神
天
皇
に
赤
盾
八
枚
、
赤
矛
八
竿
を
も
っ
て
墨
坂
神
を
祭
れ
、
黒
盾
八

枚
、
黒
矛
八
竿
を
も
っ
て
大
坂
神
を
祠
れ
と
の
夢
告
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
ま
も
な
く
武
埴
安
彦
の
謀
反
が
あ
り
那
羅
山
が
主
戦
場
と
な
っ
て
い
る
。

　（
（
）
苦
戦
の
中
で
の
託
宣
。
壬
申
の
乱
で
は
、
大
和
方
面
で
の
苦
戦
の
中
で
、

高
市
県
主
許
梅
に
神
が
か
り
し
て
「
吾
は
高
市
に
居
る
名
は
事
代
主
神
な
り
。
又
身

狭
社
に
居
る
名
は
生
霊
神
な
り
」
と
い
い｢

神
日
本
磐
余
彦
天
皇
の
陵
に
馬
及
び

種
々
の
兵
器
を
奉
れ
」
と
い
う
託
宣
が
あ
り
、
そ
の
教
え
の
通
り
に
し
て
戦
況
が
好

転
し
た
と
い
う
。
こ
の
神
武
天
皇
陵
へ
の
兵
器
の
奉
献
と
い
う
記
事
は
神
武
紀
自
体

が
天
武
の
構
想
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
一
方
、
そ
の
神
武
東
征
の

物
語
で
は
熊
野
の
山
中
で
苦
戦
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
高
倉
下
と
い
う
人
物
に
夢
告
が

あ
り
、
天
照
大
神
の
指
示
で
武
甕
雷
神
が
国
を
平
定
し
た
と
き
の
韴

ふ
つ
の
み
た
ま

霊
と
呼
ぶ
劔
を

高
倉
下
の
庫
の
中
に
授
け
置
く
の
で
そ
れ
を
取
っ
て
天
孫
に
奉
れ
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。『
古
事
記
』
の
記
事
で
は
天
照
大
神
と
高
木
神
の
指
示
と
な
っ
て
お
り
、
劔
は

横
刀
と
な
っ
て
い
る
が
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

　（
（
）
大
伴
氏
と
来
目
部
の
奮
戦
。
壬
申
の
乱
で
は
大
和
方
面
の
主
な
将
軍
は
大

伴
吹
負
で
あ
り
、
乃
楽
山
の
敗
戦
の
あ
と
置
始
連
菟
ら
伊
勢
か
ら
の
増
援
軍
に
よ
っ

て
劣
勢
を
挽
回
し
、
葦
池
の
側
の
戦
い
で
近
江
側
の
壹
伎
史
韓
国
の
軍
と
戦
っ
た
と

き
そ
の
奮
戦
ぶ
り
が
目
立
っ
た
の
が
久
目
と
い
う
勇
士
で
あ
っ
た
。
一
方
、
神
武
東

征
の
物
語
で
は
、
熊
野
の
険
峻
な
山
道
を
頭
八
咫
烏
の
向
か
う
方
向
へ
と
大
伴
氏
遠

祖
日
臣
命
が
大
来
目
を
率
い
て
進
軍
し
て
大
和
の
莵
田
縣
へ
と
至
り
、
そ
の
功
績
に

よ
り
日
臣
命
は
道
臣
命
の
名
を
賜
わ
る
。
そ
の
後
も
大
伴
道
臣
命
は
大
来
目
部
を
率

い
て
奮
戦
し
、
そ
の
展
開
の
中
で
歌
わ
れ
た
「
撃
ち
て
し
や
ま
む
」
の
歌
を
来
目
歌

と
い
う
。
な
お
、
こ
の
物
語
に
は
軍
事
的
な
供
造
系
の
氏
族
で
あ
る
大
伴
連
や
久
米

直
ま
た
そ
の
伴
と
し
て
の
久
米
部
の
歴
史
伝
承
か
ら
の
反
映
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　（
（
）
神
風
の
伊
勢
。
壬
申
の
乱
で
は
、
天
武
天
皇
は
天
武
元
年
（
六
七
二
年
）

六
月
丙
戌
（
二
六
日
）
に
伊
勢
国
の
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
で
天
照
大
神
を
望
拝
し

た
と
あ
り
、
戦
勝
の
の
ち
大
来
皇
女
を
泊
瀬
の
斎
宮
を
経
て
伊
勢
神
宮
へ
と
奉
祀
さ

せ
て
い
る
。
そ
し
て
『
万
葉
集
』
巻
二
（（（
の
有
名
な
柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
へ
の

挽
歌
で
は
、

「
渡
會
の

　斎
の
宮
ゆ

　神
風
に

　い
吹
き
惑
は
し

　天
雲
を

　日
の
目
も
見

せ
ず

　常
闇
に

　覆
ひ
給
ひ
て

　定
め
て
し

　瑞
穂
の
国
を

　神
な
が
ら

　太

敷
き
ま
し
て

　や
す
み
し
し

　わ
ご
大
王
の

　
　天

の
下
」

と
歌
わ
れ
て
お
り
、
神
風
の
伊
勢
と
い
う
の
は
軍
事
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
武
東
征
の
物
語
で
も
前
述
の
よ
う
に
大
伴

道
臣
命
と
大
来
目
部
ら
の
出
陣
に
あ
た
っ
て
、「
撃
ち
て
し
や
ま
む
」
の
フ
レ
ー
ズ

で
知
ら
れ
る
久
米
歌
で
そ
の
神
風
の
伊
勢
の
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
神
風
の

　伊
勢
の
海
の

　大
石
に
や

　い
這
ひ
廻
る

　細
螺
の

　細
螺
の

　

吾
子
よ

　吾
子
よ

　細
螺
の

　い
這
ひ
廻
り

　撃
ち
て
し
や
ま
む

　撃
ち
て
し

や
ま
む
」

の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
風
の
伊
勢
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
垂
仁
紀
の
倭
姫

命
に
よ
る
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
鎮
座
の
物
語
の
中
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

天
照
大
神
の
「
是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
な
り
。
傍
国
の

可
怜
し
国
な
り
。
是
の
国
に
居
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
託
宣
で
あ
る
。
ま
た
、
常
世

の
浪
の
常
世
と
い
う
文
言
は
、
神
武
東
征
の
物
語
の
中
に
も
み
ら
れ
、
熊
野
の
海
岸

で
の
苦
戦
の
中
で
神
武
の
兄
の
三
毛
入
野
命
が
母
と
姨
の
も
と
へ
と
い
っ
て
常
世
郷

に
往
っ
た
と
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
部
分
的
な
共
通
か
ら
み
て
、
神
武
東
征
の
物
語
の
、
④
大
和
の
部
分
、

の
記
述
に
つ
い
て
は
、
壬
申
の
乱
か
ら
の
一
定
の
反
映
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

天
照
大
神
の
伊
勢
鎮
座
伝
承

　
　
　垂

仁
紀
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
垂
仁
二
五
年
三

月
一
〇
日
に
天
照
大
神
を
豊
耜
入
姫
命
か
ら
離
し
て
倭
姫
命
に
託
け
、
大
神
の
鎮
座

地
を
求
め
て
菟う

だ田
の
筱さ

さ
は
た幡

に
詣
り
、
そ
こ
か
ら
還
っ
て
近
江
国
に
入
り
、
東
方
の
美

濃
国
を
め
ぐ
り
伊
勢
国
へ
と
到
っ
た
と
い
う
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
鎮
座
の
物
語
が
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て
お
り
、
崇
神
天
皇
に
赤
盾
八
枚
、
赤
矛
八
竿
を
も
っ
て
墨
坂
神
を
祭
れ
、
黒
盾
八

枚
、
黒
矛
八
竿
を
も
っ
て
大
坂
神
を
祠
れ
と
の
夢
告
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
ま
も
な
く
武
埴
安
彦
の
謀
反
が
あ
り
那
羅
山
が
主
戦
場
と
な
っ
て
い
る
。

　（
（
）
苦
戦
の
中
で
の
託
宣
。
壬
申
の
乱
で
は
、
大
和
方
面
で
の
苦
戦
の
中
で
、

高
市
県
主
許
梅
に
神
が
か
り
し
て
「
吾
は
高
市
に
居
る
名
は
事
代
主
神
な
り
。
又
身

狭
社
に
居
る
名
は
生
霊
神
な
り
」
と
い
い｢

神
日
本
磐
余
彦
天
皇
の
陵
に
馬
及
び

種
々
の
兵
器
を
奉
れ
」
と
い
う
託
宣
が
あ
り
、
そ
の
教
え
の
通
り
に
し
て
戦
況
が
好

転
し
た
と
い
う
。
こ
の
神
武
天
皇
陵
へ
の
兵
器
の
奉
献
と
い
う
記
事
は
神
武
紀
自
体

が
天
武
の
構
想
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
一
方
、
そ
の
神
武
東
征
の

物
語
で
は
熊
野
の
山
中
で
苦
戦
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
高
倉
下
と
い
う
人
物
に
夢
告
が

あ
り
、
天
照
大
神
の
指
示
で
武
甕
雷
神
が
国
を
平
定
し
た
と
き
の
韴

ふ
つ
の
み
た
ま

霊
と
呼
ぶ
劔
を

高
倉
下
の
庫
の
中
に
授
け
置
く
の
で
そ
れ
を
取
っ
て
天
孫
に
奉
れ
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。『
古
事
記
』
の
記
事
で
は
天
照
大
神
と
高
木
神
の
指
示
と
な
っ
て
お
り
、
劔
は

横
刀
と
な
っ
て
い
る
が
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

　（
（
）
大
伴
氏
と
来
目
部
の
奮
戦
。
壬
申
の
乱
で
は
大
和
方
面
の
主
な
将
軍
は
大

伴
吹
負
で
あ
り
、
乃
楽
山
の
敗
戦
の
あ
と
置
始
連
菟
ら
伊
勢
か
ら
の
増
援
軍
に
よ
っ

て
劣
勢
を
挽
回
し
、
葦
池
の
側
の
戦
い
で
近
江
側
の
壹
伎
史
韓
国
の
軍
と
戦
っ
た
と

き
そ
の
奮
戦
ぶ
り
が
目
立
っ
た
の
が
久
目
と
い
う
勇
士
で
あ
っ
た
。
一
方
、
神
武
東

征
の
物
語
で
は
、
熊
野
の
険
峻
な
山
道
を
頭
八
咫
烏
の
向
か
う
方
向
へ
と
大
伴
氏
遠

祖
日
臣
命
が
大
来
目
を
率
い
て
進
軍
し
て
大
和
の
莵
田
縣
へ
と
至
り
、
そ
の
功
績
に

よ
り
日
臣
命
は
道
臣
命
の
名
を
賜
わ
る
。
そ
の
後
も
大
伴
道
臣
命
は
大
来
目
部
を
率

い
て
奮
戦
し
、
そ
の
展
開
の
中
で
歌
わ
れ
た
「
撃
ち
て
し
や
ま
む
」
の
歌
を
来
目
歌

と
い
う
。
な
お
、
こ
の
物
語
に
は
軍
事
的
な
供
造
系
の
氏
族
で
あ
る
大
伴
連
や
久
米

直
ま
た
そ
の
伴
と
し
て
の
久
米
部
の
歴
史
伝
承
か
ら
の
反
映
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　（
（
）
神
風
の
伊
勢
。
壬
申
の
乱
で
は
、
天
武
天
皇
は
天
武
元
年
（
六
七
二
年
）

六
月
丙
戌
（
二
六
日
）
に
伊
勢
国
の
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
で
天
照
大
神
を
望
拝
し

た
と
あ
り
、
戦
勝
の
の
ち
大
来
皇
女
を
泊
瀬
の
斎
宮
を
経
て
伊
勢
神
宮
へ
と
奉
祀
さ

せ
て
い
る
。
そ
し
て
『
万
葉
集
』
巻
二
（（（
の
有
名
な
柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
へ
の

挽
歌
で
は
、

「
渡
會
の

　斎
の
宮
ゆ

　神
風
に

　い
吹
き
惑
は
し

　天
雲
を

　日
の
目
も
見

せ
ず

　常
闇
に

　覆
ひ
給
ひ
て

　定
め
て
し

　瑞
穂
の
国
を

　神
な
が
ら

　太

敷
き
ま
し
て

　や
す
み
し
し

　わ
ご
大
王
の

　
　天

の
下
」

と
歌
わ
れ
て
お
り
、
神
風
の
伊
勢
と
い
う
の
は
軍
事
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
武
東
征
の
物
語
で
も
前
述
の
よ
う
に
大
伴

道
臣
命
と
大
来
目
部
ら
の
出
陣
に
あ
た
っ
て
、「
撃
ち
て
し
や
ま
む
」
の
フ
レ
ー
ズ

で
知
ら
れ
る
久
米
歌
で
そ
の
神
風
の
伊
勢
の
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
神
風
の

　伊
勢
の
海
の

　大
石
に
や

　い
這
ひ
廻
る

　細
螺
の

　細
螺
の

　

吾
子
よ

　吾
子
よ

　細
螺
の

　い
這
ひ
廻
り

　撃
ち
て
し
や
ま
む

　撃
ち
て
し

や
ま
む
」

の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
風
の
伊
勢
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
垂
仁
紀
の
倭
姫

命
に
よ
る
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
鎮
座
の
物
語
の
中
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

天
照
大
神
の
「
是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
な
り
。
傍
国
の

可
怜
し
国
な
り
。
是
の
国
に
居
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
託
宣
で
あ
る
。
ま
た
、
常
世

の
浪
の
常
世
と
い
う
文
言
は
、
神
武
東
征
の
物
語
の
中
に
も
み
ら
れ
、
熊
野
の
海
岸

で
の
苦
戦
の
中
で
神
武
の
兄
の
三
毛
入
野
命
が
母
と
姨
の
も
と
へ
と
い
っ
て
常
世
郷

に
往
っ
た
と
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
部
分
的
な
共
通
か
ら
み
て
、
神
武
東
征
の
物
語
の
、
④
大
和
の
部
分
、

の
記
述
に
つ
い
て
は
、
壬
申
の
乱
か
ら
の
一
定
の
反
映
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

天
照
大
神
の
伊
勢
鎮
座
伝
承

　
　
　垂

仁
紀
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
垂
仁
二
五
年
三

月
一
〇
日
に
天
照
大
神
を
豊
耜
入
姫
命
か
ら
離
し
て
倭
姫
命
に
託
け
、
大
神
の
鎮
座

地
を
求
め
て
菟う

だ田
の
筱さ

さ
は
た幡

に
詣
り
、
そ
こ
か
ら
還
っ
て
近
江
国
に
入
り
、
東
方
の
美

濃
国
を
め
ぐ
り
伊
勢
国
へ
と
到
っ
た
と
い
う
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
鎮
座
の
物
語
が
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記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
和
の
菟
田
か
ら
近
江
へ
、
美
濃
へ
、
伊
勢
へ
と
い
う
行
路

は
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
の
移
動
行
路
の
関
連
地
で
あ
る
。

大
海
人
皇
子
（
天
武
）
は
吉
野
を
発
ち
菟
田
を
経
て
伊
賀
駅
家
を
過
ぎ
て
積
殖
山
口

つ
ま
り
現
在
の
柘
植
の
辺
り
で
、
近
江
朝
廷
か
ら
脱
出
し
て
甲
賀
を
経
て
や
っ
て
き

た
高
市
皇
子
と
合
流
す
る
。
そ
し
て
、
伊
勢
の
鈴
鹿
を
経
て
桑
名
郡
家
に
到
着
す
る

が
、
そ
の
前
に
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
て
天
照
大
神
を
望
拝
し
た
と
い
う
。
そ
の

直
後
、
大
津
皇
子
の
到
着
と
不
破
道
の
防
塞
の
成
功
の
吉
報
が
入
り
、
つ
づ
い
て
高

市
皇
子
を
中
心
と
す
る
戦
闘
体
制
が
整
え
ら
れ
て
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
は
野
上
行

宮
を
拠
点
と
す
る
。
そ
し
て
、
近
江
戦
線
と
大
和
戦
線
の
両
者
で
の
勝
利
を
お
さ
め

た
天
武
は
野
上
行
宮
つ
ま
り
美
濃
の
不
破
宮
を
発
ち
、
伊
勢
の
桑
名
に
宿
り
鈴
鹿
に

宿
り
阿
閉
に
宿
り
名
張
に
宿
り
大
和
の
倭
京
へ
と
帰
還
す
る
。

　大
和
か
ら
伊
勢
へ
の
行
路
は
基
本
的
に
は
単
純
で
、
現
在
の
地
名
で
い
え
ば
奈
良

県
宇
陀
郡
榛
原
町
か
ら
御
杖
村
、
三
重
県
飯
南
郡
飯
南
町
、
多
気
郡
多
気
町
を
経
て

伊
勢
に
至
る
い
わ
ゆ
る
伊
勢
街
道
を
東
進
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
大
神
鎮
座
の
神

話
に
は
そ
れ
な
り
の
構
成
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
語
ら
れ
て
い
る
の
が
近
江
へ

の
迂
回
で
あ
り
、
美
濃
へ
の
迂
回
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ま
み
た
よ
う
な
壬
申
の
乱
に

お
け
る
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
の
行
路
と
と
も
に
開
戦
準
備
か
ら
近
江
戦
線
で
の
中

心
人
物
で
も
あ
っ
た
高
市
皇
子
の
行
路
を
も
加
え
た
も
の
、
そ
し
て
戦
勝
後
の
一
同

の
帰
還
に
深
く
か
か
わ
る
行
路
で
あ
る
。
こ
の
垂
仁
紀
に
記
す
天
照
大
神
の
大
和
か

ら
伊
勢
へ
の
移
動
の
過
程
で
の
近
江
と
美
濃
へ
の
迂
回
に
は
壬
申
の
乱
の
展
開
か
ら

の
反
映
が
色
濃
く
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

天
武
天
皇
と
神
祇
祭
祀

　
　
　天

武
天
皇
の
王
権
は
壬
申
の
乱
の
勝
利
に
よ
っ
て
強

力
な
政
治
権
力
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
人
物
と
し
て
の
天
武
天
皇
が
大
海
人

皇
子
の
時
代
か
ら
そ
れ
ほ
ど
の
政
治
力
や
軍
事
指
導
力
を
有
す
る
人
物
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
点
に
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
天
智
朝
ま
で
政
治
の
舞
台
で
そ
の

名
前
は
み
え
な
い
し
、
壬
申
の
乱
と
そ
の
勝
利
に
し
て
も
追
い
詰
め
ら
れ
た
結
果
の

吉
野
へ
ま
た
吉
野
か
ら
の
逃
亡
の
過
程
で
の
幸
運
な
展
開
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ

る
。
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
の
人
物
像
を
よ
く
物
語
る
の
は
、
伊
勢
の
桑
名
郡
家
に

滞
在
し
た
ま
ま
の
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
に
対
し
て
、
美
濃
の
野
上
行
宮
へ
移
動
し

て
指
揮
を
と
る
よ
う
に
要
請
し
た
の
も
、
ま
た
近
江
朝
廷
側
が
東
国
の
軍
兵
を
集
め

て
い
る
と
の
情
報
を
得
て
動
揺
す
る
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
に
対
し
て
毅
然
と
奮
戦

勝
利
を
宣
言
し
た
の
も
、
い
ず
れ
も
高
市
皇
子
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
戦

略
的
に
も
胆
力
の
上
で
も
高
市
皇
子
の
能
力
を
も
っ
て
『
日
本
書
紀
』
は
優
れ
た
も

の
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
目
立
つ
の
は
大
海
人
皇
子
（
天

武
）
の
卜
筮
や
祈
祷
へ
の
関
心
の
強
さ
で
あ
る
。
伊
賀
の
隠
駅
家
を
過
ぎ
て
横
河
に

至
り
そ
こ
で
怪
し
い
黒
雲
が
横
た
わ
っ
た
と
き
、
自
ら
栻

ち
ょ
く

を
と
っ
て
占
い
「
天
下
両

分
の
祥
な
り
。
然
し
て
朕
遂
に
天
下
を
得
む
か
」
と
い
っ
た
と
い
い
、
ま
た
前
述
の

よ
う
に
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
て
天
照
大
神
を
望
拝
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
卜
占

や
祈
祷
に
傾
倒
す
る
人
物
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
即
位
の
後
に
も

政
治
的
、
法
制
的
な
諸
制
度
の
整
備
に
向
け
た
施
策
と
と
も
に
宗
教
的
、
儀
礼
的
な

諸
制
度
の
整
備
に
向
け
た
施
策
の
数
々
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
宗
教
的
、
儀
礼
的

な
諸
制
度
の
整
備
に
関
す
る
施
策
と
は
表
（
に
み
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
異
常

に
多
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
天
武
の
一
連
の
熱
心
な
宗
教
的
な
施
策
の
中
に

伊
勢
神
宮
の
奉
祭
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　そ
こ
で
伊
勢
神
宮
の
奉
祭
に
関
す
る
記
事
を
整
理
し
て
み
る
と
以
下
の
諸
点
が
指

摘
で
き
る
。（
（
）
壬
申
の
乱
の
記
述
の
中
で
『
日
本
書
紀
』
は
大
海
人
皇
子
（
天
武
）

が
そ
の
元
年
（
六
七
二
年
）
六
月
丙
戌
（
二
六
日
）
早
旦
に
伊
勢
国
「
朝
明
郡
の
迹

太
川
の
辺
に
し
て
天
照
太
神
を
望
拝
み
た
ま
ふ
」
と
記
し
て
お
り
、こ
の
部
分
は
『
釈

日
本
紀
』
所
引
の
『
私
記
』
の
引
く
『
安
斗
智
徳
日
記
』
に
は
「
廿
六
日
辰
時
、
於

朝
明
郡
迹
太
川
上
而
拝
礼
天
照
大
神
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
伊
勢
の
神
宮

へ
向
か
っ
て
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
望
拝
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
時
点
で
天
照
大
神
は
い
ず
れ
か
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
は
り
伊

勢
の
神
宮
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
た
だ
前
述
の
よ
う
に
、
稗
田
阿
礼
が
誦
習

し
た
天
武
天
皇
の
勅
語
の
「
帝
記
」「
旧
辞
」
の
中
に
は
崇
神
朝
と
垂
仁
朝
に
お
け
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る
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
鎮
座
伝
承
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
い

う
点
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
想
定
で
き
る
の
は
、

天
照
大
神
は
そ
の
時
点
で
は
す
で
に
大
和
か
ら
伊
勢
へ
と
遷
座
さ
れ
て
い
た
が
、
垂

仁
紀
の
語
る
よ
う
な
近
江
と
美
濃
へ
の
迂
回
を
と
も
な
う
遷
座
伝
承
は
ま
だ
存
在
せ

ず
、
そ
れ
は
こ
の
壬
申
の
乱
の
さ
ら
に
後
の
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
段
階
で
構
想
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
し
か
し
、
御
杖
代
と
し
て
の
皇
女
の
存

在
が
必
要
な
天
照
大
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
皇
女
の
存
在
が
想
定
で
き

な
い
六
七
二
年
当
時
、
そ
の
社
殿
の
存
在
自
体
に
疑
問
が
残
る
。『
安
斗
智
徳
日
記
』

も
後
世
の
『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
『
私
記
』
の
引
く
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
史
料
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
わ
り
く
ど
い
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
要
す
る

に
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
お
け
る
天
照
太
神
の
望
拝
の

記
事
自
体
が
事
実
で
は
な
く
戦
時
下
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
一
定
の
演
出
や
脚
色

に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　（
（
）
天
武
二
年
（
六
七
三
）
四
月
丙
辰
（
一
四
日
）
に
大
来
皇
女
を
伊
勢
の
天

照
太
神
宮
に
遣
わ
し
て
天
照
大
神
の
そ
ば
近
く
奉
祭
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
ま
ず
は
泊

瀬
の
斎
宮
に
居
ら
し
め
た
が
、
そ
こ
は
皇
女
が
身
を
清
め
て
次
第
に
神
に
近
づ
く
所

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
お
よ
そ
一
年
半
が
経
過
し
た
天
武
三
年
（
六
七
四
）

一
〇
月
乙
酉
（
九
日
）
に
い
よ
い
よ
大
来
皇
女
は
泊
瀬
の
斎
宮
か
ら
伊
勢
の
神
宮
に

向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
大
来
皇
女
は
大
伯
皇
女
と
も
記
さ
れ
、
天
智
の
皇
女
で
あ
る

大
田
皇
女
と
天
武
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
皇
女
で
、
大
津
皇
子
の
同
母
姉
で
あ

る
。
天
武
の
皇
女
の
中
で
は
重
要
な
役
割
を
託
す
こ
と
の
で
き
る
第
一
人
者
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。（
（
）
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
二
月
丁
亥
（
一
三
日
）
に
は

十
市
皇
女
と
阿
閉
皇
女
が
伊
勢
神
宮
へ
と
参
向
し
て
い
る
。
十
市
皇
女
は
天
武
と
額

田
王
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
女
で
、
阿
閉
皇
女
は
天
智
の
皇
女
で
草
壁
皇
子
の
妃
で
あ

り
後
に
元
明
天
皇
と
な
る
皇
女
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
伊
勢
神
宮
へ
の
参
向
は
斎
宮

と
し
て
で
は
な
く
参
拝
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
て
重
ね
て
複

数
の
皇
女
を
参
拝
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
天
武
が
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。（
（
）
天
武
七
年
（
六
七
八
年
）
一
月
の
春
に
は

天
神
地
祇
を
祭
る
た
め
に
天
下
こ
と
ご
と
く
に
祓
禊
が
行
な
わ
れ
、
斎
宮
が
倉
梯
川

の
川
上
に
建
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
同
四
月
癸
巳
（
七
日
）
の
早
暁
に
斎
宮
へ
と
出
発

す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
十
市
皇
女
が
急
に
発
病
し
て
宮
中
で
死
亡
し
て
し
ま
っ
た

た
め
に
行
幸
は
中
止
と
な
り
、
神
祇
を
祭
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の

斎
宮
は
伊
勢
神
宮
の
斎
宮
と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
十
市
皇
女

の
事
件
と
い
う
の
は
前
述
の
よ
う
に
垂
仁
紀
に
み
え
る
日
本
大
国
魂
神
の
祭
祀
に
当

た
る
こ
と
が
身
体
の
不
調
で
叶
わ
な
か
っ
た
淳
名
城
入
姫
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。（
（
）
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
五
月
己
卯
（
一
一
日
）
に
皇
祖

の
御
魂
を
祭
る
と
い
う
記
事
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
歴
代
の
天
皇
の
御
魂
を
祭
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
皇
祖
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
の
天
照
大
神
の
祭
祀
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。（
（
）
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
四
月
丙
申
（
二
七

日
）
に
多
紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川
夫
人
を
伊
勢
神
宮
に
遣
わ
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
天
武
天
皇
の
病
気
平
癒
の
祈
願
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　つ
ま
り
、
天
武
の
神
祇
祭
祀
は
、
伊
勢
神
宮
に
の
み
集
中
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

一
連
の
宗
教
的
な
施
策
の
一
環
で
あ
り
、
し
か
も
斎
宮
も
伊
勢
神
宮
に
限
ら
ず
全
国

の
天
神
地
祇
の
祭
祀
や
皇
祖
の
御
魂
の
祭
祀
な
ど
も
併
行
し
て
整
備
さ
れ
て
い
き
つ

つ
あ
っ
た
段
階
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
伊
勢
神
宮
へ
の
信
仰
も
壬
申
の
乱
に
向
か
う

と
き
の
戦
勝
祈
願
か
ら
晩
年
の
病
気
平
癒
祈
願
ま
で
非
常
に
現
世
利
益
的
な
内
容
の

信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　な
お
、
天
武
朝
の
神
祇
祭
祀
的
な
儀
礼
整
備
と
し
て
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の

が
、
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
と
い
う
天
皇
霊
を
め
ぐ
る
祭
祀
儀
礼
の
整
備
と
、
広
瀬
の
大

忌
神
祭
と
竜
田
の
風
神
祭
と
い
う
稲
作
豊
穣
祈
願
を
め
ぐ
る
祭
祀
儀
礼
の
整
備
、
と

い
う
二
つ
の
事
業
で
あ
る
。
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
に
つ
い
て
は
天
皇
霊
の
更
新
と
継
承

と
い
う
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
が
、

広
瀬
・
竜
田
の
祭
礼
は
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
の
四
月
の
記
事
を
初
見
と
し
て
以

後
は
神
祇
令
に
規
定
す
る
よ
う
に
孟
夏
四
月
と
孟
秋
七
月
の
年
二
回
行
な
う
の
が
恒
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る
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
鎮
座
伝
承
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
い

う
点
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
想
定
で
き
る
の
は
、

天
照
大
神
は
そ
の
時
点
で
は
す
で
に
大
和
か
ら
伊
勢
へ
と
遷
座
さ
れ
て
い
た
が
、
垂

仁
紀
の
語
る
よ
う
な
近
江
と
美
濃
へ
の
迂
回
を
と
も
な
う
遷
座
伝
承
は
ま
だ
存
在
せ

ず
、
そ
れ
は
こ
の
壬
申
の
乱
の
さ
ら
に
後
の
『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
段
階
で
構
想
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
し
か
し
、
御
杖
代
と
し
て
の
皇
女
の
存

在
が
必
要
な
天
照
大
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
皇
女
の
存
在
が
想
定
で
き

な
い
六
七
二
年
当
時
、
そ
の
社
殿
の
存
在
自
体
に
疑
問
が
残
る
。『
安
斗
智
徳
日
記
』

も
後
世
の
『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
『
私
記
』
の
引
く
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
史
料
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
わ
り
く
ど
い
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
要
す
る

に
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
お
け
る
天
照
太
神
の
望
拝
の

記
事
自
体
が
事
実
で
は
な
く
戦
時
下
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
一
定
の
演
出
や
脚
色

に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　（
（
）
天
武
二
年
（
六
七
三
）
四
月
丙
辰
（
一
四
日
）
に
大
来
皇
女
を
伊
勢
の
天

照
太
神
宮
に
遣
わ
し
て
天
照
大
神
の
そ
ば
近
く
奉
祭
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
ま
ず
は
泊

瀬
の
斎
宮
に
居
ら
し
め
た
が
、
そ
こ
は
皇
女
が
身
を
清
め
て
次
第
に
神
に
近
づ
く
所

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
お
よ
そ
一
年
半
が
経
過
し
た
天
武
三
年
（
六
七
四
）

一
〇
月
乙
酉
（
九
日
）
に
い
よ
い
よ
大
来
皇
女
は
泊
瀬
の
斎
宮
か
ら
伊
勢
の
神
宮
に

向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
大
来
皇
女
は
大
伯
皇
女
と
も
記
さ
れ
、
天
智
の
皇
女
で
あ
る

大
田
皇
女
と
天
武
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
皇
女
で
、
大
津
皇
子
の
同
母
姉
で
あ

る
。
天
武
の
皇
女
の
中
で
は
重
要
な
役
割
を
託
す
こ
と
の
で
き
る
第
一
人
者
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。（
（
）
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
二
月
丁
亥
（
一
三
日
）
に
は

十
市
皇
女
と
阿
閉
皇
女
が
伊
勢
神
宮
へ
と
参
向
し
て
い
る
。
十
市
皇
女
は
天
武
と
額

田
王
の
間
に
生
ま
れ
た
皇
女
で
、
阿
閉
皇
女
は
天
智
の
皇
女
で
草
壁
皇
子
の
妃
で
あ

り
後
に
元
明
天
皇
と
な
る
皇
女
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
伊
勢
神
宮
へ
の
参
向
は
斎
宮

と
し
て
で
は
な
く
参
拝
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
て
重
ね
て
複

数
の
皇
女
を
参
拝
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
天
武
が
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
重
視

し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。（
（
）
天
武
七
年
（
六
七
八
年
）
一
月
の
春
に
は

天
神
地
祇
を
祭
る
た
め
に
天
下
こ
と
ご
と
く
に
祓
禊
が
行
な
わ
れ
、
斎
宮
が
倉
梯
川

の
川
上
に
建
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
同
四
月
癸
巳
（
七
日
）
の
早
暁
に
斎
宮
へ
と
出
発

す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
十
市
皇
女
が
急
に
発
病
し
て
宮
中
で
死
亡
し
て
し
ま
っ
た

た
め
に
行
幸
は
中
止
と
な
り
、
神
祇
を
祭
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の

斎
宮
は
伊
勢
神
宮
の
斎
宮
と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
十
市
皇
女

の
事
件
と
い
う
の
は
前
述
の
よ
う
に
垂
仁
紀
に
み
え
る
日
本
大
国
魂
神
の
祭
祀
に
当

た
る
こ
と
が
身
体
の
不
調
で
叶
わ
な
か
っ
た
淳
名
城
入
姫
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。（
（
）
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
五
月
己
卯
（
一
一
日
）
に
皇
祖

の
御
魂
を
祭
る
と
い
う
記
事
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
歴
代
の
天
皇
の
御
魂
を
祭
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
皇
祖
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
の
天
照
大
神
の
祭
祀
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。（
（
）
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
四
月
丙
申
（
二
七

日
）
に
多
紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川
夫
人
を
伊
勢
神
宮
に
遣
わ
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
天
武
天
皇
の
病
気
平
癒
の
祈
願
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　つ
ま
り
、
天
武
の
神
祇
祭
祀
は
、
伊
勢
神
宮
に
の
み
集
中
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

一
連
の
宗
教
的
な
施
策
の
一
環
で
あ
り
、
し
か
も
斎
宮
も
伊
勢
神
宮
に
限
ら
ず
全
国

の
天
神
地
祇
の
祭
祀
や
皇
祖
の
御
魂
の
祭
祀
な
ど
も
併
行
し
て
整
備
さ
れ
て
い
き
つ

つ
あ
っ
た
段
階
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
伊
勢
神
宮
へ
の
信
仰
も
壬
申
の
乱
に
向
か
う

と
き
の
戦
勝
祈
願
か
ら
晩
年
の
病
気
平
癒
祈
願
ま
で
非
常
に
現
世
利
益
的
な
内
容
の

信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　な
お
、
天
武
朝
の
神
祇
祭
祀
的
な
儀
礼
整
備
と
し
て
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の

が
、
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
と
い
う
天
皇
霊
を
め
ぐ
る
祭
祀
儀
礼
の
整
備
と
、
広
瀬
の
大

忌
神
祭
と
竜
田
の
風
神
祭
と
い
う
稲
作
豊
穣
祈
願
を
め
ぐ
る
祭
祀
儀
礼
の
整
備
、
と

い
う
二
つ
の
事
業
で
あ
る
。
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
に
つ
い
て
は
天
皇
霊
の
更
新
と
継
承

と
い
う
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
が
、

広
瀬
・
竜
田
の
祭
礼
は
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
の
四
月
の
記
事
を
初
見
と
し
て
以

後
は
神
祇
令
に
規
定
す
る
よ
う
に
孟
夏
四
月
と
孟
秋
七
月
の
年
二
回
行
な
う
の
が
恒
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（
（（
）
同
年
七
月
癸
巳
（
二
〇
日
）
飛
鳥
寺
の
弘
聡
僧
が
亡
く
な
っ
た
。
大
津
皇
子
と
高
市
皇
子

を
遣
わ
し
て
弔
問
さ
れ
た
。

　

（
（（
）
同
年
一
〇
月
乙
巳
（
四
日
）
京
内
の
諸
寺
の
貧
し
い
僧
尼
に
賑
給
が
行
な
わ
れ
た
。

　

（
（（
）
同
年
一
一
月
癸
未
（
一
二
日
）
皇
后
が
病
気
に
な
り
そ
の
た
め
に
誓
願
し
て
薬
師
寺
の
建

立
に
着
手
し
た
。
百
人
の
僧
を
得
度
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
皇
后
の
病
気
は
平
癒
し
た
。

（
（（
）
同
丁
亥
（
一
六
日
）
に
草
壁
皇
子
を
遣
わ
し
て
恵
妙
僧
の
病
気
を
見
舞
わ
れ
た
。
翌
日
僧

は
亡
く
な
っ
た
。
三
人
の
皇
子
を
遣
わ
し
て
弔
問
さ
れ
た
。

　

（
（（
）
同
丁
酉
（
二
六
日
）
天
皇
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
百
人
の
僧
を
得
度
さ
せ
た
。
し
ば
ら

く
し
て
平
癒
し
た
。

　

（
（（
）
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
閏
七
月
壬
子
（
一
五
日
）
皇
后
が
誓
願
し
て
大
規
模
な
設
斎

を
行
な
い
経
典
を
京
内
の
諸
寺
に
説
か
せ
た
。

　

（
（（
）
同
年
八
月
己
丑
（
二
八
日
）
日
高
皇
女
（
草
壁
皇
子
の
娘
で
後
の
元
正
天
皇
）
の
病
気
の

た
め
に
大
赦
を
し
た
。
庚
寅
（
二
九
日
）
一
四
〇
人
余
を
大
官
大
寺
に
出
家
さ
せ
た
。

（
（0
）
天
武
一
二
年
（
六
八
三
年
）
三
月
己
丑
（
二
日
）
僧
正
・
僧
都
・
律
師
を
設
け
た
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
こ
の
夏
に
初
め
て
僧
尼
を
招
請
し
て
宮
中
で
安
居
を
行
な
っ
た
。

　

（
（（
）
同
年
同
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
旱
し
た
の
で
百
済
僧
道
蔵
が
雨
乞
い
を
し
て
雨
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

（
（（
）
天
武
一
三
年
（
六
八
四
年
）
閏
四
月
丁
酉
（
一
六
日
）
宮
中
に
設
斎
す
る
。

　

（
（（
）
天
武
一
四
年
（
六
八
五
）
三
月
壬
申
（
二
七
日
）
諸
国
な
ら
び
に
家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り

仏
像
と
経
を
置
い
て
礼
拝
供
養
せ
よ
と
の
詔
が
あ
っ
た
。

（
（（
）
同
年
四
月
庚
寅
（
一
五
日
）
初
め
て
宮
中
に
僧
尼
を
招
請
し
て
安
居
を
行
な
っ
た
。

（
（（
）
同
年
五
月
庚
戌
（
五
日
）
天
皇
が
飛
鳥
寺
に
行
幸
し
て
珍
宝
を
仏
に
奉
り
禮
敬
さ
れ
た
。

（
（（
）
同
年
八
月
乙
酉
（
一
二
日
）
に
天
皇
は
浄
土
寺
に
行
幸
さ
れ
た
。
丙
戌
（
一
三
日
）
に
川

原
寺
に
行
幸
さ
れ
稲
を
衆
僧
に
施
さ
れ
た
。

　

（
（（
）
同
年
九
月
丁
卯
（
二
四
日
）
天
皇
が
病
気
で
そ
の
た
め
三
日
間
経
典
を
大
官
大
寺
・
川
原
寺
・

飛
鳥
寺
の
誦
ま
せ
た
。
そ
し
て
稲
を
三
寺
に
納
め
た
。

　

（
（（
）
同
年
一
〇
月
金
剛
般
若
経
を
宮
中
で
説
か
せ
た
。

　

（
（0
）
同
年
一
二
月
丁
亥
（
一
六
日
）
絁
・
綿
・
布
・
を
大
官
大
寺
の
僧
等
に
施
入
し
た
。

（
（（
）
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
五
月
癸
丑
（
一
四
日
）
勅
に
よ
り
大
官
大
寺
に
封
七
〇
〇
戸
、

税
三
〇
万
束
を
納
め
た
。
癸
亥
（
二
四
日
）
天
皇
が
病
気
で
危
篤
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
川
原
寺
で

薬
師
経
を
説
か
せ
、
宮
中
で
安
居
を
さ
せ
た
。
こ
の
月
に
勅
し
て
左
右
の
大
舎
人
等
を
遣
わ
し
て

諸
寺
の
堂
塔
を
掃
き
清
め
さ
せ
、
天
下
に
大
赦
し
た
。

（
（（
）
同
年
六
月
甲
申
（
一
六
日
）
伊
勢
王
と
官
人
ら
を
飛
鳥
寺
に
遣
わ
し
衆
僧
に
天
皇
の
病
気

が
重
い
の
で
仏
の
力
で
安
穏
を
得
た
い
、
そ
こ
で
僧
正
、
僧
都
、
衆
僧
に
誓
願
す
べ
し
と
勅
し
た
。

そ
し
て
、
珍
宝
を
仏
に
奉
り
、
三
網
及
び
四
寺
の
和
上
以
下
衆
僧
に
衣
料
を
施
入
し
た
。

（
（（
）
同
年
同
月
丁
亥
（
一
九
日
）
百
官
人
等
を
川
原
寺
に
遣
わ
し
て
燃
燈
供
養
を
さ
せ
た
。
そ

し
て
大
規
模
な
設
斎
を
し
て
悔
過
し
た
。

（
（（
）
同
年
七
月
庚
子
（
二
日
）
僧
正
や
僧
都
た
ち
が
宮
中
に
赴
い
て
悔
過
し
た
。

（
（（
）
同
年
同
月
丙
午
（
八
日
）
一
〇
〇
人
の
僧
を
招
請
し
て
金
光
明
経
を
宮
中
で
読
ま
せ
た
。

（
（（
）
同
年
同
月
丙
寅
（
二
八
日
）
浄
行
者
七
〇
人
を
選
ん
で
出
家
さ
せ
、
宮
中
の
御
窟
院
で
設

斎
を
し
た
。

（
（（
）
同
年
同
月
こ
の
月
に
諸
王
臣
等
は
天
皇
の
た
め
に
観
世
音
像
を
造
り
、
観
世
音
経
を
大
官

大
寺
で
説
か
せ
た
。

（
（（
）
同
年
八
月
己
巳
朔
（
一
日
）
に
天
皇
の
た
め
に
八
〇
人
の
僧
を
出
家
さ
せ
た
。
庚
午
（
二

日
）
に
僧
尼
あ
わ
せ
て
一
〇
〇
人
を
得
度
さ
せ
た
。
百
体
の
菩
薩
を
宮
中
に
安
置
し
て
観
世
音
経

例
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
後
世
の
『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
も
あ
る
よ

う
に
、
大
忌
祭
が
山
谷
の
水
が
水
田
を
潤
し
て
五
穀
の
豊
穣
を
祈
る
祭
り
で
あ
り
、

風
神
祭
が
風
水
の
害
の
な
き
こ
と
を
祈
る
祭
り
で
あ
る
よ
う
に
、
古
代
王
権
に
と
っ

て
そ
の
根
幹
を
固
め
る
祭
祀
儀
礼
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
天
武
朝
に
初
め
て
整
備
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　し
か
し
、
天
武
天
皇
は
多
く
の
課
題
を
残
し
た
ま
ま
多
く
の
政
策
や
事
業
の
推
進

の
中
途
で
薨
去
し
て
し
ま
っ
た
。
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
の
整
備
を
め
ぐ
る
問
題
も
ま
だ

多
く
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
大
き
か
っ
た
の
は
そ
の
王
権
の
後
継
者

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

篤
い
仏
教
信
仰
に
関
し
て
。

ま
ず
は
、
天
智
一
〇
年
（
六
七
一
年
）
出
家
し
て
沙
門
と
な
る
が
、
即
位
後
は
、

（
（
）
天
武
二
年
（
六
七
三
年
）
三
月
一
切
経
を
川
原
寺
で
書
写
。

　

（
（
）
同
年
一
二
月
戊
戌
（
一
七
日
）
美
濃
王
と
紀
臣
訶
多
麻
呂
を
高
市
大
寺
（
大
官
大
寺
）
を

造
営
す
る
司
に
任
じ
た
。

　

（
（
）
同
年
一
二
月
戊
申
（
二
七
日
）
義
成
を
小
僧
都
と
し
、
佐
官
に
二
人
の
僧
を
加
え
て
四
人

の
佐
官
の
制
度
が
こ
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

（
（
）
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
四
月
戊
寅
（
五
日
）
に
僧
尼
二
四
〇
〇
人
余
り
を
招
請
し
て
大

規
模
な
設
斎
を
行
な
っ
た
。

　

（
（
）
天
武
五
年
（
六
七
六
年
）
六
月
こ
の
夏
に
大
旱
魃
が
あ
り
、
諸
々
の
僧
尼
を
招
請
し
て
仏

に
祈
ら
せ
た
。
し
か
し
、
雨
は
降
ら
ず
五
穀
は
実
ら
ず
人
民
は
飢
え
た
。

（
（
）
天
武
五
年
（
六
七
六
年
）
一
〇
月
癸
未
（
一
九
日
）
京
に
近
い
諸
国
に
詔
し
て
放
生
さ
せ
た
。

（
（
）
同
甲
申
（
二
〇
日
）
使
者
を
国
中
に
遣
わ
し
て
金
光
明
経
と
仁
王
経
を
説
か
し
め
た
。

（
（
）
天
武
六
年
（
六
七
七
年
）
八
月
乙
巳
（
一
五
日
）
飛
鳥
寺
で
大
規
模
な
設
斎
を
し
て
一
切

経
を
読
ま
せ
た
。
天
皇
は
寺
の
南
門
に
出
て
仏
を
拝
礼
し
た
。

（
（
）
天
武
八
年
（
六
七
九
年
）
一
〇
月
庚
申
（
一
三
日
）
僧
尼
た
ち
の
威
儀
と
法
服
の
色
な
ど

の
事
柄
を
制
定
し
た
。

（
（0
）
同
年
こ
の
月
に
諸
々
の
僧
尼
は
常
に
寺
院
の
中
に
住
み
仏
を
守
れ
と
の
勅
が
あ
っ
た
。
た

だ
し
老
衰
や
病
気
の
場
合
に
は
親
族
や
篤
信
者
を
頼
り
に
別
の
屋
舎
を
空
い
た
土
地
に
建
て
て
養

生
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
（（
）
天
武
九
年
（
六
八
〇
年
）
四
月
こ
の
月
に
勅
が
あ
り
、
諸
々
の
寺
は
国
の
大
寺
の
二
、三
以

外
は
官
司
が
治
め
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
飛
鳥
寺
も
筋
合
い
か
ら
い
え
ば
そ
う
だ
が
も
と
も

と
大
寺
と
し
て
官
司
が
治
め
て
き
た
の
で
こ
れ
ま
で
ど
お
り
と
さ
れ
た
。

（
（（
）
同
年
五
月
乙
亥
（
一
日
）
勅
が
あ
り
絁
・
綿
・
糸
・
布
を
も
っ
て
京
内
の
二
十
四
の
寺
に

施
入
さ
れ
た
。
こ
の
日
に
初
め
て
金
光
明
経
を
宮
中
及
び
諸
々
の
寺
院
で
説
か
せ
た
。

表
6

　
天
武
朝
の
一
連
の
宗
教
的
諸
施
策
の
記
事
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二
〇
〇
巻
を
読
ま
し
め
た
。

　

（
（（
）
同
年
同
月
己
丑
（
二
一
日
）
檜
隈
寺
・
軽
寺
・
大
窪
寺
に
各
一
〇
〇
戸
の
封
を
施
入
し
た
。

三
〇
年
の
限
定
で
あ
る
。
辛
卯
（
二
三
日
）
巨
勢
寺
に
二
〇
〇
戸
の
封
を
施
入
し
た
。

　

（
（0
）
同
年
九
月
辛
丑
（
四
日
）
親
王
以
下
諸
臣
み
な
こ
と
ご
と
く
川
原
寺
に
集
り
天
皇
の
病
気

の
た
め
に
誓
願
し
た
。
が
、
丙
午
（
九
日
）
つ
い
に
正
宮
に
崩
御
さ
れ
た
。

篤
い
道
教
的
、
陰
陽
道
的
な
信
仰
に
関
し
て
。

ま
ず
は
前
述
の
よ
う
に
伊
賀
の
横
河
で
黒
雲
を
見
て
自
ら
栻
を
と
っ
て
占
っ
て
い
る
が
、
即
位
後

は
、

（
（
）
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
一
月
庚
戌
（
五
日
）
初
め
て
占
星
台
を
建
て
た
。

　

（
（
）
天
武
七
年
（
六
七
八
年
）
同
四
月
丁
亥
朔
（
一
日
）
に
斎
宮
へ
行
幸
す
る
た
め
占
卜
し
た
。

（
（
）天
武
一
〇
年（
六
八
一
）九
月
壬
子（
一
六
日
）箒
星
が
見
え
た
。
癸
丑（
一
七
日
）熒
惑（
火

星
）
が
月
に
入
っ
た
。（
史
記

　天
官
書
に
「
熒
惑
・
・
出
則
有
兵
、
入
則
兵
散
」）

（
（
）
同
年
一
〇
月
丙
寅
の
朔
（
一
日
）
日
蝕
あ
り
。

　

（
（
）
天
武
一
一
年
（
六
八
二
年
）
八
月
甲
子
（
三
日
）
昏
時
に
大
星
が
東
の
空
か
ら
西
の
空
へ

と
流
れ
た
。
丙
寅
（
五
日
）
に
造
法
令
殿
の
内
に
大
き
な
虹
が
あ
っ
た
。
壬
申
（
一
一
日
）
に
灌

頂
幡
の
よ
う
な
形
で
火
の
色
を
し
た
物
が
空
に
浮
か
ん
で
北
に
流
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
日
に
白
気

が
東
の
山
に
起
こ
っ
た
。

　

（
（
）
天
武
一
二
年
（
六
八
三
年
）
一
月
庚
寅
（
二
日
）
筑
紫
大
宰
丹
比
真
人
嶋
ら
が
三
足
あ
る

雀
を
献
上
し
て
き
た
。
乙
未
（
七
日
）
大
極
殿
で
の
宴
で
群
臣
に
そ
の
三
足
あ
る
雀
を
見
せ
た
。

丙
午
（
一
八
日
）
天
皇
は
こ
れ
ら
の
天
瑞
（
祥
瑞
）
に
つ
い
て
詔
が
あ
っ
た
。

　

（
（
）
天
武
一
三
年
（
六
八
四
年
）
七
月
壬
申
（
二
三
日
）
箒
星
が
西
北
に
出
た
。

　

（
（
）
同
年
一
一
月
戊
辰
（
二
一
日
）
昏
時
に
七
星
が
東
北
に
流
れ
て
落
ち
た
。
庚
午
（
二
三
日
）

日
没
時
に
星
が
東
方
に
落
ち
た
。
戌
時
に
天
文
こ
と
ご
と
く
乱
れ
て
星
が
雨
の
よ
う
に
落
ち
た
。
こ

の
月
に
は
中
か
ら
光
を
放
つ
星
が
現
わ
れ
昴
星
と
と
も
に
並
ん
で
い
た
が
月
末
に
な
っ
て
失
せ
た
。

（
（
）
天
武
一
四
年
（
六
八
五
年
）
一
一
月
丙
寅
（
二
四
日
）
法
蔵
法
師
と
金
鐘
が
白
朮
の
煮
た

の
を
献
上
し
た
。
そ
し
て
、
天
皇
の
た
め
に
招
魂
を
し
た
。

篤
い
神
祇
祭
祀
の
信
仰
に
関
し
て
。

ま
ず
は
、
前
述
の
よ
う
に
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
て
天
照
大
神
を
望
拝
し
て
幸
運
を
祈
願
し
て

い
る
が
、
即
位
後
は
、

（
（
）
天
武
二
年
（
六
七
三
年
）
四
月
丙
辰
（
一
四
日
）
大
来
皇
女
を
天
照
太
神
宮
に
遣
侍
せ
よ

う
と
し
て
ま
ず
は
泊
瀬
の
斎
宮
に
居
ら
し
め
た
。
そ
こ
は
身
を
清
め
て
次
第
に
神
に
近
づ
く
所
と

さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
同
年
一
二
月
丙
戌
（
五
日
）
大
嘗
に
奉
仕
し
た
中
臣
と
忌
部
お
よ
び
神
官
の
人
た
ち
と
播

磨
と
丹
波
の
二
国
の
郡
司
以
下
人
夫
等
に
禄
を
賜
う
た
。

　

（
（
）
天
武
三
年
（
六
七
四
年
）
三
月
対
馬
国
か
ら
銀
が
献
上
さ
れ
諸
々
の
神
祇
に
奉
り
小
錦
以

上
の
大
夫
た
ち
に
も
下
賜
し
た
。

　

（
（
）
同
年
八
月
庚
辰
（
三
日
）
に
忍
壁
皇
子
を
石
上
神
宮
に
遣
わ
し
神
宝
を
磨
か
せ
た
。
こ
の

日
に
諸
々
の
家
が
神
庫
に
貯
え
て
い
た
宝
物
を
い
ま
す
べ
て
そ
の
子
孫
に
還
せ
と
の
勅
が
あ
っ

た
。

（
（
）
同
年
一
〇
月
乙
酉
（
九
日
）
に
大
来
皇
女
（
天
武
と
天
智
の
娘
大
田
皇
女
の
娘
・
大
津
皇

子
の
兄
弟
姉
妹
）
が
泊
瀬
の
斎
宮
か
ら
伊
勢
神
宮
に
向
か
わ
れ
た
。

（
（
）
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
一
月
戊
辰
（
二
三
日
）
に
諸
社
に
祭
幣
を
奉
っ
た
。

（
（
）
同
年
二
月
丁
亥
（
一
三
日
）
に
十
市
皇
女
（
天
武
と
額
田
女
王
の
娘
）
と
阿
閉
皇
女
（
天
智

の
娘
で
草
壁
皇
子
の
妃
で
後
の
元
明
天
皇
）
が
伊
勢
神
宮
へ
と
参
向
し
た
。

　

（
（
）
同
年
三
月
丙
午
（
二
日
）
に
土
左
大
神
が
神
刀
一
口
を
天
皇
に
進
上
し
た
。

　

（
（
）
同
年
四
月
癸
未
（
一
〇
日
）
に
美
濃
王
と
佐
伯
連
広
足
を
遣
わ
し
て
風
の
神
を
竜
田
の
立

野
に
祭
ら
せ
、
間
人
連
大
蓋
と
曽
根
連
韓
犬
を
遣
わ
し
て
大
忌
神
を
広
瀬
の
河
曲
に
祭
ら
せ
た
。

（
（0
）
天
武
五
年
（
六
七
六
年
）
四
月
辛
丑
（
四
日
）
に
竜
田
の
風
神
と
広
瀬
の
大
忌
神
を
祭
る
。

（
（（
）
同
年
六
月
こ
の
夏
に
大
旱
魃
が
あ
り
、
使
者
を
国
中
に
遣
わ
し
て
幣
帛
を
供
え
て
天
神
地

祇
に
祈
ら
せ
た
。
し
か
し
、
雨
は
降
ら
ず
五
穀
は
実
ら
ず
人
民
は
飢
え
た
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
壬
午
（
一
六
日
）
に
竜
田
の
風
神
と
広
瀬
の
大
忌
神
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
八
月
辛
亥
（
一
六
日
）
国
中
に
大
祓
を
行
な
っ
た
。
用
い
る
物
は
国
ご
と
に
国
造
が

準
備
せ
よ
。
祓
柱
は
馬
一
匹
と
布
一
常
と
し
、
そ
れ
以
外
は
郡
司
が
そ
れ
ぞ
れ
刀
一
口
、
鹿
皮
一

張
、
钁
一
口
、
刀
子
一
口
、
鎌
一
口
、
矢
一
具
、
稲
一
束
を
準
備
せ
よ
、
ま
た
家
ご
と
に
麻
一
条

を
準
備
せ
よ
と
の
命
令
で
あ
っ
た
。

（
（（
）
同
年
九
月
丙
戌
（
二
一
日
）
神
官
が
奏
上
し
て
新
嘗
の
儀
式
の
た
め
に
斎
忌
は
尾
張
国
山

田
郡
、
次
は
丹
波
国
訶
沙
郡
が
卜
占
に
あ
た
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

（
（（
）
同
年
十
月
丁
酉
（
三
日
）
に
幣
帛
を
相
新
嘗
の
儀
式
に
あ
ず
か
る
諸
々
の
天
神
地
祇
に
奉

献
し
た
。

　

（
（（
）
天
武
六
年
（
六
七
七
年
）
五
月
己
丑
（
二
八
日
）
勅
に
よ
り
天
社
地
社
の
神
税
は
三
分
し

て
一
は
神
を
祭
る
た
め
に
二
は
神
主
に
与
え
よ
と
さ
れ
た
。

（
（（
）
同
年
七
月
癸
亥
（
三
日
） 

竜
田
の
風
神
と
広
瀬
の
大
忌
神
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
一
一
月
己
卯
（
二
一
日
）
新
嘗
を
す
る
。

　

（
（（
）
天
武
七
年
（
六
七
八
年
）
一
月
こ
の
春
に
天
神
地
祇
を
祭
る
た
め
に
天
下
こ
と
ご
と
く
に

祓
禊
が
行
な
わ
れ
た
。
斎
宮
を
倉
梯
川
の
川
上
に
建
て
た
。

　

（
（0
）
同
四
月
丁
亥
朔
（
一
日
）
に
斎
宮
へ
行
幸
す
る
た
め
占
卜
し
た
。

　

（
（（
）
同
癸
巳
（
七
日
）
に
そ
の
日
が
当
っ
た
の
で
、
早
暁
平
旦
の
時
に
出
発
と
な
っ
た
が
、
急

に
十
市
皇
女
が
発
病
し
宮
中
で
薨
去
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
中
止
と
な
っ
た
。

　

（
（（
）
天
武
八
年
（
六
七
九
年
）
四
月
己
未
（
九
日
）
に
広
瀬
・
竜
田
の
神
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
壬
辰
（
一
四
日
） 

広
瀬
・
竜
田
の
神
を
祭
る
。
…
九
年
四
月
も
・
七
月
も
‥

一
〇
年
四
月
も
・
七
月
も
‥

　

（
（（
）
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
一
月
壬
申
（
二
日
）
諸
々
の
天
神
地
祇
に
幣
帛
を
頒
す
。

（
（（
）
同
月
己
丑
（
一
九
日
）
畿
内
及
び
諸
国
に
詔
し
て
天
社
地
社
の
神
の
宮
を
修
理
さ
せ
た
。

（
（（
）
同
年
五
月
己
卯
（
一
一
日
）
皇
祖
の
御
魂
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
丁
酉
（
三
〇
日
）
天
下
に
命
令
し
て
大
解
除
を
さ
せ
た
。
国
造
た
ち
は
お
の
お

の
祓
柱
に
奴
婢
を
一
人
出
し
て
解
除
し
た
。

　

（
（（
）
天
武
一
三
年
（
六
八
四
年
）
六
月
甲
申
（
四
日
）
雨
乞
い
を
し
た
。

　

（
（（
）
天
武
一
四
年
（
六
八
五
年
）
一
一
月
丙
寅
（
二
四
日
）
法
蔵
法
師
と
金
鐘
が
白
朮
の
煮
た

の
を
献
上
し
た
。
そ
し
て
天
皇
の
た
め
に
招
魂
を
し
た
。

（
（0
）
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
四
月
丙
申
（
二
七
日
）
多
紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川
夫
人
を

伊
勢
神
宮
に
遣
わ
す
（
病
気
平
癒
祈
願
、
五
月
戊
申
九
日
に
帰
る
）。

　

（
（（
）
同
年
六
月
戊
寅
（
一
〇
日
）
天
皇
の
病
気
を
卜
っ
た
と
こ
ろ
草
薙
劔
に
祟
り
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
、
即
日
尾
張
の
熱
田
社
へ
送
り
置
い
た
。

（
（（
）
同
年
同
月
庚
辰
（
一
二
日
）
雨
乞
い
を
し
た
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
辛
丑
（
三
日
）
に
諸
国
に
詔
し
て
大
解
除
を
し
た
。

（
（（
） 
同
年
同
月
癸
卯
（
五
日
）
御
幣
を
紀
伊
国
の
国
懸
神
、飛
鳥
の
四
社
、住
吉
大
神
に
奉
っ
た
。

（
（（
）
同
年
八
月
丁
丑
（
九
日
）
天
皇
の
病
気
の
た
め
に
天
神
地
祇
に
祈
っ
た
。
辛
巳
（
一
三
日
）

に
秦
忌
寸
石
勝
を
遣
わ
し
て
御
幣
を
土
左
大
神
に
奉
っ
た
。
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初
の
意
宇
郡
母
理
郷
の
記
述
の
中
で
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
穴
持
命

の
名
前
は
そ
れ
こ
そ
随
所
に
出
て
き
て
お
り
、
も
っ
と
も
広
く
知
ら
れ
た
神
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
由
来
譚
の
中
心
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
③
記
紀
神
話
の
原
点
に
あ

る
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冊
尊
の
二
神
に
関
す
る
記
述
も
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
一
部

だ
け
み
ら
れ
る
。
④
歴
代
天
皇
の
事
績
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
、
出
雲
郡
健
部

郷
の
地
名
由
来
譚
に
お
け
る
景
行
天
皇
、
日
置
臣
や
日
置
の
伴
部
に
関
わ
る
欽
明
天

皇
、
そ
し
て
、
も
う
一
人
天
武
天
皇
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
天
武
朝

の
事
績
と
さ
れ
る
意
宇
郡
毘
賣
埼
に
因
む
話
は
、
記
紀
神
話
の
中
に
み
え
る
因
幡
白

兎
、
神
霊
の
海
上
来
臨
、
そ
れ
に
海
幸
・
山
幸
と
和わ

に
邇
魚
の
話
、
と
い
う
三
つ
の
モ

チ
ー
フ
が
わ
ず
か
ず
つ
混
融
し
た
、
通
常
の
地
名
由
来
譚
と
は
異
な
る
構
成
の
物
語

と
な
っ
て
い
る
。
⑤
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
つ
い
て
の
記
事
も
み
ら
れ
る
。

　第
三
群
で
は
、
①
国
引
き
神
話
の
主
役
は
八
束
水
臣
津
野
命
で
あ
る
が
、
こ
の
神

は
国
引
き
神
話
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
活
躍
を
伝
え
る
記
事
が
な
い
。
②
杵
築
大

社
に
つ
い
て
、「
出
雲
の
御
埼
山

　西
の
下

ふ
も
とに

謂
は
ゆ
る
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の

社
坐
す
」
と
そ
の
位
置
を
記
し
、
杵
築
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
も
、「
杵
築
の
郷

　郡
家
の
西
北
の
か
た
廿
八
里
六
十
歩
な
り
。
八
束
水
臣
津
野
命
の
国
引
き
給
ひ
し

後
、
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
宮
を
造
り
奉
ら
む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等
、
宮
処
に

参
集
ひ
て
、
杵
築
た
ま
ひ
き
。
故
、
寸
付
と
い
ふ
。
神
亀
三
年
、
字
を
杵
築
と
改
む
」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
八
束
水
臣
津
野
命
が
国
引
き
を
行
な
っ
た
後
に
、
あ
ら
た
め
て

こ
の
地
に
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
を
祭
る
た
め
の
宮
を
築
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
、

こ
の
記
述
か
ら
は
、
海
に
臨
む
半
島
の
付
け
根
に
宮
を
築
い
た
と
い
う
意
識
が
明
白

で
あ
る
。
③
出
雲
国
内
の
歴
史
的
伝
承
や
地
理
的
情
報
や
産
物
情
報
な
ど
、
比
較
的

豊
富
な
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
往
古
の
こ
の
出
雲
の
地
方
王
権
の
存
在
を
示
唆
す
る

よ
う
な
情
報
は
と
く
に
な
い
。

　以
上
の
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、『
出
雲
国
風
土
記
』
は
、

記
紀
神
話
の
語
る
須
佐
之
男
命
と
大
貴
己
神
の
物
語
に
対
し
て
、
そ
れ
に
向
け
て
の

整
合
性
を
は
か
る
か
た
ち
で
、
そ
の
記
述
を
構
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う

判
断
す
る
の
は
、
こ
の
二
柱
の
神
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
独
自
性
が
記
紀

神
話
の
方
に
こ
そ
あ
り
風
土
記
の
方
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
欽
明
朝
の

事
績
と
記
す
日
置
臣
や
日
置
の
伴
部
の
記
述
は
、
そ
の
六
世
紀
半
ば
に
大
和
の
王
権

が
半
島
や
大
陸
と
の
方
位
観
、
日
昇
と
日
没
の
東
西
軸
を
意
識
す
る
太
陽
信
仰
を
特

化
し
て
出
雲
地
方
へ
の
支
配
権
を
伸
長
さ
せ
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
第
三
に
、
天
武
朝
の
事
績
と
記
す
意
宇
郡
毘
賣
埼
に
因
む
和わ

に爾
に

害
さ
れ
た
少
女
と
大
神
の
和
魂
や
荒
魂
の
話
題
、
そ
し
て
和
爾
た
ち
の
行
動
の
物
語

を
、
比
較
的
冒
頭
に
近
い
と
こ
ろ
に
掲
載
し
て
い
る
の
は
、
大
和
の
天
武
・
持
統
の

王
権
と
出
雲
国
造
と
の
間
に
一
定
の
情
報
交
流
、
そ
れ
は
政
治
的
圧
力
と
文
化
的
な

情
報
交
流
と
い
う
両
方
の
意
味
の
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
確
実
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
四
に
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
い
う
な
ら

ば
、
記
紀
の
中
の
出
雲
神
話
は
、
出
雲
地
方
に
お
け
る
現
地
の
人
た
ち
の
現
実
の
記

憶
の
伝
承
で
は
な
く
、
大
和
の
王
権
が
、
出
雲
の
地
方
王
権
に
接
触
し
て
そ
の
相
互

交
流
の
中
で
一
定
の
歴
史
的
現
実
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
政
治
的
な
構
想
力
を
加
え

て
蓄
積
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
整
序
し
て
神
話
化
し
た
構
成
物
語
と
み
た
方
が
よ
い
。

そ
れ
は
古
く
は
欽
明
朝
の
日
置
臣
や
日
置
の
伴
部
の
設
置
の
こ
ろ
か
ら
う
か
が
わ
れ

る
が
、
本
格
的
に
は
斉
明
朝
の
対
外
緊
張
か
ら
天
武
朝
の
国
内
緊
張
へ
と
い
う
政
治

情
勢
の
展
開
を
へ
る
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
外
の
緊
張
状
況
が
、
出
雲
世
界

と
そ
の
神
々
祭
祀
へ
の
関
心
と
関
与
と
を
促
進
さ
せ
た
原
動
力
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
斉
明
朝
に
お
け
る
半
島
政
策
の
緊
張
と
破
綻
に
対
す
る
神
話
的
逆
説
的
反
映

と
考
え
ら
れ
る
神
功
皇
后
の
三
韓
征
伐
の
物
語
の
中
に
荒
魂
と
和
魂
の
加
護
と
い
う

出
雲
神
話
に
特
有
の
霊
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
記
紀
の
出
雲
神
話
の
物
語
的
な
整
序
の
最
終
段
階
と
は
天
武
・
持
統
の
治
世
下

そ
し
て
そ
れ
を
継
承
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
を
完
了
し
た
文
武
・
元
明
・
元
正

の
治
世
下
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

出
雲
の
龍
蛇
祭
祀

　
　
　で

は
、
な
ぜ
出
雲
な
の
か
。
大
陸
や
半
島
と
の
交
通
や
交

流
の
点
か
ら
い
え
ば
、
北
九
州
の
筑
紫
地
方
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
た
と
え
ば
記
紀
の
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二
〇
〇
巻
を
読
ま
し
め
た
。

　

（
（（
）
同
年
同
月
己
丑
（
二
一
日
）
檜
隈
寺
・
軽
寺
・
大
窪
寺
に
各
一
〇
〇
戸
の
封
を
施
入
し
た
。

三
〇
年
の
限
定
で
あ
る
。
辛
卯
（
二
三
日
）
巨
勢
寺
に
二
〇
〇
戸
の
封
を
施
入
し
た
。

　

（
（0
）
同
年
九
月
辛
丑
（
四
日
）
親
王
以
下
諸
臣
み
な
こ
と
ご
と
く
川
原
寺
に
集
り
天
皇
の
病
気

の
た
め
に
誓
願
し
た
。
が
、
丙
午
（
九
日
）
つ
い
に
正
宮
に
崩
御
さ
れ
た
。

篤
い
道
教
的
、
陰
陽
道
的
な
信
仰
に
関
し
て
。

ま
ず
は
前
述
の
よ
う
に
伊
賀
の
横
河
で
黒
雲
を
見
て
自
ら
栻
を
と
っ
て
占
っ
て
い
る
が
、
即
位
後

は
、

（
（
）
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
一
月
庚
戌
（
五
日
）
初
め
て
占
星
台
を
建
て
た
。

　

（
（
）
天
武
七
年
（
六
七
八
年
）
同
四
月
丁
亥
朔
（
一
日
）
に
斎
宮
へ
行
幸
す
る
た
め
占
卜
し
た
。

（
（
）天
武
一
〇
年（
六
八
一
）九
月
壬
子（
一
六
日
）箒
星
が
見
え
た
。
癸
丑（
一
七
日
）熒
惑（
火

星
）
が
月
に
入
っ
た
。（
史
記

　天
官
書
に
「
熒
惑
・
・
出
則
有
兵
、
入
則
兵
散
」）

（
（
）
同
年
一
〇
月
丙
寅
の
朔
（
一
日
）
日
蝕
あ
り
。

　

（
（
）
天
武
一
一
年
（
六
八
二
年
）
八
月
甲
子
（
三
日
）
昏
時
に
大
星
が
東
の
空
か
ら
西
の
空
へ

と
流
れ
た
。
丙
寅
（
五
日
）
に
造
法
令
殿
の
内
に
大
き
な
虹
が
あ
っ
た
。
壬
申
（
一
一
日
）
に
灌

頂
幡
の
よ
う
な
形
で
火
の
色
を
し
た
物
が
空
に
浮
か
ん
で
北
に
流
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
日
に
白
気

が
東
の
山
に
起
こ
っ
た
。

　

（
（
）
天
武
一
二
年
（
六
八
三
年
）
一
月
庚
寅
（
二
日
）
筑
紫
大
宰
丹
比
真
人
嶋
ら
が
三
足
あ
る

雀
を
献
上
し
て
き
た
。
乙
未
（
七
日
）
大
極
殿
で
の
宴
で
群
臣
に
そ
の
三
足
あ
る
雀
を
見
せ
た
。

丙
午
（
一
八
日
）
天
皇
は
こ
れ
ら
の
天
瑞
（
祥
瑞
）
に
つ
い
て
詔
が
あ
っ
た
。

　

（
（
）
天
武
一
三
年
（
六
八
四
年
）
七
月
壬
申
（
二
三
日
）
箒
星
が
西
北
に
出
た
。

　

（
（
）
同
年
一
一
月
戊
辰
（
二
一
日
）
昏
時
に
七
星
が
東
北
に
流
れ
て
落
ち
た
。
庚
午
（
二
三
日
）

日
没
時
に
星
が
東
方
に
落
ち
た
。
戌
時
に
天
文
こ
と
ご
と
く
乱
れ
て
星
が
雨
の
よ
う
に
落
ち
た
。
こ

の
月
に
は
中
か
ら
光
を
放
つ
星
が
現
わ
れ
昴
星
と
と
も
に
並
ん
で
い
た
が
月
末
に
な
っ
て
失
せ
た
。

（
（
）
天
武
一
四
年
（
六
八
五
年
）
一
一
月
丙
寅
（
二
四
日
）
法
蔵
法
師
と
金
鐘
が
白
朮
の
煮
た

の
を
献
上
し
た
。
そ
し
て
、
天
皇
の
た
め
に
招
魂
を
し
た
。

篤
い
神
祇
祭
祀
の
信
仰
に
関
し
て
。

ま
ず
は
、
前
述
の
よ
う
に
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
て
天
照
大
神
を
望
拝
し
て
幸
運
を
祈
願
し
て

い
る
が
、
即
位
後
は
、

（
（
）
天
武
二
年
（
六
七
三
年
）
四
月
丙
辰
（
一
四
日
）
大
来
皇
女
を
天
照
太
神
宮
に
遣
侍
せ
よ

う
と
し
て
ま
ず
は
泊
瀬
の
斎
宮
に
居
ら
し
め
た
。
そ
こ
は
身
を
清
め
て
次
第
に
神
に
近
づ
く
所
と

さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
同
年
一
二
月
丙
戌
（
五
日
）
大
嘗
に
奉
仕
し
た
中
臣
と
忌
部
お
よ
び
神
官
の
人
た
ち
と

播
磨
と
丹
波
の
二
国
の
郡
司
以
下
人
夫
等
に
禄
を
賜
う
た
。

　

（
（
）
天
武
三
年
（
六
七
四
年
）
三
月
対
馬
国
か
ら
銀
が
献
上
さ
れ
諸
々
の
神
祇
に
奉
り
小
錦
以

上
の
大
夫
た
ち
に
も
下
賜
し
た
。

　

（
（
）
同
年
八
月
庚
辰
（
三
日
）
に
忍
壁
皇
子
を
石
上
神
宮
に
遣
わ
し
神
宝
を
磨
か
せ
た
。
こ
の

日
に
諸
々
の
家
が
神
庫
に
貯
え
て
い
た
宝
物
を
い
ま
す
べ
て
そ
の
子
孫
に
還
せ
と
の
勅
が
あ
っ

た
。

（
（
）
同
年
一
〇
月
乙
酉
（
九
日
）
に
大
来
皇
女
（
天
武
と
天
智
の
娘
大
田
皇
女
の
娘
・
大
津
皇

子
の
兄
弟
姉
妹
）
が
泊
瀬
の
斎
宮
か
ら
伊
勢
神
宮
に
向
か
わ
れ
た
。

（
（
）
天
武
四
年
（
六
七
五
年
）
一
月
戊
辰
（
二
三
日
）
に
諸
社
に
祭
幣
を
奉
っ
た
。

（
（
）
同
年
二
月
丁
亥
（
一
三
日
）
に
十
市
皇
女
（
天
武
と
額
田
女
王
の
娘
）
と
阿
閉
皇
女
（
天
智

の
娘
で
草
壁
皇
子
の
妃
で
後
の
元
明
天
皇
）
が
伊
勢
神
宮
へ
と
参
向
し
た
。

　

（
（
）
同
年
三
月
丙
午
（
二
日
）
に
土
左
大
神
が
神
刀
一
口
を
天
皇
に
進
上
し
た
。

　

（
（
）
同
年
四
月
癸
未
（
一
〇
日
）
に
美
濃
王
と
佐
伯
連
広
足
を
遣
わ
し
て
風
の
神
を
竜
田
の
立

野
に
祭
ら
せ
、
間
人
連
大
蓋
と
曽
根
連
韓
犬
を
遣
わ
し
て
大
忌
神
を
広
瀬
の
河
曲
に
祭
ら
せ
た
。

（
（0
）
天
武
五
年
（
六
七
六
年
）
四
月
辛
丑
（
四
日
）
に
竜
田
の
風
神
と
広
瀬
の
大
忌
神
を
祭
る
。

（
（（
）
同
年
六
月
こ
の
夏
に
大
旱
魃
が
あ
り
、
使
者
を
国
中
に
遣
わ
し
て
幣
帛
を
供
え
て
天
神
地

祇
に
祈
ら
せ
た
。
し
か
し
、
雨
は
降
ら
ず
五
穀
は
実
ら
ず
人
民
は
飢
え
た
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
壬
午
（
一
六
日
）
に
竜
田
の
風
神
と
広
瀬
の
大
忌
神
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
八
月
辛
亥
（
一
六
日
）
国
中
に
大
祓
を
行
な
っ
た
。
用
い
る
物
は
国
ご
と
に
国
造
が

準
備
せ
よ
。
祓
柱
は
馬
一
匹
と
布
一
常
と
し
、
そ
れ
以
外
は
郡
司
が
そ
れ
ぞ
れ
刀
一
口
、
鹿
皮
一

張
、
钁
一
口
、
刀
子
一
口
、
鎌
一
口
、
矢
一
具
、
稲
一
束
を
準
備
せ
よ
、
ま
た
家
ご
と
に
麻
一
条

を
準
備
せ
よ
と
の
命
令
で
あ
っ
た
。

（
（（
）
同
年
九
月
丙
戌
（
二
一
日
）
神
官
が
奏
上
し
て
新
嘗
の
儀
式
の
た
め
に
斎
忌
は
尾
張
国
山

田
郡
、
次
は
丹
波
国
訶
沙
郡
が
卜
占
に
あ
た
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

（
（（
）
同
年
十
月
丁
酉
（
三
日
）
に
幣
帛
を
相
新
嘗
の
儀
式
に
あ
ず
か
る
諸
々
の
天
神
地
祇
に
奉

献
し
た
。

　

（
（（
）
天
武
六
年
（
六
七
七
年
）
五
月
己
丑
（
二
八
日
）
勅
に
よ
り
天
社
地
社
の
神
税
は
三
分
し

て
一
は
神
を
祭
る
た
め
に
二
は
神
主
に
与
え
よ
と
さ
れ
た
。

（
（（
）
同
年
七
月
癸
亥
（
三
日
） 

竜
田
の
風
神
と
広
瀬
の
大
忌
神
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
一
一
月
己
卯
（
二
一
日
）
新
嘗
を
す
る
。

　

（
（（
）
天
武
七
年
（
六
七
八
年
）
一
月
こ
の
春
に
天
神
地
祇
を
祭
る
た
め
に
天
下
こ
と
ご
と
く
に

祓
禊
が
行
な
わ
れ
た
。
斎
宮
を
倉
梯
川
の
川
上
に
建
て
た
。

　

（
（0
）
同
四
月
丁
亥
朔
（
一
日
）
に
斎
宮
へ
行
幸
す
る
た
め
占
卜
し
た
。

　

（
（（
）
同
癸
巳
（
七
日
）
に
そ
の
日
が
当
っ
た
の
で
、
早
暁
平
旦
の
時
に
出
発
と
な
っ
た
が
、
急

に
十
市
皇
女
が
発
病
し
宮
中
で
薨
去
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
中
止
と
な
っ
た
。

　

（
（（
）
天
武
八
年
（
六
七
九
年
）
四
月
己
未
（
九
日
）
に
広
瀬
・
竜
田
の
神
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
壬
辰
（
一
四
日
） 

広
瀬
・
竜
田
の
神
を
祭
る
。
…
九
年
四
月
も
・
七
月
も
‥

一
〇
年
四
月
も
・
七
月
も
‥

　

（
（（
）
天
武
一
〇
年
（
六
八
一
年
）
一
月
壬
申
（
二
日
）
諸
々
の
天
神
地
祇
に
幣
帛
を
頒
す
。

（
（（
）
同
月
己
丑
（
一
九
日
）
畿
内
及
び
諸
国
に
詔
し
て
天
社
地
社
の
神
の
宮
を
修
理
さ
せ
た
。

（
（（
）
同
年
五
月
己
卯
（
一
一
日
）
皇
祖
の
御
魂
を
祭
る
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
丁
酉
（
三
〇
日
）
天
下
に
命
令
し
て
大
解
除
を
さ
せ
た
。
国
造
た
ち
は
お
の
お

の
祓
柱
に
奴
婢
を
一
人
出
し
て
解
除
し
た
。

　

（
（（
）
天
武
一
三
年
（
六
八
四
年
）
六
月
甲
申
（
四
日
）
雨
乞
い
を
し
た
。

　

（
（（
）
天
武
一
四
年
（
六
八
五
年
）
一
一
月
丙
寅
（
二
四
日
）
法
蔵
法
師
と
金
鐘
が
白
朮
の
煮
た

の
を
献
上
し
た
。
そ
し
て
天
皇
の
た
め
に
招
魂
を
し
た
。

（
（0
）
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
四
月
丙
申
（
二
七
日
）
多
紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川
夫
人
を

伊
勢
神
宮
に
遣
わ
す
（
病
気
平
癒
祈
願
、
五
月
戊
申
九
日
に
帰
る
）。

　

（
（（
）
同
年
六
月
戊
寅
（
一
〇
日
）
天
皇
の
病
気
を
卜
っ
た
と
こ
ろ
草
薙
劔
に
祟
り
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
、
即
日
尾
張
の
熱
田
社
へ
送
り
置
い
た
。

（
（（
）
同
年
同
月
庚
辰
（
一
二
日
）
雨
乞
い
を
し
た
。

　

（
（（
）
同
年
七
月
辛
丑
（
三
日
）
に
諸
国
に
詔
し
て
大
解
除
を
し
た
。

（
（（
） 

同
年
同
月
癸
卯
（
五
日
）
御
幣
を
紀
伊
国
の
国
懸
神
、飛
鳥
の
四
社
、住
吉
大
神
に
奉
っ
た
。

（
（（
）
同
年
八
月
丁
丑
（
九
日
）
天
皇
の
病
気
の
た
め
に
天
神
地
祇
に
祈
っ
た
。
辛
巳
（
一
三
日
）

に
秦
忌
寸
石
勝
を
遣
わ
し
て
御
幣
を
土
左
大
神
に
奉
っ
た
。
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持
統
天
皇
と
神
祇
祭
祀

　
　
　天

武
天
皇
の
崩
御
は
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
九

月
（
丙
午
）
九
日
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
後
の
一
〇
月
己
巳
（
二
日
）
に
は
大
津
皇

子
の
謀
反
が
発
覚
し
て
大
津
は
即
座
に
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
妃
の
山
辺
皇
女
が
髪

を
乱
し
て
裸
足
で
皇
子
の
も
と
に
駆
け
つ
け
共
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
話
や
大
津
皇

子
が
す
ぐ
れ
た
才
覚
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
や
『
懐
風
藻
』
に

は
記
述
さ
れ
て
お
り
、
伊
勢
神
宮
に
斎
宮
と
し
て
奉
仕
し
て
い
た
姉
の
大
伯
皇
女
の

帰
京
と
そ
の
弟
の
大
津
を
偲
ぶ
歌
な
ど
も
『
万
葉
集
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大

津
皇
子
の
殺
害
が
、
わ
が
子
草
壁
皇
子
へ
の
皇
位
継
承
の
安
全
の
た
め
の
天
武
皇
后

の
鸕
野
讃
良
皇
女
（
即
位
し
て
持
統
天
皇
）
の
陰
謀
策
略
で
あ
っ
た
可
能
性
は
き
わ

め
て
高
い
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
逆
に
草
壁
皇
子
の
才
覚
の
程
度
も
推
定
さ
れ
る
。
そ

の
草
壁
も
持
統
三
年
（
六
八
九
年
）
四
月
乙
未
（
一
三
日
）
に
二
八
歳
の
若
さ
で
死

亡
し
、
翌
持
統
四
年
（
六
九
〇
年
）
一
月
に
は
持
統
天
皇
が
自
ら
即
位
し
て
同
年
七

月
庚
辰
（
五
日
）
に
高
市
皇
子
を
太
政
大
臣
に
任
じ
る
。
し
か
し
、
持
統
一
〇
年

（
六
九
六
年
）
に
は
そ
の
高
市
皇
子
も
ま
だ
四
三
歳
の
若
さ
で
死
亡
し
て
し
ま
い
、

持
統
天
皇
は
皇
太
子
の
選
定
を
は
か
る
。『
懐
風
藻
』
の
葛
野
王
伝
に
は
「
高
市
皇

子
薨
後
、
皇
太
后
引
王
公
卿
士
於
禁
中
謀
立
継
嗣
、
時
群
臣
各
挟
私
好
、
衆
議
紛
紜
」

と
あ
り
、
当
時
は
ま
だ
確
か
な
誰
も
が
認
め
る
皇
位
継
承
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　天
智
一
〇
年
（
六
七
一
年
）
一
一
月
丙
辰
（
二
三
日
）
に
近
江
朝
廷
の
内
裏
の
西

殿
の
仏
前
で
行
な
わ
れ
た
誓
盟
、
つ
ま
り
大
友
皇
子
を
一
致
し
て
支
え
て
い
く
と
い

う
左
大
臣
蘇
我
赤
兄
を
始
め
と
す
る
六
人
の
誓
盟
も
、
天
武
八
年
（
六
七
九
年
）
五

月
乙
酉
（
六
日
）
に
吉
野
宮
で
行
な
わ
れ
た
誓
盟
、
つ
ま
り
草
壁
、
大
津
、
高
市
、

川
嶋
、
忍
壁
、
芝
基
の
六
人
の
天
武
の
異
腹
の
皇
子
た
ち
の
誓
盟
も
、
そ
う
し
た
確

か
な
皇
位
継
承
法
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
高
市
皇
子
の
逝
去
後
の
皇
太
子
選
定
の
会
議
が
紛
糾
し
た
の
も
そ
の
た
め

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
天
智
天
皇
の
皇
子
の
大
友
皇
子
を
父
と
し
、
天
武
天
皇
の
皇
女

の
十
市
皇
女
を
母
と
す
る
葛
野
王
、
つ
ま
り
天
智
と
天
武
の
孫
で
あ
る
葛
野
王
が
発

言
し
た
の
が
、
兄
弟
相
承
の
方
式
を
し
り
ぞ
け
子
孫
相
承
の
原
則
を
主
張
す
る
意
見

で
あ
っ
た

（
（（
（

。「
我
国
家
為
法
也
、
神
代
以
来
、
子
孫
相
承
、
以
襲
天
位
。
若
兄
弟
相

及
、
則
乱
従
此
興
。
仰
論
天
心
、
誰
能
敢
測
。
然
以
人
事
推
之
、
聖
嗣
自
然
定
矣
。

此
外
誰
敢
間
然
乎
。」
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
草
壁
皇
太
子
の
嫡
男
子
の
軽
王
（
文
武

天
皇
）
の
立
太
子
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
持
統
天
皇
の
意
に
そ
っ
た
彼
女

が
望
む
と
こ
ろ
の
発
言
で
あ
り
、
さ
っ
そ
く
軽
王
は
持
統
一
一
年
（
六
九
七
年
）
二

月
に
皇
太
子
と
な
り
八
月
に
は
持
統
天
皇
の
禅
譲
に
よ
っ
て
即
位
し
て
文
武
天
皇
と

な
っ
た
。『
懐
風
藻
』
の
記
事
に
よ
り
没
年
が
二
五
歳
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
即
位
の

年
に
は
ま
だ
一
五
歳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　つ
ま
り
、
持
統
天
皇
の
治
世
と
は
、
大
津
皇
子
の
謀
殺
か
ら
始
ま
り
、
草
壁
皇
子

の
死
亡
、
高
市
皇
子
の
死
亡
、
そ
し
て
皇
孫
軽
王
つ
ま
り
文
武
天
皇
の
即
位
へ
と
そ

の
執
念
を
実
現
さ
せ
る
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
非
常
な
緊
張
の
中
に
あ
っ
た
治
世
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
鸕
野
讃
良
皇
女
（
天
武
の
皇
后
、
即
位
し
て
持
統
天
皇
）

に
と
っ
て
、
自
分
の
子
で
あ
る
草
壁
皇
子
を
第
一
に
優
先
さ
せ
な
が
ら
も
亡
姉
の
大

田
皇
女
の
産
ん
だ
大
津
皇
子
へ
も
重
い
地
位
を
与
え
て
草
壁
皇
子
の
地
位
を
不
安
定

に
さ
せ
る
な
ど
し
た
天
武
天
皇
が
、
壬
申
の
乱
の
最
中
に
お
い
て
い
か
に
も
優
柔
不

断
な
人
物
と
描
か
れ
て
い
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
の
上
で
持
統
天
皇
の
思

惑
が
一
部
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
推
測
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　そ
の
よ
う
な
持
統
天
皇
の
治
世
下
で
の
神
祇
祭
祀
の
諸
施
策
に
つ
い
て
、『
日
本

書
紀
』
の
記
述
は
表
（
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。
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朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
一
一
月
壬
子
（
一
六
日
）「
伊
勢
神
祠
に
奉
れ
る
皇
女
大
来
、
還
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　京

師
に
至
る
」

持
統
三
年
（
六
八
九
年
）
四
月
乙
未
（
一
三
日
）

　草
壁
皇
子
死
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五

月

　新
羅
と
の
関
係

　神
功
皇
后
と
の
類
似
四
九
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　八

月
壬
午
（
二
日
）

　百
官
が
神
祇
官
（
神
官
か
ら
神
祇
官
へ
）
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　集

し
て
天
神
地
祇
の
こ
と
を
奉
宣
し
た
。
四
九
九
頁

持
統
四
年
（
六
九
〇
年
）
一
月
戊
寅
の
朔
（
一
日
）

　皇
后
即
位

　神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　神

壽
詞
を
読
み
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
忌
部
宿
禰
色
夫
知
が
神
璽
の
劔
と   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　鏡

を
皇
后
に
奉
上
っ
た
。
そ
し
て
皇
后
が
即
位
し
た
。
公
卿
百
寮
は
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　列

し
て
拝
み
拍
手
し
た
。

　
　『

延
喜
式
』
践
祚
大
嘗
祭
式
に
「
五
位
以
上
、共
起
就
中
庭
版
位
跪
、拍
手
四
度
、度
別
八
遍
。

　
　神

語
所
謂
八
開
手
是
也
」
と
あ
る

　
　一

月
庚
子
（
二
三
日
）
畿
内
の
天
神
地
祇
に
班
幣
し
た
。
神
戸
と
田
地
と
を
加
増
し
た
。

　
　七

月
戊
寅
（
三
日
）

　
 

天
神
地
祇
に
班
幣

持
統
五
年
八
月
辛
亥
（
一
三
日
）  
十
八
の
氏
（
大
三
輪
か
ら
阿
曇
ま
で
列
挙
）
に
詔
し
て
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　祖

等
の
墓
記
を
上
進
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　一

〇
月
甲
子
（
二
七
日
）

　使
者
を
遣
わ
し
て
新
益
京
を
鎮
め
祭
ら
し
め
た
。

　
　
　一

一
月
戊
辰

　大
嘗
を
し
た
。
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天
神
壽
詞
を
読
ん
だ
。

　
　
　
　
　神

祇
官
の
長
上
か
ら
神
部
等
に
い
た
る
ま
で
、
ま
た
供
奉
の
播
磨
・
因
幡
の
郡
司
以

　
　
　
　
　下

百
姓
ま
で
饗
を
賜
い
絹
な
ど
も
賜
っ
た

六
年
一
月
戊
寅
（
一
二
日
）

　新
益
京
の
路
を
観
す

　
　二

月
丁
未
（
一
一
日
）

　諸
官
に
対
し
て
、
三
月
三
日
に
伊
勢
に
行
幸
す
る
の
で
準
備
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　る

よ
う
に
と
の
詔
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

　
　
　
　乙

卯
（
一
九
日
）

　中
納
言
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
が
上
表
し
て
、
伊
勢
へ
の
行
幸
は
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　時

の
妨
げ
と
な
る
と
し
て
諌
め
ま
つ
っ
た
。

　
　三

月
戊
辰
（
三
日
）

　
　中

納
言
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
が
冠
を
脱
い
で
農
作
の
季
節
に
行
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
重
ね
て
諌
め
た
。

し
か
し
、
辛
未
（
六
日
）

　
　そ

の
諌
め
に
は
従
わ
ず
天
皇
は
伊
勢
に
行
幸
さ
れ
た
。

　
　
　
　壬

午
（
一
七
日
）

　行
幸
の
一
行
が
通
過
す
る
神
郡
、
及
び
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

造
等
に
冠
位
を
賜
い
、
今
年
の
調
役
を
免
除
し
、
供
奉
し
た
騎
士
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

諸
司
の
荷
丁
、
行
宮
造
営
の
丁
の
今
年
の
調
役
を
免
除
し
て
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下

に
大
赦
し
た
。

　
　
　
　甲

申
（
一
九
日
）

　に
通
過
し
た
志
摩
国
の
百
姓
、
男
女
八
〇
歳
以
上
に
一
人
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

稲
を
五
〇
束
ず
つ
賜
っ
た
。

乙
酉
（
二
〇
日
）
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
還
御
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
庚
午
（
六
日
）

　阿
胡
行
宮
に
い
た
と
き
に
贄
を
進
上
し
た
和
歌
山
県
牟
婁
郡
人
阿
古
志
海

　
　
　
　
　
　
　
　

 

部
河
瀬
麻
呂
等
兄
弟
三
戸
に
一
〇
年
の
調
役
・
雑
徭
を
免
除
し
た
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　

  

舵
取
り
の
船
頭
八
人
に
今
年
の
調
役
を
免
除
し
た
。

　

五
月
丁
亥
（
二
三
日
） 

難
波
王
等
を
遣
わ
し
て
藤
原
京
の
宮
地
を
鎮
め
祭
ら
し
め
た
。

　
　庚

寅
（
二
六
日
）
御
幣
を
、
伊
勢
・
大
倭
・
住
吉
・
紀
伊
の
大
神
に
奉
ら
し
め
た
。
新
宮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　こ

と
を
申
し
述
べ
た
。

閏
五
月
丁
未
（
一
三
日
）
伊
勢
大
神
か
ら
天
皇
に
奏
し
て
曰
し
た
ま
は
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　伊

勢
国
の
今
年
の
調
役
を
免
除
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
つ
の
神
郡
よ
り
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　す

べ
き
赤
引
絲
参
拾
伍
斤
は
来
年
に
そ
の
分
は
減
ら
す
こ
と
に
し
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

六
月
癸
巳
（
三
〇
日
）

　天
皇
が
直
接
藤
原
京
を
観
覧
さ
れ
た
。

六
年
九
月
丙
午
（
一
四
日
）
神
祇
官
、
奏
し
て
神
宝
書
四
巻
・
鑰
九
箇
・
木
印
一
箇
を
上
る

　
　一

二
月
甲
申
（
二
四
日
）
新
羅
の
調
を
、
伊
勢
・
住
吉
・
紀
伊
・
大
倭
・
菟
名
足
の
五
社

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に

奉
納
し
た
。

八
年
一
月
乙
巳
（
二
一
日
）

　藤
原
京
に
行
幸
さ
れ
た
。

　
　三

月
乙
巳
（
二
二
日
）

　御
幣
を
諸
社
へ
奉
納
し
た
。

　
　三

月
丙
午
（
二
三
日
）
神
祇
官
の
頭
か
ら
祝
部
に
至
る
ま
で
一
六
四
人
に
絁
と
布
を
賜
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た

。

　
　一

二
月
乙
卯
（
六
日
）

　藤
原
京
へ
遷
る

　

一
〇
年
七
月
庚
戌
（
一
〇
日
）

　後
皇
子
尊
（
高
市
皇
子
）
没

　　そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。

　（
（
）
斎
宮
の
こ
と
。
天
武
の
命
に
よ
り
伊
勢
神
宮
に
斎
宮
と
し
て
奉
仕
し
て
い

た
大
伯
皇
女
は
、
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
一
〇
月
の
弟
の
大
津
皇
子
の
事
件
に
よ

り
一
一
月
に
帰
京
し
て
い
る
。
そ
れ
に
代
わ
る
皇
女
が
斎
宮
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
記

事
は
な
く
、
斎
宮
の
派
遣
は
持
統
朝
に
は
ま
だ
制
度
的
な
整
備
は
実
現
し
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
（
）
神
聖
性
の
強
調
。
持
統
天
皇
の
即
位
は
、
当
時
ま

だ
原
則
と
し
て
の
皇
位
継
承
法
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
、
大
き
な
政

治
的
な
緊
張
の
中
で
実
現
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
持
統
四
年
（
六
九
〇
年
）
正

月
戊
寅
の
朔
（
一
日
）
の
即
位
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天
神

壽
詞
を
読
み
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
忌
部
宿
禰
色
夫
知
が
神
璽
の
劔
と
鏡
を
皇
后
に
奉

上
り
、
そ
し
て
皇
后
が
即
位
し
て
公
卿
百
寮
は
羅
列
し
て
拝
み
拍
手
を
し
た
と
あ

る
。
そ
こ
に
は
天
皇
の
神
聖
性
と
儀
礼
的
継
承
の
重
要
性
が
演
出
的
に
強
調
さ
れ
て

お
り
、
天
武
の
王
権
を
継
承
す
る
持
統
の
王
権
の
特
徴
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
持

統
天
皇
六
年
（
六
九
二
年
）
九
月
丙
午
（
一
四
日
）
に
神
祇
官
が
奏
し
て
神
宝
書
四

巻
・
鑰
九
箇
・
木
印
一
箇
を
上
っ
た
と
い
う
記
事
も
そ
れ
に
関
連
し
て
、
天
皇
の
神

聖
性
の
強
調
の
一
環
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　（
（
）
伊
勢
行
幸
の
敢
行
。
そ
の
即
位
の
後
、
一
月
に
は
畿
内
の
天
神
地
祇
に
班

幣
し
七
月
に
は
各
地
の
天
神
地
祇
に
班
幣
し
、
翌
五
年
一
〇
月
に
は
新
し
い
都
城
で

表
7

　
持
統
朝
の
神
祇
祭
祀
の
諸
施
策
の
記
事
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朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
一
一
月
壬
子
（
一
六
日
）「
伊
勢
神
祠
に
奉
れ
る
皇
女
大
来
、
還
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　京

師
に
至
る
」

持
統
三
年
（
六
八
九
年
）
四
月
乙
未
（
一
三
日
）

　草
壁
皇
子
死
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五

月

　新
羅
と
の
関
係

　神
功
皇
后
と
の
類
似
四
九
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　八

月
壬
午
（
二
日
）

　百
官
が
神
祇
官
（
神
官
か
ら
神
祇
官
へ
）
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　集

し
て
天
神
地
祇
の
こ
と
を
奉
宣
し
た
。
四
九
九
頁

持
統
四
年
（
六
九
〇
年
）
一
月
戊
寅
の
朔
（
一
日
）

　皇
后
即
位

　神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　神

壽
詞
を
読
み
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
忌
部
宿
禰
色
夫
知
が
神
璽
の
劔
と   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　鏡

を
皇
后
に
奉
上
っ
た
。
そ
し
て
皇
后
が
即
位
し
た
。
公
卿
百
寮
は
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　列

し
て
拝
み
拍
手
し
た
。

　
　『

延
喜
式
』
践
祚
大
嘗
祭
式
に
「
五
位
以
上
、共
起
就
中
庭
版
位
跪
、拍
手
四
度
、度
別
八
遍
。

　
　神

語
所
謂
八
開
手
是
也
」
と
あ
る

　
　一

月
庚
子
（
二
三
日
）
畿
内
の
天
神
地
祇
に
班
幣
し
た
。
神
戸
と
田
地
と
を
加
増
し
た
。

　
　七

月
戊
寅
（
三
日
）

　

 

天
神
地
祇
に
班
幣

持
統
五
年
八
月
辛
亥
（
一
三
日
）  

十
八
の
氏
（
大
三
輪
か
ら
阿
曇
ま
で
列
挙
）
に
詔
し
て
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　祖

等
の
墓
記
を
上
進
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　一

〇
月
甲
子
（
二
七
日
）

　使
者
を
遣
わ
し
て
新
益
京
を
鎮
め
祭
ら
し
め
た
。

　
　
　一

一
月
戊
辰

　大
嘗
を
し
た
。
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天
神
壽
詞
を
読
ん
だ
。

　
　
　
　
　神

祇
官
の
長
上
か
ら
神
部
等
に
い
た
る
ま
で
、
ま
た
供
奉
の
播
磨
・
因
幡
の
郡
司
以

　
　
　
　
　下

百
姓
ま
で
饗
を
賜
い
絹
な
ど
も
賜
っ
た

六
年
一
月
戊
寅
（
一
二
日
）

　新
益
京
の
路
を
観
す

　
　二

月
丁
未
（
一
一
日
）

　諸
官
に
対
し
て
、
三
月
三
日
に
伊
勢
に
行
幸
す
る
の
で
準
備
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　る

よ
う
に
と
の
詔
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

　
　
　
　乙

卯
（
一
九
日
）

　中
納
言
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
が
上
表
し
て
、
伊
勢
へ
の
行
幸
は
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　時

の
妨
げ
と
な
る
と
し
て
諌
め
ま
つ
っ
た
。

　
　三

月
戊
辰
（
三
日
）

　
　中

納
言
三
輪
朝
臣
高
市
麻
呂
が
冠
を
脱
い
で
農
作
の
季
節
に
行
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
重
ね
て
諌
め
た
。

し
か
し
、
辛
未
（
六
日
）

　
　そ

の
諌
め
に
は
従
わ
ず
天
皇
は
伊
勢
に
行
幸
さ
れ
た
。

　
　
　
　壬

午
（
一
七
日
）

　行
幸
の
一
行
が
通
過
す
る
神
郡
、
及
び
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

造
等
に
冠
位
を
賜
い
、
今
年
の
調
役
を
免
除
し
、
供
奉
し
た
騎
士
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

諸
司
の
荷
丁
、
行
宮
造
営
の
丁
の
今
年
の
調
役
を
免
除
し
て
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下

に
大
赦
し
た
。

　
　
　
　甲

申
（
一
九
日
）

　に
通
過
し
た
志
摩
国
の
百
姓
、
男
女
八
〇
歳
以
上
に
一
人
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

稲
を
五
〇
束
ず
つ
賜
っ
た
。

乙
酉
（
二
〇
日
）
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
還
御
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
庚
午
（
六
日
）

　阿
胡
行
宮
に
い
た
と
き
に
贄
を
進
上
し
た
和
歌
山
県
牟
婁
郡
人
阿
古
志
海

　
　
　
　
　
　
　
　

 

部
河
瀬
麻
呂
等
兄
弟
三
戸
に
一
〇
年
の
調
役
・
雑
徭
を
免
除
し
た
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　

  

舵
取
り
の
船
頭
八
人
に
今
年
の
調
役
を
免
除
し
た
。

　

五
月
丁
亥
（
二
三
日
） 

難
波
王
等
を
遣
わ
し
て
藤
原
京
の
宮
地
を
鎮
め
祭
ら
し
め
た
。

　
　庚

寅
（
二
六
日
）
御
幣
を
、
伊
勢
・
大
倭
・
住
吉
・
紀
伊
の
大
神
に
奉
ら
し
め
た
。
新
宮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　こ

と
を
申
し
述
べ
た
。

閏
五
月
丁
未
（
一
三
日
）
伊
勢
大
神
か
ら
天
皇
に
奏
し
て
曰
し
た
ま
は
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　伊

勢
国
の
今
年
の
調
役
を
免
除
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
つ
の
神
郡
よ
り
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　す

べ
き
赤
引
絲
参
拾
伍
斤
は
来
年
に
そ
の
分
は
減
ら
す
こ
と
に
し
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

六
月
癸
巳
（
三
〇
日
）

　天
皇
が
直
接
藤
原
京
を
観
覧
さ
れ
た
。

六
年
九
月
丙
午
（
一
四
日
）
神
祇
官
、
奏
し
て
神
宝
書
四
巻
・
鑰
九
箇
・
木
印
一
箇
を
上
る

　
　一

二
月
甲
申
（
二
四
日
）
新
羅
の
調
を
、
伊
勢
・
住
吉
・
紀
伊
・
大
倭
・
菟
名
足
の
五
社

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に

奉
納
し
た
。

八
年
一
月
乙
巳
（
二
一
日
）

　藤
原
京
に
行
幸
さ
れ
た
。

　
　三

月
乙
巳
（
二
二
日
）

　御
幣
を
諸
社
へ
奉
納
し
た
。

　
　三

月
丙
午
（
二
三
日
）
神
祇
官
の
頭
か
ら
祝
部
に
至
る
ま
で
一
六
四
人
に
絁
と
布
を
賜
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た

。

　
　一

二
月
乙
卯
（
六
日
）

　藤
原
京
へ
遷
る

　

一
〇
年
七
月
庚
戌
（
一
〇
日
）

　後
皇
子
尊
（
高
市
皇
子
）
没

　　そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
以
下
の
（
点
で
あ
る
。

　（
（
）
斎
宮
の
こ
と
。
天
武
の
命
に
よ
り
伊
勢
神
宮
に
斎
宮
と
し
て
奉
仕
し
て
い

た
大
伯
皇
女
は
、
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
一
〇
月
の
弟
の
大
津
皇
子
の
事
件
に
よ

り
一
一
月
に
帰
京
し
て
い
る
。
そ
れ
に
代
わ
る
皇
女
が
斎
宮
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
記

事
は
な
く
、
斎
宮
の
派
遣
は
持
統
朝
に
は
ま
だ
制
度
的
な
整
備
は
実
現
し
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
（
）
神
聖
性
の
強
調
。
持
統
天
皇
の
即
位
は
、
当
時
ま

だ
原
則
と
し
て
の
皇
位
継
承
法
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
、
大
き
な
政

治
的
な
緊
張
の
中
で
実
現
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
持
統
四
年
（
六
九
〇
年
）
正

月
戊
寅
の
朔
（
一
日
）
の
即
位
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天
神

壽
詞
を
読
み
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
忌
部
宿
禰
色
夫
知
が
神
璽
の
劔
と
鏡
を
皇
后
に
奉

上
り
、
そ
し
て
皇
后
が
即
位
し
て
公
卿
百
寮
は
羅
列
し
て
拝
み
拍
手
を
し
た
と
あ

る
。
そ
こ
に
は
天
皇
の
神
聖
性
と
儀
礼
的
継
承
の
重
要
性
が
演
出
的
に
強
調
さ
れ
て

お
り
、
天
武
の
王
権
を
継
承
す
る
持
統
の
王
権
の
特
徴
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
持

統
天
皇
六
年
（
六
九
二
年
）
九
月
丙
午
（
一
四
日
）
に
神
祇
官
が
奏
し
て
神
宝
書
四

巻
・
鑰
九
箇
・
木
印
一
箇
を
上
っ
た
と
い
う
記
事
も
そ
れ
に
関
連
し
て
、
天
皇
の
神

聖
性
の
強
調
の
一
環
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　（
（
）
伊
勢
行
幸
の
敢
行
。
そ
の
即
位
の
後
、
一
月
に
は
畿
内
の
天
神
地
祇
に
班

幣
し
七
月
に
は
各
地
の
天
神
地
祇
に
班
幣
し
、
翌
五
年
一
〇
月
に
は
新
し
い
都
城
で

表
7

　
持
統
朝
の
神
祇
祭
祀
の
諸
施
策
の
記
事
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あ
る
新
益
京
の
鎮
祭
を
行
な
わ
せ
、
一
一
月
に
は
一
年
遅
れ
で
即
位
の
大
嘗
祭
を
執

行
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
六
年
一
月
に
は
新
益
京
の
街
路
を
観
覧
し
、
二
月
に
は
三

月
三
日
に
伊
勢
へ
の
行
幸
を
宣
言
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
納
言
三
輪
朝
臣

高
市
麻
呂
が
上
表
し
伊
勢
へ
の
行
幸
は
農
時
の
妨
げ
と
な
る
と
し
て
思
い
と
ど
ま
る

よ
う
諌
申
し
て
い
る
。
そ
の
三
月
三
日
に
は
重
ね
て
三
輪
高
市
麻
呂
が
冠
を
脱
い

で
諌
め
た
が
、
辛
未
（
六
日
）
に
天
皇
は
伊
勢
へ
の
行
幸
を
敢
行
し
た
。
行
幸
の
一

行
が
通
過
す
る
神
郡
（『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』
に
よ
れ
ば
大
化
の
改
新
の
と
き
に
度

会
と
多
気
の
二
郡
が
神
郡
と
な
っ
た
と
い
う
）、
及
び
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国
造

等
に
冠
位
を
賜
い
、
今
年
の
調
役
を
免
除
し
、
供
奉
し
た
騎
士
、
諸
司
の
荷
丁
、
行

宮
造
営
の
丁
の
今
年
の
調
役
を
免
除
し
て
、
天
下
に
大
赦
し
た
。
そ
の
後
、
五
月
に

な
っ
て
阿
胡
行
宮
に
滞
在
し
た
と
き
に
贄
を
進
上
し
た
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
住
人
の
阿

古
志
海
部
河
瀬
麻
呂
等
兄
弟
三
戸
に
一
〇
年
の
調
役
・
雑
徭
を
免
除
し
、
舵
取
り
の

船
頭
八
人
に
今
年
の
調
役
を
免
除
し
た
。（
（
）
天
皇
奉
幣
の
神
社
と
し
て
伊
勢
神

宮
が
神
社
の
筆
頭
と
な
っ
た
。
持
統
六
年
（
六
九
二
年
）
庚
寅
（
二
六
日
）
に
御
幣

を
、
伊
勢
・
大
倭
・
住
吉
・
紀
伊
の
大
神
に
奉
ら
し
め
て
新
宮
の
こ
と
を
申
し
述
べ
、

一
二
月
甲
申
（
二
四
日
）
に
は
新
羅
の
調
を
、
伊
勢
・
住
吉
・
紀
伊
・
大
倭
・
菟
名

足
の
五
社
に
奉
納
し
た
。

　以
上
の
（
点
か
ら
み
て
、
こ
の
持
統
朝
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
が
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
、
天
皇
（
持
統
天
皇
）
の
神
聖
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
、「
祈

る
天
武
」
か
ら
「
祭
る
持
統
」
へ
と
神
祇
祭
祀
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
、
な
ど
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
は
天
武
朝
に
本
格
的
に
始
ま
り
持
統
朝
に
そ
の

整
備
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
新
益
京
（
藤
原
京
）
の
造
営
と
不
可

分
の
事
業
で
あ
り
、
政
治
の
中
核
と
し
て
の
都
城
の
造
営
と
、
神
祇
祭
祀
の
中
核
と

し
て
の
伊
勢
神
宮
の
造
営
と
は
、
対
を
な
す
古
代
王
権
の
基
礎
構
築
で
あ
っ
た
こ
と

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
政
治
的
な
律
令
制
と
都
城
制
に
対
応
す
る
の
が
、
宗
教

的
な
官
寺
制
と
神
祇
制
で
あ
り
、
そ
の
神
祇
制
の
中
核
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
の
造
営

で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

天
照
大
神
と
持
統
天
皇

　
　
　先

に
、
日
神
と
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
三
者
に
つ

い
て
時
系
列
的
に
は
日
神
が
推
古
朝
で
先
行
し
そ
れ
に
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
が

続
く
と
述
べ
た
が
、
で
は
そ
の
天
照
大
神
の
登
場
の
時
期
と
は
い
つ
か
。
そ
こ
で

参
照
さ
れ
る
の
は
次
の
（
点
で
あ
る
。
①
天
武
天
皇
の
勅
語
を
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し

た
『
古
事
記
』
で
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
天
照
大
神
が
登
場
す
る
。
②
『
日
本
書
紀
』
で

は
そ
の
編
纂
上
の
年
代
区
分
の
上
で
β
群
に
属
す
る
神
代
か
ら
神
功
摂
政
紀
ま
で
を

除
け
ば
、
そ
れ
以
後
の
歴
史
叙
述
の
中
に
は
天
照
大
神
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
初

め
て
登
場
す
る
の
が
天
武
紀
の
壬
申
の
乱
の
最
中
の
「
天
照
大
神
」
望
拝
の
記
事
と

大
来
皇
女
の
「
天
照
太
神
宮
」
へ
の
派
遣
の
記
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
照
大
神
と

い
う
皇
祖
神
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
は
天
武
・
持
統
朝
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
伊
勢
神
宮
も
前
述
の
よ
う
に
同
じ
く
そ
の
天
武
・
持
統
朝
に
造
営
さ

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
天
照
大
神
と
い
う
女
性
の
皇
祖
神
の
モ
デ
ル

と
な
っ
た
天
皇
と
は
誰
か
、
そ
れ
こ
そ
持
統
天
皇
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
①
謚
号
、
②
皇
孫
と
神
勅
、
③
儀
礼
で
あ
る
。

　ま
ず
①
の
謚
号
、
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

（
（（
（

、
養
老
四

年
（
七
二
〇
）
成
立
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
す
持
統
天
皇
の
謚
号
は
「
高
天
原
広
野

姫
天
皇
」
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
の
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
一
二
月
一
七
日
条
の

葬
送
関
連
記
事
の
記
す
謚
号
は
「
大
倭
根
子
天
之
広
野
日
女
尊
」
で
あ
る
。
こ
の
ヤ

マ
ト
ネ
コ
の
謚
号
は
持
統
の
後
継
者
た
る
文
武
、
元
明
、
元
正
に
も
継
承
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
実
体
性
の
認
め
ら
れ
る
謚
号
で
あ
る
。
そ
の
持
統
の
謚
号
が
「
大
倭
根

子
天
之
広
野
日
女
尊
」
か
ら
高
天
原
を
名
乗
る
「
高
天
原
広
野
姫
天
皇
」
へ
と
改
定

さ
れ
る
七
〇
三
年
以
降
、
七
二
〇
年
ま
で
の
間
こ
そ
、『
記
紀
』
の
天
照
大
神
を
中

心
と
す
る
高
天
原
神
話
の
形
成
期
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　次
に
②
の
皇
孫
と
神
勅
、
で
あ
る
が
、
天
照
大
神
と
皇
孫
瓊
瓊
杵
尊
の
関
係
は
持

統
天
皇
と
文
武
天
皇
の
関
係
を
投
影
し
て
お
り
、「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
は
い
わ
ゆ

る
「
不
改
常
典
」
の
詔
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
明
確
な

皇
位
継
承
法
の
存
在
し
な
か
っ
た
中
で
孫
の
文
武
天
皇
へ
の
継
承
を
実
現
さ
せ
、
さ
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ら
に
後
々
ま
で
も
自
ら
の
皇
統
維
持
を
念
願
し
た
強
固
な
持
統
天
皇
の
意
思
が
そ
こ

に
作
用
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
持
統
天
皇
の
方
針
の
忠
実
な
継

承
者
で
あ
っ
た
女
帝
の
元
明
天
皇
や
元
正
天
皇
と
と
も
に
そ
の
「
不
改
常
典
」
の
詔（

（（
（

を
用
意
す
る
な
ど
し
て
そ
の
皇
位
継
承
を
背
後
で
推
進
し
た
人
物
と
は
、
時
期
的
に

み
て
も
『
大
宝
律
令
』
だ
け
で
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
も
深
く
関
わ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
藤
原
不
比
等
（
六
五
九
―
七
二
〇
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
③
の
儀
礼
、
で
あ
る
が
、
持
統
天
皇
の
即
位
式
に
お
い
て
「
公

ま
え
つ
き
み
つ
か
さ
つ
か
さ

卿
百
寮
、

羅つ
ら
な列

り
て
匝

あ
ま
ねく

拝
み
た
て
ま
つ
り
て
手
拍
つ
」
と
あ
る
が
、そ
の
拍
手
の
作
法
は
『
延

喜
式
』
践
祚
大
嘗
祭
式
に
お
い
て
は
「
五
位
以
上
、
共
起
就
中
庭
版
跪
、
拍
手
四
度
、

度
別
八
遍
、
神
語
所
謂
八
開
手
是
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
後
の
天
皇
の
即
位

式
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
八
開
手
」
の
拍
手
の
儀

礼
は
現
在
ま
で
も
伊
勢
神
宮
の
神
職
の
間
で
継
承
さ
れ
て
い
る
「
八
度
拝
」
と
呼
ば

れ
る
正
式
な
拍
手
の
作
法
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

伊
勢
神
宮
の
奉
祭
過
程

　
　
　以

上
の
歴
史
的
な
追
跡
か
ら
伊
勢
神
宮
の
奉
祭
過
程

と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
以
下
の
（（
点
で
あ
る
。

　（
（
）
推
古
朝
の
遣
隋
使
の
派
遣
に
よ
る
文
化
的
衝
撃
が
一
連
の
推
古
朝
の
改
革

を
推
進
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
環
に
「
天
皇
記
」「
国
記
」
な
ど
の
国
史

の
編
纂
が
あ
り
、
そ
の
時
点
で
「
日
神
」
祭
祀
の
王
権
神
話
の
原
像
が
構
想
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
。

　（
（
）
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
の
中
で
出
雲
国
造
に
神
社
修
造
を
命
じ
た
斉
明
五
年

（
六
五
九
年
）
の
時
点
で
は
伊
勢
神
宮
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
逆
に
そ
こ

に
伊
勢
神
宮
の
修
造
や
祭
祀
ま
た
「
神
風
の
伊
勢
」
の
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
ま
だ
伊
勢
神
宮
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
の
方
が
大
で
あ
る
。

　（
（
）
壬
申
の
乱
に
際
し
て
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
が
伊
勢
国
朝
明
郡
の
迹
太
川

の
辺
で
天
照
太
神
を
望
拝
し
た
と
い
う
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
は
す
で
に

天
照
大
神
が
伊
勢
の
神
宮
に
祭
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
逆

に
、
伊
勢
の
神
宮
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
日
本
書
紀
の
、
神
代
か

ら
神
功
摂
政
紀
ま
で
を
除
く
歴
史
時
代
の
叙
述
の
中
で
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
記
事
が

天
照
大
神
の
初
見
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
望
拝
の
記
事

自
体
が
、
戦
時
物
語
の
脚
色
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
大
で
あ
る
。

　（
（
）『
古
事
記
』
に
そ
の
記
載
が
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
紀
が
と
く
に
記
す

天
照
大
神
の
奉
祭
地
を
も
と
め
て
の
大
和
か
ら
伊
勢
へ
の
移
動
の
物
語
に
お
け
る
近

江
か
ら
美
濃
へ
の
迂
回
伝
承
に
は
、
壬
申
の
乱
の
地
理
的
展
開
か
ら
の
反
映
が
色
濃

く
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
鎮
座
伝
承
は
天
武
・
持
統
朝
か
ら
そ
れ
以
降
に
お
け

る
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
の
段
階
で
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　（
（
）
そ
の
垂
仁
紀
の
倭
姫
命
に
よ
る
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
奉
祭
の
物
語
の
中

に
み
ら
れ
る
「
神
風
の
伊
勢
」
と
い
う
表
現
は
、
神
武
東
征
の
物
語
の
中
の
久
米
歌

に
も
み
え
、
ま
た
『
万
葉
集
』
巻
二
の
柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
へ
の
挽
歌
に
も
み

え
る
軍
事
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
か
ら
の
反
映
が
色
濃
く
う
か

が
え
る
表
現
で
あ
る
。

　（
（
）
ま
た
「
常
世
の
浪
」
の
常
世
と
い
う
語
は
、
同
じ
垂
仁
紀
の
九
〇
年
条
や

神
武
東
征
の
物
語
の
中
に
も
み
え
、
さ
ら
に
は
神
代
紀
（
第
七
段
の
天
石
窟
の
神
話

の
場
面
で
の
常
世
の
長
鳴
鳥
、
第
八
段
第
六
の
一
書
の
少
彦
名
が
弾
か
れ
て
渡
っ
た

と
い
う
常
世
郷
な
ど
）
に
も
、
顕
宗
即
位
前
紀
に
も
み
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
、
皇
極

三
年
七
月
条
の
常
世
神
の
話
に
も
通
じ
る
語
で
、
神
仙
思
想
の
影
響
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
歴
史
的
に
は
そ
の
語
の
流
通
は
皇
極
朝
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。

　（
（
）
天
皇
が
皇
女
を
し
て
天
照
大
神
に
奉
仕
さ
せ
る
斎
宮
の
制
に
つ
い
て
、『
日

本
書
紀
』
に
は
、
①
崇
神
、
②
垂
仁
、
③
景
行
、
④
雄
略
、
⑤
継
体
、
⑥
欽
明
、
⑦

敏
達
、
⑧
用
明
、
⑨
天
武
、
の
歴
代
の
記
事
が
み
え
、
①
②
③
と
⑨
は
天
照
大
神
へ

の
奉
仕
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
④
⑤
は
伊
勢
大
神
祠
、
⑥
は
伊
勢
大
神
、
⑦
は
伊
勢

祠
、
⑧
は
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
仕
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
照
大
神
へ
の
奉
仕
と
伊

勢
の
大
神
や
神
祠
や
神
宮
へ
の
奉
仕
と
い
う
表
記
の
ち
が
い
か
ら
わ
か
る
こ
と
と
は

何
か
。
前
述
の
よ
う
に
時
系
列
上
は
推
古
朝
以
降
に
「
日
神
」
と
い
う
観
念
が
先
行

し
「
天
照
大
神
」
と
い
う
神
話
像
は
天
武
・
持
統
朝
以
降
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
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ら
に
後
々
ま
で
も
自
ら
の
皇
統
維
持
を
念
願
し
た
強
固
な
持
統
天
皇
の
意
思
が
そ
こ

に
作
用
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
持
統
天
皇
の
方
針
の
忠
実
な
継

承
者
で
あ
っ
た
女
帝
の
元
明
天
皇
や
元
正
天
皇
と
と
も
に
そ
の
「
不
改
常
典
」
の
詔（

（（
（

を
用
意
す
る
な
ど
し
て
そ
の
皇
位
継
承
を
背
後
で
推
進
し
た
人
物
と
は
、
時
期
的
に

み
て
も
『
大
宝
律
令
』
だ
け
で
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
も
深
く
関
わ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
藤
原
不
比
等
（
六
五
九
―
七
二
〇
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
③
の
儀
礼
、
で
あ
る
が
、
持
統
天
皇
の
即
位
式
に
お
い
て
「
公

ま
え
つ
き
み
つ
か
さ
つ
か
さ

卿
百
寮
、

羅つ
ら
な列

り
て
匝

あ
ま
ねく

拝
み
た
て
ま
つ
り
て
手
拍
つ
」
と
あ
る
が
、そ
の
拍
手
の
作
法
は
『
延

喜
式
』
践
祚
大
嘗
祭
式
に
お
い
て
は
「
五
位
以
上
、
共
起
就
中
庭
版
跪
、
拍
手
四
度
、

度
別
八
遍
、
神
語
所
謂
八
開
手
是
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
後
の
天
皇
の
即
位

式
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
八
開
手
」
の
拍
手
の
儀

礼
は
現
在
ま
で
も
伊
勢
神
宮
の
神
職
の
間
で
継
承
さ
れ
て
い
る
「
八
度
拝
」
と
呼
ば

れ
る
正
式
な
拍
手
の
作
法
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

伊
勢
神
宮
の
奉
祭
過
程

　
　
　以

上
の
歴
史
的
な
追
跡
か
ら
伊
勢
神
宮
の
奉
祭
過
程

と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
以
下
の
（（
点
で
あ
る
。

　（
（
）
推
古
朝
の
遣
隋
使
の
派
遣
に
よ
る
文
化
的
衝
撃
が
一
連
の
推
古
朝
の
改
革

を
推
進
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
環
に
「
天
皇
記
」「
国
記
」
な
ど
の
国
史

の
編
纂
が
あ
り
、
そ
の
時
点
で
「
日
神
」
祭
祀
の
王
権
神
話
の
原
像
が
構
想
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
。

　（
（
）
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
の
中
で
出
雲
国
造
に
神
社
修
造
を
命
じ
た
斉
明
五
年

（
六
五
九
年
）
の
時
点
で
は
伊
勢
神
宮
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
逆
に
そ
こ

に
伊
勢
神
宮
の
修
造
や
祭
祀
ま
た
「
神
風
の
伊
勢
」
の
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
ま
だ
伊
勢
神
宮
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
の
方
が
大
で
あ
る
。

　（
（
）
壬
申
の
乱
に
際
し
て
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
が
伊
勢
国
朝
明
郡
の
迹
太
川

の
辺
で
天
照
太
神
を
望
拝
し
た
と
い
う
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
は
す
で
に

天
照
大
神
が
伊
勢
の
神
宮
に
祭
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
逆

に
、
伊
勢
の
神
宮
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
日
本
書
紀
の
、
神
代
か

ら
神
功
摂
政
紀
ま
で
を
除
く
歴
史
時
代
の
叙
述
の
中
で
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
記
事
が

天
照
大
神
の
初
見
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
望
拝
の
記
事

自
体
が
、
戦
時
物
語
の
脚
色
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
大
で
あ
る
。

　（
（
）『
古
事
記
』
に
そ
の
記
載
が
な
く
『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
紀
が
と
く
に
記
す

天
照
大
神
の
奉
祭
地
を
も
と
め
て
の
大
和
か
ら
伊
勢
へ
の
移
動
の
物
語
に
お
け
る
近

江
か
ら
美
濃
へ
の
迂
回
伝
承
に
は
、
壬
申
の
乱
の
地
理
的
展
開
か
ら
の
反
映
が
色
濃

く
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
鎮
座
伝
承
は
天
武
・
持
統
朝
か
ら
そ
れ
以
降
に
お
け

る
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
の
段
階
で
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　（
（
）
そ
の
垂
仁
紀
の
倭
姫
命
に
よ
る
天
照
大
神
の
伊
勢
へ
の
奉
祭
の
物
語
の
中

に
み
ら
れ
る
「
神
風
の
伊
勢
」
と
い
う
表
現
は
、
神
武
東
征
の
物
語
の
中
の
久
米
歌

に
も
み
え
、
ま
た
『
万
葉
集
』
巻
二
の
柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
へ
の
挽
歌
に
も
み

え
る
軍
事
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
か
ら
の
反
映
が
色
濃
く
う
か

が
え
る
表
現
で
あ
る
。

　（
（
）
ま
た
「
常
世
の
浪
」
の
常
世
と
い
う
語
は
、
同
じ
垂
仁
紀
の
九
〇
年
条
や

神
武
東
征
の
物
語
の
中
に
も
み
え
、
さ
ら
に
は
神
代
紀
（
第
七
段
の
天
石
窟
の
神
話

の
場
面
で
の
常
世
の
長
鳴
鳥
、
第
八
段
第
六
の
一
書
の
少
彦
名
が
弾
か
れ
て
渡
っ
た

と
い
う
常
世
郷
な
ど
）
に
も
、
顕
宗
即
位
前
紀
に
も
み
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
、
皇
極

三
年
七
月
条
の
常
世
神
の
話
に
も
通
じ
る
語
で
、
神
仙
思
想
の
影
響
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
歴
史
的
に
は
そ
の
語
の
流
通
は
皇
極
朝
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。

　（
（
）
天
皇
が
皇
女
を
し
て
天
照
大
神
に
奉
仕
さ
せ
る
斎
宮
の
制
に
つ
い
て
、『
日

本
書
紀
』
に
は
、
①
崇
神
、
②
垂
仁
、
③
景
行
、
④
雄
略
、
⑤
継
体
、
⑥
欽
明
、
⑦

敏
達
、
⑧
用
明
、
⑨
天
武
、
の
歴
代
の
記
事
が
み
え
、
①
②
③
と
⑨
は
天
照
大
神
へ

の
奉
仕
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
④
⑤
は
伊
勢
大
神
祠
、
⑥
は
伊
勢
大
神
、
⑦
は
伊
勢

祠
、
⑧
は
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
仕
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
照
大
神
へ
の
奉
仕
と
伊

勢
の
大
神
や
神
祠
や
神
宮
へ
の
奉
仕
と
い
う
表
記
の
ち
が
い
か
ら
わ
か
る
こ
と
と
は

何
か
。
前
述
の
よ
う
に
時
系
列
上
は
推
古
朝
以
降
に
「
日
神
」
と
い
う
観
念
が
先
行

し
「
天
照
大
神
」
と
い
う
神
話
像
は
天
武
・
持
統
朝
以
降
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
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り
、
そ
の
伊
勢
へ
の
奉
祭
が
「
伊
勢
神
宮
」
の
造
営
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
日
神
」
→

「
天
照
大
神
」
→
「
伊
勢
神
宮
」
の
順
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
三
番
目
の
「
伊
勢
」

が
④
⑤
⑥
⑦
⑧
に
、
二
番
目
の
「
天
照
大
神
」
が
①
②
③
と
⑨
に
み
え
、
一
番
目
の

「
日
神
」
が
⑧
に
み
え
る
。
前
述
の
よ
う
に
推
古
紀
を
見
た
上
で
書
か
れ
た
用
明
紀

が
一
番
目
の
「
日
神
」
と
し
て
い
る
の
は
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
か
ら
の
流
用
の

可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
推
古
朝
に
す
で
に
「
日
神
」
観
念
が
国
史
編
纂
上
の
神
話

の
中
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
現
存
し
な
い
「
も
う
一
つ
の
推
古

紀
」
に
は
「
日
神
」
奉
祭
の
神
話
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
に
対
し

て
、
⑨
の
天
武
朝
の
「
天
照
大
神
」
は
史
実
の
可
能
性
が
高
く
、
①
②
③
は
そ
の
投

影
に
過
ぎ
ず
史
実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　ま
た
、
三
番
目
の
は
ず
の
「
伊
勢
」
が
④
⑤
⑥
⑦
⑧
に
み
え
る
が
、
そ
の
点
か
ら

指
摘
で
き
る
こ
と
と
は
何
か
。
ま
ず
そ
の
画
期
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
④
雄
略
朝
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
雄
略
天
皇
の
宮
処
で
あ
っ
た
の
が
泊
瀬
で
あ
り
、
そ
の
泊

瀬
と
は
天
武
天
皇
の
大
伯
皇
女
が
伊
勢
へ
斎
宮
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
に
際
し
て
そ
の

前
段
階
と
し
て
泊
瀬
の
斎
宮
が
設
営
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
武
朝
か
ら

持
統
朝
の
時
代
に
お
い
て
も
歴
史
的
で
記
憶
的
な
存
在
で
あ
っ
た
の
は
雄
略
天
皇
で

あ
り
、
そ
の
雄
略
天
皇
の
宮
処
で
あ
っ
た
泊
瀬
の
地
が
、
皇
女
が
身
を
清
め
て
次
第

に
神
に
近
づ
く
所
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
天
武
朝
の
史
実
を
反
映
し
て

い
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　そ
し
て
、
天
武
天
皇
の
命
に
よ
り
伊
勢
神
宮
に
斎
宮
と
し
て
赴
い
た
大
伯
皇
女

は
、
朱
鳥
一
年
（
六
八
六
年
）
一
〇
月
の
弟
の
大
津
皇
子
の
事
件
に
よ
り
一
一
月
に

帰
京
し
て
い
る
が
、そ
れ
に
代
わ
る
皇
女
が
斎
宮
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
記
録
は
な
く
、

政
局
混
乱
を
胚
胎
し
て
い
た
持
統
朝
に
お
い
て
は
ま
だ
斎
宮
の
派
遣
の
制
度
的
な
整

備
に
は
ま
だ
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
（
）
先
に
斎
宮
奉
祭
の
項
と
、
追
記
さ
れ
た
用
明
紀
と
削
除
さ
れ
た
推
古
紀
の

項
と
、
で
前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
β
群
の
推
古
紀
以
外
に
、
皇
女
の
日

神
奉
祭
を
記
す
α
群
で
も
β
群
で
も
な
い
も
う
一
つ
別
の
推
古
紀
が
存
在
し
た
こ
と

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
現
在
み
ら
れ
る
β
群
の
推
古
紀
で
は
そ
の
部
分
が
削

除
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
日
神
奉
祭
に
関
す
る
記
事
を
、『
日
本
書
紀
』
の
編
修
者

た
ち
が
推
古
紀
よ
り
も
古
い
時
代
で
あ
る
崇
神
・
垂
仁
朝
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
に

し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
崇
神
紀
・
垂
仁
紀
の
記
事
は
史
実
を
記
録

し
た
も
の
で
は
な
く
、
日
神
祭
祀
の
神
話
と
儀
礼
が
構
想
さ
れ
た
の
は
推
古
朝
以
降

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
（
）
そ
の
推
古
朝
以
降
に
お
い
て
日
神
祭
祀
の
神
話
が
醸
成
さ
れ
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
天
武
朝
の
伊
勢
神
宮
へ
の
斎
宮
の
派  

遣
、持
統
朝
の
伊
勢
神
宮
の
造
営
（
文
武
二
年
（
六
九
八
）
の
伊
勢
神
宮
の
造
営
も
）

の
最
終
段
階
へ
と
い
た
る
ま
で
の
経
緯
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
間
で
少
な
く
と
も
三
つ
の
画
期
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
前
述
の

よ
う
な
い
わ
ば
遣
隋
使
シ
ョ
ッ
ク
つ
ま
り
遣
隋
使
派
遣
で
得
た
文
化
衝
撃
に
よ
る
推

古
朝
の
諸
改
革
と
そ
の
一
環
と
し
て
の
国
史
編
纂
、
そ
し
て
そ
の
構
想
の
中
で
の
王

権
神
話
と
し
て
の
日
神
祭
祀
の
神
話
創
造
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
半
島
情
勢
の
変
化

に
伴
う
対
外
緊
張
化
の
中
で
の
斉
明
朝
に
お
け
る
出
雲
国
造
に
対
す
る
「
修
厳
神
之

宮
」
の
命
令
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
欽
明
紀
が
記
す
高
句
麗
の
攻
勢
に
よ
る
百

済
の
危
機
に
際
し
て
「
修
理
神
宮
、
奉
祭
神
霊
」
つ
ま
り
神
の
宮
を
修
ひ
理
め
て
神

の
霊
を
祭
り
奉
ら
ば
、
国く

に
さ
か
え

昌
盛
ぬ
べ
し
、
と
い
っ
た
と
い
う
故
事
に
も
通
じ
る
も
の

で
あ
り
、
斉
明
朝
の
半
島
戦
略
に
お
い
て
出
雲
と
そ
の
地
域
王
権
が
宗
教
的
な
意
味

で
の
前
線
的
な
特
別
な
意
味
を
荷
う
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

そ
し
て
こ
の
時
期
、
伊
勢
神
宮
が
奉
祭
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
前
述
の
よ
う
に
そ

れ
は
い
ず
れ
と
も
断
定
で
き
な
い
。
た
だ
「
神
風
の
伊
勢
」
と
い
う
表
現
が
軍
事
的

色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
と
つ
い
に

は
半
島
出
兵
へ
と
向
か
う
こ
の
時
期
で
あ
り
、
す
で
に
伊
勢
神
宮
が
祭
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
れ
ば
そ
の
社
殿
の
厳
し
き
修
造
や
厳
し
き
祭
祀
が
行
な
わ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
が
、
そ
の
記
事
は
な
い
。
三
つ
め
は
、
前
述
の
よ
う
な
壬
申
の
乱
の
最
中

に
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
が
望
拝
し
た
天
照
大
神
と
い
う
の
が
、
す
で
に
伊
勢
の
地
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に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
だ
大
和
の
地
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
か
ら
か
と
い
う
問
題
が
残
り
、
後
者
な
ら
そ
れ

は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
根
本
的
に
、
そ
の
望
拝

の
記
事
自
体
が
戦
時
的
な
物
語
と
し
て
架
空
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
残
る
。

　（
（0
）
そ
こ
で
こ
こ
に
一
つ
の
仮
説
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
推
古
朝
に
お
け
る
王
権
神
話
の
創
造
の
中
に
日
神
祭
祀
の
神
話
が
存
在
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
皇
祖
神
で
も
天
照
大
神
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
家
と

蘇
我
氏
と
の
関
係
を
中
心
と
す
る
王
権
起
源
神
話
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の

後
、
斉
明
朝
の
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
の
中
で
、
出
雲
の
王
権
の
祭
祀
世
界
に
対
す
る

大
和
王
権
か
ら
の
注
目
度
が
増
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
大
和
の
王
権
に
と
っ
て
の

「〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
暗
示

し
て
い
る
の
が
、
垂
仁
の
皇
子
の
誉
津
別
王
の
言
語
障
害
と
斉
明
の
皇
孫
の
建
王
の

言
語
障
害
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
共
通
性
、
ま
た
斉
明
紀
と
神
功
皇
后
紀
の
半
島
出
兵

と
い
う
話
題
の
共
通
性
と
そ
の
神
功
皇
后
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
壬
申
の
乱
か
ら
の
反

映
と
考
え
ら
れ
る
「
神
風
の
伊
勢
」
と
い
う
表
現
、
そ
し
て
出
雲
神
話
に
特
徴
的
な

「
荒
魂
・
和
魂
」（『
古
事
記
』で
は
「
幸
魂
・
奇
魂
）と
い
う
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

の
ち
の
天
武
・
持
統
朝
に
形
成
さ
れ
る
天
照
大
神
と
そ
の
伊
勢
神
宮
へ
の
祭
祀
へ
向

け
て
の
大
き
な
画
期
が
こ
の
斉
明
朝
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　（
（（
）
伊
勢
神
宮
の
社
殿
造
営
の
時
期
の
問
題
と
し
て
は
、
天
武
三
年
（
六
七
四
）

の
皇
女
の
大
来
皇
女
（
大
伯
皇
女
）
の
伊
勢
へ
の
派
遣
の
段
階
で
は
天
照
太
神
宮
の

社
殿
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
斎
宮
の
大
来
皇
女

が
泊
瀬
の
斎
宮
に
籠
も
っ
た
と
い
う
天
武
二
年
（
六
七
三
）
四
月
か
ら
い
よ
い
よ
伊

勢
神
宮
に
向
か
っ
て
出
立
し
た
と
い
う
天
武
三
年
（
六
七
四
）
一
〇
月
ま
で
の
約
一

年
半
の
間
に
、
そ
の
社
殿
の
造
営
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
で
あ
る
。

翌
天
武
四
年
（
六
七
五
）
の
十
市
皇
女
と
阿
閉
皇
女
に
よ
る
伊
勢
神
宮
へ
の
参
向
に

お
い
て
も
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
の
多
紀
皇
女
、
山
背
姫
王
、
石
川
夫
人
の
伊
勢

神
宮
へ
の
派
遣
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
持
統
六
年
（
六
九
二
）
の
持

統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
に
際
し
て
伊
勢
神
宮
の
社
殿
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ

う
。
そ
の
行
幸
の
一
行
が
通
過
す
る
神
郡
、
及
び
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国
造
等
に

冠
位
を
賜
い
今
年
の
調
役
を
免
除
し
供
奉
し
た
騎
士
、
諸
司
の
荷
丁
、
行
宮
造
営
の

丁
の
今
年
の
調
役
を
免
除
し
て
天
下
に
大
赦
し
た
、
と
い
う
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
す

で
に
伊
勢
神
宮
の
造
営
や
修
理
や
祭
祀
の
用
度
な
ど
の
諸
費
用
を
負
担
し
、
供
御
し

充
当
す
る
神
郡
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神
郡
の
設
置
こ

そ
が
あ
ら
た
め
て
大
規
模
な
社
殿
造
営
を
実
現
さ
せ
る
画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
律
令
制
的
な
税
制
度
の
も
と
で
の
正
式
で
公
的
な
伊
勢
神
宮
の
造
営

で
あ
り
、
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
新
益
京
（
藤
原
京
）
と
い
う
新
た
な
都
城
の
造
営

と
対
を
な
す
国
家
事
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
持
統
譲
位
に
よ
っ
て
即
位
し
た

文
武
天
皇
の
二
年
（
六
九
八
）
一
二
月
に
は
「
遷
多
気
大
神
宮
干
度
合
郡
」
と
あ
り
、

つ
づ
く
元
明
天
皇
は
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
一
〇
月
に
平
城
京
へ
の
遷
都
と
平
城
宮

の
造
営
を
告
げ
る
た
め
伊
勢
神
宮
へ
と
奉
幣
を
行
な
っ
て
い
る
。
政
治
と
宗
教
の
二

分
論
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
権
力
と
し
て
の
律
令
制
と
都
城
制
、
に
対
応
す
る
宗
教
権

威
と
し
て
の
官
寺
制
と
神
祇
制
、
と
い
う
律
令
国
家
の
体
系
の
も
と
で
そ
の
神
祇
制

の
中
核
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
伊
勢
神
宮
の
造
営
と
祭
祀
と
が
そ
こ
に
完
成
し
た
の

で
あ
る
。

　（
（（
）
古
代
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
天
照
大
神
の
祭
祀
は
、
こ
う
し
て
推
古
、
斉

明
、
持
統
と
い
う
い
ず
れ
も
女
性
の
天
皇
の
治
世
下
に
三
つ
の
画
期
を
も
っ
て
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
歴
史
で
長
く
日
本
の
王
権
と
神
社
祭
祀
の
根
幹
を
成

す
も
の
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

❹
伊
勢
神
宮
と
出
雲
大
社

天
照
大
神
祭
祀
の
特
徴

　
　
　伊

勢
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
天
照
大
神
と
い
う
神
の
特

徴
と
し
て
主
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
天
皇
自
身
で
は
な
く
皇
女
が
御
杖
代
と

し
て
斎
宮
と
し
て
奉
祭
す
る
神
で
あ
る
と
い
う
点
、
第
二
に
新
嘗
の
稲
米
な
ど
穀
類
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に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
だ
大
和
の
地
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
か
ら
か
と
い
う
問
題
が
残
り
、
後
者
な
ら
そ
れ

は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
根
本
的
に
、
そ
の
望
拝

の
記
事
自
体
が
戦
時
的
な
物
語
と
し
て
架
空
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
残
る
。

　（
（0
）
そ
こ
で
こ
こ
に
一
つ
の
仮
説
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
推
古
朝
に
お
け
る
王
権
神
話
の
創
造
の
中
に
日
神
祭
祀
の
神
話
が
存
在
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
皇
祖
神
で
も
天
照
大
神
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
家
と

蘇
我
氏
と
の
関
係
を
中
心
と
す
る
王
権
起
源
神
話
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の

後
、
斉
明
朝
の
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
の
中
で
、
出
雲
の
王
権
の
祭
祀
世
界
に
対
す
る

大
和
王
権
か
ら
の
注
目
度
が
増
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
大
和
の
王
権
に
と
っ
て
の

「〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
暗
示

し
て
い
る
の
が
、
垂
仁
の
皇
子
の
誉
津
別
王
の
言
語
障
害
と
斉
明
の
皇
孫
の
建
王
の

言
語
障
害
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
共
通
性
、
ま
た
斉
明
紀
と
神
功
皇
后
紀
の
半
島
出
兵

と
い
う
話
題
の
共
通
性
と
そ
の
神
功
皇
后
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
壬
申
の
乱
か
ら
の
反

映
と
考
え
ら
れ
る
「
神
風
の
伊
勢
」
と
い
う
表
現
、
そ
し
て
出
雲
神
話
に
特
徴
的
な

「
荒
魂
・
和
魂
」（『
古
事
記
』で
は
「
幸
魂
・
奇
魂
）と
い
う
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

の
ち
の
天
武
・
持
統
朝
に
形
成
さ
れ
る
天
照
大
神
と
そ
の
伊
勢
神
宮
へ
の
祭
祀
へ
向

け
て
の
大
き
な
画
期
が
こ
の
斉
明
朝
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　（
（（
）
伊
勢
神
宮
の
社
殿
造
営
の
時
期
の
問
題
と
し
て
は
、
天
武
三
年
（
六
七
四
）

の
皇
女
の
大
来
皇
女
（
大
伯
皇
女
）
の
伊
勢
へ
の
派
遣
の
段
階
で
は
天
照
太
神
宮
の

社
殿
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
斎
宮
の
大
来
皇
女

が
泊
瀬
の
斎
宮
に
籠
も
っ
た
と
い
う
天
武
二
年
（
六
七
三
）
四
月
か
ら
い
よ
い
よ
伊

勢
神
宮
に
向
か
っ
て
出
立
し
た
と
い
う
天
武
三
年
（
六
七
四
）
一
〇
月
ま
で
の
約
一

年
半
の
間
に
、
そ
の
社
殿
の
造
営
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
で
あ
る
。

翌
天
武
四
年
（
六
七
五
）
の
十
市
皇
女
と
阿
閉
皇
女
に
よ
る
伊
勢
神
宮
へ
の
参
向
に

お
い
て
も
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
の
多
紀
皇
女
、
山
背
姫
王
、
石
川
夫
人
の
伊
勢

神
宮
へ
の
派
遣
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
持
統
六
年
（
六
九
二
）
の
持

統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
に
際
し
て
伊
勢
神
宮
の
社
殿
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ

う
。
そ
の
行
幸
の
一
行
が
通
過
す
る
神
郡
、
及
び
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
の
国
造
等
に

冠
位
を
賜
い
今
年
の
調
役
を
免
除
し
供
奉
し
た
騎
士
、
諸
司
の
荷
丁
、
行
宮
造
営
の

丁
の
今
年
の
調
役
を
免
除
し
て
天
下
に
大
赦
し
た
、
と
い
う
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
す

で
に
伊
勢
神
宮
の
造
営
や
修
理
や
祭
祀
の
用
度
な
ど
の
諸
費
用
を
負
担
し
、
供
御
し

充
当
す
る
神
郡
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神
郡
の
設
置
こ

そ
が
あ
ら
た
め
て
大
規
模
な
社
殿
造
営
を
実
現
さ
せ
る
画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
律
令
制
的
な
税
制
度
の
も
と
で
の
正
式
で
公
的
な
伊
勢
神
宮
の
造
営

で
あ
り
、
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
新
益
京
（
藤
原
京
）
と
い
う
新
た
な
都
城
の
造
営

と
対
を
な
す
国
家
事
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
持
統
譲
位
に
よ
っ
て
即
位
し
た

文
武
天
皇
の
二
年
（
六
九
八
）
一
二
月
に
は
「
遷
多
気
大
神
宮
干
度
合
郡
」
と
あ
り
、

つ
づ
く
元
明
天
皇
は
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
一
〇
月
に
平
城
京
へ
の
遷
都
と
平
城
宮

の
造
営
を
告
げ
る
た
め
伊
勢
神
宮
へ
と
奉
幣
を
行
な
っ
て
い
る
。
政
治
と
宗
教
の
二

分
論
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
権
力
と
し
て
の
律
令
制
と
都
城
制
、
に
対
応
す
る
宗
教
権

威
と
し
て
の
官
寺
制
と
神
祇
制
、
と
い
う
律
令
国
家
の
体
系
の
も
と
で
そ
の
神
祇
制

の
中
核
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
伊
勢
神
宮
の
造
営
と
祭
祀
と
が
そ
こ
に
完
成
し
た
の

で
あ
る
。

　（
（（
）
古
代
の
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
天
照
大
神
の
祭
祀
は
、
こ
う
し
て
推
古
、
斉

明
、
持
統
と
い
う
い
ず
れ
も
女
性
の
天
皇
の
治
世
下
に
三
つ
の
画
期
を
も
っ
て
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
歴
史
で
長
く
日
本
の
王
権
と
神
社
祭
祀
の
根
幹
を
成

す
も
の
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

❹
伊
勢
神
宮
と
出
雲
大
社

天
照
大
神
祭
祀
の
特
徴

　
　
　伊

勢
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
天
照
大
神
と
い
う
神
の
特

徴
と
し
て
主
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
天
皇
自
身
で
は
な
く
皇
女
が
御
杖
代
と

し
て
斎
宮
と
し
て
奉
祭
す
る
神
で
あ
る
と
い
う
点
、
第
二
に
新
嘗
の
稲
米
な
ど
穀
類
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と
贄
物
の
魚
介
類
な
ど
飲
食
を
さ
れ
る
神
で
あ
る
と
い
う
点
、
第
三
に
二
〇
年
ご
と

に
式
年
遷
宮
、
つ
ま
り
社
殿
の
造
替
を
く
り
か
え
さ
れ
る
神
で
あ
る
と
い
う
点
、
と

い
う
三
点
で
あ
る
。

　第
一
の
御
杖
代
と
し
て
皇
女
、
斎
宮
を
も
っ
て
祭
る
と
い
う
の
は
、
神
霊
の
依
代

と
し
て
奉
仕
す
る
役
で
あ
る
。
そ
れ
は
崇
神
紀
・
垂
仁
紀
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
の
二
柱
の
神
を
天
皇
の
大
殿
の
内
に
並
べ
祭
っ
て
い
た
が
、

神
の
勢
い
を
畏
れ
て
共
に
住
む
こ
と
安
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
、
天
照
大
神
を
皇
女

豊
鋤
入
姫
命
に
託
け
て
倭
の
笠
縫
邑
に
祭
る
こ
と
と
し
て
磯
堅
城
の
神
籬
を
立
て
、

日
本
大
国
魂
神
は
皇
女
渟
名
城
入
姫
に
託
け
て
祭
ら
せ
た
が
、
渟
名
城
入
姫
の
髪
が

落
ち
身
体
が
痩
せ
衰
え
て
祭
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
大
物
主
神

の
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
へ
の
神
憑
り
が
あ
り
大
田
田
根
子
が
大
物
主
神
を
、
市
磯
長
尾

市
が
倭
大
国
魂
神
を
祭
る
こ
と
と
し
た
。
次
の
垂
仁
紀
の
記
事
で
は
天
照
大
神
を
豊

耜
入
姫
命
か
ら
離
し
て
倭
姫
命
に
託
け
、
倭
姫
命
は
大
神
を
鎮
め
坐
さ
せ
む
処
を
求

め
て
大
神
の
教
え
に
し
た
が
い
そ
の
祠
を
伊
勢
国
に
立
て
て
斎
宮
を
五
十
鈴
の
川
上

に
興
て
た
と
い
う
。

　現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
伊
勢
の
皇
大
神
宮
と
豊
受
大
神
宮
に
お
け
る
禰
宜

と
大
物
忌
の
関
係
に
は
こ
の
斎
宮
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
桜
井

勝
之
進
氏
で
あ
る

（
（（
（

。
神
宮
で
は
禰
宜
の
斎
戒
の
一
部
を
そ
の
氏
一
統
の
童
女
に
分
担

さ
せ
る
制
度
が
あ
り
そ
れ
を
物
忌
と
も
名
づ
け
て
い
る
と
い
う
。
鹿
島
神
宮
の
「
物

忌
」
に
も
共
通
す
る
も
の
で
皇
女
は
天
皇
の
分
身
と
し
て
代
理
と
し
て
厳
格
な
斎
戒

を
分
担
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　第
二
の
神
の
飲
食
で
あ
る
が
、
外
宮
の
豊
受
大
神
宮
が
内
宮
の
皇
大
神
宮
の
天
照

大
神
へ
の
大お

お
み
け

御
饌
を
つ
か
さ
ど
る
御み

け
つ
か
み

饌
都
神
で
あ
り
、
現
在
も
御
饌
殿
で
は
毎
日
朝

夕
の
二
回
、
天
照
大
神
に
神
饌
を
奉
る
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
情
報
と
し

て
は
、
九
世
紀
初
頭
の
史
料
と
し
て
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
三
月
に
度
会
宮
禰
宜

五
月
麻
呂
、
内
人
神
主
山
代
・
同
御
受
・
同
牛
主
ら
よ
り
神
祇
官
を
経
て
太
政
官
に

奏
上
さ
れ
た
解
文
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
と
、
同
年
八
月
に
宮
司
大
中
臣
真
継
、
禰

宜
荒
木
田
公
成
、
大
内
人
宇
治
土
公
磯
部
小
紲
ら
に
よ
っ
て
神
祇
官
に
進
上
し
た
解

文
『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』
が
あ
る
。
そ
し
て
、
天
武
の
勅
語
に
よ
る
七
世
紀
末
か
ら

八
世
紀
初
頭
の
情
報
と
し
て
の
『
古
事
記
』
に
は
、「
鏡
は
御
魂
、
思
金
神
は
政
、

こ
の
二
柱
の
神
は
佐
久
久
斯
侶
伊
須
受
能
宮
に
拝
祭
と
あ
り
、
登
由
宇
気
神
、
此
は

外
宮
の
度
相
に
坐
す
神
ぞ
」
と
あ
る
。
天
照
大
神
と
い
う
神
が
人
間
の
よ
う
に
毎
日

生
き
て
食
事
を
す
る
神
だ
と
す
る
観
念
は
七
世
紀
末
以
来
長
く
継
承
さ
れ
て
き
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
幹
を
な
す
の
が
新
嘗
祭
で
あ
り
御
贄
の
献
納

で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

　第
三
の
、
二
〇
年
ご
と
の
新
た
な
社
殿
の
造
替
と
神
宝
の
奉
献
と
い
う
式
年
遷
宮

を
く
り
か
え
す
神
と
い
う
点
で
あ
る
が
、『
大
神
宮
諸
雑
事
記
』
第
一
の
「
持
統
女

帝
皇

　即
位
四
年

　庚
寅
太
神
宮
御
遷
宮
」
の
記
事
な
ど
か
ら
持
統
四
年
（
六
九
〇
）

か
ら
開
始
さ
れ
た
と
い
う
の
が
通
説
と
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
九
世
紀
の
成
立
で
あ

り
同
時
代
の
史
料
で
は
な
い
。
ま
た
国
史
に
お
け
る
「
遷
宮
」
の
初
見
は
『
続
日
本

後
紀
』
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
年
九
月
七
日
条
に
ま
で
下
る
が
、
こ
の
遷
宮
が
奈
良

時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
研
究
者
の
間
で
と
く
に
異
論
は
な
い
。

そ
の
後
、
戦
国
期
の
中
断
（
寛
正
四
年
一
六
七
三
～
永
禄
五
年
一
五
六
二
）
や
戦
後

の
混
乱
期
の
昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
の
式
年
予
定
を
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）

に
延
期
し
て
実
施
し
た
第
五
九
回
の
遷
宮
な
ど
を
経
て
、
現
在
第
六
二
回
の
平
成

二
五
年
（
二
〇
〇
三
）
の
遷
宮
に
向
け
て
す
で
に
諸
行
事
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
遷
宮
に
よ
る
社
殿
の
新
調
と
神
宝
装
束
類
の
奉
献
は
、
毎

日
の
食
事
の
調
進
と
同
じ
く
神
へ
の
清
新
な
る
衣
食
住
の
資
財
の
奉
献
で
あ
り
、
天

照
大
神
が
皇
祖
神
と
し
て
人
格
的
に
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ

る
。
太
陽
神
と
い
う
素
朴
な
自
然
神
で
も
な
く
、
デ
ウ
ス
や
ア
ラ
ー
の
よ
う
な
天
地

創
造
の
絶
対
超
越
神
で
も
な
い
、
生
け
る
現
人
神
（
景
行
紀
に
み
え
る
表
現
）
た
る

歴
代
の
天
皇
に
と
っ
て
の
皇
祖
神
で
あ
る
。
文
武
天
皇
が
持
統
天
皇
の
後
ろ
盾
を

も
っ
て
そ
の
元
年
（
六
九
七
）
の
即
位
の
宣
命
で
官
僚
貴
族
の
心
得
と
し
て
述
べ
て

い
る
「
明
き
浄
き
直
き
誠
の
心
を
以
て
（
中
略
）
務
め
結し

ま
り
て
仕
え
奉
れ
」
と
い
う
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精
神
が
、
伊
勢
神
宮
の
天
照
大
神
の
祭
祀
の
精
神
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
重
王
権
論
の
視
点
か
ら
―
武
力
王
か
ら
祭
祀
王
へ
―

　
　
　こ

の
天
武
・
持
統
の
王

権
に
対
す
る
理
解
と
把
握
の
上
で
有
効
と
思
わ
れ
る
の
が
王
権
の
世
俗
性
と
宗
教
性

に
着
目
す
る
い
わ
ゆ
る
二
重
王
権
論

（
（（
（

で
あ
る
。『
魏
志
倭
人
伝
』
の
記
す
三
世
紀
半

ば
の
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
は
そ
の
記
事
に
み
る
か
ぎ
り
典
型
的
な
祭
祀
王
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
王
権
の
二
重
性
か
ら
す
れ
ば
純
粋
な
祭
祀
王
と

い
う
の
は
存
在
し
な
い
。
必
ず
世
俗
的
な
武
力
装
置
を
装
備
し
て
い
る
こ
と
に
ま
ち

が
い
は
な
い
。
し
か
し
、
祭
祀
王
と
し
て
の
特
徴
が
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
宋
書
倭
国
伝
』
の
記
す
五
世
紀
後
半
の
倭
王
武
は
列
島

一
円
の
各
地
の
小
国
家
を
征
服
統
合
し
た
典
型
的
な
武
力
王
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

単
純
な
世
俗
王
・
武
力
王
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
定
の
宗
教
性
を
も
つ
祭
祀
王
と

し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
武
の
王
権
を
特
徴
づ
け

て
い
た
の
は
祭
祀
王
と
い
う
よ
り
も
世
俗
王
と
し
て
の
性
格
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
律
令
国
家
体
制
整
備
の
段
階
で
編
纂
さ
れ

た
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
語
る
大
和
王
権
は
、
き
わ
め
て
神
聖
性
が
強
調

さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
欽
明
朝
の
仏
教
伝
来
に
と
も
な
う
文
化
的

衝
撃
、
推
古
朝
の
遣
隋
使
派
遣
に
と
も
な
う
文
化
的
衝
撃
、
斉
明
朝
の
半
島
情
勢
の

大
転
換
に
と
も
な
う
政
治
的
衝
撃
、
そ
し
て
未
曾
有
の
内
乱
で
あ
っ
た
壬
申
の
乱
、

そ
れ
ら
時
代
ご
と
の
画
期
を
経
て
成
熟
し
て
き
て
い
た
大
和
王
権
の
実
態
で
あ
っ

た
。
そ
の
間
、
雄
略
に
は
武
闘
の
世
俗
性
が
卓
越
し
て
い
た
が
、
欽
明
か
ら
皇
極
ま

で
の
歴
代
は
い
ず
れ
も
仏
教
文
化
と
半
島
交
流
を
独
占
す
る
蘇
我
氏
の
権
勢
を
後
ろ

盾
に
し
た
依
存
的
な
王
権
で
あ
っ
た
。
壬
申
の
乱
を
勝
利
し
た
天
武
に
は
皇
極
以
来

の
宗
教
性
と
と
も
に
結
果
的
に
武
闘
性
が
付
加
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
そ
の
天
武
が

あ
ら
た
め
て
必
要
と
し
た
の
は
そ
の
王
権
を
強
化
す
る
上
で
の
さ
ら
な
る
祭
祀
性
、

神
聖
性
の
強
調
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
中
国
皇
帝
を
模
し
て
絶
対
的
な
支
配
者
と
し

て
律
令
国
家
に
君
臨
す
る
日
本
国
王
と
し
て
め
ざ
さ
れ
た
の
が
、
世
俗
王
権
と
祭
祀

王
権
と
の
両
者
を
合
し
て
一
身
に
帯
す
る
超
越
神
聖
王
権
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

（
（（
（

。

そ
し
て
、
そ
の
実
現
の
施
策
の
一
環
を
し
め
て
い
た
の
が
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
で
あ

り
、
そ
の
天
武
の
め
ざ
し
た
超
越
神
聖
王
権
を
実
現
し
た
の
が
後
継
者
と
し
て
自
ら

即
位
し
た
持
統
で
あ
っ
た
。

　次
に
あ
げ
る
二
首
は
『
万
葉
集
』
に
収
め
る
有
名
な
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
天

武
が
め
ざ
し
持
統
が
継
承
し
実
現
し
た
超
越
神
聖
王
権
を
詠
ん
だ
も
の
と
読
み
取
る

べ
き
歴
史
的
に
も
政
治
的
に
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
歌
で
あ
る
。

大
君
は

　神
に
し
坐ま

せ
ば

　赤
駒
の

　葡は
ら
ば蔔

ふ
田
井
を

　都
と
な
し
つ

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

　
　
　
　
　
　
　
　（

大
伴
御
行

　万
葉
集
巻
十
九
）

大
君
は

　神
に
し
座ま

せ
ば

　天
雲
の

　雷
の
上
に

　廬
い
お
りせ

る
か
も

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

柿
本
人
麻
呂

　
　万

葉
集
巻
三
）

　そ
し
て
、
神
風
の
伊
勢
の
地
に
太
陽
神
で
あ
り
か
つ
皇
祖
神
と
し
て
天
照
大
神
を

祭
っ
た
天
武
と
持
統
に
と
っ
て
、
草
壁
皇
子
は
そ
の
名
も
日
並
皇
子
尊
、
日
の
皇
子

と
詠
ま
れ
た
皇
子
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
武
天
皇
（
六
八
六
年
没
）
も
草
壁
皇
子

（
六
八
九
年
没
：
二
八
歳
）
も
あ
い
つ
い
で
没
し
て
し
ま
う
。
天
武
の
跡
を
継
承
し
た

の
は
持
統
女
帝
（
七
〇
二
年
没
：
五
八
歳
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
、
皇
位
の
継

承
も
混
乱
し
、
皇
親
や
天
皇
側
近
ま
た
官
人
貴
族
な
ど
諸
勢
力
の
間
で
の
政
治
抗
争

に
よ
る
政
局
不
安
の
状
態
が
続
い
て
、
超
越
神
聖
王
権
の
実
現
は
当
初
の
天
武
と
持

統
の
時
代
の
み
の
一
時
的
な
現
象
と
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
歴
代
の

天
皇
は
天
武
が
実
現
さ
せ
た
祭
祀
王
の
性
格
を
も
ち
な
が
ら
も
、
同
時
に
政
治
抗
争

の
中
に
位
置
す
る
伝
統
的
な
世
俗
王
の
性
格
を
も
併
せ
も
ち
続
け
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
天
武
皇
統
か
ら
天
智
皇
統
へ
の
転
換
、
平
城
京
か
ら
長
岡
京
さ
ら
に

平
安
京
へ
の
遷
都
、
そ
れ
ら
の
政
治
状
況
の
変
化
の
中
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
王
権
の

不
安
定
な
二
重
性
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
平
安
京
に
遷
都
し
た
王
権
に
変
化

が
起
き
る
の
は
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
で
あ
り
、
新
た
な
「
天
皇
祭
祀
」

と
「
摂
関
政
治
」
と
が
相
互
に
補
完
し
あ
う
関
係
の
構
築
の
上
で
、
平
安
王
朝
の
天

皇
は
よ
う
や
く
祭
祀
王
と
世
俗
王
と
の
二
重
性
か
ら
の
脱
皮
に
成
功
し
て
、
純
粋
な
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精
神
が
、
伊
勢
神
宮
の
天
照
大
神
の
祭
祀
の
精
神
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
重
王
権
論
の
視
点
か
ら
―
武
力
王
か
ら
祭
祀
王
へ
―

　
　
　こ

の
天
武
・
持
統
の
王

権
に
対
す
る
理
解
と
把
握
の
上
で
有
効
と
思
わ
れ
る
の
が
王
権
の
世
俗
性
と
宗
教
性

に
着
目
す
る
い
わ
ゆ
る
二
重
王
権
論

（
（（
（

で
あ
る
。『
魏
志
倭
人
伝
』
の
記
す
三
世
紀
半

ば
の
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
は
そ
の
記
事
に
み
る
か
ぎ
り
典
型
的
な
祭
祀
王
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
王
権
の
二
重
性
か
ら
す
れ
ば
純
粋
な
祭
祀
王
と

い
う
の
は
存
在
し
な
い
。
必
ず
世
俗
的
な
武
力
装
置
を
装
備
し
て
い
る
こ
と
に
ま
ち

が
い
は
な
い
。
し
か
し
、
祭
祀
王
と
し
て
の
特
徴
が
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
宋
書
倭
国
伝
』
の
記
す
五
世
紀
後
半
の
倭
王
武
は
列
島

一
円
の
各
地
の
小
国
家
を
征
服
統
合
し
た
典
型
的
な
武
力
王
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

単
純
な
世
俗
王
・
武
力
王
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
定
の
宗
教
性
を
も
つ
祭
祀
王
と

し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
武
の
王
権
を
特
徴
づ
け

て
い
た
の
は
祭
祀
王
と
い
う
よ
り
も
世
俗
王
と
し
て
の
性
格
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
律
令
国
家
体
制
整
備
の
段
階
で
編
纂
さ
れ

た
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
語
る
大
和
王
権
は
、
き
わ
め
て
神
聖
性
が
強
調

さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
欽
明
朝
の
仏
教
伝
来
に
と
も
な
う
文
化
的

衝
撃
、
推
古
朝
の
遣
隋
使
派
遣
に
と
も
な
う
文
化
的
衝
撃
、
斉
明
朝
の
半
島
情
勢
の

大
転
換
に
と
も
な
う
政
治
的
衝
撃
、
そ
し
て
未
曾
有
の
内
乱
で
あ
っ
た
壬
申
の
乱
、

そ
れ
ら
時
代
ご
と
の
画
期
を
経
て
成
熟
し
て
き
て
い
た
大
和
王
権
の
実
態
で
あ
っ

た
。
そ
の
間
、
雄
略
に
は
武
闘
の
世
俗
性
が
卓
越
し
て
い
た
が
、
欽
明
か
ら
皇
極
ま

で
の
歴
代
は
い
ず
れ
も
仏
教
文
化
と
半
島
交
流
を
独
占
す
る
蘇
我
氏
の
権
勢
を
後
ろ

盾
に
し
た
依
存
的
な
王
権
で
あ
っ
た
。
壬
申
の
乱
を
勝
利
し
た
天
武
に
は
皇
極
以
来

の
宗
教
性
と
と
も
に
結
果
的
に
武
闘
性
が
付
加
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
そ
の
天
武
が

あ
ら
た
め
て
必
要
と
し
た
の
は
そ
の
王
権
を
強
化
す
る
上
で
の
さ
ら
な
る
祭
祀
性
、

神
聖
性
の
強
調
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
中
国
皇
帝
を
模
し
て
絶
対
的
な
支
配
者
と
し

て
律
令
国
家
に
君
臨
す
る
日
本
国
王
と
し
て
め
ざ
さ
れ
た
の
が
、
世
俗
王
権
と
祭
祀

王
権
と
の
両
者
を
合
し
て
一
身
に
帯
す
る
超
越
神
聖
王
権
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

（
（（
（

。

そ
し
て
、
そ
の
実
現
の
施
策
の
一
環
を
し
め
て
い
た
の
が
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
で
あ

り
、
そ
の
天
武
の
め
ざ
し
た
超
越
神
聖
王
権
を
実
現
し
た
の
が
後
継
者
と
し
て
自
ら

即
位
し
た
持
統
で
あ
っ
た
。

　次
に
あ
げ
る
二
首
は
『
万
葉
集
』
に
収
め
る
有
名
な
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
天

武
が
め
ざ
し
持
統
が
継
承
し
実
現
し
た
超
越
神
聖
王
権
を
詠
ん
だ
も
の
と
読
み
取
る

べ
き
歴
史
的
に
も
政
治
的
に
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
歌
で
あ
る
。

大
君
は

　神
に
し
坐ま

せ
ば

　赤
駒
の

　葡は
ら
ば蔔

ふ
田
井
を

　都
と
な
し
つ

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

　
　
　
　
　
　
　
　（

大
伴
御
行

　万
葉
集
巻
十
九
）

大
君
は

　神
に
し
座ま

せ
ば

　天
雲
の

　雷
の
上
に

　廬
い
お
りせ

る
か
も

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

柿
本
人
麻
呂

　
　万

葉
集
巻
三
）

　そ
し
て
、
神
風
の
伊
勢
の
地
に
太
陽
神
で
あ
り
か
つ
皇
祖
神
と
し
て
天
照
大
神
を

祭
っ
た
天
武
と
持
統
に
と
っ
て
、
草
壁
皇
子
は
そ
の
名
も
日
並
皇
子
尊
、
日
の
皇
子

と
詠
ま
れ
た
皇
子
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
武
天
皇
（
六
八
六
年
没
）
も
草
壁
皇
子

（
六
八
九
年
没
：
二
八
歳
）
も
あ
い
つ
い
で
没
し
て
し
ま
う
。
天
武
の
跡
を
継
承
し
た

の
は
持
統
女
帝
（
七
〇
二
年
没
：
五
八
歳
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
、
皇
位
の
継

承
も
混
乱
し
、
皇
親
や
天
皇
側
近
ま
た
官
人
貴
族
な
ど
諸
勢
力
の
間
で
の
政
治
抗
争

に
よ
る
政
局
不
安
の
状
態
が
続
い
て
、
超
越
神
聖
王
権
の
実
現
は
当
初
の
天
武
と
持

統
の
時
代
の
み
の
一
時
的
な
現
象
と
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
歴
代
の

天
皇
は
天
武
が
実
現
さ
せ
た
祭
祀
王
の
性
格
を
も
ち
な
が
ら
も
、
同
時
に
政
治
抗
争

の
中
に
位
置
す
る
伝
統
的
な
世
俗
王
の
性
格
を
も
併
せ
も
ち
続
け
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
天
武
皇
統
か
ら
天
智
皇
統
へ
の
転
換
、
平
城
京
か
ら
長
岡
京
さ
ら
に

平
安
京
へ
の
遷
都
、
そ
れ
ら
の
政
治
状
況
の
変
化
の
中
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
王
権
の

不
安
定
な
二
重
性
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
平
安
京
に
遷
都
し
た
王
権
に
変
化

が
起
き
る
の
は
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
で
あ
り
、
新
た
な
「
天
皇
祭
祀
」

と
「
摂
関
政
治
」
と
が
相
互
に
補
完
し
あ
う
関
係
の
構
築
の
上
で
、
平
安
王
朝
の
天

皇
は
よ
う
や
く
祭
祀
王
と
世
俗
王
と
の
二
重
性
か
ら
の
脱
皮
に
成
功
し
て
、
純
粋
な
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祭
祀
王
と
し
て
の
再
出
発
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

王
権
の
弁
証
法
の
視
点
か
ら

　
　
　日

本
歴
史
に
お
け
る
王
権
論
の
試
み
の
一
つ

に
、
網
野
善
彦
、
上
野
千
鶴
子
、
宮
田
登
に
よ
る
『
日
本
王
権
論

（
（（
（

』
が
あ
る
。
そ
の

中
で
上
野
氏
の
指
摘
す
る
王
権
の
弁
証
法
は
こ
の
天
武
と
持
統
の
王
権
を
読
み
解
く

上
で
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
。
ま
ず
、
権
力
論
の
出
発
点
に
は
〈
内
〉
と
〈
外
〉
の

弁
証
法
が
あ
る
と
上
野
氏
は
い
う
。
共
同
体
や
国
家
と
い
う
も
の
が
自
己
認
識
を
も

つ
た
め
に
は
、〈
外
〉
の
存
在
、〈
外
部
〉
の
認
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
外

部
〉
を
設
定
し
た
と
き
、
必
ず
〈
内
〉
と
〈
外
〉
の
間
に
一
定
の
〈
交
渉
〉
が
現

れ
る
。
そ
の
〈
交
渉
〉
が
現
れ
る
場
が
〈
境
界
〉
で
あ
る
。
そ
の
〈
境
界
〉
を
媒
介

m
ediate

す
る
役
割
は
、あ
る
特
定
の
人
物
に
託
さ
れ
る
。
そ
れ
が
司
祭
者
で
あ
り
、

〈
外
部
〉
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
特
権
、
祭
司
権
を
も
つ
。
そ
の
〈
外
部
〉
の
独
占

m
onopoly

は
、
実
体
的
な
〈
外
部
〉
の
独
占
、
た
と
え
ば
人
や
物
や
情
報
の
交
通

や
交
流
の
独
占
で
あ
る
と
同
時
に
、象
徴
的
で
儀
礼
的
な
〈
外
部
〉
独
占
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
〈
外
部
〉
の
独
占
権
を
王
権
と
呼
ぶ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　こ
の
王
権
の
〈
内
〉
と
〈
外
〉
の
関
係
性
へ
の
視
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
大
和
王

権
の
〈
内
部
〉
と
〈
外
部
〉
と
い
う
視
点
を
設
定
し
て
み
る
。
す
る
と
、
天
武
と
持

統
の
王
権
に
と
っ
て
神
聖
性
の
確
保
が
、
具
体
的
に
は
〈
内
部
〉
と
し
て
の
伊
勢
神

宮
の
奉
祭
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
天
武
と
持
統
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
記
紀

神
話
に
お
い
て
、
特
別
な
意
味
を
与
え
ら
れ
た
の
が
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
で

あ
り
、
そ
れ
を
物
語
る
の
が
出
雲
神
話
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
る
。

記
紀
の
記
述
で
は
出
雲
の
大
神
が
大
和
王
権
の
守
り
神
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述

べ
る
。
た
と
え
ば
、
大
国
主
神
に
よ
る
国
譲
り
神
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
段
の
少
名

毘
古
那
神
の
協
力
に
よ
る
部
分
と
、
後
段
の
海
上
来
臨
し
た
神
霊
の
加
護
に
よ
る
部

分
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
海
を
照
ら
し
て
依
り
来
た
っ
た
神
霊
に
つ
い

て
、『
古
事
記
』
は
と
く
に
そ
の
名
を
記
さ
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
八

段
第
六
の
一
書
で
は
、
大お

お
あ
な
む
ち
の
か
み

己
貴
神
の
幸

さ
き
み
た
ま魂

と
奇

く
し
み
た
ま魂

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
海
上
来
臨
し
た
神
こ
そ
大
和
国
の
御
諸
山
つ
ま
り
三
輪
山
に
祀
ら
れ
た
神
で
あ

り
、
そ
れ
は
三
輪
の
大
物
主
神
つ
ま
り
蛇
体
の
神
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
神
武
妃
の

父
親
が
そ
の
美
和
の
大
物
主
神
で
あ
り
、
崇
神
紀
に
登
場
す
る
王
権
を
守
護
す
る
大

物
主
神
で
あ
る
。
同
じ
く
崇
神
紀
の
六
〇
年
の
出
雲
大
神
の
神
宝
の
貢
上
を
め
ぐ
る

事
件
、
垂
仁
紀
の
二
三
年
の
誉
津
別
王
の
言
語
障
害
は
、
垂
仁
記
に
お
い
て
も
本
牟

智
和
気
の
物
語
と
し
て
同
様
に
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
出
雲
大
神
の
祟
り
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
斉
明
の
皇
孫
の
建
王
に
言
語
障
害
が
あ
っ
た
こ
と
の
反
映

か
と
推
察
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
。
垂
仁
紀
に
は
二
六
年
に
も
出
雲
の
神
宝
検
校
の
記

事
が
み
え
る
。
ま
た
、
神
功
皇
后
の
半
島
経
略
の
物
語
に
お
い
て
も
、
遠
征
の
守
り

神
と
し
て
事
代
主
神
や
少
御
神
が
登
場
し
て
お
り
、
和
魂
、
荒
魂
と
い
う
出
雲
神
話

や
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
特
有
の
霊
魂
観
念
を
あ
ら
わ
す
記
事
が
頻
出
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
古
代
出
雲
の
神
々
は
大
和
の
王
権
に
と
っ
て
霊
威
の
激
し
い
守
り
神

で
あ
る
と
同
時
に
畏
る
べ
き
祟
り
神
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
須
佐
之
男
命
の
八
岐

大
蛇
退
治
の
神
話
、
垂
仁
の
皇
子
の
本ほ

む
ち
わ
け

牟
智
和
気
と
一
夜
婚
す
る
肥
長
比
売
の
物
語

な
ど
も
含
め
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
不
気
味
な
蛇
体
の
神
々
で
あ
っ
た
。

神
話
と
儀
礼

　
　
　こ

の
よ
う
な
出
雲
神
話
の
国
譲
り
の
物
語
が
単
に
神
話
世
界
に

限
ら
れ
た
文
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
の
宮
廷
世
界
に

お
い
て
も
皇
親
や
官
人
貴
族
た
ち
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
た
歴
史
認
識
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
出
雲
国
造
の
補
任
に
あ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
神
賀
詞
の
奏
上
と
い
う
儀
礼
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
式
次
第
は
、『
延
喜
式
』
巻
三
の
臨
時
祭
の
部
に
「
賜

出
雲
国
造
負
幸
物
」
条
と
「
国
造
奏
神
寿
詞
」
条
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
出
雲
国

造
は
他
の
国
造
が
律
令
制
下
で
消
滅
し
て
い
っ
た
中
で
も
特
別
に
存
続
し
続
け
、
そ

の
補
任
に
当
っ
て
は
朝
廷
か
ら
と
く
に
負お

い
さ
ち
も
の

幸
物
を
賜
わ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
厳
粛
に

神
賀
詞
を
奏
上
す
る
と
い
う
儀
礼
が
執
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
『
続
日

本
紀
』
以
下
の
国
史
に
は
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
二
月
一
〇
日
条
の
出
雲
国
造

果
安
の
神
賀
詞
奏
上
の
記
事
を
初
見
と
し
て
、
以
下
、
果
安
の
子
広
嶋
（
神
亀
元

年
七
二
四
正
月
二
七
日
条
）、
さ
ら
に
そ
の
子
弟
山
（
天
平
勝
宝
三
年
七
五
一 

二
月

二
二
日
条
）、
国
成
（
延
暦
五
年
七
八
六 

二
月
九
日
条
）、
旅
人
（『
日
本
後
紀
』
弘
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仁
三
年
八
一
二 

三
月
一
五
日
条
）、
豊
持
（『
日
本
紀
略
』
天
長
一
〇
年
八
三
三 

四

月
二
五
日
条
）、
と
、
代
々
の
国
造
補
任
と
神
賀
詞
奏
上
の
事
実
を
伝
え
て
い
る
。

〈
外
部
〉と
し
て
の
出
雲

　
　
　歴

史
的
記
述
と
し
て
の
出
雲
が
登
場
す
る
の
は
、

前
述
の
よ
う
に
斉
明
五
年
（
六
五
九
年
）
の
「
命
出
雲
国
造
闕
名
修
厳
神
之
宮
」
と

い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
神
之
宮
が
、
杵
築
大
社
か
、
熊
野
大
社
か
に
つ
い
て
は
議

論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
（（
（

、
当
然
そ
れ
は
杵
築
大
社
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
出
雲
の
神
之
宮
の
修
造
の
命
令
は
、
前
述
の
よ
う
に
百
済

滅
亡
（
六
六
〇
年
）
か
ら
白
村
江
の
敗
戦
（
六
六
三
年
）
へ
と
展
開
す
る
半
島
情
勢

の
緊
迫
化
の
中
で
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
半
島
に
対
し
て
日
本
海

に
面
し
て
対
峙
し
対
馬
海
流
が
絶
え
間
な
く
大
陸
や
半
島
の
文
物
を
寄
せ
来
ら
し
め

て
き
た
島
根
半
島
の
西
端
の
湾
岸
に
立
地
す
る
の
は
、
内
陸
部
の
熊
野
大
社
で
は
な

く
杵
築
大
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
。

　天
武
と
持
統
が
奉
祭
し
た
伊
勢
神
宮
は
日
神
で
あ
り
皇
祖
神
で
あ
る
天
照
大
神
を

祀
る
神
社
で
あ
る
が
、
大
和
の
飛
鳥
の
地
か
ら
み
て
東
方
に
清
新
な
る
海
上
か
ら
太

陽
の
昇
る
地
を
求
め
れ
ば
、伊
勢
志
摩
の
海
岸
へ
と
至
る
の
は
地
理
的
必
然
で
あ
る
。

垂
仁
紀
の
い
う
と
お
り
そ
れ
は
「
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
」
で
あ
り
「
傍
国
の

可
怜
し
国
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
大
和
か
ら
見
て
東
方
に
昇
る
太
陽
、
海
上
か

ら
昇
る
清
新
な
そ
の
太
陽
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
、
伊
勢
に
自
ら
の
皇
祖
神
た

る
天
照
大
神
を
祭
っ
た
天
武
と
持
統
の
大
和
王
権
が
、
そ
の
対
比
と
し
て
強
く
意
識

し
、
記
紀
の
神
統
譜
の
中
に
特
別
な
位
置
を
占
め
る
か
た
ち
で
設
定
し
た
の
が
、
西

方
の
海
上
に
赤
く
輝
く
太
陽
が
沈
み
行
く
出
雲
の
神
々
の
世
界
で
あ
っ
た
。『
日
本

書
紀
』
神
代
下
の
第
九
段
一
書
第
二
の
大お

お
あ
な
む
ち
の
か
み

己
貴
神
の
国
譲
り
の
記
事
の
中
で
、「
夫

れ
汝
が
治し

ら
す
顕あ

ら
わ露

の
こ
と
は
、
是す

め
み
ま

吾
孫
治し

ら
す
べ
し
、
汝
は
以
て
神か

み
の
こ
と事

を
治し

ら
す
べ
し
。

又
、
汝
が
住
む
べ
き
天あ

め
の
ひ
す
み
の
み
や

日
隅
宮
は
、
い
ま
供
造つ

く
り
ま
つ
ら
む
こ
と
、
即
ち
千ち

ひ
ろ尋

の

栲た
く
な
わ

縄
を
以
て
、
結
ひ
て
百

も
も
あ
ま
り
む
す
び
や
そ
む
す
び

八
十
紐
に
せ
む
。
其
の
宮
を
造
る
制の

り
は
、
柱
は
高
く
大ふ

と
し
。

板
は
広
く
厚
く
せ
む
。」
と
あ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
政
治
は
皇
孫
に
、
神
事
は
大

己
貴
神
に
、
と
の
分
業
を
語
る
と
と
も
に
、
そ
の
大
己
貴
神
を
祭
る
杵
築
大
社
は
、

そ
こ
で
天あ

め
の
ひ
す
み
の
み
や

日
隅
宮
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
太
陽
の
沈
む
聖
地
に
祭
ら
れ
る
宮
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。日
昇
と
日
没
と
い
う
太
陽
の
運
行
に
注
目
す
る
東
西
軸
の
方
位
観
が
、

あ
の
遣
隋
使
で
独
特
の
国
書
を
記
し
た
推
古
と
厩
戸
の
時
代
か
ら
長
く
継
続
し
て
、

天
武
・
持
統
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
記
紀
』
の
中
に
も
深
く
底
流
し
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い

（
（（
（

。

　
　
　

出
雲
神
話
と
出
雲
世
界

　
　
　『

古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
出
雲
神

話
は
、
あ
く
ま
で
も
大
和
の
王
権
の
内
部
で
構
想
さ
れ
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
出
雲
国
風
土
記
』
は
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
出
雲
国
造
広
嶋

を
中
心
と
す
る
出
雲
の
現
地
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
勘
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

記
事
に
は
「
古
老
の
伝
え
て
い
へ
ら
く
」
と
い
う
記
述
が
散
見
さ
れ
、
七
世
紀
後
半

以
降
、
出
雲
の
現
地
で
蓄
積
さ
れ
て
い
た
伝
承
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
そ
れ
に
加
え
て
当
時
の
天
武
・
持
統
以
降
の
大
和
の
新
た
な
圧

倒
的
な
律
令
王
権
に
対
す
る
完
全
な
服
属
関
係
へ
と
い
う
政
治
状
況
の
中
で
、
そ
の

中
央
王
権
へ
と
提
出
さ
れ
た
風
土
記
に
は
、
適
宜
、
勘
案
編
集
さ
れ
た
部
分
も
あ
る

は
ず
で
あ
る
。『
出
雲
風
土
記
』
を
読
む
上
で
は
、
そ
の
点
に
こ
そ
注
意
す
べ
き
で

あ
り
、
大
和
の
王
権
の
側
で
編
集
記
録
さ
れ
た
記
紀
の
記
す
神
話
や
伝
承
が
、
逆
に

ど
れ
だ
け
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
反
映
混
入
し
て
い
る
か
、
と
い
う
視
点
が
重
要
と

な
る
。

　そ
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
以
下
の
諸
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
群
は
、
記
紀
の

記
述
か
ら
み
た
比
較
情
報
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
二
群
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
か

ら
み
た
比
較
情
報
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
三
群
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
独
自
情

報
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
群
で
は
、
①
須
佐
之
男
命
の
八
岐
大
蛇
退
治
の

情
報
が
な
い
。
②
大
国
主
神
に
よ
る
国
作
り
や
国
譲
り
の
物
語
の
詳
細
に
つ
い
て
の

情
報
が
な
い
。
第
二
群
で
は
、
し
か
し
、
①
須
佐
乃
烏
命
は
一
部
に
出
て
く
る
だ
け

で
あ
る
が
、
そ
の
須
佐
乃
烏
命
の
御
子
の
何
某
の
命
、
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
そ
れ
こ

そ
随
所
に
出
て
く
る
。
②
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
大
穴
持
命
に

よ
る
、
国
作
り
と
国
譲
り
の
詳
細
に
わ
た
る
記
事
は
な
い
が
、
そ
の
基
本
だ
け
は
最
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初
の
意
宇
郡
母
理
郷
の
記
述
の
中
で
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
穴
持
命

の
名
前
は
そ
れ
こ
そ
随
所
に
出
て
き
て
お
り
、
も
っ
と
も
広
く
知
ら
れ
た
神
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
由
来
譚
の
中
心
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
③
記
紀
神
話
の
原
点
に
あ

る
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冊
尊
の
二
神
に
関
す
る
記
述
も
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
一
部

だ
け
み
ら
れ
る
。
④
歴
代
天
皇
の
事
績
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
、
出
雲
郡
健
部

郷
の
地
名
由
来
譚
に
お
け
る
景
行
天
皇
、
日
置
臣
や
日
置
の
伴
部
に
関
わ
る
欽
明
天

皇
、
そ
し
て
、
も
う
一
人
天
武
天
皇
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
天
武
朝

の
事
績
と
さ
れ
る
意
宇
郡
毘
賣
埼
に
因
む
話
は
、
記
紀
神
話
の
中
に
み
え
る
因
幡
白

兎
、
神
霊
の
海
上
来
臨
、
そ
れ
に
海
幸
・
山
幸
と
和わ

に
邇
魚
の
話
、
と
い
う
三
つ
の
モ

チ
ー
フ
が
わ
ず
か
ず
つ
混
融
し
た
、
通
常
の
地
名
由
来
譚
と
は
異
な
る
構
成
の
物
語

と
な
っ
て
い
る
。
⑤
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
に
つ
い
て
の
記
事
も
み
ら
れ
る
。

　第
三
群
で
は
、
①
国
引
き
神
話
の
主
役
は
八
束
水
臣
津
野
命
で
あ
る
が
、
こ
の
神

は
国
引
き
神
話
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
活
躍
を
伝
え
る
記
事
が
な
い
。
②
杵
築
大

社
に
つ
い
て
、「
出
雲
の
御
埼
山

　西
の
下

ふ
も
とに

謂
は
ゆ
る
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の

社
坐
す
」
と
そ
の
位
置
を
記
し
、
杵
築
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
も
、「
杵
築
の
郷

　郡
家
の
西
北
の
か
た
廿
八
里
六
十
歩
な
り
。
八
束
水
臣
津
野
命
の
国
引
き
給
ひ
し

後
、
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
宮
を
造
り
奉
ら
む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等
、
宮
処
に

参
集
ひ
て
、
杵
築
た
ま
ひ
き
。
故
、
寸
付
と
い
ふ
。
神
亀
三
年
、
字
を
杵
築
と
改
む
」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
八
束
水
臣
津
野
命
が
国
引
き
を
行
な
っ
た
後
に
、
あ
ら
た
め
て

こ
の
地
に
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
を
祭
る
た
め
の
宮
を
築
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
、

こ
の
記
述
か
ら
は
、
海
に
臨
む
半
島
の
付
け
根
に
宮
を
築
い
た
と
い
う
意
識
が
明
白

で
あ
る
。
③
出
雲
国
内
の
歴
史
的
伝
承
や
地
理
的
情
報
や
産
物
情
報
な
ど
、
比
較
的

豊
富
な
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
往
古
の
こ
の
出
雲
の
地
方
王
権
の
存
在
を
示
唆
す
る

よ
う
な
情
報
は
と
く
に
な
い
。

　以
上
の
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、『
出
雲
国
風
土
記
』
は
、

記
紀
神
話
の
語
る
須
佐
之
男
命
と
大
貴
己
神
の
物
語
に
対
し
て
、
そ
れ
に
向
け
て
の

整
合
性
を
は
か
る
か
た
ち
で
、
そ
の
記
述
を
構
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う

判
断
す
る
の
は
、
こ
の
二
柱
の
神
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
独
自
性
が
記
紀

神
話
の
方
に
こ
そ
あ
り
風
土
記
の
方
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
欽
明
朝
の

事
績
と
記
す
日
置
臣
や
日
置
の
伴
部
の
記
述
は
、
そ
の
六
世
紀
半
ば
に
大
和
の
王
権

が
半
島
や
大
陸
と
の
方
位
観
、
日
昇
と
日
没
の
東
西
軸
を
意
識
す
る
太
陽
信
仰
を
特

化
し
て
出
雲
地
方
へ
の
支
配
権
を
伸
長
さ
せ
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
第
三
に
、
天
武
朝
の
事
績
と
記
す
意
宇
郡
毘
賣
埼
に
因
む
和わ

に爾
に

害
さ
れ
た
少
女
と
大
神
の
和
魂
や
荒
魂
の
話
題
、
そ
し
て
和
爾
た
ち
の
行
動
の
物
語

を
、
比
較
的
冒
頭
に
近
い
と
こ
ろ
に
掲
載
し
て
い
る
の
は
、
大
和
の
天
武
・
持
統
の

王
権
と
出
雲
国
造
と
の
間
に
一
定
の
情
報
交
流
、
そ
れ
は
政
治
的
圧
力
と
文
化
的
な

情
報
交
流
と
い
う
両
方
の
意
味
の
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
確
実
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
四
に
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
い
う
な
ら

ば
、
記
紀
の
中
の
出
雲
神
話
は
、
出
雲
地
方
に
お
け
る
現
地
の
人
た
ち
の
現
実
の
記

憶
の
伝
承
で
は
な
く
、
大
和
の
王
権
が
、
出
雲
の
地
方
王
権
に
接
触
し
て
そ
の
相
互

交
流
の
中
で
一
定
の
歴
史
的
現
実
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
政
治
的
な
構
想
力
を
加
え

て
蓄
積
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
整
序
し
て
神
話
化
し
た
構
成
物
語
と
み
た
方
が
よ
い
。

そ
れ
は
古
く
は
欽
明
朝
の
日
置
臣
や
日
置
の
伴
部
の
設
置
の
こ
ろ
か
ら
う
か
が
わ
れ

る
が
、
本
格
的
に
は
斉
明
朝
の
対
外
緊
張
か
ら
天
武
朝
の
国
内
緊
張
へ
と
い
う
政
治

情
勢
の
展
開
を
へ
る
中
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
外
の
緊
張
状
況
が
、
出
雲
世
界

と
そ
の
神
々
祭
祀
へ
の
関
心
と
関
与
と
を
促
進
さ
せ
た
原
動
力
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
斉
明
朝
に
お
け
る
半
島
政
策
の
緊
張
と
破
綻
に
対
す
る
神
話
的
逆
説
的
反
映

と
考
え
ら
れ
る
神
功
皇
后
の
三
韓
征
伐
の
物
語
の
中
に
荒
魂
と
和
魂
の
加
護
と
い
う

出
雲
神
話
に
特
有
の
霊
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
記
紀
の
出
雲
神
話
の
物
語
的
な
整
序
の
最
終
段
階
と
は
天
武
・
持
統
の
治
世
下

そ
し
て
そ
れ
を
継
承
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
を
完
了
し
た
文
武
・
元
明
・
元
正

の
治
世
下
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

出
雲
の
龍
蛇
祭
祀

　
　
　で

は
、
な
ぜ
出
雲
な
の
か
。
大
陸
や
半
島
と
の
交
通
や
交

流
の
点
か
ら
い
え
ば
、
北
九
州
の
筑
紫
地
方
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
た
と
え
ば
記
紀
の
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伝
え
る
宗
像
三
女
神
の
伝
承
は
大
和
の
王
権
に
と
っ
て
そ
の
地
が
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
出
雲
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
出
雲
の
神
々
の
祭
祀
に
お
け
る
そ
の
独

自
性
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
独
自
性
と
は
、
前
述
の
よ
う
な
蛇
神
祭
祀
で

あ
る
。
記
紀
神
話
に
も
顕
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
海
を
照
ら
し
て
依
り
来
る
神

霊
で
あ
り
、
そ
れ
を
迎
え
て
奉
祭
す
る
祭
祀
で
あ
る
。
そ
の
伝
承
が
、
現
在
の
民
俗

と
連
続
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
論
証
困
難
で
あ
る
が
、
参
考
情
報
と

し
て
み
れ
ば
、
毎
年
旧
暦
神
無
月
の
十
月
、
現
在
の
新
暦
で
は
十
一
月
に
出
雲
大
社

や
佐
太
神
社
な
ど
西
出
雲
地
方
の
神
社
で
斎
行
さ
れ
て
き
て
い
る
神
在
祭
の
伝
承
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
神
在
祭
の
情
報
と
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
神
々
の
原
像
―

祭
祀
の
小
宇
宙
―

（
（（
（

』
で
す
で
に
詳
論
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い

こ
と
と
す
る
。

　

出
雲
を
必
要
と
し
た
天
武
・
持
統
の
大
和
王
権

　
　
　出

雲
の
地
方
王
権
の
特
殊
性

が
、
そ
の
龍
蛇
祭
祀
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
本
稿
の
仮
説
で
あ
る
。
龍
蛇
と
呼
ば
れ

る
ウ
ミ
ヘ
ビ
は
、
そ
の
漂
着
、
来
臨
の
あ
り
か
た
か
ら
み
て
も
、
海
と
い
う
他
界
性
、

異
界
性
を
表
象
す
る
異
様
な
生
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
海
の
他
界
性
、
異
界
性
と

い
う
の
は
、具
体
的
な
大
陸
や
半
島
と
い
う
異
文
化
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
外
来
、

舶
来
の
物
体
で
あ
る
と
い
う
世
俗
的
な
意
味
と
同
時
に
、
抽
象
的
な
海
上
他
界
や
海

中
他
界
、
ま
た
神
霊
の
世
界
な
ど
、
異
次
元
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
霊
妙
神
秘
な

物
体
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
な
意
味
と
の
、そ
の
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
毎
年
、

西
方
か
ら
の
荒
れ
る
海
流
に
乗
っ
て
寄
り
来
る
霊
妙
な
龍
蛇
を
迎
え
て
祭
り
、
出
雲

の
王
は
そ
の
自
然
的
霊
威
力
を
自
ら
の
霊
肉
に
受
け
取
り
、
そ
の
祭
祀
王
と
し
て
の

文
化
的
霊
威
力
を
更
新
し
続
け
て
い
た
王
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　そ
れ
に
比
べ
て
、
倭
の
五
王
以
来
、
大
和
の
王
権
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
そ
の
呪

術
性
で
あ
り
宗
教
性
で
あ
り
根
源
的
な
祭
祀
王
と
し
て
の
霊
威
力
、
と
い
う
属
性
で

あ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
に
祭
ら
れ
る
天
照
大
神
の
皇
祖
神
と
し
て
の
属
性
と
太
陽
神
と

し
て
の
属
性
と
は
、
そ
の
二
つ
が
合
体
さ
れ
て
い
る
経
緯
も
含
め
て
き
わ
め
て
抽
象

度
の
高
い
属
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
自
然
レ
ベ
ル
の
呪
的
な
霊
威

性
も
ま
た
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な
自
然
レ
ベ
ル
の
呪
的
な
霊
威
性
も
豊
か
で
あ
る
と
は
い

い
が
た
い
。む
し
ろ
文
化
的
に
洗
練
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
こ
そ
が
強
烈
で
あ
る
。

　世
俗
王
権
と
祭
祀
王
権
と
を
合
体
し
た
超
越
神
聖
王
権
を
め
ざ
し
た
大
和
の
天
武

と
持
統
の
王
権
が
必
要
と
し
た
の
は
、
大
陸
や
半
島
に
向
か
う
出
雲
と
い
う
一
種
の

辺
境
世
界
、
つ
ま
り
境
界
世
界
に
あ
っ
て
、
自
然
信
仰
的
で
呪
的
な
霊
威
力
を
豊
か

に
伝
承
し
て
い
た
出
雲
の
地
方
王
権
の
祭
祀
王
と
し
て
の
属
性
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
天
武
と
持
統
の
大
和
の
王
権
が
、
世
俗
王
と
祭
祀
王
の
両
者
の
属
性
を
一
身

に
享
け
た
超
越
神
聖
王
を
め
ざ
し
た
と
き
、必
要
で
あ
っ
た
の
が
、「
内
な
る
伊
勢
と
、

外
な
る
出
雲
」
と
い
う
東
西
の
両
端
の
象
徴
的
霊
威
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
東
西
の
両
者
は
大
和
の
王
権
に
と
っ
て
、
朝
日
（
日
昇
）―
夕

陽
（
日
没
）、
東
方
（
対
外
的
安
全
領
域
た
る
太
平
洋
の
海
辺
）―
西
方
（
異
国
に

向
き
合
う
対
外
緊
張
の
日
本
海
の
海
辺
）、
太
陽
―
龍
蛇
、
陽
―
陰
、
陸
（
新
嘗
祭
）

―
海
（
神
在
祭
）、
現
世
（
顕
世
）―
他
界
（
幽
世
）、
と
い
う
対
照
性
の
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、す
ぐ
れ
て
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、〈
内
部
〉
と
し
て
の
伊
勢
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
と
い
う
対

照
的
位
置
づ
け
で
も
あ
っ
た
。
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
た
天

武
と
持
統
の
超
越
神
聖
王
権
と
は
、
こ
う
し
て
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
の
存

在
を
必
要
不
可
欠
と
し
た
王
権
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

御
贄
の
供
御
と
聖
化
す
る
大
王

　
　
　古

代
大
和
王
権
の
歴
史
的
展
開
に
お
け
る
時

代
ご
と
の
画
期
と
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
①
歴
史
の
出
発
点
と
し
て
の
雄
略
朝
、
②

仏
教
伝
来
に
と
も
な
う
文
化
的
衝
撃
の
欽
明
朝
、
③
遣
隋
使
派
遣
に
と
も
な
う
文
化

的
衝
撃
の
推
古
朝
、
④
半
島
情
勢
の
大
転
換
に
と
も
な
う
政
治
的
衝
撃
の
斉
明
朝
、

そ
し
て
未
曾
有
の
内
乱
で
あ
っ
た
、
⑤
壬
申
の
乱
を
勝
利
し
た
天
武
朝
、
と
い
う
五

つ
の
画
期
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
古
代
の
天
皇
が
世
俗
王
か
ら

祭
祀
王
へ
の
聖
化
を
進
め
る
動
き
を
考
古
学
の
研
究
成
果
を
参
考
に
し
て
少
し
だ
け

追
跡
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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伝
え
る
宗
像
三
女
神
の
伝
承
は
大
和
の
王
権
に
と
っ
て
そ
の
地
が
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
出
雲
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
出
雲
の
神
々
の
祭
祀
に
お
け
る
そ
の
独

自
性
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
独
自
性
と
は
、
前
述
の
よ
う
な
蛇
神
祭
祀
で

あ
る
。
記
紀
神
話
に
も
顕
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
海
を
照
ら
し
て
依
り
来
る
神

霊
で
あ
り
、
そ
れ
を
迎
え
て
奉
祭
す
る
祭
祀
で
あ
る
。
そ
の
伝
承
が
、
現
在
の
民
俗

と
連
続
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
論
証
困
難
で
あ
る
が
、
参
考
情
報
と

し
て
み
れ
ば
、
毎
年
旧
暦
神
無
月
の
十
月
、
現
在
の
新
暦
で
は
十
一
月
に
出
雲
大
社

や
佐
太
神
社
な
ど
西
出
雲
地
方
の
神
社
で
斎
行
さ
れ
て
き
て
い
る
神
在
祭
の
伝
承
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
神
在
祭
の
情
報
と
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
神
々
の
原
像
―

祭
祀
の
小
宇
宙
―

（
（（
（

』
で
す
で
に
詳
論
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い

こ
と
と
す
る
。

　

出
雲
を
必
要
と
し
た
天
武
・
持
統
の
大
和
王
権

　
　
　出

雲
の
地
方
王
権
の
特
殊
性

が
、
そ
の
龍
蛇
祭
祀
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
本
稿
の
仮
説
で
あ
る
。
龍
蛇
と
呼
ば
れ

る
ウ
ミ
ヘ
ビ
は
、
そ
の
漂
着
、
来
臨
の
あ
り
か
た
か
ら
み
て
も
、
海
と
い
う
他
界
性
、

異
界
性
を
表
象
す
る
異
様
な
生
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
海
の
他
界
性
、
異
界
性
と

い
う
の
は
、具
体
的
な
大
陸
や
半
島
と
い
う
異
文
化
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
外
来
、

舶
来
の
物
体
で
あ
る
と
い
う
世
俗
的
な
意
味
と
同
時
に
、
抽
象
的
な
海
上
他
界
や
海

中
他
界
、
ま
た
神
霊
の
世
界
な
ど
、
異
次
元
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
霊
妙
神
秘
な

物
体
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
な
意
味
と
の
、そ
の
両
者
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
毎
年
、

西
方
か
ら
の
荒
れ
る
海
流
に
乗
っ
て
寄
り
来
る
霊
妙
な
龍
蛇
を
迎
え
て
祭
り
、
出
雲

の
王
は
そ
の
自
然
的
霊
威
力
を
自
ら
の
霊
肉
に
受
け
取
り
、
そ
の
祭
祀
王
と
し
て
の

文
化
的
霊
威
力
を
更
新
し
続
け
て
い
た
王
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　そ
れ
に
比
べ
て
、
倭
の
五
王
以
来
、
大
和
の
王
権
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
そ
の
呪

術
性
で
あ
り
宗
教
性
で
あ
り
根
源
的
な
祭
祀
王
と
し
て
の
霊
威
力
、
と
い
う
属
性
で

あ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
に
祭
ら
れ
る
天
照
大
神
の
皇
祖
神
と
し
て
の
属
性
と
太
陽
神
と

し
て
の
属
性
と
は
、
そ
の
二
つ
が
合
体
さ
れ
て
い
る
経
緯
も
含
め
て
き
わ
め
て
抽
象

度
の
高
い
属
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
自
然
レ
ベ
ル
の
呪
的
な
霊
威

性
も
ま
た
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な
自
然
レ
ベ
ル
の
呪
的
な
霊
威
性
も
豊
か
で
あ
る
と
は
い

い
が
た
い
。む
し
ろ
文
化
的
に
洗
練
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
こ
そ
が
強
烈
で
あ
る
。

　世
俗
王
権
と
祭
祀
王
権
と
を
合
体
し
た
超
越
神
聖
王
権
を
め
ざ
し
た
大
和
の
天
武

と
持
統
の
王
権
が
必
要
と
し
た
の
は
、
大
陸
や
半
島
に
向
か
う
出
雲
と
い
う
一
種
の

辺
境
世
界
、
つ
ま
り
境
界
世
界
に
あ
っ
て
、
自
然
信
仰
的
で
呪
的
な
霊
威
力
を
豊
か

に
伝
承
し
て
い
た
出
雲
の
地
方
王
権
の
祭
祀
王
と
し
て
の
属
性
で
あ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
天
武
と
持
統
の
大
和
の
王
権
が
、
世
俗
王
と
祭
祀
王
の
両
者
の
属
性
を
一
身

に
享
け
た
超
越
神
聖
王
を
め
ざ
し
た
と
き
、必
要
で
あ
っ
た
の
が
、「
内
な
る
伊
勢
と
、

外
な
る
出
雲
」
と
い
う
東
西
の
両
端
の
象
徴
的
霊
威
的
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
東
西
の
両
者
は
大
和
の
王
権
に
と
っ
て
、
朝
日
（
日
昇
）―
夕

陽
（
日
没
）、
東
方
（
対
外
的
安
全
領
域
た
る
太
平
洋
の
海
辺
）―
西
方
（
異
国
に

向
き
合
う
対
外
緊
張
の
日
本
海
の
海
辺
）、
太
陽
―
龍
蛇
、
陽
―
陰
、
陸
（
新
嘗
祭
）

―
海
（
神
在
祭
）、
現
世
（
顕
世
）―
他
界
（
幽
世
）、
と
い
う
対
照
性
の
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、す
ぐ
れ
て
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、〈
内
部
〉
と
し
て
の
伊
勢
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
と
い
う
対

照
的
位
置
づ
け
で
も
あ
っ
た
。
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
た
天

武
と
持
統
の
超
越
神
聖
王
権
と
は
、
こ
う
し
て
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
の
存

在
を
必
要
不
可
欠
と
し
た
王
権
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

御
贄
の
供
御
と
聖
化
す
る
大
王

　
　
　古

代
大
和
王
権
の
歴
史
的
展
開
に
お
け
る
時

代
ご
と
の
画
期
と
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
①
歴
史
の
出
発
点
と
し
て
の
雄
略
朝
、
②

仏
教
伝
来
に
と
も
な
う
文
化
的
衝
撃
の
欽
明
朝
、
③
遣
隋
使
派
遣
に
と
も
な
う
文
化

的
衝
撃
の
推
古
朝
、
④
半
島
情
勢
の
大
転
換
に
と
も
な
う
政
治
的
衝
撃
の
斉
明
朝
、

そ
し
て
未
曾
有
の
内
乱
で
あ
っ
た
、
⑤
壬
申
の
乱
を
勝
利
し
た
天
武
朝
、
と
い
う
五

つ
の
画
期
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
古
代
の
天
皇
が
世
俗
王
か
ら

祭
祀
王
へ
の
聖
化
を
進
め
る
動
き
を
考
古
学
の
研
究
成
果
を
参
考
に
し
て
少
し
だ
け

追
跡
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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御み
け食

つ
国

　志
摩
の
海
人
な
ら
し

　真ま
く
ま
の

熊
野
の

　小
船
に
乗
り
て

　沖
へ
漕
ぐ

見
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

万
葉
集

　巻
六
）

朝あ
さ
な
ぎ

凪
に

　楫
の
音
聞
こ
ゆ

　御
食
つ
国

　野
島
の
海
人
の

　船
に
し
あ
る
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　（

万
葉
集

　巻
六
）

伊
勢
の
白あ

ま
水
郎
の

　朝
な
夕
な
に
潜
く
と
ふ

　鰒
の
貝
の

　片
思
に
し
て

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
万
葉
集

　巻
一
一
）

　こ
れ
は
『
万
葉
集
』
に
御
食
つ
国
と
歌
わ
れ
た
志
摩
や
淡
路
、
そ
れ
か
ら
伊
勢
神

宮
の
神
饌
の
代
表
で
も
あ
る
鮑
の
漁
を
す
る
海
人
に
つ
い
て
の
歌
で
あ
る
。
考
古
学

の
山
中
章
氏
は
最
近
の
論
文

（
（（
（

で
、
律
令
制
下
に
編
成
さ
れ
た
地
方
の
「
国
」
の
中
に

は
わ
ず
か
数
郡
で
し
か
構
成
さ
れ
な
い
小
国
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
島
嶼

部
か
海
浜
部
に
所
在
す
る
点
に
注
目
し
て
興
味
深
い
論
考
を
提
示
し
て
い
る
。志
摩
、

安
房
、
伊
豆
、
佐
渡
、
能
登
、
若
狭
、
淡
路
、
隠
岐
、
対
馬
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
小

国
が
な
ぜ
設
置
さ
れ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
田
租
の
徴
収
と
は
別
の
目
的
が
あ
っ
た
は

ず
だ
と
し
て
隠
岐
島
に
お
け
る
ミ
ヤ
ケ
の
設
置
と
海
部
の
成
立
、
そ
れ
に
関
連
す
る

で
あ
ろ
う
古
墳
群
・
横
穴
群
の
分
布
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七

世
紀
初
頭
に
か
け
て
島
前
地
域
に
立
石
古
墳
な
ど
の
横
穴
式
石
室
が
築
造
さ
れ
そ
の

副
葬
品
と
し
て
蘇
我
氏
と
関
係
深
い
双
龍
環
頭
太
刀
が
出
土
し
た
こ
と
、
こ
の
立
石

古
墳
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
島
前
地
域
の
小
湾
ご
と
に
い
っ
せ
い
に
横
穴
群
が
形
成
さ

れ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
畿
内
系
の
土
師
器
や
奈
良
時
代
ま
で
の
遺
物
が
副
葬
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
被
葬
者
が
、
浦
々
で
海
産
物
を
収
取
す
る
海
民
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
島
後
の
支
配
は
隠
岐
国
造
の
勢
力
に
任
せ
て
、
少
な
く

と
も
島
前
は
六
世
紀
後
半
か
ら
は
ミ
ヤ
ケ
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
経
営
に
安
曇
氏
や
安

曇
部
、
海
部
を
配
置
し
て
大
和
の
大
王
の
た
め
に
海
産
物
を
貢
納
す
る
地
域
と
な
っ

た
、
そ
し
て
そ
の
隠
岐
島
は
八
世
紀
の
律
令
国
家
に
な
っ
て
か
ら
も
国
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
前
代
の
ま
ま
海
産
物
を
貢
納
さ
せ
つ
つ
、
安
曇
氏
の
一
部

に
は
天
皇
の
供
御
と
し
て
特
別
な
製
品
を
貢
納
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
平
城
宮
跡
か
ら
出
土
す
る
木
簡
に
は
隠
岐
の
海
部
郡
、
知
夫
郡
の
海
部
や

安
曇
部
の
姓
を
名
乗
る
者
が
数
多
く
見
出
せ
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
子
孫
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
で
は
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
海
産
物
の
確
保
が
必
要
で
あ
っ
た

の
か
。

　
　や

す
み
し
し

　わ
ご
大
君
の

　食お
す
く
に国

は

　倭
も
此
処
も

　同
じ
と
思
ふ

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

万
葉
集

　巻
六
）

　こ
れ
は
万
葉
集
に
収
め
る
大
伴
旅
人
の
歌
で
あ
る
が
、
大
王
が
「
食
す
」
素
材
は

「
御
食
つ
国
」
か
ら
貢
納
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
品
質
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の

質
を
保
証
し
安
定
的
に
供
給
さ
せ
る
た
め
の
直
轄
地
ミ
ヤ
ケ
の
設
置
で
あ
っ
た
と
い

う
の
が
山
中
章
氏
の
見
解
で
あ
る
。
律
令
制
下
に
お
い
て
も
島
嶼
部
や
海
浜
部
に
小

国
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
か
つ
て
そ
れ
ら
の
地
方
に
ミ
ヤ
ケ
を
設
置
し
て
安
曇
氏
の

も
と
で
海
部
に
よ
る
「
質
の
保
証
さ
れ
た
供
御
用
の
各
種
海
産
物
の
安
定
的
供
給
」

を
は
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。

　こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
良
質
の
海
産
物
が
、
御
贄
、
御
調
、
供
御
と
さ
れ
た
そ

の
意
味
で
あ
る
。
単
に
美
味
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
大
王
へ
の
御
饌
物

に
は
同
時
に
神
饌
と
し
て
の
清
浄
性
が
併
せ
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
食
品
や
食
材
の
貢
納
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
初
頭
、
そ
れ
は
天
皇

で
い
え
ば
、
敏
達
、
用
明
、
崇
峻
、
推
古
の
時
代
で
あ
り
、
大
臣
と
し
て
君
臨
し
た

蘇
我
馬
子
の
権
勢
が
さ
か
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
、
大
王
と
い
う
存
在
の

神
聖
化
が
大
き
く
進
展
し
て
い
た
こ
と
を
、
島
嶼
部
や
海
浜
部
へ
の
ミ
ヤ
ケ
の
設
置

は
物
語
る
の
で
あ
る
。
豊
富
な
御
贄
、
供
御
の
供
給
地
と
し
て
の
伊
勢
、
志
摩
も
、

こ
の
時
期
に
は
す
で
に
上
質
の
御
贄
の
供
給
地
と
し
て
、
大
和
の
大
王
の
王
権
の
視

界
の
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
早
く
に
注
目
し
て
い

た
の
が
水
野
祐
氏
で
、
同
氏
は
後
世
の
記
録
で
は
あ
る
が
『
延
暦
儀
式
帳
』
な
ど
を

史
料
と
し
て
志
摩
の
海
女
の
貢
納
す
る
鰒
な
ど
が
神
饌
と
し
て
特
別
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
（（
（

。

新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
―
習
俗
と
し
て
の
収
穫
祭
―

　
　
　現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
天
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皇
祭
祀
の
基
本
に
あ
る
の
が
新
嘗
祭
で
あ
り
大
嘗
祭
で
あ
る
。
神
話
上
で
も
皇
祖
神

た
る
天
照
大
神
が
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
の
第
七
段
の
素
戔
鳴
尊
の
乱
暴
の
話
の
中

で
新
嘗
を
き
こ
し
め
す
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
嘗
は
神
話
で

は
天
孫
降
臨
条
の
天
稚
彦
の
記
事
の
中
に
も
み
え
、
天
皇
の
祭
儀
と
し
て
は
仁
徳

四
〇
年
条
、
清
寧
二
年
条
（
大
嘗
）、
用
明
紀
二
年
（
五
八
七
）
条
、
舒
明
紀
一
一

年
（
六
三
九
）
条
、
皇
極
紀
元
年
（
六
四
二
）
条
、
天
武
紀
五
年
（
六
七
六
）
条
に

み
え
る
。
し
か
し
、
記
紀
神
話
以
外
に
も
、『
常
陸
国
風
土
記
』
筑
波
郡
条
に
福
慈

岳
（
富
士
山
）
の
福
慈
神
が
新
粟
の
初
嘗
を
し
て
い
て
家
内
諱
忌
を
し
て
い
る
と
か
、

筑
波
神
が
新
粟
嘗
を
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
記
事
が
み
え
、ま
た
『
万
葉
集
』
に
も
、

鳰に
お
ど
り

鳥
の

　葛
飾
早
稲
を
饗に

へ
す
と
も

　そ
の
愛
し
き
を

　外
に
立
て
め
や
も

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

万
葉
集

　巻
一
四
）

の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
嘗
は
秋
の
収
穫
祭
と
し
て
広
く
古
代
社
会
に

共
通
し
て
い
た
習
俗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
新
嘗
祭
を
基
盤
と
し
な
が
ら
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
し
て
成

立
し
た
の
が
大
嘗
祭
で
あ
る
。
そ
の
大
嘗
の
初
見
は
天
武
天
皇
の
二
年
（
六
七
三
）

一
二
月
条
で
、
中
臣
と
忌
部
ほ
か
神
官
ら
が
奉
仕
し
、
播
磨
と
丹
波
が
新
穀
の
稲

を
供
出
す
る
悠ゆ

き紀
と
主す

き基
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
、
持
統
天
皇
の
五
年

（
六
九
一
）一
一
月
条
で
は
、神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天
神
壽
詞
を
読
ん
で
い
る
が
、

播
磨
と
因
幡
の
二
国
が
斎ゆ

き忌
と
次す

き
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
民
間

に
も
み
ら
れ
た
習
俗
と
し
て
の
毎
年
の
収
穫
祭
で
あ
っ
た
の
が
と
く
に
天
皇
の
収
穫

祭
の
形
態
を
整
え
た
の
が
新
嘗
祭
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
し

て
の
形
態
を
整
え
た
の
が
大
嘗
祭
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
天
皇
の
踐
祚
大
嘗
祭

と
い
う
最
重
要
儀
礼
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、
伊
勢
神
宮
の
社
殿
造
営
と
と
も

に
天
武
・
持
統
朝
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鎮
魂
の
祭
儀

　
　
　出

雲
を
〈
外
部
〉
と
し
た
大
和
の
天
皇
の
王
権
が
そ
の
中
核
と

し
た
祭
祀
は
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
前
述
の
出
雲
の
龍

蛇
祭
祀
の
よ
う
な
自
然
界
の
脅
威
的
な
存
在
や
現
象
と
交
感
交
霊
す
る
よ
う
な
不
気

味
で
呪
術
的
な
霊
威
力
を
示
す
と
こ
ろ
は
な
い
。
む
し
ろ
清
浄
性
と
神
秘
性
と
を
そ

の
特
徴
と
す
る
洗
練
さ
れ
た
儀
礼
で
あ
る
。
で
は
出
雲
の
王
権
の
祭
祀
と
接
触
し
た

大
和
の
王
権
が
そ
こ
か
ら
獲
得
し
吸
収
し
た
呪
術
的
部
分
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
が
次
の
（
つ
で
あ
っ
た
。
①
神
話
と
し
て
の
出
雲
神
話
。
つ
ま
り
出
雲
の
神
々

が
大
和
王
権
の
守
り
神
で
あ
る
と
い
う
大
和
と
出
雲
の
密
接
不
可
分
の
関
係
を
物
語

る
一
連
の
出
雲
神
話
で
あ
る
。
②
儀
礼
と
し
て
の
鎮
魂
の
祭
儀
。
つ
ま
り
、
古
代
社

会
に
広
く
み
ら
れ
た
収
穫
儀
礼
と
し
て
の
新
嘗
祭
を
天
皇
祭
儀
と
し
て
再
構
成
し
た

こ
と
と
そ
れ
に
加
え
て
外
来
魂
の
吸
引
を
繰
り
返
す
祭
儀
と
し
て
の
鎮
魂
の
祭
儀
の

獲
得
で
あ
る
。
大
和
王
権
が
そ
の
祭
祀
の
中
核
と
し
た
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
の
そ
の
前

日
の
十
一
月
の
寅
の
日
に
行
な
わ
れ
る
そ
の
鎮
魂
の
祭
儀
こ
そ
が
天
皇
の
霊
威
力
を

表
象
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
祭
儀
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　こ
の
鎮
魂
の
祭
儀
の
始
ま
り
は
、
天
武
一
四
年
（
六
八
五
） 

一
一
月
丙
寅
（
二
四

日
）
の
「
招
魂
」
の
記
事
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
の
招

魂
は
天
武
天
皇
の
病
気
平
癒
祈
願
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
一
連
の
仏
教
的
、
道
教
的

諸
儀
礼
と
と
も
に
そ
の
一
環
と
し
て
の
儀
礼
で
あ
っ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
日

の
招
魂
に
先
立
ち
百
済
僧
の
法
蔵
法
師
と
優
婆
塞
の
益
田
直
金
鐘
と
が
白
朮
の
煮
た

の
を
献
上
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
白
朮
は
藤
原
京
跡
か
ら
出
土
す
る
木
簡

の
中
の
医
薬
品
の
保
管
札
に
「
白
朮
四
斗
」
な
ど
と
墨
書
さ
れ
た
付
札
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
当
時
す
で
に
医
薬
品
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
法
蔵
法
師
は
天
武
の
没
後
に
陰
陽
博
士
に
登
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
彼

が
白
朮
を
も
っ
て
行
な
っ
た
の
は
陰
陽
五
行
法
に
も
と
づ
く
医
術
行
為
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
天
武
の
招
魂
が
一
一
月
寅
の
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
み
て
、
そ
れ
が
古
代
中
国
の
歳
時
記
の
陰
陽
五
行
法
や
道
術
の
知
識
か
ら
の

援
用
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る

（
（（
（

。
つ
ま
り
、
そ
の
招
魂
は
陰
陽
五
行
法
に
も
と

づ
く
中
国
的
な
も
の
で
あ
り
、天
皇
の
病
気
平
癒
の
た
め
の
施
術
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
鎮
魂
の
祭
儀
は
、
の
ち
に
整
備
さ
れ
た
神
祇
令
の
規
定
に
よ
れ

ば
十
一
月
中
の
寅
ま
た
は
下
の
寅
の
日
、
つ
ま
り
新
嘗
祭
の
前
日
の
夕
刻
か
ら
宮
内
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皇
祭
祀
の
基
本
に
あ
る
の
が
新
嘗
祭
で
あ
り
大
嘗
祭
で
あ
る
。
神
話
上
で
も
皇
祖
神

た
る
天
照
大
神
が
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
の
第
七
段
の
素
戔
鳴
尊
の
乱
暴
の
話
の
中

で
新
嘗
を
き
こ
し
め
す
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
嘗
は
神
話
で

は
天
孫
降
臨
条
の
天
稚
彦
の
記
事
の
中
に
も
み
え
、
天
皇
の
祭
儀
と
し
て
は
仁
徳

四
〇
年
条
、
清
寧
二
年
条
（
大
嘗
）、
用
明
紀
二
年
（
五
八
七
）
条
、
舒
明
紀
一
一

年
（
六
三
九
）
条
、
皇
極
紀
元
年
（
六
四
二
）
条
、
天
武
紀
五
年
（
六
七
六
）
条
に

み
え
る
。
し
か
し
、
記
紀
神
話
以
外
に
も
、『
常
陸
国
風
土
記
』
筑
波
郡
条
に
福
慈

岳
（
富
士
山
）
の
福
慈
神
が
新
粟
の
初
嘗
を
し
て
い
て
家
内
諱
忌
を
し
て
い
る
と
か
、

筑
波
神
が
新
粟
嘗
を
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
記
事
が
み
え
、ま
た
『
万
葉
集
』
に
も
、

鳰に
お
ど
り

鳥
の

　葛
飾
早
稲
を
饗に

へ
す
と
も

　そ
の
愛
し
き
を

　外
に
立
て
め
や
も

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

万
葉
集

　巻
一
四
）

の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
嘗
は
秋
の
収
穫
祭
と
し
て
広
く
古
代
社
会
に

共
通
し
て
い
た
習
俗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
新
嘗
祭
を
基
盤
と
し
な
が
ら
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
し
て
成

立
し
た
の
が
大
嘗
祭
で
あ
る
。
そ
の
大
嘗
の
初
見
は
天
武
天
皇
の
二
年
（
六
七
三
）

一
二
月
条
で
、
中
臣
と
忌
部
ほ
か
神
官
ら
が
奉
仕
し
、
播
磨
と
丹
波
が
新
穀
の
稲

を
供
出
す
る
悠ゆ

き紀
と
主す

き基
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
、
持
統
天
皇
の
五
年

（
六
九
一
）一
一
月
条
で
は
、神
祇
伯
中
臣
大
嶋
朝
臣
が
天
神
壽
詞
を
読
ん
で
い
る
が
、

播
磨
と
因
幡
の
二
国
が
斎ゆ

き忌
と
次す

き
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
民
間

に
も
み
ら
れ
た
習
俗
と
し
て
の
毎
年
の
収
穫
祭
で
あ
っ
た
の
が
と
く
に
天
皇
の
収
穫

祭
の
形
態
を
整
え
た
の
が
新
嘗
祭
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
し

て
の
形
態
を
整
え
た
の
が
大
嘗
祭
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
天
皇
の
踐
祚
大
嘗
祭

と
い
う
最
重
要
儀
礼
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、
伊
勢
神
宮
の
社
殿
造
営
と
と
も

に
天
武
・
持
統
朝
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鎮
魂
の
祭
儀

　
　
　出

雲
を
〈
外
部
〉
と
し
た
大
和
の
天
皇
の
王
権
が
そ
の
中
核
と

し
た
祭
祀
は
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
前
述
の
出
雲
の
龍

蛇
祭
祀
の
よ
う
な
自
然
界
の
脅
威
的
な
存
在
や
現
象
と
交
感
交
霊
す
る
よ
う
な
不
気

味
で
呪
術
的
な
霊
威
力
を
示
す
と
こ
ろ
は
な
い
。
む
し
ろ
清
浄
性
と
神
秘
性
と
を
そ

の
特
徴
と
す
る
洗
練
さ
れ
た
儀
礼
で
あ
る
。
で
は
出
雲
の
王
権
の
祭
祀
と
接
触
し
た

大
和
の
王
権
が
そ
こ
か
ら
獲
得
し
吸
収
し
た
呪
術
的
部
分
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
が
次
の
（
つ
で
あ
っ
た
。
①
神
話
と
し
て
の
出
雲
神
話
。
つ
ま
り
出
雲
の
神
々

が
大
和
王
権
の
守
り
神
で
あ
る
と
い
う
大
和
と
出
雲
の
密
接
不
可
分
の
関
係
を
物
語

る
一
連
の
出
雲
神
話
で
あ
る
。
②
儀
礼
と
し
て
の
鎮
魂
の
祭
儀
。
つ
ま
り
、
古
代
社

会
に
広
く
み
ら
れ
た
収
穫
儀
礼
と
し
て
の
新
嘗
祭
を
天
皇
祭
儀
と
し
て
再
構
成
し
た

こ
と
と
そ
れ
に
加
え
て
外
来
魂
の
吸
引
を
繰
り
返
す
祭
儀
と
し
て
の
鎮
魂
の
祭
儀
の

獲
得
で
あ
る
。
大
和
王
権
が
そ
の
祭
祀
の
中
核
と
し
た
新
嘗
祭
と
大
嘗
祭
の
そ
の
前

日
の
十
一
月
の
寅
の
日
に
行
な
わ
れ
る
そ
の
鎮
魂
の
祭
儀
こ
そ
が
天
皇
の
霊
威
力
を

表
象
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
祭
儀
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　こ
の
鎮
魂
の
祭
儀
の
始
ま
り
は
、
天
武
一
四
年
（
六
八
五
） 

一
一
月
丙
寅
（
二
四

日
）
の
「
招
魂
」
の
記
事
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
の
招

魂
は
天
武
天
皇
の
病
気
平
癒
祈
願
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
一
連
の
仏
教
的
、
道
教
的

諸
儀
礼
と
と
も
に
そ
の
一
環
と
し
て
の
儀
礼
で
あ
っ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
日

の
招
魂
に
先
立
ち
百
済
僧
の
法
蔵
法
師
と
優
婆
塞
の
益
田
直
金
鐘
と
が
白
朮
の
煮
た

の
を
献
上
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
白
朮
は
藤
原
京
跡
か
ら
出
土
す
る
木
簡

の
中
の
医
薬
品
の
保
管
札
に
「
白
朮
四
斗
」
な
ど
と
墨
書
さ
れ
た
付
札
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
当
時
す
で
に
医
薬
品
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
法
蔵
法
師
は
天
武
の
没
後
に
陰
陽
博
士
に
登
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
彼

が
白
朮
を
も
っ
て
行
な
っ
た
の
は
陰
陽
五
行
法
に
も
と
づ
く
医
術
行
為
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
天
武
の
招
魂
が
一
一
月
寅
の
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
み
て
、
そ
れ
が
古
代
中
国
の
歳
時
記
の
陰
陽
五
行
法
や
道
術
の
知
識
か
ら
の

援
用
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る

（
（（
（

。
つ
ま
り
、
そ
の
招
魂
は
陰
陽
五
行
法
に
も
と

づ
く
中
国
的
な
も
の
で
あ
り
、天
皇
の
病
気
平
癒
の
た
め
の
施
術
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
鎮
魂
の
祭
儀
は
、
の
ち
に
整
備
さ
れ
た
神
祇
令
の
規
定
に
よ
れ

ば
十
一
月
中
の
寅
ま
た
は
下
の
寅
の
日
、
つ
ま
り
新
嘗
祭
の
前
日
の
夕
刻
か
ら
宮
内
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省
正
庁
に
お
い
て
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
座
の
前
に
天
皇
の
御
衣
の
箱
を
安

置
し
、
御

み
か
ん
な
ぎ

巫
や
猿さ

る
め女

ら
が
神
楽
舞
を
し
、
つ
い
で
御
巫
が
宇う

け
ふ
ね

気
槽
を
伏
せ
た
上
に
立

ち
、
琴
の
音
に
あ
わ
せ
て
桙
を
十
回
撞
く
。
一
撞
き
ご
と
に
神
祇
伯
が
木ゆ

う綿
の
糸
を

結
ぶ
所
作
を
し
て
そ
れ
を
十
回
く
り
か
え
す
。
そ
の
と
き
女
蔵
人
が
御
衣
の
箱
を
開

い
て
振
り
動
か
す
。
神
祇
伯
が
結
ん
だ
御
玉
緒
の
糸
は
斎い

わ
い
べ瓮

に
収
め
て
神
祇
官
の
斎

院
の
斎
戸
の
神
殿
に
収
め
ら
れ
毎
年
十
二
月
に
そ
こ
で
祭
り
が
行
な
わ
れ
た
。な
お
、

こ
の
鎮
魂
の
祭
儀
に
つ
い
て
は
、
時
代
ご
と
の
変
遷
も
含
め
て
複
雑
な
問
題
が
存
在

す
る
の
で
、
別
稿
で
詳
論
し
て
い
る

（
（（
（

。
そ
れ
を
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。

　こ
の
鎮
魂
の
祭
儀
の
鎮
魂
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
「
た
ま
ふ
り
」
と

「
た
ま
し
ず
め
」
の
二
つ
の
言
い
方
が
あ
り
そ
の
解
釈
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
九
世
紀

の
『
令
義
解
』
神
祇
令
で
は
「
オ
ホ
ン
タ
マ
フ
リ
」
と
訓
じ
て
い
る
が
、
職
員
令
で

は
、
鎮
魂
と
は
離
遊
の
運
魂
を
招
き
身
体
の
中
府
に
鎮
め
る
こ
と
だ
と
注
記
し
て
い

る
。『
令
集
解
』で
は
鎮
魂
を
た
ま
ふ
り
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
の
こ
と
だ
と
も
い
っ

て
い
る
。
一
〇
世
紀
の
『
延
喜
式
』
で
は
タ
マ
シ
ツ
メ
と
オ
ホ
ム
タ
マ
フ
リ
の
両
方

の
訓
を
ふ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
江
戸
末
期
の
国
学
者
で
あ
り
歴
史
学
者
で
あ
っ
た

伴
信
友
は
そ
の
著
『
鎮
魂
傳
』
と
『
比
古
婆
衣
』
で
、
た
ま
ふ
り
と
は
「
御
衣
を
御

魂
実
と
し
て
振
り
動
か
し
奉
る
こ
と
」（『
鎮
魂
傳
』）
と
い
い
、「
天
皇
の
御
魂
の
威

震
り
給
ふ
べ
く
奉
仕
る
」（『
比
古
婆
衣
』）
こ
と
だ
と
解
説
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

た
ま
し
ず
め
と
は
身
体
か
ら
出
て
行
く
魂
を
招
き
返
し
て
鎮
め
る
こ
と
、
た
ま
ふ
り

と
は
そ
の
鎮
ま
っ
た
霊
魂
が
そ
の
威
力
を
作
用
す
る
こ
と
、と
い
う
解
釈
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
し
か
し
、
い
ず
れ
も
鎮
魂
と
い
う
漢
字
の
字
義
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
し

か
も
遊
離
魂
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
た
め
に
、
た
ま
し
ず
め
は
解
釈
で
き
た

が
、
た
ま
ふ
り
の
語
義
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
遊
離
魂
で
は
な
く
外
来
魂
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
た
ま
し

ず
め
と
た
ま
ふ
り
と
の
関
係
を
明
確
に
論
じ
た
の
が
折
口
信
夫
で
あ
っ
た

（
（（
（

。
そ
の
折

口
が
注
目
し
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
『
記
紀
』
の
出
雲
神
話
の
大
己
貴
神
（
古
事
記
で

は
大
国
主
神
）
に
よ
る
国
作
り
神
話
に
お
け
る
海
上
来
臨
し
た
幸

さ
き
み
た
ま

魂
と
奇

く
し
み
た
ま

魂
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
霊
魂
は
毎
年
、
外
来
魂
の
吸
収
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
そ
の
外
来
魂
の
吸
収
を
意
味
す
る
言
葉
が
む
す
び
（
産
霊
）
で
あ
り
、
そ
の

定
着
が
た
ま
し
ず
め
（
鎮
魂
）
で
、
そ
の
活
性
化
と
増
殖
が
た
ま
ふ
り
（
鎮
魂
）
で

あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
活
性
化
し
増
殖
し
た
霊
力
を
広
く
人
び
と
へ
分
配
す
る
の
が
、

み
た
ま
の
ふ
ゆ
（
恩
頼
・
皇
霊
之
威

（
（（
（

）
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
天
皇
と
い
う
存
在
が
霊
威
力
を
更
新
し
つ
づ
け
な
が
ら
そ
の
霊
威
力
を
人
民
に
広

く
分
か
ち
与
え
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

折
口
の
理
解
に
立
つ
と
き
、
毎
年
秋
の
新
嘗
祭
に
先
立
っ
て
鎮
魂
の
祭
儀
が
行
な
わ

れ
る
そ
の
深
層
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
が
神
聖

な
る
祭
祀
王
と
し
て
の
祭
儀
装
置
を
完
備
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
い
た
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
み
た
ま
の
ふ
ゆ
と
い
う
霊
威
力
の
臣
民
へ
の
分
与

と
い
う
構
図
は
、
先
の
山
中
章
氏
が
そ
の
論
考
で
強
調
し
て
い
る
「
供
御
と
人
給
」

と
い
う
関
係

（
（（
（

に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
王
権
の
基
本
的
構
造
な
の
で

あ
る
。

結
論　こ

の
伊
勢
神
宮
の
創
祀
を
め
ぐ
る
小
論
は
、
必
然
的
に
古
代
の
大
和
王
権
を
め
ぐ

る
歴
史
的
追
跡
の
作
業
と
な
っ
て
い
る
。
柳
田
國
男
が
提
唱
し
折
口
信
夫
が
参
加
し

て
創
ら
れ
た
日
本
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ら
の
古
代
史
の
問
題
を
考
え
て
み
る

と
い
う
こ
と
は
、
は
じ
め
に
、
で
も
の
べ
た
と
お
り
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
隋

書
』
な
ど
の
文
献
史
料
が
発
信
し
て
い
る
伝
承
情
報
を
比
較
論
的
に
整
理
分
析
し
て

み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
史
学
の
研
究
成
果
や
考

古
学
の
成
果
の
一
部
を
参
考
に
し
て
伊
勢
神
宮
の
創
祀
に
つ
い
て
整
理
分
析
し
て
み

た
本
稿
の
結
論
を
し
ぼ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
多
く
の
紙
幅
を
要

し
て
論
じ
た
論
点
は
こ
れ
ら
以
外
に
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論

は
各
節
ご
と
各
項
目
ご
と
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
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い
。　第

一
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
の
問
題
は
そ
の
歴
史
的
奉
祭
過
程
に
つ
い
て
整
理
す
る

と
こ
ろ
か
ら
解
読
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
①
―
⑦
の
諸
点
が
指
摘
で
き
る
。

　①
推
古
朝
の
遣
隋
使
の
派
遣
に
よ
る
文
化
衝
撃
に
よ
る
一
連
の
推
古
朝
の
改
革
の

一
環
と
し
て
「
天
皇
記
」「
国
記
」
な
ど
の
国
史
の
編
纂
が
あ
り
、そ
の
時
点
で
「
日

神
」
祭
祀
の
王
権
神
話
が
構
想
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
②
現
在
の
推
古
紀
に

は
日
神
祭
祀
の
神
話
記
事
は
な
い
が
、
用
明
紀
が
引
く
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
に

は
そ
れ
が
存
在
し
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
に
よ
っ

て
そ
の
記
事
は
一
定
の
脚
色
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
よ
り
古
い
時
代
の
崇
神
紀
・
垂
仁

紀
へ
と
移
動
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
②
垂
仁
紀
が
記
す
天
照
大
神
の
奉
祭
地

を
も
と
め
て
の
大
和
か
ら
伊
勢
へ
の
移
動
の
物
語
に
お
け
る
近
江
か
ら
美
濃
へ
の
迂

回
伝
承
は
、壬
申
の
乱
の
地
理
的
展
開
か
ら
の
反
映
が
色
濃
く
見
出
せ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
伝
承
が
『
古
事
記
』
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
天
武
の
勅

語
に
は
そ
れ
が
ま
だ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
鎮
座
伝
承
は
天

武
・
持
統
朝
よ
り
も
そ
れ
以
降
の
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
段
階
で
の
脚
色
に
よ
る
可

能
性
が
大
で
あ
る
。
③
天
皇
が
皇
女
を
し
て
天
照
大
神
に
奉
仕
さ
せ
る
斎
宮
の
制
に

つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
崇
神
、
垂
仁
、
景
行
、
雄
略
、
継
体
、
欽
明
、
敏

達
、
用
明
、
天
武
、
の
歴
代
の
記
事
が
み
え
る
が
、
そ
の
う
ち
歴
史
的
事
実
と
考
え

ら
れ
る
の
は
、
泊
瀬
の
斎
宮
か
ら
伊
勢
へ
と
派
遣
さ
れ
た
天
武
天
皇
の
皇
女
の
大
来

皇
女
（
大
伯
皇
女
）
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
持
統
朝
に
は
新
た
に
斎
宮
が
派
遣
さ

れ
た
記
事
は
な
く
、
政
局
混
乱
を
胚
胎
し
て
い
た
持
統
朝
に
お
い
て
は
ま
だ
斎
宮
の

派
遣
の
制
度
的
な
整
備
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
次
の
文
武
朝
以
降
に
制
度
化
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
④
壬
申
の
乱
の
最
中
に
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
が
望
拝
し

た
天
照
大
神
と
い
う
の
は
、
す
で
に
伊
勢
の
地
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
だ
大
和

の
地
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
か
ら
か
、
後
者
な
ら
そ

の
宮
処
は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
し
か
し
、
御
杖
代
の
皇
女
の
存
在
が
最
重

要
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
い
ず
れ
へ
も
祭
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
記
事
の
出
典
と
さ
れ
る
『
安
斗
智
徳
日
記
』
も
後
世
の
『
釈
日

本
紀
』
所
引
の
『
私
記
』
の
引
く
も
の
で
あ
り
同
時
代
史
料
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
お
け
る
天
照
太
神
の
望
拝
の
記
事
自
体
が
戦
時

物
語
の
一
部
と
し
て
演
出
的
に
脚
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
⑤

し
か
し
、
伊
勢
神
宮
創
祀
の
歴
史
的
過
程
と
し
て
、
推
古
朝
に
お
け
る
日
神
祭
祀
、

斉
明
朝
に
お
け
る
出
雲
の
祭
祀
世
界
の
重
要
要
素
の
吸
収
、
持
統
朝
に
お
け
る
社
殿

造
営
と
行
幸
、
と
い
う
い
ず
れ
も
女
性
の
天
皇
の
治
世
下
に
お
け
る
三
つ
の
大
き
な

画
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
⑥
確
実
な
伊
勢
神
宮
の
造
営
は
天
武
二
年

（
六
七
三
）
四
月
の
大
来
皇
女
（
大
伯
皇
女
）
の
泊
瀬
の
斎
宮
へ
の
籠
も
り
か
ら
翌

三
年
（
六
七
四
）
一
〇
月
の
伊
勢
へ
の
出
発
の
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
持
統
六
年

（
六
九
二
）
の
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
に
際
し
て
伊
勢
神
宮
の
社
殿
が
存
在
し
た
こ

と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
点
で
は
伊
勢
神
宮
の
造
営
や
修
理
や
祭
祀
の
用
度
な

ど
の
諸
費
用
を
負
担
し
供
御
充
当
す
る
神
郡
の
設
置
が
、
あ
ら
た
め
て
大
規
模
な
社

殿
造
営
を
実
現
さ
せ
る
画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
律
令
制
的
な
税

制
度
の
も
と
で
の
伊
勢
神
宮
の
造
営
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
益
京
（
藤
原
京
）
と
い
う

新
た
な
都
城
の
造
営
と
対
を
な
す
国
家
的
事
業
で
あ
っ
た
。
の
ち
の
元
明
天
皇
は
和

銅
元
年
（
七
〇
八
）
一
〇
月
に
平
城
京
へ
の
遷
都
と
平
城
宮
の
造
営
を
告
げ
る
た
め

伊
勢
神
宮
へ
と
奉
幣
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
政
治
権
力
の
基
盤
と
し
て
の
律
令
制
と

都
城
制
、
に
対
応
す
る
宗
教
権
威
の
基
盤
と
し
て
の
官
寺
制
と
神
祇
制
、
と
い
う
律

令
国
家
の
体
系
の
も
と
で
、
そ
の
神
祇
制
の
中
核
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
伊
勢
神
宮

の
造
営
と
祭
祀
が
そ
こ
に
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
⑦
天
照
大
神
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
の
は
、
そ
の
謚
号
を
当
初
の
大
倭
根
子
天
之
広
野
日
女
尊
か
ら
高
天
原
広
野
姫
天

皇
へ
と
改
め
た
持
統
天
皇
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
照
大
神
と
皇
孫
瓊
瓊
杵
尊
の
関
係

は
持
統
天
皇
と
文
武
天
皇
の
関
係
を
投
影
し
て
お
り
、
神
話
世
界
に
お
け
る
天
照
大

神
の
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
は
、
持
統
天
皇
が
そ
の
父
親
で
あ
る
天
智
天
皇
に
仮
託

し
て
構
想
し
妹
の
元
明
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
言
明
さ
れ
た
「
不
改
常
典
」
の
詔
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
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い
。　第

一
、
伊
勢
神
宮
の
創
祀
の
問
題
は
そ
の
歴
史
的
奉
祭
過
程
に
つ
い
て
整
理
す
る

と
こ
ろ
か
ら
解
読
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
①
―
⑦
の
諸
点
が
指
摘
で
き
る
。

　①
推
古
朝
の
遣
隋
使
の
派
遣
に
よ
る
文
化
衝
撃
に
よ
る
一
連
の
推
古
朝
の
改
革
の

一
環
と
し
て
「
天
皇
記
」「
国
記
」
な
ど
の
国
史
の
編
纂
が
あ
り
、そ
の
時
点
で
「
日

神
」
祭
祀
の
王
権
神
話
が
構
想
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
②
現
在
の
推
古
紀
に

は
日
神
祭
祀
の
神
話
記
事
は
な
い
が
、
用
明
紀
が
引
く
「
も
う
一
つ
の
推
古
紀
」
に

は
そ
れ
が
存
在
し
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
の
編
者
に
よ
っ

て
そ
の
記
事
は
一
定
の
脚
色
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
よ
り
古
い
時
代
の
崇
神
紀
・
垂
仁

紀
へ
と
移
動
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
②
垂
仁
紀
が
記
す
天
照
大
神
の
奉
祭
地

を
も
と
め
て
の
大
和
か
ら
伊
勢
へ
の
移
動
の
物
語
に
お
け
る
近
江
か
ら
美
濃
へ
の
迂

回
伝
承
は
、壬
申
の
乱
の
地
理
的
展
開
か
ら
の
反
映
が
色
濃
く
見
出
せ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
伝
承
が
『
古
事
記
』
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
天
武
の
勅

語
に
は
そ
れ
が
ま
だ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
鎮
座
伝
承
は
天

武
・
持
統
朝
よ
り
も
そ
れ
以
降
の
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
段
階
で
の
脚
色
に
よ
る
可

能
性
が
大
で
あ
る
。
③
天
皇
が
皇
女
を
し
て
天
照
大
神
に
奉
仕
さ
せ
る
斎
宮
の
制
に

つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
崇
神
、
垂
仁
、
景
行
、
雄
略
、
継
体
、
欽
明
、
敏

達
、
用
明
、
天
武
、
の
歴
代
の
記
事
が
み
え
る
が
、
そ
の
う
ち
歴
史
的
事
実
と
考
え

ら
れ
る
の
は
、
泊
瀬
の
斎
宮
か
ら
伊
勢
へ
と
派
遣
さ
れ
た
天
武
天
皇
の
皇
女
の
大
来

皇
女
（
大
伯
皇
女
）
の
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
持
統
朝
に
は
新
た
に
斎
宮
が
派
遣
さ

れ
た
記
事
は
な
く
、
政
局
混
乱
を
胚
胎
し
て
い
た
持
統
朝
に
お
い
て
は
ま
だ
斎
宮
の

派
遣
の
制
度
的
な
整
備
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
次
の
文
武
朝
以
降
に
制
度
化
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
④
壬
申
の
乱
の
最
中
に
大
海
人
皇
子
（
天
武
）
が
望
拝
し

た
天
照
大
神
と
い
う
の
は
、
す
で
に
伊
勢
の
地
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
だ
大
和

の
地
に
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
か
ら
か
、
後
者
な
ら
そ

の
宮
処
は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
し
か
し
、
御
杖
代
の
皇
女
の
存
在
が
最
重

要
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
い
ず
れ
へ
も
祭
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
記
事
の
出
典
と
さ
れ
る
『
安
斗
智
徳
日
記
』
も
後
世
の
『
釈
日

本
紀
』
所
引
の
『
私
記
』
の
引
く
も
の
で
あ
り
同
時
代
史
料
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
朝
明
郡
の
迹
太
川
の
辺
に
お
け
る
天
照
太
神
の
望
拝
の
記
事
自
体
が
戦
時

物
語
の
一
部
と
し
て
演
出
的
に
脚
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
⑤

し
か
し
、
伊
勢
神
宮
創
祀
の
歴
史
的
過
程
と
し
て
、
推
古
朝
に
お
け
る
日
神
祭
祀
、

斉
明
朝
に
お
け
る
出
雲
の
祭
祀
世
界
の
重
要
要
素
の
吸
収
、
持
統
朝
に
お
け
る
社
殿

造
営
と
行
幸
、
と
い
う
い
ず
れ
も
女
性
の
天
皇
の
治
世
下
に
お
け
る
三
つ
の
大
き
な

画
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
⑥
確
実
な
伊
勢
神
宮
の
造
営
は
天
武
二
年

（
六
七
三
）
四
月
の
大
来
皇
女
（
大
伯
皇
女
）
の
泊
瀬
の
斎
宮
へ
の
籠
も
り
か
ら
翌

三
年
（
六
七
四
）
一
〇
月
の
伊
勢
へ
の
出
発
の
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
持
統
六
年

（
六
九
二
）
の
持
統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
に
際
し
て
伊
勢
神
宮
の
社
殿
が
存
在
し
た
こ

と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
点
で
は
伊
勢
神
宮
の
造
営
や
修
理
や
祭
祀
の
用
度
な

ど
の
諸
費
用
を
負
担
し
供
御
充
当
す
る
神
郡
の
設
置
が
、
あ
ら
た
め
て
大
規
模
な
社

殿
造
営
を
実
現
さ
せ
る
画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
律
令
制
的
な
税

制
度
の
も
と
で
の
伊
勢
神
宮
の
造
営
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
益
京
（
藤
原
京
）
と
い
う

新
た
な
都
城
の
造
営
と
対
を
な
す
国
家
的
事
業
で
あ
っ
た
。
の
ち
の
元
明
天
皇
は
和

銅
元
年
（
七
〇
八
）
一
〇
月
に
平
城
京
へ
の
遷
都
と
平
城
宮
の
造
営
を
告
げ
る
た
め

伊
勢
神
宮
へ
と
奉
幣
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
政
治
権
力
の
基
盤
と
し
て
の
律
令
制
と

都
城
制
、
に
対
応
す
る
宗
教
権
威
の
基
盤
と
し
て
の
官
寺
制
と
神
祇
制
、
と
い
う
律

令
国
家
の
体
系
の
も
と
で
、
そ
の
神
祇
制
の
中
核
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
伊
勢
神
宮

の
造
営
と
祭
祀
が
そ
こ
に
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
⑦
天
照
大
神
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
の
は
、
そ
の
謚
号
を
当
初
の
大
倭
根
子
天
之
広
野
日
女
尊
か
ら
高
天
原
広
野
姫
天

皇
へ
と
改
め
た
持
統
天
皇
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
照
大
神
と
皇
孫
瓊
瓊
杵
尊
の
関
係

は
持
統
天
皇
と
文
武
天
皇
の
関
係
を
投
影
し
て
お
り
、
神
話
世
界
に
お
け
る
天
照
大

神
の
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
は
、
持
統
天
皇
が
そ
の
父
親
で
あ
る
天
智
天
皇
に
仮
託

し
て
構
想
し
妹
の
元
明
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
言
明
さ
れ
た
「
不
改
常
典
」
の
詔
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
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　第
二
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
展
開
だ
け
を
た
だ
追
跡
し

て
も
重
要
な
点
が
見
え
て
こ
な
い
。『
記
紀
』
に
な
ぜ
出
雲
神
話
が
存
在
す
る
の
か

と
い
う
問
題
も
含
め
て
、
出
雲
大
社
の
祭
祀
と
対
を
な
す
も
の
と
と
ら
え
る
と
き
、

は
じ
め
て
大
和
王
権
の
祭
祀
世
界
が
見
え
て
く
る
。〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
と

い
う
概
念
設
定
が
有
効
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
①
―
⑤
の
諸
点
が
指
摘
で

き
る
。

　①
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
て
世
俗
王
権
と
祭
祀
王
権
と
を
合
体
し
た
超
越
神
聖
王
権

を
め
ざ
し
た
天
武
と
持
統
の
大
和
王
権
が
奉
祭
し
た
伊
勢
神
宮
は
日
神
で
あ
り
皇
祖

神
で
あ
る
天
照
大
神
を
祀
る
神
社
で
あ
る
が
、
大
和
の
飛
鳥
の
地
か
ら
み
て
東
方
に

清
新
な
る
海
上
か
ら
太
陽
の
昇
る
地
を
求
め
れ
ば
、
伊
勢
志
摩
の
海
岸
へ
と
至
る
の

は
地
理
的
必
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
外
的
な
異
国
と
の
緊
張
関
係
か
ら
解
放
さ
れ

る
地
理
的
条
件
を
そ
な
え
た
「
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
」「
傍
国
の
可
怜
し
国
」

で
あ
り
、
新
鮮
で
神
聖
な
御
贄
や
供
御
の
豊
富
な
地
域
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
大
和
か

ら
見
て
東
方
に
昇
る
太
陽
、
海
上
か
ら
昇
る
清
新
な
太
陽
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
、
伊
勢
に
自
ら
の
皇
祖
神
天
照
大
神
を
祭
っ
た
天
武
と
持
統
の
大
和
王
権
が
、
そ

の
対
比
と
し
て
強
く
意
識
し
、『
記
紀
』
の
神
統
譜
の
中
に
特
別
な
位
置
を
占
め
る

か
た
ち
で
設
定
し
た
の
が
、
西
方
の
海
上
に
赤
く
輝
く
美
し
い
太
陽
が
沈
み
行
く

天あ
め
の
ひ
す
み
の
み
や

日
隅
宮
と
も
呼
ば
れ
る
大
己
貴
神
を
祭
る
杵
築
大
社
を
中
心
と
す
る
出
雲
の
神
々

の
世
界
で
あ
っ
た
。
②
そ
の
天
武
・
持
統
が
必
要
と
し
た
の
は
、
半
島
や
大
陸
に
向

か
う
緊
張
世
界
、
辺
境
世
界
、
境
界
世
界
に
あ
っ
て
、
毎
年
、
西
方
か
ら
の
荒
れ
る

海
流
に
乗
っ
て
寄
り
来
る
霊
妙
な
龍
蛇
を
迎
え
て
祭
る
龍
蛇
祭
祀
と
い
う
自
然
信
仰

的
で
呪
的
な
霊
威
力
の
更
新
を
豊
か
に
伝
承
し
て
い
た
出
雲
の
地
方
王
権
の
祭
祀
王

と
し
て
の
属
性
で
あ
っ
た
。
③
そ
う
し
て
天
武
と
持
統
の
大
和
王
権
を
守
る
装
置
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
、
伊
勢
と
出
雲
と
い
う
東
西
の
海
に
面
し
た
両
端
の
象

徴
的
霊
威
的
存
在
で
あ
っ
た
。
王
権
神
話
で
政
治
は
皇
孫
に
、神
事
は
大
己
貴
神
に
、

と
の
分
業
を
語
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
同
時
に
、
東
（
対
外
的
安
全
領
域
た
る
太
平
洋

の
海
辺
）―
西
（
異
国
に
向
き
合
う
対
外
緊
張
の
日
本
海
の
海
辺
）、
朝
日
（
日
昇
）―
夕

陽
（
日
没
）、太
陽
―
龍
蛇
、陽
―
陰
、陸
（
新
嘗
祭
）―
海
（
神
在
祭
）、現
世
（
顕
世
）

―
他
界
（
幽
世
）、
と
い
う
対
照
性
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
関

係
性
で
あ
っ
た
。〈
内
部
〉
と
し
て
の
伊
勢
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
と
い
う
対

照
的
位
置
づ
け
で
あ
り
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
た
大
和
の

超
越
神
聖
王
権
と
は
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、
の
存
在
を
必
要
不
可
欠
と
し
た

王
権
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
④
民
俗
学
の
王
権
論
と
い
え
ば
、
折
口
信
夫
の
そ
れ
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
大
嘗
祭
と
鎮
魂
の
祭
儀
か
ら
、
鎮
魂
と
は
外
来
魂
の
た
ま
し
ず
め

（
鎮
魂
）
と
た
ま
ふ
り
（
鎮
魂
）
と
か
ら
な
る
王
権
儀
礼
で
あ
り
、
天
皇
は
霊
妙
な
る

外
来
魂
を
集
め
る
と
と
も
に
豊
か
な
内
在
魂
の
分
与
（
み
た
ま
の
ふ
ゆ
：
皇
霊
之
威
・

恩
頼
）
を
行
な
う
存
在
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
具
体
的
に
は
地
方
の
小
王

か
ら
中
央
の
大
王
へ
と
献
上
さ
れ
る
御
贄
や
采
女
な
ど
の
媒
介
項
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
折
口
の
視
線
に
導
か
れ
て
到
達
し
た
の
が
次
の
結
論
で
あ
る
。
出
雲
の
祭
祀
王

に
と
っ
て
龍
蛇
祭
祀
と
は
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
外
来
魂
の
吸
収
儀
礼
で
あ
り
、一
方
、

大
和
の
祭
祀
王
が
大
嘗
祭
に
先
立
っ
て
執
行
す
る
鎮
魂
の
祭
儀
も
外
来
魂
の
吸
収
儀

礼
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
外
来
魂
の
吸
収
と
い
う
呪
術
的
霊
威
力
の
更
新
の
儀
礼
と

信
仰
を
大
和
の
王
権
が
獲
得
し
た
の
は
、
出
雲
の
祭
祀
王
と
の
接
触
に
よ
っ
て
で
あ

り
、両
者
の
関
係
論
の
上
か
ら
い
え
ば
、〈
外
部
〉
と
し
て
の
出
雲
、の
設
定
に
よ
る
。

⑤
天
皇
の
鎮
魂
の
祭
儀
と
は
、
外
来
魂
を
集
め
る
む
す
び
（
結
び
）
と
む
す
ひ
（
産

霊
）、
そ
の
外
来
魂
を
天
皇
の
身
体
に
定
着
さ
せ
る
た
ま
ふ
り
（
鎮
魂
）、
そ
う
し
て

内
在
魂
と
な
っ
た
天
皇
の
霊
魂
を
増
殖
し
活
性
化
さ
せ
る
た
ま
し
ず
め
（
鎮
魂
）、

そ
し
て
そ
の
豊
か
な
天
皇
の
創
造
力
豊
か
な
内
在
魂
を
臣
民
へ
と
分
与
す
る
み
た
ま

の
ふ
ゆ
（
皇
霊
之
威
・
恩
頼
）
ま
で
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
天
皇
と
い
う
存
在
と
機

能
の
基
本
が
そ
の
霊
魂
力
（
生
命
力
）
の
不
断
の
更
新
と
そ
の
分
与
に
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
神
聖
な
る
天
皇
へ
の
御
贄
の
供
御
と
そ
の
直
会
と
し
て
の
官

人
へ
の
給
付
、
つ
ま
り
、
古
代
史
学
が
注
目
す
る
「
供
御
と
人
給
」
の
循
環
関
係
に

も
見
出
さ
れ
る
関
係
性
で
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
付
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に

カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ーK

arl Polanyi

（
一
八
八
六
―
一
九
六
四
）
の
い
う
と
こ
ろ
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註（
（
）

　田
中
卓
『
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
発
展
』（『
田
中
卓
著
作
集
』
（

　国
書
刊
行
会

　一
九
八
五

（
（
）

　津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
岩
波
書
店

　一
九
四
八

　

（
（
）

　直
木
孝
次
郎
「
伊
勢
神
宮
の
起
源
」
藤
谷
俊
雄
・
直
木
孝
次
郎
『
伊
勢
神
宮
』
三
一
書
房

一
九
六
〇
、
同
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
書
房

　一
九
六
四

（
（
）

　桜
井
勝
之
進
『
伊
勢
神
宮
』
学
生
社

　一
九
七
一

（
（
）  

丸
山
二
郎
「
伊
勢
大
神
宮
の
奉
祀
に
つ
い
て
」『
日
本
古
代
史
研
究
』
大
八
洲
出
版

　

一
九
四
八

（
（
）

　瀧
川
政
次
郎
「
天
武
天
皇
」『
人
物
新
日
本
史
〔
第
一
〕
上
代
編
』
明
治
書
院

　一
九
五
三
、

同
「
律
令
に
お
け
る
太
神
宮
」『
神
道
史
研
究
』
（
巻
（
号

　一
九
六
一

（
（
）

　田
村
圓
澄
『
伊
勢
神
宮
の
成
立
』
吉
川
弘
文
館

　一
九
六
七

（
（
）

　伊
勢
神
宮
の
創
祀
に
関
す
る
研
究
は
他
に
も
多
く
、
水
野
祐
「
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
浦
嶼
子

伝
説
」『
古
代
社
会
と
浦
島
伝
説
』
雄
山
閣

　一
九
七
五
、
上
田
正
昭
『
日
本
神
話
』
岩
波
書

店

　一
九
七
〇
、
同
『
伊
勢
の
大
神
』
筑
摩
書
房

　一
九
八
八
、
上
山
春
平
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

伊
勢
神
宮
』
人
文
書
院

　一
九
九
三
、
岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房

　

一
九
七
〇
な
ど
、
ま
た
民
族
学
や
神
話
学
や
の
分
野
で
は
、
岡
正
雄
『
異
人
、
そ
の
他
』
言
叢

社

　一
九
七
九
、三
品
彰
英
『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』（『
三
品
彰
英
論
文
集
』
第
（
巻

　平
凡

社

　一
九
七
一
、
松
前
健
「
日
本
古
代
の
太
陽
信
仰
と
大
和
国
家
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

（（
号

　一
九
八
〇
、
な
ど
多
数
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
千
田
稔
『
伊
勢
神
宮
』
中
公
新
書

　

二
〇
〇
五
が
あ
る
。

（
（
）   

家
永
三
郎
「
解
説
」『
日
本
書
紀

　上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店

　一
九
六
七

（
（0
）

　太
田
晶
次
郎
「
上
代
に
於
け
る
日
本
書
紀
講
究
」
史
学
会
編
『
本
邦
史
学
史
論
叢
』
上
巻

　

富
山
房

　一
九
三
九

（
（（
）

　『
古
事
記
』
の
最
古
の
写
本
は
賢
瑜
筆
の
『
古
事
記
』
三
帖
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
名

古
屋
市
の
宝
生
院
（
真
福
寺
）
に
伝
来
さ
れ
る
真
福
寺
本
（
応
安
四
年
、
五
年
の
書
写
：

一
三
七
一
・
一
三
七
二
年
）
で
あ
る
。
ま
た
『
古
事
記
』
の
現
存
最
古
の
註
書
は
文
永
一
〇
年

（
一
二
七
三
）
の
「
古
事
記
裏
書
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
、
以
下
の
①
～
⑤
が
あ
る
。
①
天
武
天

皇
一
〇
年
（
六
八
一
）
三
月
丙
戌
条
「
天
皇
御
于
大
極
殿
、
以
詔
川
嶋
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
広

瀬
王
・
竹
田
王
・
桑
田
王
・
三
野
王
・
大
錦
下
上
毛
野
君
三
千
・
小
錦
中
忌
部
連
首
・
小
錦
下

の
、
共
同
体
の
財
が
い
っ
た
ん
中
央
の
一
か
所
に
集
め
ら
れ
貯
蔵
さ
れ
て
、
そ
れ
が

儀
礼
な
ど
共
同
体
の
活
動
を
通
し
て
再
度
分
配
さ
れ
る
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
中
心
性

centricity

と
再
分
配redistribution

の
構
造

（
（（
（

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

阿
曇
連
稲
敷
・
難
波
連
大
形
・
大
山
上
中
臣
連
大
嶋
・
大
山
下
平
群
臣
子
首
、
令
記
定
帝
紀
及

上
古
諸
事
。
大
嶋
・
子
首
親
執
筆
以
録
焉
」（『
日
本
書
紀
』）、
②
持
統
天
皇
五
年
八
月
に
一
八

の
氏
族
に
そ
の
祖
等
の
墓
記
の
提
出
を
命
じ
る
。
③
元
明
天
皇

　和
銅
七
年
（
七
一
四
）
二
月

戊
戌
「
従
六
位
上
紀
朝
臣
清
人
、
正
八
位
下
三
宅
臣
藤
麻
呂
に
詔
し
て
、
国
史
を
撰
ば
し
む
」

（『
続
日
本
紀
』）。
④
元
正
天
皇

　養
老
四
年
（
七
二
〇
）
五
月
「
日
本
紀
」
（0
巻
・
系
図
（
巻

　撰
上
。
⑤
編
修
に
当
た
っ
た
人
物
と
し
て
、
紀
清
人
、
三
宅
藤
麻
呂
の
ほ
か
に
、
太
安
万
侶

を
あ
げ
る
の
が
『
弘
仁
私
記
』
序
だ
が
、
こ
れ
は
後
世
の
記
録
で
あ
り
疑
問
で
あ
る
。

　

（
（（
）

　遠
山
美
都
男
「
日
本
書
紀
の
区
分
論
」『
日
本
書
紀
の
読
み
方
』
講
談
社
現
代
新
書

　

二
〇
〇
四

（
（（
）

　森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』
中
公
新
書

　一
九
九
九
に
よ
れ
ば
、
巻
（
神
代
上
―
巻

（（
允
恭
・
安
康
と
、
巻
（（
推
古
と
巻
（（
舒
明
と
、
巻
（（
天
武
上
と
巻
（（
天
武
下
と
、
こ
の
（
グ

ル
ー
プ
は
β
群
（
倭
風
の
文
章
で
記
さ
れ
倭
習
も
多
く
漢
語
・
漢
文
の
誤
用
や
奇
用
だ
ら
け
で

正
規
の
漢
文
で
は
な
い
）
に
属
し
、
巻
（（
雄
略
―
巻
（（
用
明
・
崇
峻
と
、
巻
（（
皇
極
―
巻
（（
天

智
と
、こ
の
２
グ
ル
ー
プ
は
α
群
（
原
資
料
を
尊
重
し
な
が
ら
正
し
い
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
）

に
属
す
と
い
う
。
α
群
（
中
国
人
執
筆
か
）
が
先
に
編
纂
、
つ
ま
り
、
ま
ず
雄
略
朝
の
記
事
か

ら
編
纂
執
筆
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
α
群
の
編
纂
が
終
わ
っ
て
か
ら
後
に
β
群
（
日
本
人
執
筆

か
）
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
α
群
が
天
武
朝
、
β
群
が
文
武
朝
、
と
考

え
ら
れ
る
と
い
う
。

（
（（
）

　津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
前
掲
註（
（
）

（
（（
）

　『
古
事
記
』
も
上
巻
を
神
代
、
中
巻
を
神
武
か
ら
と
区
切
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
は
神
武

が
東
征
の
計
画
を
宣
言
す
る
時
点
を
天
孫
降
臨
か
ら
百
七
十
九
万
二
千
四
百
七
十
余
歳
が
経

過
し
た
と
い
い
、
神
武
の
東
征
開
始
の
年
を
「
是
年
、
太
歳
甲
寅
」
と
し
て
出
発
の
日
を
「
冬

十
月
丁
巳
朔
辛
酉
（
五
日
）」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
橿
原
宮
に
即
位
し
て
天
皇
元
年
と
し

た
の
が
、
辛
酉
年
の
正
月
庚
辰
の
朔
で
あ
っ
た
と
す
る
。『
古
事
記
』
は
上
巻
（
神
代
）・
中
巻

（
神
武
―
応
神
）・
下
巻
（
仁
徳
―
推
古
）
と
区
切
っ
て
い
る
。

（
（（
）

　田
中
卓
『
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
発
展
』
前
掲
註（
（
）な
ど
。

（
（（
）

　津
田
左
右
吉
は
『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
新
研
究
』（
一
九
一
九
）
で
は
、
崇
神
天
皇

の
実
在
性
を
否
定
し
た
が
、
戦
後
刊
行
の
『
日
本
古
典
の
研
究
』
前
掲
註（
（
）
で
は
肯
定

す
る
説
に
立
っ
て
い
る
。
井
上
光
貞
『
神
話
か
ら
歴
史
へ

　日
本
の
歴
史
（
』
中
央
公
論
社

（
一
九
六
五
）
も
実
在
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

（
（（
）  

こ
れ
は
『
宋
書
倭
国
伝
』
に
み
え
る
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
と
い
う
倭
の
五
王
と
符
合

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
井
上
光
貞
『
神
話
か
ら
歴
史
へ

　日
本
の
歴
史
（
』（
中
央
公
論
社

一
九
六
五
）、
水
野
祐
『
日
本
古
代
王
朝
史
論
序
説
』（
小
宮
山
書
店

　一
九
五
四
）
な
ど
も
そ

の
和
風
諡
号
や
叙
述
内
容
か
ら
実
在
性
を
認
め
る
立
場
に
あ
る
。

（
（0
）

　岸
俊
男
「
画
期
と
し
て
の
雄
略
朝
」『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
上
、
塙
書
房

　一
九
八
四
、

加
藤
謙
吉
「「
歴
史
の
出
発
点
」
と
し
て
の
雄
略
朝
」『
日
本
書
紀
の
読
み
方
』
講
談
社
現
代
新
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註（
（
）

　田
中
卓
『
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
発
展
』（『
田
中
卓
著
作
集
』
（

　国
書
刊
行
会

　一
九
八
五

（
（
）

　津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
岩
波
書
店

　一
九
四
八

　

（
（
）

　直
木
孝
次
郎
「
伊
勢
神
宮
の
起
源
」
藤
谷
俊
雄
・
直
木
孝
次
郎
『
伊
勢
神
宮
』
三
一
書
房

一
九
六
〇
、
同
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
書
房

　一
九
六
四

（
（
）

　桜
井
勝
之
進
『
伊
勢
神
宮
』
学
生
社

　一
九
七
一

（
（
）  

丸
山
二
郎
「
伊
勢
大
神
宮
の
奉
祀
に
つ
い
て
」『
日
本
古
代
史
研
究
』
大
八
洲
出
版

　

一
九
四
八

（
（
）

　瀧
川
政
次
郎
「
天
武
天
皇
」『
人
物
新
日
本
史
〔
第
一
〕
上
代
編
』
明
治
書
院

　一
九
五
三
、

同
「
律
令
に
お
け
る
太
神
宮
」『
神
道
史
研
究
』
（
巻
（
号

　一
九
六
一

（
（
）

　田
村
圓
澄
『
伊
勢
神
宮
の
成
立
』
吉
川
弘
文
館

　一
九
六
七

（
（
）

　伊
勢
神
宮
の
創
祀
に
関
す
る
研
究
は
他
に
も
多
く
、
水
野
祐
「
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
浦
嶼
子

伝
説
」『
古
代
社
会
と
浦
島
伝
説
』
雄
山
閣

　一
九
七
五
、
上
田
正
昭
『
日
本
神
話
』
岩
波
書

店

　一
九
七
〇
、
同
『
伊
勢
の
大
神
』
筑
摩
書
房

　一
九
八
八
、
上
山
春
平
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

伊
勢
神
宮
』
人
文
書
院

　一
九
九
三
、
岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房

　

一
九
七
〇
な
ど
、
ま
た
民
族
学
や
神
話
学
や
の
分
野
で
は
、
岡
正
雄
『
異
人
、
そ
の
他
』
言
叢

社

　一
九
七
九
、三
品
彰
英
『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』（『
三
品
彰
英
論
文
集
』
第
（
巻

　平
凡

社

　一
九
七
一
、
松
前
健
「
日
本
古
代
の
太
陽
信
仰
と
大
和
国
家
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

（（
号

　一
九
八
〇
、
な
ど
多
数
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
千
田
稔
『
伊
勢
神
宮
』
中
公
新
書

　

二
〇
〇
五
が
あ
る
。

（
（
）   

家
永
三
郎
「
解
説
」『
日
本
書
紀

　上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店

　一
九
六
七

（
（0
）

　太
田
晶
次
郎
「
上
代
に
於
け
る
日
本
書
紀
講
究
」
史
学
会
編
『
本
邦
史
学
史
論
叢
』
上
巻

　

富
山
房

　一
九
三
九

（
（（
）

　『
古
事
記
』
の
最
古
の
写
本
は
賢
瑜
筆
の
『
古
事
記
』
三
帖
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
名

古
屋
市
の
宝
生
院
（
真
福
寺
）
に
伝
来
さ
れ
る
真
福
寺
本
（
応
安
四
年
、
五
年
の
書
写
：

一
三
七
一
・
一
三
七
二
年
）
で
あ
る
。
ま
た
『
古
事
記
』
の
現
存
最
古
の
註
書
は
文
永
一
〇
年

（
一
二
七
三
）
の
「
古
事
記
裏
書
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
、
以
下
の
①
～
⑤
が
あ
る
。
①
天
武
天

皇
一
〇
年
（
六
八
一
）
三
月
丙
戌
条
「
天
皇
御
于
大
極
殿
、
以
詔
川
嶋
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
広

瀬
王
・
竹
田
王
・
桑
田
王
・
三
野
王
・
大
錦
下
上
毛
野
君
三
千
・
小
錦
中
忌
部
連
首
・
小
錦
下

の
、
共
同
体
の
財
が
い
っ
た
ん
中
央
の
一
か
所
に
集
め
ら
れ
貯
蔵
さ
れ
て
、
そ
れ
が

儀
礼
な
ど
共
同
体
の
活
動
を
通
し
て
再
度
分
配
さ
れ
る
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
中
心
性

centricity

と
再
分
配redistribution

の
構
造

（
（（
（

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

阿
曇
連
稲
敷
・
難
波
連
大
形
・
大
山
上
中
臣
連
大
嶋
・
大
山
下
平
群
臣
子
首
、
令
記
定
帝
紀
及

上
古
諸
事
。
大
嶋
・
子
首
親
執
筆
以
録
焉
」（『
日
本
書
紀
』）、
②
持
統
天
皇
五
年
八
月
に
一
八

の
氏
族
に
そ
の
祖
等
の
墓
記
の
提
出
を
命
じ
る
。
③
元
明
天
皇

　和
銅
七
年
（
七
一
四
）
二
月

戊
戌
「
従
六
位
上
紀
朝
臣
清
人
、
正
八
位
下
三
宅
臣
藤
麻
呂
に
詔
し
て
、
国
史
を
撰
ば
し
む
」

（『
続
日
本
紀
』）。
④
元
正
天
皇

　養
老
四
年
（
七
二
〇
）
五
月
「
日
本
紀
」
（0
巻
・
系
図
（
巻

　撰
上
。
⑤
編
修
に
当
た
っ
た
人
物
と
し
て
、
紀
清
人
、
三
宅
藤
麻
呂
の
ほ
か
に
、
太
安
万
侶

を
あ
げ
る
の
が
『
弘
仁
私
記
』
序
だ
が
、
こ
れ
は
後
世
の
記
録
で
あ
り
疑
問
で
あ
る
。

　

（
（（
）

　遠
山
美
都
男
「
日
本
書
紀
の
区
分
論
」『
日
本
書
紀
の
読
み
方
』
講
談
社
現
代
新
書

　

二
〇
〇
四

（
（（
）

　森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』
中
公
新
書

　一
九
九
九
に
よ
れ
ば
、
巻
（
神
代
上
―
巻

（（
允
恭
・
安
康
と
、
巻
（（
推
古
と
巻
（（
舒
明
と
、
巻
（（
天
武
上
と
巻
（（
天
武
下
と
、
こ
の
（
グ

ル
ー
プ
は
β
群
（
倭
風
の
文
章
で
記
さ
れ
倭
習
も
多
く
漢
語
・
漢
文
の
誤
用
や
奇
用
だ
ら
け
で

正
規
の
漢
文
で
は
な
い
）
に
属
し
、
巻
（（
雄
略
―
巻
（（
用
明
・
崇
峻
と
、
巻
（（
皇
極
―
巻
（（
天

智
と
、こ
の
２
グ
ル
ー
プ
は
α
群
（
原
資
料
を
尊
重
し
な
が
ら
正
し
い
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
）

に
属
す
と
い
う
。
α
群
（
中
国
人
執
筆
か
）
が
先
に
編
纂
、
つ
ま
り
、
ま
ず
雄
略
朝
の
記
事
か

ら
編
纂
執
筆
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
α
群
の
編
纂
が
終
わ
っ
て
か
ら
後
に
β
群
（
日
本
人
執
筆

か
）
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
α
群
が
天
武
朝
、
β
群
が
文
武
朝
、
と
考

え
ら
れ
る
と
い
う
。

（
（（
）

　津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
前
掲
註（
（
）

（
（（
）

　『
古
事
記
』
も
上
巻
を
神
代
、
中
巻
を
神
武
か
ら
と
区
切
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
は
神
武

が
東
征
の
計
画
を
宣
言
す
る
時
点
を
天
孫
降
臨
か
ら
百
七
十
九
万
二
千
四
百
七
十
余
歳
が
経

過
し
た
と
い
い
、
神
武
の
東
征
開
始
の
年
を
「
是
年
、
太
歳
甲
寅
」
と
し
て
出
発
の
日
を
「
冬

十
月
丁
巳
朔
辛
酉
（
五
日
）」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
橿
原
宮
に
即
位
し
て
天
皇
元
年
と
し

た
の
が
、
辛
酉
年
の
正
月
庚
辰
の
朔
で
あ
っ
た
と
す
る
。『
古
事
記
』
は
上
巻
（
神
代
）・
中
巻

（
神
武
―
応
神
）・
下
巻
（
仁
徳
―
推
古
）
と
区
切
っ
て
い
る
。

（
（（
）

　田
中
卓
『
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
発
展
』
前
掲
註（
（
）な
ど
。

（
（（
）

　津
田
左
右
吉
は
『
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
の
新
研
究
』（
一
九
一
九
）
で
は
、
崇
神
天
皇

の
実
在
性
を
否
定
し
た
が
、
戦
後
刊
行
の
『
日
本
古
典
の
研
究
』
前
掲
註（
（
）
で
は
肯
定

す
る
説
に
立
っ
て
い
る
。
井
上
光
貞
『
神
話
か
ら
歴
史
へ

　日
本
の
歴
史
（
』
中
央
公
論
社

（
一
九
六
五
）
も
実
在
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。

（
（（
）  

こ
れ
は
『
宋
書
倭
国
伝
』
に
み
え
る
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
と
い
う
倭
の
五
王
と
符
合

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
井
上
光
貞
『
神
話
か
ら
歴
史
へ

　日
本
の
歴
史
（
』（
中
央
公
論
社

一
九
六
五
）、
水
野
祐
『
日
本
古
代
王
朝
史
論
序
説
』（
小
宮
山
書
店

　一
九
五
四
）
な
ど
も
そ

の
和
風
諡
号
や
叙
述
内
容
か
ら
実
在
性
を
認
め
る
立
場
に
あ
る
。

（
（0
）

　岸
俊
男
「
画
期
と
し
て
の
雄
略
朝
」『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
上
、
塙
書
房

　一
九
八
四
、

加
藤
謙
吉
「「
歴
史
の
出
発
点
」
と
し
て
の
雄
略
朝
」『
日
本
書
紀
の
読
み
方
』
講
談
社
現
代
新
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書

　二
〇
〇
四
、
な
ど
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
は
現
在
の
古
代
史
研
究
者
の
間
で
の
通
説
と

い
っ
て
よ
い
。

（
（（
）

　中
国
南
朝
の
宋
の
何
承
天
の
編
に
な
る
暦
で
百
済
を
経
て
日
本
に
最
初
に
伝
え
ら
れ
た
暦
。

（
（（
）

　津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
前
掲
註（
（
）

（
（（
）

　第
（
段
一
書
（
の
い
う
吾
田
鹿
葦
津
姫
が
一
夜
の
間
に
有
身
め
り
と
い
う
話
題
は
、
雄
略
紀

に
同
類
の
記
事
が
あ
る
。

（
（（
）

　こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
で
あ
り
、『
古
事
記
』
で
は
よ
り
素
朴
に
三
嶋
溝
咋
の
女
子

の
勢
夜
陀
多
良
比
売
（
別
名
：
ホ
ト
タ
タ
ラ
イ
ス
ス
キ
ヒ
メ
・
ヒ
メ
タ
タ
ラ
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
）
が
大
便
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
美
和
の
大
物
主
神
（
蛇
体
の
神
）
が
丹
塗
矢
と
な
っ
て
溝
か
ら
流
れ
て
い

き
そ
の
美
人
の
ホ
ト
を
突
い
た
と
こ
ろ
か
ら
結
ば
れ
て
生
ま
れ
た
子
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
前
掲
註（
（
）

　

（
（（
）

　そ
の
記
事
内
容
か
ら
成
立
年
代
が
大
宝
（
七
〇
一
―
七
〇
四
）、
慶
雲
（
七
〇
四
―
七
〇
八
）

以
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
第
（
の
皇
室
系
譜
の
記
事
の
部
分
、
つ
ま
り
欽
明
か
ら
推
古
ま
で
の

五
代
の
天
皇
の
事
績
の
記
事
の
部
分
。

（
（（
）

　東
野
治
之
『
遣
唐
使
と
正
倉
院
』
岩
波
書
店

　一
九
九
二

（
（（
）

　岩
波
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
下
の
一
九
〇
頁
の
一
の
注
記
に
も
こ
の
解
説
が
あ
る
。

（
（（
）  

坂
本
太
郎
「
聖
徳
太
子
の
鴻
業
」（
戦
前
の
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
九
回
配
本

　

一
九
三
四
、
黛
弘
道「
推
古
朝
の
意
義
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
（
古
代
（
』一
九
六
二
年
な
ど
）

（
（0
）

　津
田
左
右
吉
説
で
も
推
古
朝
と
み
な
さ
れ
て
お
り
妥
当
な
見
解
と
み
る
。

（
（（
）

　大
野
晋
「
解
説
」『
日
本
書
紀
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店

　一
九
六
七

（
（（
）

　前
田
晴
人
「「
飛
鳥
仏
教
史
」
を
読
み
直
す
」『
日
本
書
紀
の
読
み
方
』
講
談
社

　二
〇
〇
四

（
（（
）

　前
田
晴
人
「「
飛
鳥
仏
教
史
」
を
読
み
直
す
」
前
掲
註（
（（
）

（
（（
）

　田
村
圓
澄
『
伊
勢
神
宮
の
成
立
』
吉
川
弘
文
館

　一
九
九
六

（
（（
）

　山
田
英
雄
「
古
代
の
天
皇
の
謚
に
つ
い
て
」『
日
本
書
紀
研
究
』
（

　塙
書
房

　一
九
七
三
、

田
村
圓
澄
『
伊
勢
神
宮
の
成
立
』
前
掲
註（
（（
）

（
（（
）

　『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
七
月
壬
子
（
一
七
日
）
条
の
元
明
天
皇
即
位
詔
に
「
か

け
ま
く
も
か
し
こ
き
近
江
の
大
津
の
宮
に
あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
し
大
倭
根
子
天
皇
の
天
地

と
と
も
に
長
く
日
月
と
と
も
に
遠
く
改
む
ま
じ
き
常
の
典
と
立
て
た
ま
ひ
敷
き
た
ま
へ
る
法

を
」
と
あ
る
。
こ
の
不
改
常
典
に
つ
い
て
は
「
不
改
常
典
」
と
い
う
の
は
、『
続
日
本
紀
』
慶

雲
四
年
（
七
〇
七
）
七
月
壬
子
（
一
七
日
）
条
の
元
明
天
皇
即
位
詔
に
、「
か
け
ま
く
も
か
し

こ
き
、
近
江
の
大
津
の
宮
に
あ
め
の
し
た
し
ら
し
め
し
し
、
大
倭
根
子
天
皇
の
天
地
と
と
も
に
、

長
く
日
月
と
と
も
に
、
遠
く
改
む
ま
じ
き
常
の
典
と
、
立
て
た
ま
ひ
敷
き
た
ま
へ
る
」
と
、
あ

る
も
の
を
い
う
。
元
明
天
皇
は
そ
の
続
柄
か
ら
い
え
ば
、
文
武
天
皇
の
母
親
で
あ
り
、
通
常
は

自
分
の
息
子
の
跡
を
、
つ
ま
り
そ
の
息
子
の
就
い
て
い
た
皇
位
を
相
続
す
る
母
親
な
ど
考
え
ら

れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
異
常
な
皇
位
継
承
と
即
位
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の

が
、
こ
の
天
智
天
皇
が
定
め
た
と
い
う
「
不
改
常
典
（
改
む
ま
じ
き
常
の
典
）」
で
あ
る
。
壬

申
の
乱
で
自
ら
の
子
へ
の
皇
位
継
承
と
い
う
そ
の
意
志
の
実
現
が
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
天
智

天
皇
で
あ
っ
た
が
、
仮
に
そ
の
天
智
天
皇
の
指
示
し
た
皇
位
継
承
の
遺
命
で
あ
る
の
な
ら
ば
、

そ
れ
こ
そ
大
友
皇
子
へ
の
皇
位
継
承
の
遺
命
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
不

改
常
典
」
は
そ
の
よ
う
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
七
世
紀
後
半
の
皇
位
継
承
の
遺
命
で
は
な
い
。
実

際
に
は
奈
良
朝
の
八
世
紀
前
半
の
い
わ
ば
元
明
天
皇
の
不
自
然
な
皇
位
継
承
と
そ
の
即
位
の
、

正
当
化
の
た
め
に
、
天
智
天
皇
に
仮
託
さ
れ
た
架
空
の
遺
命
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
遺
制

と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
な
経
略
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
元
明
天
皇

の
自
ら
の
意
志
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
姉
で
あ
り
、
文
武
の
祖
母
で
、

超
越
的
神
聖
王
権
確
立
へ
む
け
て
志
半
ば
で
身
ま
か
っ
た
持
統
天
皇
が
、
自
ら
の
皇
統
を
固
守

し
よ
う
と
し
た
堅
い
意
志
の
仮
託
的
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
を
近
臣
の
立
場
か
ら
政
治
的
に
利
用

し
よ
う
と
し
た
勢
力
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
宮
廷
政
治
の
中
に
存
在
し
た
人
物

と
は
誰
か
、
そ
れ
は
自
ら
の
利
害
関
係
も
こ
の
皇
位
継
承
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
藤
原
不
比

等
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
藤
原
不
比
等
は
、
か
つ
て
草
壁
皇
子
か
ら
そ
の
死
の
直
前

に
護ま

も

り
刀
の
「
黒
作
り
懸か

け
は
ぎ佩

の
刀
」
を
譲
ら
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
強
調
し
て
い
る
が
、

そ
れ
も
政
治
的
な
演
出
と
考
え
ら
れ
る
。

　な
お
、
こ
の
「
不
改
常
典
」
は
古
代
史
研
究
上
の

大
き
な
問
題
で
あ
り
、
参
考
す
べ
き
論
考
は
多
い
が
、
ま
ず
は
以
下
の
論
考
を
あ
げ
て
お
か
ね

ば
な
る
ま
い
。

岩
橋
小
弥
太
「
天
智
天
皇
の
立
て
給
ひ
し
常
の
典
」『
増
補
上
代
史
籍
の
研
究
』
下
巻

　吉
川

　弘
文
館
一
九
五
八
（
初
出
は
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
九
巻
一
号
、
一
九
五
一
年
三
月
） 

高
橋
崇
「
天
智
天
皇
と
天
武
天
皇

　続
紀
宣
命
よ
り
見
た
る
」『
続
日
本
紀
研
究
』
一
―
九

　

　一
九
五
四 

直
木
孝
次
郎
「
天
智
天
皇
と
皇
位
継
承
法
」、『
人
文
研
究
』
六
―
九

　一
九
五
五 

北
山
茂
夫
「
壬
申
の
乱
の
論
点
」『
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
』
岩
波
書
店

　一
九
五
九

井
上
光
貞
「
古
代
の
女
帝
」「
古
代
の
皇
太
子
」『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』（
井
上
光
貞
著
作

　集
第
一
巻
）
一
九
八
五
、（
初
出
は
『
歴
史
と
人
物
』、
吉
川
弘
文
館

　一
九
六
四
）

　

 

田
村
円
澄
「
不
改
常
典
考
」『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
一
九
六
九

武
田
佐
知
子
「『
不
改
常
典
』
に
つ
い
て
」『
日
本
歴
史
』
三
〇
九

　一
九
七
四 

水
野
柳
太
郎
「『
不
改
常
典
』
を
め
ぐ
る
試
論

　大
王
と
天
皇
」『
日
本
史
研
究
』
一
五
〇
―

　

　一
五
一
合
併
号

　一
九
七
五 

佐
藤
宗
諄
「
元
明
天
皇
論

　そ
の
即
位
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
代
文
化
』
三
〇
―
一

　一
九
七
八 

長
山
泰
孝
「
不
改
常
典
の
再
検
討
」『
日
本
歴
史
』
四
四
六

　一
九
八
五 

早
川
庄
八
「
天
智
の
初
め
定
め
た
『
法
』
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研

　究
論
集
』
史
学
三
四

　一
九
八
八

森
田
悌
「
不
改
常
典
に
つ
い
て
」『
日
本
律
令
制
論
集
』
上
巻

　吉
川
弘
文
館

　一
九
九
三 

篠
川
賢
「
皇
統
の
原
理
と『
不
改
常
典
』」『
日
本
古
代
の
社
会
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館

　一
九
九
五 

星
野
良
作
「
壬
申
の
乱
原
因
論
と
『
不
改
常
典
』
法
の
研
究
史
的
考
察
」『
壬
申
の
乱
研
究
の
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　展
開
』

　吉
川
弘
文
館

　一
九
九
七

（
（（
）

　桜
井
勝
之
進
『
伊
勢
神
宮
』
学
生
社

　一
九
六
九

　九
六
―
九
七
頁

（
（（
）

　ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
著
名
な
学
説
は
印
欧
語
族
の
神
話
群
に
共
通
し
た
特
徴
と
し

て
、
世
界
を
「
聖
性
（
主
権
）」、「
戦
闘
性
（
戦
闘
）」、「
豊
饒
性
（
生
産
）」
と
い
う
三
つ
の

要
素
も
し
く
は
機
能
と
と
ら
え
る
、
い
わ
ゆ
る
三
区
分
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
の
聖
性
・

主
権
の
機
能
は
呪
術
的
至
上
権
と
法
律
的
至
上
権
と
に
分
割
さ
れ
、
相
互
補
完
的
に
機
能
す
る

と
い
う
。『
神
々
の
構
造:

印
欧
語
族
三
区
分
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
国
文
社
一
九
八
七
ほ
か

（
（（
）

　平
川
南
『
日
本
の
原
像
』（
日
本
の
歴
史 

第
二
巻
）
小
学
館

　二
〇
〇
八

（
（0
）

　新
谷
尚
紀
「
民
俗
学
の
王
権
論
」『
支
配
の
古
代
史
』
学
生
社

　二
〇
〇
八

（
（（
）

　網
野
善
彦
・
上
野
千
鶴
子
・
宮
田
登
『
日
本
王
権
論
』
春
秋
社

　一
九
八
八

（
（（
）

　岡
田
荘
司「
出
雲
と
大
和
の
神
社
神
殿
の
創
建
」『
神
道
宗
教
』第
一
八
二
号

　二
〇
〇
一
で
、

整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
熊
野
大
社
と
み
る
論
者
が
、
井
上
光
貞
、
上
田
正
昭
、
平
野
邦
雄

の
諸
氏
で
あ
り
、
出
雲
大
社
と
み
る
の
が
、
門
脇
禎
二
、
新
野
直
吉
、
松
前
健
の
諸
氏
で
、
現

在
も
両
論
並
立
の
状
況
で
あ
る
。

（
（（
）  

古
代
王
権
と
東
西
軸
の
方
位
観
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
『
神
道
宗
教
』
第
一
八
二
号

　

二
〇
〇
一
に
お
い
て
も
多
く
の
研
究
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
（（
）

　新
谷
尚
紀
「
龍
蛇
祭
祀
の
儀
礼
と
神
話
」『
神
々
の
原
像
―
祭
祀
の
小
宇
宙
―
』
吉
川
弘
文

館

　二
〇
〇
〇

（
（（
）

　山
中
章
「
律
令
国
家
と
海
部
―
海
浜
部
小
国
・
人
給
制
度
に
み
る
日
本
古
代
律
令
支
配
の
特

質
―
」『
支
配
の
古
代
史
』
学
生
社

　二
〇
〇
八

（
（（
）

　水
野
祐
『
古
代
社
会
と
浦
島
伝
説
』
前
掲
註（
（
）
前
掲

（
（（
）

　新
川
登
亀
男
『
道
教
を
め
ぐ
る
攻
防
』
大
修
館
書
店

　一
九
九
九

（
（（
）

　新
谷
尚
紀
「
大
和
王
権
と
鎮
魂
祭
―
民
俗
学
の
王
権
論
：
折
口
鎮
魂
論
と
文
献
史
学
と
の
接

点
を
求
め
て
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
二
集
、
二
〇
〇
九

（
（（
）

　折
口
信
夫
「
小
栗
外
伝
」『
民
族
』
第
二
巻
一
号
一
九
二
六
（
全
集
（
）、「
剣
と
玉
と
」『
上

代
文
化
』
昭
和
七
年
一
月
一
九
三
二
（
全
集
（0
）、「
国
文
学
の
発
生
（
第
四
稿
）
―
唱
導
的

方
面
を
中
心
と
し
て
―
」『
日
本
文
学
講
座
』
昭
和
二
年
二
、四
、一
二

　一
九
二
七
（
全
集
（
）、

「
即
位
御
前
記
」『
史
学
』
昭
和
一
五
年
八
月
一
九
四
〇
（
全
集
（0
）、「
産
霊
の
研
究
」『
研
修
』

昭
和
二
八
年
一
二
月
一
九
五
三
（
全
集
（0
）、「
尊
者
の
分
霊
を
受
け
て
そ
の
威
力
に
あ
や
か
る

信
仰
」（「
原
始
信
仰
」『
郷
土
科
学
講
座
（
』）
昭
和
六
年
九
月
一
九
三
一
（
全
集
（0
）、「
大
嘗

祭
の
本
義
」『
古
代
研
究

　民
俗
学
篇
（
』
一
九
三
〇
（
全
集
（
）

（
（0
）

　「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
の
記
事
は
『
日
本
書
紀

　上
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
一
二
八
頁
に
「
恩

頼
」、
二
八
〇
頁
に「
神
霊
」（
垂
仁
紀
）、
三
〇
〇
頁
に「
神
霊
」（
垂
仁
紀
）、
三
〇
二
頁
に「
皇

霊
之
威
」（
景
行
紀
）、「
皇
祖
之
霊
」（
神
功
紀
）、『
日
本
書
紀

　下
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

欽
明
七
一
。

（
（（
）

　山
中
章
「
律
令
国
家
と
海
部
―
海
浜
部
小
国
・
人
給
制
度
に
み
る
日
本
古
代
律
令
支
配
の
特

質
―
」
前
掲
註（
（（
）、
吉
野
秋
二
「『
人
給
所
』
木
簡
・
墨
書
土
器
考
―
律
令
制
下
の
食
料
支

給
シ
ス
テ
ム
―
」『
古
代
文
化
』
（（
巻
（
号

　一
九
九
二

（
（（
）

　カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
著
作
の
邦
訳
に
は
、『
大
転
換
―
市
場
社
会
の
形
成
と
崩
壊
』（
東

洋
経
済
新
報
社

　一
九
七
五
、『
経
済
の
文
明
史
―
ポ
ラ
ン
ニ
ー
経
済
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
』
日

本
経
済
新
聞
社 

一
九
七
五
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫

　二
〇
〇
三
）、『
経
済
と
文
明
―
ダ
ホ
メ
の

経
済
人
類
学
的
分
析
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会 

一
九
七
五
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
〇
〇
三
）、『
人

間
の
経
済
（
（
）
市
場
社
会
の
虚
構
性
』
岩
波
書
店

　一
九
八
〇
、『
人
間
の
経
済
（
（
）
交
易
・

貨
幣
お
よ
び
市
場
の
出
現
』
岩
波
書
店

　一
九
八
〇
な
ど
が
あ
る
。

 

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
民
俗
研
究
系
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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The Origin of Ise Shrine：
Japanese Folklore Theories on the Ancient Imperial Throne

SHINTANI Takanori 

The subject of this paper is the origin of Ise Shrine presented from the standpoint of carrying on Japanese 

folklore studies initiated by Yanagita Kunio with the participation of Orikuchi Shinobu. Both Yanagita and 

Orikuchi continued to pursue the question of what are Japan’s kami as a central theme of their folklore studies. 

Their findings are known by the sorei (ancestral spirit) and marebito (visiting deity) theories. While following the 

same context, the author proposes that kami came about as the reverse of kegare (defilement). This new viewpoint 

is presented from a folklore perspective based on a comparative study made of diverse information derived from 

historical documents and archaeological materials on the fundamental question of the origin of Ise Shrine, which 

is pivotal to worship at shrines in Japan. The following conclusions have been reached as a result of this study.

The historical processes related to the origin of Ise Shrine involved three periods: the worship of the Sun 

Goddess in the reign of Empress Suiko, the absorption of the world of worship at Izumo during the reign of 

Emperor Saimei, and the building of Ise Shrine and imperial visits during the reign of Empress Jito. Ise Shrine 

was built in the period between April 673, when Princess Oku retreated to the Saigu at Hatsuse, and October of 

the following year, when she departed for Ise. We can be certain that the construction of Ise Shrine had been 

completed by the time of Empress Jito’s visit there in 692. Ise Shrine had been constructed under the Ritsuryo 

tax system, and was a state project that paralleled the new Fujiwara imperial capital. The construction of Ise 

Shrine and the worship of kami there completed the project in the sense that it lay at the core of the system of 

worshipping kami, based on the Ritsuryo state where religious authority was based on the system of state funding 

of temples and the system of worshipping kami as opposed to political authority, which was based on the Ritsuryo 

system and the system of constructing capitals.

The model for the Sun Goddess Amaterasu Omikami was Takamanohara Hirono Himeno Sumeramikoto 

who later went by the posthumous name Empress Jito. However, an important point in the significance of the 

origin of Ise Shrine is obscured when tracing this type of historical factual relationship. Only when Ise Shrine 

is seen as forming a pair with Izumo Shrine does the world of worship during the time of Yamato rule become 

clear, including the question of why Izumo myths are found in the Kojiki and Nihon Shoki. The concept of 

Izumo as the “outside” is useful here. Ise and Izumo, on the edges of the seas to the east and the west had a 

symbolic and powerful existence as a means of protecting the Yamato rule of Emperor Temmu and Empress 

Jito. In the myths on imperial authority, politics is the domain of Sumemima and religious affairs is the domain 
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of Oanamuchinokami. At the same time, the shrines had a positional relationship in a cosmology of contrasting 

pairs where there is the morning sun (sunrise) and evening sun (sunset)，east (Pacific ocean shore，which is 

a safe outside region) and west (Japan Sea shore with external tension)，sun and dragon，light and shade，land 

(Niinamesai) and sea (Kamiarisai)，and this world (utsushiyo) the other world (kakuriyo).

The existence of Izumo as the “outside” was absolutely essential to the super-sacred Yamato rule of Temmu 

and Jito established from the end of the 7th century to the early 8th century. For the religious ruler of Izumo the 

dragon ritual was a ritual repeated annually that absorbed foreign spirits, whereas the ritual at which the religious 

leader of Yamato placated spirits ahead of the Onamesai was also a ritual that absorbed foreign spirits. The 

Yamato rulers acquired religious beliefs and this ritual renewing of supernatural powers in which foreign spirits 

were absorbed as a result of contact with the religious ruler of Izumo. This can be attributed to establishing Izumo 

as the “outside.”

The ritual in which the emperor placated spirits denotes the collection of foreign spirits and creation (musubi)，

and also includes the placation of foreign spirits (tama shizume) that have settled in the body of the emperor，the 

placation of spirits (tama furi) to vitalize and propagate the spirit of the emperor that has become an immanent 

spirit in the process, and in which the emperor’s subjects are endowed with the Emperor’s abundant creative 

powers and the immanent spirit with its abundant propagation (Mitamanofuyu). The ritual shows that the 

unceasing renewal of the power of the spirits (life force) and its endowment lie at the foundation of the existence 

and function of the emperor. Viewed from a universal perspective, this can also be regarded as the structure of 

centricity and redistribution as argued by Karl Polanyi.


